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について
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営状況について
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平成２５年５月３１日（金曜日）第２回６月定例会・第１号
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に関する条例の一部改正について

日程第10 議案第６号 名寄市風連地区地域振興
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日程第18 議案第１４号 平成２５年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算（第１

号）

日程第19 報告第１号 平成２４年度名寄市一般

会計予算繰越明許費繰越計算書の報告

について

日程第20 報告第２号 公害の現況に関する報告

について

日程第21 報告第３号 名寄市土地開発公社の経

営状況について

報告第４号 株式会社名寄振興公社の

経営状況について

報告第５号 株式会社ふうれんの解散

及び清算結了の報告について

報告第６号 名寄市社会福祉事業団の

経営状況について

日程第22 報告第７号 専決処分した事件の報告

について

日程第23 報告第８号 専決処分した事件の報告

について

日程第24 報告第９号 専決処分した事件の報告

について

日程第25 諮問第１号 人権擁護委員の候補者推

薦につき意見を求めることについて

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 奥 村 英 俊 議員

３番 上 松 直 美 議員

４番 大 石 健 二 議員

５番 山 田 典 幸 議員

６番 川 口 京 二 議員

７番 植 松 正 一 議員

８番 竹 中 憲 之 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 佐 々 木 寿 議員

１２番 駒 津 喜 一 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１９番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 益 塚 敏

書 記 山 崎 直 文

書 記 鷲 見 良 子

書 記 佐 藤 潤
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１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 扇 谷 茂 幸 君

市 民 部 長 中 村 勝 己 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 高 橋 光 男 君

建設水道部長 長 内 和 明 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

教 育 部 次 長 湯 浅 俊 春 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 常 本 史 之 君

上下水道室長 斎 藤 一 彦 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君
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〇議長（黒井 徹議員） ただいまより平成２５

年第２回名寄市議会定例会を開会いたします。

〇議長（黒井 徹議員） この際、御報告するこ

とがございます。

宗片浩子議員が去る５月２５日、病気加療中の

ところ逝去されました。まことに痛恨のきわみで

あり、哀悼にたえません。その折、私より弔辞を

ささげましたので、御報告を申し上げます。

宗片浩子議員の逝去を悼み、弔意を表するため、

黙祷をささげます。

御起立をお願いいたします。

黙祷始め。

（黙 祷）

〇議長（黒井 徹議員） 終わります。

御着席ください。

この際、議員を代表して熊谷吉正議員より追悼

の言葉をささげます。

〇１３番（熊谷吉正議員） おはようございます。

議長のお許しと各議員の御理解のもと、去る５月

２５日、享年７２歳を一期として無念にも病に倒

れ、逝去された私どもと同じ議会人としての同士、

宗片浩子議員を悼み、謹んで哀悼の言葉をささげ

たいと思います。

名寄市議会において重鎮が座る２０番議席に今

あなたの姿はありません。しかし、議場には御遺

影とあなたが生涯愛し愛された御家族が出席をさ

れております。議席にあなたをしのぶ白い花を見

るときに、ありし日のお姿をほうふつと思い浮か

べ、万感胸に迫るものがあります。改めて御遺族

の皆さんに心よりのお悔やみを申し上げたいと思

います。

宗片浩子議員、あなたは数年前から甲状腺を患

いながらも市民とともに歩む市議会議員として活

動を続けていました。初めは、誰もが治療の継続

で必ずや快方に向かっているものと信じ切ってい

たのではないでしょうか。議会でお会いしても、

どうですか、体調はと声をかけると、喉に少し弱

さを感じるけれども、大丈夫、大丈夫と腕を曲げ、

握り拳でいつものように笑顔で応えていましたね。

それどころか、熊谷さん、その後お母さんのお変

わりはないですか、私も家族の介護経験もあり、

わかるわと優しく気遣ってくれたことを忘れるこ

とはできません。不安や病魔と闘いながらも口に

せず、どんなことでも前向きにいつも積極的に行

動しながらも人への優しさ、思いやりに胸が熱く

なりました。

顧みますと、あなたは１９９９年４月、それま

で培ってきた社会活動や民間会社の経験を地方政

治の場で幅広く生かすとともに、女性の地位向上

を目指し、多くの市民に推され、市議会議員選挙

に立候補し、見事当選をされました。以来４期１

４年間の活動、活躍は、衆目の一致するところで

もございます。当時女性議員がいない名寄市議会

にとって宗片浩子議員の役割、存在は、ライフワ

ークであった男女共同参画社会の構築はもとより、

天の半分は女性が支えているという崇高な現実を

知らしめ、私も含め男性議員の認識や感性に大き

く影響を与えたことは疑いの余地はありません。

もっと元気なうちに気づきや御指導いただいたこ

とに感謝を伝えることができず、悔しくて悔しく

て残念でなりません。

宗片浩子議員は、幅広い社会活動、地域活動を

通した多くの市民とのかかわりと旺盛な学習調査

活動に裏打ちされた４期１４年間にこの壇上から

数多くの代表質問、一般質問を行いました。ここ

で、あなたが残した足跡と功績を記憶にとどめる

意味でも２回の一般質問を紹介し、往時の元気な

姿をしのばせていただきたいと思います。１９９

９年６月１７日午後１時４分、当時の大久保議長

指名のもと、新人女性議員、宗片浩子さんの定例

会初質問が行われました。一般質問項目は、１つ

に男女共同参画社会を目指した取り組みについて、

行動計画の策定や専門組織の設置、啓発活動は民

間団体との連携、審議会などへの女性の登用等に

ついてでありました。２つ目には、少子高齢化問
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題について、高齢者の社会参加の支援、特別保育

の取り組み、保健福祉サービスについてでありま

した。当時全道的な男女共同参画社会を目指した

取り組みは、道内１割にも達していない状況の中

で綿密な調査、学習のもと取り上げ、そして少子

高齢化対策については５年、１０年、２０年先を

見通した対策提言されていることに１年生議員で

初議会とは思えない将来性を感じたものでござい

ました。もう一回は、結果的にあなたの最後の一

般質問となりましたが、昨年３月１４日、平成２

４年第１回定例議会において一般質問のトリとし

て黒井議長の指名を受け、この壇上に立ちました。

質問項目は、名寄市教育相談センターハートダイ

ヤルについて、現状課題を把握し、子供たちや親

が気軽に安心して相談できる今後の取り組みを、

そして２つ目には社会的にも問題となっていた児

童虐待について、名寄市の事例や市としての防止

対策、今後の取り組みをただしておりました。最

後に、名寄市の食育推進計画の考え方について、

食育推進状況の評価と今後の取り組み、考えを求

めておりました。４期１４年間の長きにわたる質

問の一つ一つが常に市民目線を大切に人間として

の深さ、思いやりがにじみ出るものばかりであり

ました。

宗片浩子市議会議員は、地方議員として地域住

民の安心、安全、住民福祉、女性の地位向上のた

めに今ある名寄市の次世代育成行動計画、地域福

祉計画、そして高齢者保健医療福祉計画等の基礎

や計画推進に大きな大きな役割と責任を果たして

きたものと思います。

最後になりますが、余りにも突然な別れからま

だ１週間、御家族はもとより、多くの市民、そし

て議場にいる全議員、ここにおられる加藤市長初

め幹部職員一同は、いまだに心の中の空白を埋め

ることはできないでいるでしょう。私たちがどん

なにつらく悲しんでも家族を残し旅立ったあなた

の無念さ、悔しさをかわってあげることはできま

せん。ただ、できるとすれば、あなたの残した足

跡、功績から学び、その遺志を継いでいくことで

はないかと思います。名寄市議会は、たった今平

成２５年第２回定例会が始まりました。どうかこ

れからも２０番の席からあなたが愛した家族のお

幸せや名寄市の発展を見守っていただきますとと

もに、長年の疲れを癒やし、安らかなるとわの眠

りについていただきたいと思います。ありがとう

ございます。

名寄市議会議員、宗片浩子様。

以上で哀悼の言葉を閉じることになりますが、

私熊谷に議員代表としてこのような場を与えてい

ただいたことに黒井議長初め全議員の皆さんに感

謝を申し上げて終わりたいと思います。どうもあ

りがとうございました。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時１１分

再開 午前１０時１２分

〇議長（黒井 徹議員） 引き続き会議を開きま

す。

ただいまの出席議員数は１８名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

６番 川 口 京 二 議員

８番 竹 中 憲 之 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ 会期の決定

について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より６月１３日まで

の１４日間といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、今期定例会の会期は、本日より６月１

３日までの１４日間と決定いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ 平成２５年

第１回定例会付託議案第１号 名寄市暴力団排除

条例の制定についてを議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過及び結果

の報告を求めます。

市民福祉常任委員会、日根野正敏委員長。

〇市民福祉常任委員長（日根野正敏議員） 議長

より指名をいただきましたので、平成２５年第１

回定例会におきまして当委員会に付託されました

議案第１号 名寄市暴力団排除条例の制定につい

て、当委員会における審査経過並びに結果につい

て御報告申し上げます。

委員会は、４月１０日、４月１７日の２回にわ

たり、中村市民部長を初め担当職員の出席を願い、

本条例の内容について詳細な説明を受けた後、慎

重に審査を行いました。

付託された議案第１号は、提案理由の説明にも

ありましたように、不安のない明るく住みよいま

ちをつくることは全市民共通の願いであり、反社

会的行為を行う暴力団の進出は平穏な市民生活に

大きな不安と脅威を与えるものです。暴力団が住

民の生活や社会活動に介入し、住民や事業者に多

大な脅威を与える状況にあることから、平成２２

年４月、福岡県において全国初となる暴力団を排

除する条例が制定され、北海道においても平成２

３年４月に条例が施行されました。これを受け、

全国的に暴力団排除に関する条例化の動きが高ま

り、道内市町村においても条例の制定が進んでい

ます。暴力団排除条例の目的は、暴力団対策法を

初め、ほかの関連する法律の網の目から漏れた部

分を条例で規制し、市民が安全で安心な生活を送

れるよう行政及び地域が協働して暴力団を排除す

ることにあります。暴力団の資金を枯渇させる大

きな武器となる本条例は、社会全体が一体となっ

て取り組むことで効果を発揮するものであります。

暴力団は、全国で約７万人前後の勢力を維持して

おり、さらに巧みに組織の実体を隠し、資金を集

める活動も潜在化しています。このようなことか

ら、安全で平穏な市民生活を確保するとともに、

地域社会、経済活動の発展を目指し、市民、事業

所等が一丸となって名寄市から暴力団を排除し、

明るい社会を実現するため、本条例を制定しよう

とするものであります。

１回目の委員会で各委員から出されました主な

質疑は、暴力団には構成員と準構成員がいるとい

うことだが、その差と準構成員はどのようなこと

をしているのかの質疑には、暴力団員は構成員、

準構成員を含めて暴力団という。構成員は、組織

立てられて警察から認定されているものを構成員、

それ以外の例えば登録はされていないが、暴力団

の威力を利用して市民生活に脅威を与えている存

在が準構成員という。名寄市には構成員はいない

が、準構成員は７名と警察から聞いている。

名寄市では、暴力団によるどんな事例があった

のかの質疑には、平成２２年、暴力団関係者の検

挙実績は２件２名の検挙、平成２３年は１件１名

の検挙、平成２４年は４件５名の検挙。それと、

平成２２年からことしまで以前新聞報道にも出て

いましたナマコ密猟の事件があった。実は、名寄

を拠点として犯罪を広げていたことがあった。こ

としに入って全て解決した。全部で十四、五名の

暴力団関係者を検挙したと聞いている。

第４条４項の市は暴力団の排除に資すると認め

られる情報を入手したとき、この認められる情報

とはどこでどのように判断するのか、また８条、

９条、その他の必要な支援とは具体的にどのよう

なことなのかの質疑には、例えば飲食店、風俗営

業を含めて暴力団からみかじめ料を請求されたと

きは、率先してみずから暴力団の威力に屈しない

で情報を提供してもらうことと思っている。必要

な支援ということは、あくまでも暴力団の情報を

持っているのは警察、警察のほうからも情報をも
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らって市民に対して情報を流していく、例えば教

育関係者へ警察との間をとって警察から最新の情

報を回してもらって住民や教育関係者へ最新の情

報を提供し、啓発していくしかないと考えるとの

答弁がありました。

この条例を制定することによって、例えば公営

住宅の契約行為の問題だとか、建設事業の問題だ

とか、さまざまな関連条例がありますが、ほかの

条例にも条例改正が必要ではないかと考えるが、

各部課との横断的な連携はどのようなことが考え

られるか検証された経過についての質疑には、今

回の条例はほかの所管にある条例等がどのような

扱いになるかという部分では、この条例を制定す

ることに当たって当初教育委員会、公営住宅の所

管と協議をしてきました。公営住宅に関しては、

１２月の定例会において条例改正、その他所管、

６条による事務事業に係る契約での財政の契約係

とも協議を進めてきた。市の契約に係る部分につ

いては、契約係のほうで要綱をつくりまして、そ

の中で暴力団を排除するということで進めて検討

している最中です。ほかの条例に係る分について

は、今のところないと考えている。指定管理者の

扱いは、要綱の中で取り扱いについて組み入れる

と聞いています。暴力団の家族であっても個人的

なスポーツ施設の利用、文化施設の利用はそれに

は当たらないとの答弁がありました。

２回目の委員会では、４条４項の安全の確保で

間違った情報で市民が迷惑をすることも考えられ

るが、その対策はの質疑には、間違った情報なの

か正しい情報なのかの判断は難しい。警察が調査

をして判断することになると考えている。

３条で暴力団を恐れないこととあるが、後の仕

返しを恐れて実際には簡単ではないと思うが、市

民の理解をどのように得るのかの質疑には、制定

する上で暴力団を恐れないこと、資金を提供しな

いこと、暴力団を利用しないことが重要で、理解

をしていただき、排除していく上での基本と考え

ているとの答弁がありました。

以上、議論の結果、議案第１号 名寄市暴力団

排除条例の制定については、全会一致で原案どお

り可決すべきものと決定いたしました。

以上、付託された議案の審査経過並びに結果に

ついて御報告といたします。

〇議長（黒井 徹議員） これより、委員長報告

に対する質疑に入ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、平成２５年第１回定例会付託議案第１

号は委員長報告のとおり可決されました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第４ これより行

政報告を行います。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。行

政報告に先立ちまして、私からも宗片議員の御逝

去に際しまして心から御冥福をお祈りさせていた

だきたいと存じます。

宗片議員におかれましては、ただいま議会から

の追悼の言葉にございましたように、議会人とし

ての大変献身的な御努力のほかに、国際ソロプチ

ミスト名寄会長、名寄ユネスコ協会理事、名寄身

体障害者福祉協会の顧問、ＭＯＡ美術館北の児童

作品展実行委員長など、極めて熱心にまちづくり

の活動に専念をされておられました。また、女性

議員の先駆けとして常に弱い立場にある方々の目

線に立つとともに、優しいまなざしで子供たちを

愛し、市民の幸せを願い続けた方でありました。

私も宗片議員の御遺志を引き継いだまちづくりへ

の決意を新たにしているところであります。心か

ら御冥福をお祈りを申し上げます。

それでは、行政報告を申し上げます。本日、平
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成２５年第２回定例会の開会にあたり、これまで

の主な行政事項について、その概要を御報告申し

上げます。

はじめに、企業会計を除いた平成２４年度の各

会計決算の概要を申し上げます。

５月３１日をもって出納閉鎖となる一般会計及

び特別会計の決算については、今後、計数整理を

行うことから、ここでは、概要について申し上げ

ます。

一般会計については、繰り越しすべき財源を除

いて、概ね３億３千万円の黒字となる見込みです。

歳入では、特別交付税において、名寄市立総合

病院で開始された周産期医療に係る算定増などに

より予算額を上回ったことと、歳出では、各費目

における歳出削減などによる不用額が主な要因と

思われます。

国民健康保険特別会計の保険事業勘定について

は、基金を ７９１万２千円取り崩したことや療

養給付費等負担金の概算払いの増などもあり、概

ね１億円の黒字となる見込みです。

介護保険特別会計の保険事業勘定については、

介護保険給付費の支出減などにより、概ね ３０

０万円の黒字となる見込みです。

国保・介護の保険事業勘定を除く特別会計につ

いては、一般会計繰入金で調整しますので、収支

同額となる見込みです。

次に、基金の状況について申し上げます。

一般会計における５月末現在の基金残高は、６

１億 ２８５万円となりました。

当初予算の段階では、取崩しを５億 ８５６万

９千円予定していましたが、決算剰余金を含めた

積立と歳出の抑制などによる積戻し、減債基金、

大学振興基金など将来を見据えた積立や、施設の

老朽化などへの対応のため、公共施設整備基金へ

の積立を実施したことにより、前年度と比べ７億

０２４万円の増となりました。

このうち、財政調整に活用できる基金は、概ね

４億 ５００万円の増となる見込みです。

主な基金の残高は、財政調整基金１０億 １５

６万円、減債基金１２億 ９０２万円、公共施設

整備基金７億 ９２５万円、地域福祉基金１億

８６５万円、地方交通確保基金１億 ９７８万円、

合併特例振興基金１２億 １６０万円となってい

ます。

このほか、特別会計で、国民健康保険支払準備

金基金 ９０１万円、介護給付費準備基金１億

３５８万円となっています。

これらの基金については、今後も有効かつ適切

に活用し、健全な財政運営に努めてまいります。

次に、交流活動の推進について申し上げます。

ふるさと会交流については、札幌風連会の総会

が５月２５日に開催され、会員の増強運動などに

取り組むこととなりました。

国際交流の、姉妹都市カナダ国カワーサレイク

ス市リンゼイとの交流については、７月から８月

にリンゼイからの交換学生の受入を、友好都市ロ

シア連邦ドーリンスク市との交流については、ド

ーリンスク市からの訪問団の受入のほか、新たに

道北６市によるユジノサハリンスク道北物産展へ

の出展が、それぞれの友好委員会総会で決定され、

推進することとなりました。また、新たな取組と

なる台湾との交流については、「名寄市・台湾交

流実行委員会」を中心に、交流事業の円滑かつ速

やかな推進に努めてまいります。

国内交流の、東京都杉並区との交流については、

都市交流実行委員会、姉妹都市山形県鶴岡市との

交流については、名寄・藤島交流友の会定期総会

がそれぞれ開催され、人的交流や特産品販売のほ

か交流人口の拡大を目指した事業展開などが決定

され、推進することとなりました。

交流居住の推進については、移住促進及び地域

の振興にオール名寄で取り組むための「名寄市移

住促進協議会」を開催し、移住体験受入施設の整

備や首都圏等プロモーション活動、ホームページ

上での空き家・空き住宅情報の提供などを推進す

ることとなりました。
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移住体験「ちょっと暮らし」の受入施設につい

ては、旧風連高校教員住宅の改修工事を５月に着

手し、６月の完成を予定しています。

次に、地域おこし協力隊について申し上げます。

本年度、新規事業となる本事業については、新

たに設置要綱及び募集要項を定め、農業分野では

６月２０日までを募集期間として２人を、観光分

野では本日、５月３１日までを募集期間として１

人を、それぞれ募集しているところです。

移住・交流推進機構をはじめ、関係団体や委託

業者などと連携して、隊員確保に努めるほか、受

入体制の整備を進めてまいります。

次に、陸前高田災害ＦＭ応援プロジェクトにつ

いて申し上げます。

東日本大震災で甚大な被害を受けた岩手県陸前

高田市において、平成２３年１２月に開局した

「陸前高田災害ＦＭ」を支援する、全国青年市長

会などの取組に賛同し、不要となったＣＤの提供

を呼びかけたところ、市民をはじめとする多くの

皆様の御協力により ６２１枚のＣＤを集めるこ

とができました。

提供いただいたＣＤは、エフエムなよろにより

現地に届けられ、番組で活用いただいています。

次に、広域行政の推進について申し上げます。

天塩川周辺１３市町村で構成する「テッシ・オ

・ペッ賑わい創出協議会」を開催し、地域づくり

総合交付金の２カ年事業の２年目として、夏の

「移住モニターツアー」や「住民再発見ツアー」

を実施するなど、北海道遺産である天塩川を軸と

した広域連携や交流人口の拡大に資する取組を推

進することが確認されました。

次に、旧風連中学校跡地の利用について申し上

げます。

このことについては、先の臨時会におきまして、

私の考えをお知らせしたところですが、５月２０

日、株式会社アイ・ジーとの間におきまして、メ

ガソーラー用地として土地賃貸借契約を締結いた

しました。

５月２９日には、起工式が執り行われ、今後の

新エネルギーの促進、環境教育や市民意識の高揚

などに、期待がされます。

次に、自衛隊関係について申し上げます。

名寄駐屯地設立６０周年にあたり、協賛会とし

て要請していた事項に対し、名寄駐屯地から記念

行事の内容について、回答をいただきました。

具体的には、まず、市中パレードは、市道西３

条通を使用して、車両による行進が実施されるこ

と、南広場では、警察、消防と連携した災害救助

などを主とした訓練展示のほか、模擬店など市民

が楽しめるイベントなども検討されており、地域

とともに歩む駐屯地として、市民との理解・交流

の場として開催される意向が伝えられましたので、

駐屯地所在地として、より密接な関係が構築され

るよう、関係機関・団体と連携して支援・協力を

してまいります。

次に、病院事業について申し上げます。

平成２４年度の運営概要については、取扱い患

者数が、入院で１０万 ６１９人、外来で２１万

９０７人となり、前年度と比較して、入院で

９８３人の増加、外来で５８１人の増加となりま

した。

収支については、病院事業収益で７８億 ７８

８万円、病院事業費用で７８億 ８８８万円とな

り、差引き ９００万円の単年度純利益を計上し

ての決算となりました。

収益の主な内訳では、消化器内科の再開、それ

に伴う外科への影響、また循環器内科の伸びなど

により入院収益が前年度と比較して５億 ７４９

万円の増収となり、外来収益も１億 ５２６万円

の増収となりました。

一方、費用の主な内訳では、給与費で前年度と

比較して、臨時職員を含めた常勤換算で２２人の

増員となったことから１億 ４１８万円の増加と

なり、材料費では医業収益の増加に伴い、１億

３８８万円の増加となりました。

本年度の診療体制については、診療科２１科に
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医師４９人と研修医８人の合計５７人を配置、こ

のほか６５人の医療技術スタッフと２８９人の看

護スタッフにより地域住民の健康増進に努めてま

いります。

地方においては、拠点病院への医師の集約化・

重点化が図られていますが、当院では佐古前院長

の勇退に伴い、脳神経外科で常勤医１人が減員と

なったものの、循環器内科、消化器内科及び産婦

人科で常勤医が１人ずつ増員され、診療体制の強

化が図られました。

地域医療再生計画については、精神科病棟改築

事業で地階及び１階部分の工事を行っており、診

療情報ネットワーク整備事業では、システム構築

が完了し、その運用について関連病院と調整を図

っているところです。

北海道がん診療連携指定病院については、北海

道が平成２４年１２月に規定した北海道がん診療

連携指定病院整備要綱により第二次医療圏毎に整

備が進められており、当院は平成２５年３月に指

定を受けたところです。

病院運営を取り巻く環境は、年々厳しさを増し

ていますが、今後も、診療体制の充実に努めると

ともに、収益の確保と費用の抑制を図り、病院事

業の健全経営に努めてまいります。

次に、風連国保診療所について申し上げます。

平成２４年度の外来患者数は延べ１万 １２３

人で、前年度と比較して１８０人の増となりまし

た。

また、松田好人所長が、地域に根差し市民に寄

り添った献身的な医療活動の功績が認められ、３

月２２日、「第１回日本医師会赤ひげ大賞」を受

賞されました。

今後も初期診療、かかりつけ医及び健康管理を

担う、地域に密着した総合医の診療所として、名

寄市立総合病院をはじめとした地域の医療機関と

連携を密にし、市民が安心して暮らせる医療体制

の充実を目指してまいります。

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

本年度、子育て応援事業として新規に実施する

「名寄市お祝い誕生もち引換券交付事業」につい

ては、４月２日、この日、満１歳の誕生を迎えた

お子さんを最初の対象者として市からは誕生もち、

ＪＡ道北なよろからは赤飯セットの贈呈を行い、

子どもが一生食べ物に困らず健やかに成長するこ

とを祈念しました。

遠距離通園・通所費助成事業については、これ

まで風連地区限定としていましたが、４月からは

市全域を対象に３㎞以上離れた幼稚園・保育所に

通園・通所世帯への助成事業として実施していま

す。

また、昨年度に引き続き「親子お出かけバスツ

アー」を５月から実施し、風連日進地区の皆様と

交流を図っています。

今後とも、さらなる子育ての支援の充実に努め

てまいります。

次に、障がい者福祉の推進について申し上げま

す。

障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律の施行に伴い、「名寄市障害者

自立支援協議会」の構成員として、障がいを持つ

当事者や保護者、医療関係者などに加わっていた

だきました。また、新たに「相談支援・権利擁

護」と「就労支援」の２つの専門部会を設置し、

現場の課題や地域の声を、より反映してまいりま

す。

次に、廃棄物対策について申し上げます。

広域最終処分場の設置については、４月１日に

本市と美深町、下川町、音威子府村との４市町村

により、名寄地区衛生施設事務組合に「ごみ処理

施設整備推進室」を設置したところです。平成３

０年４月の供用開始を目指し、平成２５年度に環

境影響調査業務、平成２６年度に整備計画策定業

務、平成２７年度に実施調査設計業務、平成２８

・２９年度に埋立処分場造成工事及び浸出水処理

施設建設工事を進めてまいります。

次に、新エネルギー・省エネルギーについて申
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し上げます。

本年度、新規事業となる住宅用太陽光発電シス

テムへの補助については、新たに補助要綱を定め、

６月末までの１カ月を募集期間として、申請者を

募集してまいります。

広報、市ホームページはもとより、建設事業者

などの御協力をいただきながら、市民周知、事業

推進に努めてまいります。

次に、消防事業について申し上げます。

平成２４年中の火災件数については、１０件で

前年比２件の増となりました。５年ぶりに焼死者

はゼロとなっています。

火災種別では、建物火災が１０件となりました。

救急出動件数は ０８２件で、前年比７３件の

減、事故種別では、急病６７３件、一般負傷１３

９件、交通事故５９件、転院搬送１４８件、その

他６３件となっています。

予防行政については、住宅用火災警報器の設置

義務化から２年が経過し、設置率は８ ３パーセ

ントで、約２割の未設置世帯があります。また、

設置済の家庭においても機器の不具合や電池切れ

などの事案が発生していることから、設置後の定

期的な点検や維持管理の方法とともに、住宅用火

災警報器の奏功事例を積極的にＰＲして住宅防火

対策を推進してまいります。

次に、交通安全対策について申し上げます。

新入学期の交通安全運動の一環として、４月５

日、名寄西小学校において、新入学児童交通安全

キャンペーン「ぼくも・わたしもフォトで交通安

全」を実施しました。毎年度、市内の小学校一校

を対象に取り組んでおり、新入学児童を悲惨な交

通事故から守るため、新一年生とその保護者に交

通安全意識の啓発を行いました。

また、「春の全国交通安全運動」として、４月

１０日の全国一斉「交通事故死ゼロを目指す日」

に、西條デパート前において「旗の波作戦」を実

施し、約２００人の参加者のもと広く市民に交通

安全意識の高揚と交通事故防止を呼びかけたとこ

ろです。

次に、生活安全について申し上げます。

市民の安全対策として犯罪の抑止を図るため、

春の地域安全運動の実施に併せ、５月１０日、名

寄庁舎前において青色回転灯を装備した市庁用車

１２台による防犯パトロールの出発式を行いまし

た。

今後も継続した市内防犯パトロールを実施する

ことにより、市民の防犯意識の向上を図ってまい

ります。

次に、消費生活の安定について申し上げます。

４月１３日、駅前交流プラザ「よろーな」にお

いて、名寄消費者協会との共催による消費生活セ

ミナーを開催しました。テレビ番組「行列ができ

る法律相談所」などで有名な菊地幸夫弁護士を講

師として、約１８０人の市民が「くらしに法律

を」をテーマに、振り込め詐欺や消費者被害の実

態を学びました。

今後も消費者被害を未然に防止するために、消

費者自らが正しい知識を得られるよう、適切な情

報提供と啓発活動を推進してまいります。

次に、住宅の整備について申し上げます。

北斗・新北斗団地建替事業については、昨年９

月に着手した北斗団地の鉄筋コンクリート造２階

建て１棟１０戸の５月末進捗率は約３０パーセン

トとなっており、９月の完成を予定しています。

平成２６年度工事分の実施設計は本年８月に着手

し、平成２６年１月の完了を予定しています。ま

た、新北斗団地はコンクリートブロック造及びプ

レキャストコンクリート造平屋建て２棟８戸の住

戸全面改善工事を６月に着手し、９月の完成を予

定しています。

名寄市公営住宅等長寿命化計画では、ノースタ

ウンなよろ団地１棟３０戸の改修工事を７月に着

手し、１０月の完成を予定しています。

また、風舞団地の改修工事については、平成２

６年度工事分の実施設計を本年８月に着手し、平

成２６年１月の完了を予定しています。
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次に、都市環境の整備について申し上げます。

都市公園の長寿命化修繕計画による施設整備工

事については、名寄公園を６月、浅江島公園を７

月にそれぞれ着手を予定しています。また、街区

公園の維持管理では、地元町内会との協働により、

適切な管理に努めてまいります。

次に、水道事業について申し上げます。

安定した給水を確保するための配水管網整備工

事及び老朽管更新工事は、風連地区東５号をはじ

め、名寄地区西４条仲通りほか３路線について、

早期発注を実施しています。

計量法に基づく水道量水器取替工事については、

対象量水器 １０３台を５工区に分けて発注しま

した。

また、有収水量向上に向けた漏水調査業務に着

手しています。

次に、下水道事業について申し上げます。

老朽化した施設の改築工事では、名寄下水終末

処理場における沈砂池機械設備の更新工事及び長

寿命化更新実施設計の業務委託を６月に、雨水管

渠新設工事では、豊栄川３号幹線を７月にそれぞ

れ着手を予定しています。

また、個別排水処理施設整備事業では、名寄地

区４基、風連地区３基の合併浄化槽設置工事の発

注を終えています。

次に、道路整備について申し上げます。

社会資本整備総合交付金による道路事業は、新

規事業の徳田１８線緑丘連絡線と、継続事業の昭

和通については７月の着手を予定しており、東１

条通の改良舗装工事ほか市街地生活道路の３路線

については５月に発注を終えています。

また、舗装補修工事については、５月に発注を

終えており、防塵処理工事については、６月の発

注を予定しています。

次に、総合交通体系について申し上げます。

昨年７月から実証運行中の「コミュニティバ

ス」については、この間の検証を踏まえ、４月か

ら市内西まわりを３便増やし、駅前におけるバス

接続を改善するとともに、駅前交流プラザ「よろ

ーな」のオープンに併せ、４月１日の乗降者無料、

翌日から５月末までの降車無料を実施して、駅前

交流プラザ「よろーな」への誘導及び駐車場不足

への対応などを図ったところです。

また、北海道から緊急雇用創出推進事業の内示

を受けましたので、本事業を活用して、実証運行

の調査・分析、きめ細やかな乗車案内など利用促

進に取り組んでまいります。

次に、除排雪について申し上げます。

この冬の除雪状況については、３月末での降雪

量が７８４センチメートル、最大積雪深は１５１

センチメートルとなり、過去５カ年の平均との比

較では、降雪量で６６センチメートル、積雪深で

は３４センチメートル多くなっています。

除雪作業については、名寄及び風連両地区の市

街地・郊外地区路線を合わせて４４５キロメート

ルにおいて実施しました。１２月の大雪及び３月

の吹雪を伴った降雪がありましたが、１月と２月

の降雪が少なかったことから、昨年とほぼ同じ出

動回数となりました。

排雪作業については、名寄地区の市街地生活路

線９２キロメートルにおいてカット排雪を１ない

し２回、積込運搬排雪を幹線道路及び通学路３４

キロメートルにおいて１から３回、さらに交差点

排雪を複数回行なったほか、１２月上旬の大雪に

より全市的に道路幅員が狭くなったことから、通

常の除雪のほか、新たに積上除雪などを実施しま

した。また、交差点排雪の時期を前倒し、実施回

数を増やすことにより冬道の安全を確保してまい

りました。なお、これらに伴い排雪ダンプ総数は、

４万 ５８７台で前年度比、約 ３３倍となって

います。

排雪ダンプ助成事業については、集中した降雪

の影響により排雪作業の回転率が上がらないこと

が想定されたため、緊急避難的に名寄市立大学グ

ラウンドを雪堆積場として開放しました。なお、

利用件数は ０１７件、ダンプ台数は ３６４台
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で前年度比、約 ５７倍となっています。

次に、農業・農村行政について申し上げます。

５月１４日現在の農作業及び農作物の状況です

が、本年の融雪期は、大雪の影響と低温により平

年に比べ１０日遅い４月２３日となりました。

耕起作業などについては、４月下旬から５月上

旬の低温により平年より７日遅れの状況となって

います。

各作物の生育状況ですが、水稲は、移植はじめ

が平年より遅れて推移しています。畑作物は、播

種は順調に進んだものの玉ねぎ、てん菜の移植は、

５日程度遅くなっています。秋まき小麦は、雪腐

れ病の発生が少なく、越冬状況は良好となってい

ます。露地アスパラは、生育が平年よりやや遅れ

ています。

本年は融雪期の遅れと低温により、農作物全体

で生育が平年より遅れており、今後も関係機関・

団体などと連携し、栽培管理の徹底を図ってまい

ります。

次に、米政策について申し上げます。

平成２２年度から３カ年実施された「戸別所得

補償制度」は、本年度から「経営所得安定対策」

と名称が変更されましたが、支援内容については

変更なく、交付金についても、前年度と同額の約

２０億円を見込んでいます。地域水田農業の発展

に向け、担い手の育成、各作物の生産振興など、

効果的に活用されるよう、農業関係団体・生産者

と連携して推進してまいります。

また、平成２５年産米は、主食米生産数量で、

うるち米が ５１１トン、もち米で１万 ７７４

トンの配分があり、作付面積では、うるち米３０

３ヘクタール、もち米 ３１８ヘクタールで前年

度に比べ５３ヘクタールの減少となっています。

主食用米については、現行制度の下で需要に即し

た生産が確保されていますが、北海道の水張面積

は平成２２年度をピークに年々減少傾向にあり、

加工用米・備蓄米については必要量が確保されて

いない状況となっています。このため、北海道に

おける指針として、米の生産数量目標の減少に応

じて作付面積を減らすのではなく、生産数量の外

数である加工用米・備蓄米の作付を推進し、水張

面積を維持・拡大するとともに、価格や制度間に

差のある加工用米・備蓄米を全道共同計算方式に

より格差の生じない取組とするため、北海道枠に

おいて制度設計を行うこととされました。

本市においても、北海道の方針に基づき推進す

ることとし、作付面積では、うるち米の加工用米

・備蓄米は７６ヘクタール、もち米の加工用米は

７４８ヘクタールの計画となっており、水稲作付

面積全体では ４４５ヘクタールで前年度比６８

ヘクタールの増加見込みとなっています。

次に、薬用作物の振興について申し上げます。

薬用作物の生産振興を目的とした「名寄市薬用

作物研究会」が４月５日に農業者１８人で設立さ

れました。市、ＪＡ道北なよろ、上川農業改良普

及センター名寄支所、薬用植物資源研究センター、

名寄市立大学がオブザーバーとなり、今後、講習

会・先進地視察・農薬登録拡大試験など地域にお

ける推進母体としての取組が進められることとな

ります。

次に、有害鳥獣農作物被害防止対策について申

し上げます。

エゾシカによる平成２４年度の農作物の被害総

額は、約３千万円となりました。本年度は４月１

日から駆除を開始し、５月１６日現在で２７９頭

を駆除したところです。また、アライグマ対策と

して、本年３月に１頭が捕獲されたことから、さ

らに箱わなを５台増やし、捕獲を進めるとともに、

ＪＡ道北なよろと連携し生産者への情報提供に努

めてきたところです。

ヒグマ被害については、道内での人身被害が報

告されており、本市でも、４月５日に中名寄の新

生川沿いで足跡が見つかるなど、５月２０日現在、

市内山間部で３件のヒグマ目撃情報が報告されて

います。

市では、関係町内会や付近住民に速やかに危険
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を周知するとともに、出現箇所への看板設置やチ

ラシの全戸配布により、山菜採りや山林作業を行

なう方々に対して注意喚起を行っています。

今後も、関係機関・団体と十分連携し、被害防

止に努めてまいります。

次に、畜産の振興について申し上げます。

公共牧場については、ＪＡ道北なよろを指定管

理者として、名寄市営牧野と母子里地区共同牧場

で受精対象牛を中心に６月の受入を予定していま

す。

また、食肉センター施設改修工事については、

６月完成に向け、工事が順調に進められています。

今後も、関係諸団体と連携し、畜産の振興に努

めてまいります。

次に、農業・農村整備事業について申し上げま

す。

継続地区としては、「経営体育成基盤整備事

業」名寄東地区が、幹線用水の工法変更などによ

り総事業費４４億円に増額となり、工期が平成２

８年度まで延長されることとなりました。本年度

は継続する区画整理及び幹線用水路を実施します。

また、「ため池等整備事業」クラヌマ排水地区は、

本年度完了予定となっています。

新規地区としては、「国営施設機能保全事業」

風連地区が、総事業費１４億円、平成２４年度か

ら平成３３年度までの１０カ年で計画が確定し、

本年度幹線用水路の補修が施工されます。また、

「基幹水利ストックマネジメント事業」忠烈布地

区が平成２７年度までの３カ年で余水吐などの保

全事業を、「農道整備事業」智恵文北５号西線地

区が平成２６年度までの２カ年の事業として始ま

り、いずれも本年度は実施のための調査設計を行

ないます。

今後も、事業推進により農業基盤の強化を図っ

てまいります。

次に、林業事業について申し上げます。

本年度から森林施業に必要な市町村森林経営計

画については、森林所有者などからの請求を受け、

３月に認定事務を終了しており、北海道の「未来

につなぐ森づくり事業」などを活用して、森林所

有者の負担軽減と優良森林資源の確保に努めてま

いります。

また、３月に策定した新エネ・省エネビジョン

で有望な再生可能エネルギーとしている木質バイ

オマスの利活用について、北海道から森林整備加

速化・林業再生事業木質バイオマス利活用調査の

内示を受けましたので、関係機関・団体と連携し

て、本市での可能性について調査してまいります。

次に、商工業について申し上げます。

北海道が実施している地域別経済動向調査では、

名寄地方においては先行きの不透明感や不安感か

ら、全体的に業績が悪化すると予想する企業が多

く、やや下降という見通しが示されています。

このような状況の中、本市においては、中小企

業者などの自主的な努力を基調として、安定した

企業経営のために必要な助成などを行っています。

融資制度では、経営改善を図ろうとする小規模

事業者の方々をバックアップするため、無担保・

保証人不要・低金利で融資が受けられるマル経資

金に対する利子補給制度を新たに創設しました。

また、引き続き既存融資制度の貸付期間や利率、

各種支援事業の内容見直しについて検討を進めて

まいります。さらには、商工業者の経営基盤強化

を図るとともに、都市再生整備計画に係る商店街

環境整備促進事業の補助率をアップするなど、中

小企業振興審議会との連携により、商店街の環境

づくりに対する負担軽減を図ってまいります。

物産振興事業については、本年度からＮＰＯ法

人なよろ観光まちづくり協会が、全市的な視野に

立った物産振興に取り組むことから、昨年度まで

物産振興協会が取り組んでいた畑自慢倶楽部を引

き継いで実施し、６月には友好交流都市「東京都

杉並区」において、「東京なよろ会」の御協力を

いただき、アスパラ販売などを実施することとな

りました。

丸鱗名寄魚菜卸売市場株式会社の平成２４年度
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実績については、取扱量 ６３６トンで前年度比

７ ９パーセント、取扱高は７億 ６２８万円で

前年度比７ ４パーセントとなり、引き続き厳し

い状況にあります。こうした状況から、さらなる

経営改善に向けた内部努力と販路の拡充などが求

められており、関係機関などとの連携により公設

民営卸売市場としての将来像について検討すると

ともに、利益率向上に向けた市場の改善を行いな

がら一層の支援に努めてまいります。

また、２月の南側玄関口屋根からの落雪による

天井板破損の際に、アスベストが検出されました

ので、除去工事など、適切に対処してまいります。

次に、駅前交流プラザ「よろーな」について申

し上げます。

４月１日、観光案内所、バスターミナル及び貸

し会議室業務などの機能を備えた駅前交流プラザ

「よろーな」がオープンしました。

エントランスホールなどの利活用による賑わい

づくりについては、企画・運営の委託先である、

ＮＰＯ法人なよろ観光まちづくり協会とともに取

り組むとともに、周辺商店街との連携による経済

効果の創出については、名寄商工会議所及び商店

街振興組合などとの連携のもと取り進めてまいり

ます。

また、「よろーな」の管理運営について、利用

者目線からの意見を聴取するために管理室前に意

見箱を設置しました。今後、いただいた御意見を

施設運営上の参考とし、利用者へのサービス向上

に努めてまいります。

次に、労働関係について申し上げます。

名寄公共職業安定所管内における３月末現在の

高卒者新規就職状況については、就職希望者１６

５人のうち内定者は１６１人となり、就職内定率

は９ ６パーセントで、前年度比 ８ポイントの

減少となりましたが、就職内定者数は前年度と比

べて３７人増で２ ８ポイントの上昇となりまし

た。

また、本年度も国の緊急雇用創出推進事業が実

施されますので、ハローワークと連携した制度の

有効活用と雇用促進に努めてまいります。

次に、観光について申し上げます。

平成２４年度のピヤシリスキー場リフト輸送人

員は、４２万 ６５１人で、前年度比９ ９パー

セントとなりました。１２月１５日にオープンし、

その後の降雪によりコースコンディションも良く

順調に推移しましたが、繁忙期の年末年始に加え、

一定の集客が見込める週末及び祝日が度々吹雪・

強風などに見舞われ、リフトの運休を余儀なくさ

れるなど、気象条件に恵まれなかったことなどが

利用者減の要因となりました。

なよろ温泉の利用については、総利用者数８万

００２人で、前年度比９ ７パーセントとなり

ました。東日本大震災から２年が経過し、経済も

回復傾向が見られ、観光旅行なども動きが出てき

たと報じられていますが、それを実感できない結

果となりました。

ふうれん望湖台自然公園のオートキャンプ場、

キャンプ場及びコテージについては、施設利用人

数６０４人で、前年度比４ ７パーセントとなり

ました。入浴施設を備えたセンターハウスの閉鎖

が、利用者減の大きな要因となりました。今後、

地域の憩いの場でもある同公園のあり方について

検討を進めてまいります。

次に、道の駅事業について申し上げます。

オープン５年目を迎えた道の駅については、平

成２４年度の利用者数は延べ４２万 ５５３人で、

前年度比１０ ０パーセントとなりました。ガソ

リンの高騰などによる利用者の低迷を懸念してお

りましたが、新鮮で安全・安心な地場産品は、観

光客だけでなく地元利用者にも好評で、「北海道

じゃらん」が４月号で発表した「２０１３年度道

の駅満足度ランキング」では、１１４施設中第１

２位となり、依然として高い評価を受けています。

今後も、さらに利用者の皆様に満足いただける

サービスの提供を心がけ、広く情報発信してまい

ります。
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次に、観光振興について申し上げます。

昨年３月に策定した名寄市観光振興計画につい

ては、２年目となる本年度を「育成期」として定

め、道内外からの交流人口拡大を目指すための観

光・物産の受入体制整備及び観光資源開発事業を

展開することとしています。

観光・物産の受入体制整備については、４月か

らＮＰＯ法人なよろ観光まちづくり協会が、駅前

交流プラザ「よろーな」に観光案内所を設置しま

した。また、全市的な視点に立った物産事業につ

いても併せて取り組んでいただくこととなりまし

た。

観光資源開発事業については、友好交流都市

「東京都杉並区」の支援により、台湾との人的交

流及び雪質日本一の名寄の冬の魅力をポイントと

した宣伝誘致事業などを展開する予定です。

次に、「ひまわりのまちプロジェクト」につい

て申し上げます。

名寄を訪れる来客者をひまわりでお迎えするこ

とを目標に、本年度もひまわりの種を市民に無料

配布しました。

また、市民よるおもてなしの心を醸成するため、

「ひまわりボランティア」を募集し、昨年度から

引き続き大通から西４条までの国道２３９号線の

植樹帯に、ボランティアの皆様に御協力をいただ

きながら、「ひまわりロード」を展開してまいり

ます。

さらには、昨年度「名寄ひまわりまちづくり大

使」に委嘱させていただいた有森裕子さんと連携

した取組の第一歩として、７月２７日に開催予定

の「名寄ひまわりリレーラン」の実施に向けた実

行委員会を設立しました。

次に、広域観光の推進について申し上げます。

上川北部９市町村に及ぶ道北観光連盟の総会が

４月３０日に美深町で開催されました。本年度の

事業として、道北地域の物産や観光のＰＲ、イベ

ントへの出展に加え、昨年度から取り組んでいる

パンフレットへの外国語対応言語として、中国語

の追加やシーニックバイウェイのルート指定に向

けた取組を進めてまいります。

次に、学校教育について申し上げます。

４月５日に市内全小中学校の入学式が挙行され、

小学校では２６６人、中学校では２２５人の児童

生徒が入学しました。

確かな学力を育てる教育の推進については、５

月２日に第１回目の名寄市教育改善プロジェクト

委員会を開催しました。昨年度に引き続き学力向

上を目指し、学校間連携による研修活動及び北海

道教育委員会のチャレンジテストや教育施設、教

育機器の効果的な活用などに取り組んでまいりま

す。

また、本年度から北海道教育委員会指定の「学

校力向上に関する総合実践事業」が本格実施とな

り、実践指定校の名寄小学校、近隣校の名寄南小

学校、名寄西小学校、風連中央小学校のほか、新

たに４つの中学校を加えて、基礎学力を保障する

取組や教員の資質向上を図る取組などを一体的に

進めてまいります。

教育改善プロジェクト委員会では、「学校力向

上に関する総合実践事業」や本年度新たに指定を

受けた文部科学省の「学校のマネジメント力を強

化するための実践研究」などとも連動させながら

取組を進めてまいります。

特別支援教育の推進については、５月９日に第

１回目の名寄市特別支援連携協議会を開催しまし

た。本年度は、特別支援教育専門家チームの活用

促進、特別支援教育コーディネーターの連携促進

などに取り組んでまいります。また、５月２２日

に第１回目の名寄市特別支援教育研修会を開催し、

本年度転入した教職員や初任者、新たに特別支援

学級の担任となった教員などを対象として、名寄

市の特別支援教育の現状と課題について研修し、

共通理解を深めました。

名寄南小学校の校舎などの改築については、基

本設計を進めるにあたり、「名寄南小学校校舎等

改築準備委員会」を設置し、より良い教育環境の
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整備を図るために検討を行っているところです。

平成２６年度から予定の本体工事の着工に向け、

実施設計に係る補正予算について、本定例会で御

審議をお願いいたします。

次に、名寄市立大学並びに名寄市立大学短期大

学部について申し上げます。

平成２４年度の卒業式を３月１４日に挙行し、

保健福祉学部栄養学科４２人、看護学科５２人、

社会福祉学科４９人、計１４３人と短期大学部児

童学科５５人、合わせて１９８人が卒業しました。

卒業生の就職状況については、依然として厳し

い環境の下での就職活動となりましたが、４月１

日現在の就職率は保健福祉学部栄養学科では９

０パーセント、看護学科では１００パーセント、

社会福祉学科では９ ７パーセント、保健福祉学

部全体では９ １パーセントとなり、短期大学部

児童学科では１００パーセントと両大学ともに高

い就職率となりました。

国家試験の結果については、管理栄養士では３

０人が合格し、合格率は７ ４パーセントで新卒

の全国平均８ ７パーセントを下回りました。看

護師では５０人が合格し、合格率は１００パーセ

ントで大学新卒の全国平均９ ０パーセントを上

回りました。保健師では５１人が合格し、合格率

は１００パーセントで大学新卒の全国平均９ ６

パーセントを上回りました。社会福祉士では１９

人が合格し、合格率は３ ０パーセントで大学新

卒の全国平均３ ４パーセントを上回りました。

平成２５年度入学式については、４月４日に挙

行し、保健福祉学部１５４人、短期大学部４９人、

合わせて２０３人の新入学生を迎えました。

今後も、複雑化・多様化する保健・医療・福祉

の現場から求められる豊かな人間性と専門性を備

えた職業人を育成し、社会に送り出せるよう努め

てまいります。

また、大学の中期的な振興計画の策定と保健福

祉学部の再編強化、短期大学部児童学科の４大化

による新学科を前提とした検討準備組織を設置し、

具体的な検討を進めてまいります。

次に、食育の推進について申し上げます。

学校における食の推進は、学校栄養教諭による

指導計画に基づき、栄養・給食指導やマナーなど、

食に関する指導を行うとともに、「給食だより」

を活用し、保護者を含めた食育の推進に取り組ん

でまいります。

近年、食の安全が問われている中、安全・安心

な学校給食を提供するため、地元食材を優先的に

使用するとともに、継続して国・道などが実施す

る食材の放射線モニタリング調査結果を確認する

など、今後も安定した給食の提供に努めてまいり

ます。

次に、生涯学習の推進について申し上げます。

高齢者を対象として３４年目を迎える名寄ピヤ

シリ大学は、男性５人、女性６人の新入生１１人

と１３人の大学院生を、また４２年目を迎える風

連瑞生大学は、男性７人、女性１１人の新入生１

８人と４人の大学院生を迎え、それぞれ４月２３

日、２６日に入学式を行いました。

新入生をはじめ在学生の皆様は、生涯学習社会

を見据えた今後の学習活動へ意欲を燃やしている

ところです。

また、本年度の市民講座「なよろ入門」は、

「地域の良さや課題を発見し、共通認識を持つ」

をテーマとして、学習活動の場を提供してまいり

ます。

次に、市立図書館について申し上げます。

幼児のための絵本選びに苦労するという保護者

の声に応え、昨年度から絵本を６冊組み合わせた

「ペンギンセット」を５セット用意し好評を得ま

したので、本年度、新たに８セット追加し利用者

に提供してまいります。

また、４月２３日の「子どもの読書の日」にち

なんで、４月２７日に「こども図書館まつり」を

実施し、子どもたちや保護者に読み聞かせや紙芝

居、工作などを楽しんでいただきました。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。
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４月から入館者と観覧者を区分するなど、天文

台施設全般のあり方を改善し、利用者の利便性の

向上を図っています。

ゴールデンウィークには、天文の勉強につなが

る展示品の追加など展示コーナーを工夫したり、

プラネタリウムの上映回数を年間通して１日３回

から４回に増やすなどしました。

また、なよろ市立天文台の前身である木原天文

台の創設者、木原秀雄氏が亡くなられて２０年を

迎えることから、「木原秀雄氏没後２０年記念

展」を４月２７日から５月２６日までの１カ月間

開催し、多くの方々に来訪いただきました。

次に、（仮称）市民ホールについて申し上げま

す。

基本設計を基に、市民や利用団体、懇話会など

での議論・御意見を踏まえて、６４７席のホール

を中心に多世代交流スペースなど、地域交流セン

ターの役割も担う施設として実施設計を行いまし

た。既存の市民文化センターの改修を含め、７月

に本体工事の着工を予定しています。

工事期間中は、工事車両の通行や騒音、イベン

ト時の駐車場の対応などについて、利用者や近隣

町内会、豊西小学校の児童・保護者に配慮して建

設事業を進めてまいります。

また、施設のオープンに向けて、ソフト事業の

企画などを進めてまいります。

次に、北国博物館について申し上げます。

平成２４年度の入館者数は１万 ２２１人で、

前年度比６９５人の減少となりました。

本年度は、「名寄の自然・風景」と「歴史を学

ぶ」をテーマに、地域理解を深める展示会などを

開催してまいります。

ゴールデンウィーク企画の「博物館で遊ぼう」

では、１０日間で延べ ３７８人の入館者があり

多くの家族連れでにぎわいました。

期間中は名寄高等学校、名寄市立大学の学生ボ

ランティアの応援をいただき、親子連れなどが木

製遊具、リサイクル遊具、木の工作などに親しみ

ました。５月５日にはポニーやヤギなど、動物と

のふれあいを楽しんでいただきました。

また、５月から小中学生を対象にしている「小

さな自然観察クラブ」には、定員を超える３６人

の応募がありました。今後とも四季をとおして自

然とのふれあいや体験を提供する取組を行ってま

いります。

次に、家庭教育の推進について申し上げます。

家庭教育学級は、父母が自主的・自発的に学習

する機会の場として、本年度も引き続き幼稚園を

主体に３学級を開設しました。

次に、スポーツの振興について申し上げます。

長い歴史を誇る憲法記念ロードレースは、本年

度で６１回を迎え、５月１２日に、なよろ健康の

森陸上競技場を発着として開催しました。

昨年度の記念大会の効果もあり、本年度は４４

２人がエントリーされ、今回新たに設けたハーフ

マラソンの部には６３人の参加をいただきました。

また、新たな取組としてランナーズチップを使用

した記録計測により迅速な集計を行うとともに、

完走証の発行も行いました。

道内はもとより道外からの参加もいただき、そ

れぞれの種別で健脚を競いました。

また、開会式に併せ、平成２２年度から引き続

き、大会前日に開催したランニングセミナーで講

師を務められた「作．ＡＣ北海道」の作田徹代表

と阿部雅司さん、太田尚子さんの３人を「名寄ふ

るさと大使」として委嘱しました。

次に、放課後児童クラブについて申し上げます。

本年度から、民間の放課後児童クラブを利用す

る低所得の保護者に対し、利用料の一部を補助す

ることとしました。保護者の負担を軽減すること

で仕事と子育ての両立を支援してまいります。

次に、教育相談センターについて申し上げます。

４月に市内の全小中学校を訪問し、ハートダイ

ヤル、適応指導教室、夜間相談について、パンフ

レットの配布による全児童生徒、保護者への周知

を依頼しました。また、学校からは不登校などの
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現状について情報提供いただいています。

今後もセンターの周知並びに情報収集に努め、

学校及び関係機関とも連携し適切な支援及び指導

に努めてまいります。

次に、放課後子ども教室について申し上げます。

４月１９日に指導者打合せ会及び保護者説明会

を実施し、５月から市内３会場において、小中学

生合わせて２９人が学んでいます。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ報告といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で行政報告を終わ

ります。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時２３分

再開 午前１１時３５分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

日程第５ 議案第１号 名寄市子ども・子育て

会議条例の制定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１号 名寄市子ど

も・子育て会議条例の制定について、提案の理由

を申し上げます。

本件は、平成２４年８月２２日に公布をされ、

平成２５年４月１日から一部施行されております

子ども・子育て支援法の第７７条第１項の規定中

に、市町村は条例で定めるところにより審議会そ

の他の合議制の機関を置くように努めるものとす

るとうたわれ、国が設置をした子ども・子育て会

議において現在検討が進められている新たな子育

て支援施策の実施に備えるため、名寄市において

も関連法令の平成２７年４月１日付本格施行に向

けて子供、子育てに関する支援体制を整えるため、

当該条例を制定しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

本件は、市民福祉常任委員会に付託をいたしま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第６ 議案第２号

名寄市職員定数条例の一部改正についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２号 名寄市職員

定数条例の一部改正について、提案の理由を申し

上げます。

本件は、名寄市立総合病院において今後目指し

ている救命救急センターの取得及び看護基準７対

１の導入などに伴い職員数の増加が見込まれるこ

とから、本条例を改正しようとするものでありま

す。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。
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〇議長（黒井 徹議員） 日程第７ 議案第３号

名寄市基金条例の一部改正についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３号 名寄市基金

条例の一部改正について、提案の理由を申し上げ

ます。

１点目は、光をそそぐ交付金基金の廃止であり

ます。本基金は、平成２２年度に国の住民生活に

光をそそぐ交付金事業により、平成２３年度及び

平成２４年度に実施をする事業の財源として積み

立てたものでありますが、当該事情が終了し、基

金残高もないことから、本基金を廃止をしようと

するものであります。

２点目は、地域の元気臨時交付金基金の新設で

あります。本基金は、国で地域の元気臨時交付金

制度が創設をされたことに伴い、本市でも当該制

度を活用し、各種事業に取り組みますが、平成２

６年度及び平成２７年度に行う事業は基金を積み

立て財源充当ができることから、新たに本基金を

設置をしようとするものです。

以上、よろしく御審議くださいますようお願い

を申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第８ 議案第４号

なよろ健康の森条例の一部改正についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第４号 なよろ健康

の森条例の一部改正について、提案の理由を申し

上げます。

北海道立トムテ文化の森の名寄市への移管に関

する覚書を平成２５年３月２７日付で北海道と締

結をし、これによりトムテ文化の森に関する施設

の名寄市への移管を受諾をし、平成２６年４月１

日を目途とし、所要の手続を進めることとしてお

ります。本件は、北海道立トムテ文化の森の名寄

市への移管に伴い、なよろ健康の森条例の施設と

して条文整理を図るため、本条例の一部を改正を

しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第４号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第９ 議案第５号
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名寄市病院事業の設置等に関する条例の一部改

正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第５号 名寄市病院

事業の設置等に関する条例の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、上川北部医師会を指定管理者として運

営を行っております名寄東病院の診療科目につい

て、脳神経外科を標榜できる体制を整え、地域医

療の増進に貢献するため、本条例を改正をしよう

とするものであります。

なお、本条例の改正は、平成２５年５月１日付

で関係当局に変更届が受理されておりますことか

ら、同日を適用年月日とするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

奥村英俊議員。

〇２番（奥村英俊議員） この条例自体に反対、

この内容に反対するものではありませんけれども、

今市長から説明あったように、５月１日で届け出

を受理されてということであります。これは、５

月２０日の市民福祉常任委員会の中でも説明があ

りましたけれども、実は５月の届け出が受理され

た以降、既に現場での受診というか、診療をされ

ているということでありました。診療することに

ついては、それは御厚意でということだったとい

うふうに思いますけれども、本日またこうした形

で議会で提案をされていることからすれば、議決

があった以降に実際には事業が施行されていくべ

きものだというふうに思います。その点について

経過等について御説明をいただきたいというふう

に思います。この手の新たに何かをする場合は、

やはり市民への周知であったり、必要な部分につ

いては意見を求めたりということがあった上でし

っかりとした議会での議決、そして市民の皆さん

への利便、提供を図るということがなければなら

ないというふうに思いますので、それについて御

説明いただきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 東病院につきま

しては、３年間不在でございました病院長がこの

４月から着任していただきまして、先生の御専門

であります脳神経外科の診療を地域医療貢献のた

めにしていただくということになりました。それ

で、このことによりまして診療報酬の安定的確保、

そして脳血管疾患によります後遺症を持たれる患

者さんに対して、これまでにありますリハビリテ

ーション科と連携を行いまして、よりよい診療体

制を整えたいと考えております。

今奥村議員からありました件でございますが、

東病院ではいち早く地域の皆様に診療体制をお届

けしたいということで、５月１日付で関係機関で

ございます名寄保健所、また北海道の厚生局に届

け出を行いまして、同日で受理されたところでご

ざいます。本来でございましたら、事前に条例改

正を行うべきところでございましたが、遅延によ

り本日の提出となりましたことをおわび申し上げ

ます。今後は、適時適切な条例改正を行ってまい

りたいと考えてございますので、御理解をお願い

申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇２番（奥村英俊議員） 経過等については、理

解するものでありますけれども、やはり手続は大

事なことだと思います。とりわけ自治体がしっか

りした運営がされているかどうかというのは、法

令に基づいたきちっとした対応がされているかど

うかということにあると思います。とりわけその

ことが市民の皆さんとの信頼関係にもなると思い

ますので、事業やってはだめだとか、そういうこ

とでありませんけれども、その点について現場の

皆さんがいち早くそういうことに気がついてしっ

かりした対応していただくようにぜひともお願い

をしたいというふうに思います。私たちも事後承
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諾みたいな形で市民の皆さんに説明をするという

ことはしたくありませんし、ぜひともその辺につ

いてしっかり対応していただきたいというふうに

思います。再度御意見あれば伺いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 今御指摘いただ

きましたように、今後につきましては適正な事務

処理、そして住民周知の期間を十分にとってまい

りたいと考えておりますので、御理解をお願い申

し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１０ 議案第６

号 名寄市風連地区地域振興審議会設置条例の廃

止についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第６号 名寄市風連

地区地域振興審議会設置条例の廃止について、提

案の理由を申し上げます。

名寄市風連地区地域振興審議会は、平成２２年

度の合併特例区解散後に地区の課題である風連地

区の利雪、克雪事業に関すること、地区の公の施

設の管理、運営方法及び利活用に関することの２

件について、市長の諮問機関として平成２３年度

に設置をされました。諮問事項につきましては、

平成２５年２月に最終の答申を受けたことから、

審議会を解散をし、本条例を廃止をしようとする

ものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。議案第６号は、委員会付託

を省略し、直ちに採決することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第６号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１１ 議案第７

号 名寄市住宅マスタープラン（見直し）の策定

についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第７号 名寄市住宅

マスタープラン（見直し）の策定について、提案

の理由を申し上げます。

本件は、平成２０年度から平成２９年度までの

１０カ年計画で策定をいたしました名寄市住宅マ

スタープランにつきまして、計画期間の中間年で

ある平成２４年度に社会情勢の変化等に伴い見直

し作業を進めてきたものであり、パブリックコメ
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ントを実施をして最終案が整いましたので、名寄

市議会基本条例第１０条の規定に基づき議会の議

決を求めるものであります。

以上、提案の概要を申し上げましたが、細部に

つきましては建設水道部長から説明をさせますの

で、よろしく御審議くださいますようお願いを申

し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 補足説明を長内建設水

道部長。

〇建設水道部長（長内和明君） 議案第７号の提

案理由の追加説明を申し上げます。

名寄市住宅マスタープランは、旧名寄市と旧風

連町が合併後の平成１９年度に２つの市町村の計

画を一本化して平成２０年度から平成２９年度ま

での計画として策定をいたしましたが、策定後５

年が経過し、社会経済情勢の変化や住宅に関する

制度改正などに対応するため、今回計画期間の中

間年に当たることから、見直しを行ったところで

す。この間平成７年に発生した阪神・淡路大震災

を教訓として、平成１８年には改正耐震改修促進

法が施行され、地方公共団体による計画的な耐震

化の推進や建築物に対する指導の強化が位置づけ

られたことから、平成２０年度に名寄市耐震改修

促進計画を策定したほか、平成２２年度には公営

住宅既存ストックの有効活用と適切な維持管理の

ための計画として名寄市公営住宅等長寿命化計画

を策定し、公営住宅の新たな整備手法を定めたと

ころであります。また、少子高齢化社会の進展や

市外賃貸住宅業者の進出など、私たちの住まいを

取り巻く環境は大きく変化をしております。今回

の計画の見直しでは、将来どのように暮らしたい

か、それを実現するための目標や目標を達成する

ための方法について検討し、また名寄市の地域の

特徴や将来の動向、市民ニーズなどを踏まえ、こ

れまで公営住宅を中心としてきた計画から民間を

含めた取り組みや福祉、まちづくり、環境などの

分野と連携して今後の豊かな住生活を推進するた

めの指針として策定したところであります。

次に、計画の見直しの主な内容について申し上

げます。まず、基本目標の１、活気と魅力にあふ

れ、安心して住み続けられるまちの中では、安全

な公営住宅を整備することはもとより、公営住宅

の供給手法や維持管理について新たな可能性につ

いて検討してまいります。また、子供からお年寄

りまで安心して暮らせるまちづくりを目指して福

祉と連携しながら、現在整備中の団地と福祉施設

の必要性について協議を進めてまいります。

次に、基本目標の２、快適で安心できる暮らし

が持続する住まいの中では、住宅ストックの活用

のために耐震化のＰＲの強化やリフォーム技術の

向上を図ります。また、公営住宅の建てかえだけ

でなく、既存ストックの長寿命化を図り、維持管

理コストの削減にも取り組んでまいります。

次に、基本目標の３、良好なコミュニティーと

環境が持続する暮らしの中では、地域コミュニテ

ィーの場の提供や名寄市新エネルギー・省エネル

ギービジョンとの整合性を図りながら、環境など

に配慮した低炭素社会の普及に努めます。

以上、名寄市住宅マスタープランの見直しの策

定の概要について追加説明とさせていただきます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上げ

ます。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議案第７号は、質疑から採決までの議事を６月

１３日に延期したいと思いますが、御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第７号については質疑から採決ま

での議事を６月１３日に延期することに決定いた

しました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１２ 議案第８

号 工事請負契約の変更についてを議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。
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加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第８号 工事請負契

約の変更について、提案の理由を申し上げます。

食肉センター施設改修工事の建築主体工事につ

きましては、平成２４年５月３１日に大野組・大

野土建・中舘建設特定建設工事共同企業体と２億

７６４万 ０００円で契約をし、現在施工中で

ありますが、本件は内部構造や仕上げ等の変更が

生じたため設計を変更し、当初の契約金額に ５

１５万 ０００円を加え、３億２７９万 ０００

円で同企業体と変更契約を締結しようとするもの

であります。

以上、名寄市議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第２条の規定によ

り議会の議決を求めるものであります。

なお、詳細につきましては建設水道部長から説

明させますので、よろしく御審議くださいますよ

うお願いを申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 補足説明を長内建設水

道部長。

〇建設水道部長（長内和明君） 議案第８号の提

案理由の追加説明を申し上げます。

名寄市立食肉センターは、昭和４１年に開設を

いたしまして、翌年にはニチロ畜産に経営を委託

し、事業が始まったところであります。また、同

施設建設後平成４年度にはニチロ畜産が同敷地内

に加工場を建設し、本格的なと畜場並びに加工場

が稼働を始めたところであります。食肉センター

は、建設から４７年が経過し、施設やと畜設備の

老朽化が著しいことから、平成２４年度から２カ

年にわたって施設改修工事を進めてきたところで

あります。

このたびの建築主体工事の設計変更につきまし

ては、主に内部構造の変更と仕上げなどの変更に

よるもので、内部構造の変更では、設計段階で保

健所や指定管理者との協議で施設内の壁の内部や

天井裏などの調査は、食肉を扱う場所においてほ

こりやちりが舞うなど衛生上好ましくないとの理

由により、確認は困難であったことから、目視調

査で設計に反映させましたが、工事発注後は内部

の用途変更などにより、当初確認できなかった壁

材、天井材を剥がしたところ、壁内部の鉄骨構造

体や屋根裏の鉄骨小屋組みなどに数多くのさびが

発生していたことから、現場での定例会議におい

て協議の結果、施設を長期的に使用するためには

積雪荷重等に耐えられるように鉄骨構造体の新た

な枠組みが必要と判断し、工事内容を変更するも

のでございます。

次に、仕上げなどの変更では、施設内部はと畜

場法や食品衛生法に基づく食肉の市場流通を目的

としていることから、食品衛生上の危害の発生の

防止や食品に供するために行う獣畜の処理の適正

な措置を講ずるために、指定管理者や保健所との

協議の結果、床及び壁の仕上げ材の変更、床の汚

水処理のためにステンレス製のグレーチング、シ

ャッター類、床立ち上げ部分のステンレス製幅木

の追加や係留所の牛の鉄製誘導スロープの増設及

び内部通路の壁を牛が通る際に保護するための防

護柱の設置など必要となり、工事内容を変更する

ものでございます。

以上、追加説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第８号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第８号は原案のとおり可決されま
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した。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０１分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 再開をいたします。

日程第１３ 議案第９号 財産の取得について

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第９号 財産の取得

について、提案の理由を申し上げます。

本件は、平成２６年度中の解散を目指しており

ます名寄市土地開発公社保有地を ９５９万 ６

１３円で取得をしようとするものであり、名寄市

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第３条の規定により議会の議決を

求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

大石健二議員。

〇４番（大石健二議員） それでは、確認という

ことで御質問をさせていただきます。

土地開発公社は、この後の議員協議会でも協議

が行われることになっていますが、今回議案の中

では１３件の物件の取得財産ということでござい

ます。この点についてちょっと確認をさせていた

だきたいと思います。土地開発公社は、昭和４８

年１月３０日に設立されましたから、今年でちょ

うど４０年ということになります。明年度は、解

散に向けてさらに残りの物件２件多分取得してい

くことになるのだろうと思うのですが、ちょっと

私計算をしてみました。今回買い戻しが ９５９

万 ６１３円ということになっていますが、この

合計の取得原価を出してみましたら、 ９７３万

８４１円ということになりますから、差し引き

９８５万 ７７２円、これが公社にとっては売

買差益となるのだろうと。ただ、名寄市にとって

は売買損ということになるのだろうと思うのです、

単純な差し引きの計算ですが。一方で、実勢価格

と今度突合しますと、これもいただいた資料で算

出をしてみました。そうすると、今度は逆に ５

７４万８７９円が含み損となったということにな

る計算なのですけれども、結果として名寄市が公

社との関係においては差損が生じ、実勢価格との

対比では含み損という結果になるのかなというこ

とで確認をさせていただいた上で、いずれにして

も名寄市が差損と含み損ということを抱えてしま

うという数式上の計算になるのですが、この点こ

れでいいのかどうか御確認をさせていただきたい

と。

今回１から１３件の物件がありますが、それぞ

れまとめますと６件ぐらいになるのかなというふ

うに思うのですが、買い戻し後の利活用について

どのようなお考えなのか、この２点についてお聞

かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 今差損というお話を

いただきましたけれども、まさにこの間長く先行

取得をしながら十分な利活用が図れないという状

況が続いたということで、その間の維持管理経費、

それから借り入れ利息等が発生をして結果として

簿価として膨らんでいるという事実は確かにござ

います。そんな状況も含めて私どもは平成２３年

に第三セクター等の改善計画を立てまして、この

辺につきましてはこのまんま維持継続をするとい

うことになりますと、今以上に差損が膨らんでい

くという、そんな状況も当然考えておりましたか

ら、速やかに役割が一定終わったという判断のも

とに一定程度早目にしっかり解散をして今後かか

るだろう差損回避をしていくということで、２６

年度までに一定程度清算に向けた取り組みをする

ということで２４年度から３カ年をかけて、およ

そ２４年度当初は地積で１１万 ０００平米ぐら
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いありましたし、簿価にしましておよそ２億 ４

００万円程度ありましたから、この辺については

しっかり３年間で整理をして解散に向けた対応を

図っていくということで昨年、それからことし続

きましてそれぞれ土地を買い上げて清算に向かっ

た手続として議会の承認をいただくという手続に

なっております。そういった状況もございました

から、一定程度差損を抱えるというのは、これは

やむなしというふうに考えております。

今後の利活用でありますけれども、この間幾度

か議会の場でもお話をさせていただいております

けれども、市内を取り巻くさまざまな経済状況等

含めてなかなかやはり土地が売れないということ

は事実としてあります。この間一部個人向けの宅

地等につきましては、数件ほど毎年売れていると

いう実績はございますけれども、例えば ０００

平米を超えるような大きな土地等につきましては

なかなかやっぱり買い手がつかないということが

あります。この間インターネットを通じた売買広

告等も出させていただいておりますけれども、な

かなか決定打にはなっていかないと。しかしなが

ら、私どもは仮に土地を買い戻しをしましても、

その辺につきましては維持管理経費は間違いなく

かかっていくということになりますから、今後ま

た一層さまざまな機会を捉えてしっかり売買に向

けた、もしくは賃借に向けた対応を図ってまいり

たいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇４番（大石健二議員） わかりました。

あと南団地、旧営林署跡地と大きなところが残

っておりますが、これは実勢価格と今回の簿価と

比較してもそんなに差がないという結果になって

います。いずれどういう結果になるかわかりませ

んけれども、この２件の物件について問い合わせ

があったときの売買価格というのはどの価格が基

本になっていくのか、これをお知らせいただきた

いのと、あと４０年にわたって多少物件の入りく

りはあったのだろうと思うのですけれども、結果

として皆さんのほうに処理が託されてしまったと

いう結果を踏まえて、たしか平成２１年度ぐらい

に第三セクター庁内検討委員会というものが開か

れていたかなと思うのですが、その検討委員会の

中で事ここに至った経緯についての反省といいま

しょうか、精査といいましょうか、そういったも

のが行われているのかどうなのか、もし行われて

いて今回の検討委員会が発行している計画とは別

に検討委員会の公社に対する報告書というものが

あるのかどうなのか、この点について確認をさせ

てください。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 土地開発公社の理事

長という立場でもありますので、私のほうから答

えさせてもらいます。

西１条南１１丁目の南団地の関係につきまして

は、現在法務局のほうに毎年毎年賃借料をいただ

いて貸しております。それから、営林署跡地の関

係につきましては、将来道警の名寄警察署の移転

候補地ということで警察署長がかわるたび、今回

は道議の力もかりまして市長が道警のほうにお伺

いをしまして、土地については市のほうで先行取

得をしておりますということで、将来の警察署の

移転用地として、これについては警察のほうとは

要請というか、協議を既にしております。そうい

う面でいいますと、買い戻しするときにつきまし

ては市側の基本的なスタンスとしては固定資産の

評価額、ここに出ているものの７０％で割り返し

たものを基本にして向こう側と交渉することにな

るかなと思いますけれども、基本的には簿価で、

当初の取得原価から十数年、長いものによっては

２０年近いものもあったとすれば、それらについ

ての経費の関係についても織り込んで交渉はした

いなと思っていますけれども、前にも土地開発公

社で話したことあるのですけれども、国の日本列

島改造論によって出てきた公共用地を安定的に確

保するためにリスクを多少背負ってでも市町村に

成りかわって土地開発公社を設立をして先行取得
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をすべしと、それが結果として市民の皆さん方の

公共施設の公共事業の実施に必要な土地の取得と

いうことで認められていたものでもあります。た

だ、実際は名寄市は名寄市からの依頼された物件

のみ扱って処理をしてきましたので、ほかの大き

な痛手をこうむった市町村から見ると、土地開発

公社が独自にやってどんどん、どんどん土地を取

得して宅地分譲して焦げつきがいっぱい出たとい

うような轍は名寄市としては踏んでいないつもり

をしています。

そういう面で見ると、国の考えていた土地開発

公社による公共用地の先行取得というのは、ある

時期は一定の成果があったと思うのですけれども、

特に平成４年以降のこの２０年間にわたっては失

われた１０年が失われた２０年になって、地価の

大暴落も含めてありましたので、ここのところに

ついては先行取得を指示をしなければならなかっ

た市独自の考え方について反省すべきところにつ

いてはあろうかもしれませんけれども、全体的に

国全体が公共事業を安定的にするために先行取得

は必要だと、その中で国が旗を振って、それと土

地開発基金の財源措置もしながら取り組んできた

ということもありましたので、そこは市民の皆さ

ん方にはしっかりこの間の経過を踏まえて説明さ

せていただくことが必要かと思いますけれども、

名寄市単体でどんどん、どんどん土地を公社が取

得をして宅地分譲で失敗をすると、こういう部分

ではありませんので、議員のおっしゃっている反

省するということにつきましては、結果として行

政がこれだけの差損が出たことについては市民の

皆さん方のほうにはしっかり説明したいと思いま

すけれども、特に政治的な責任であるとか云々と

いうことについては、その中での検証は特にどの

時点でどういう買い方したことについて責任があ

るとかないとかということについては検証してお

りません。よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇４番（大石健二議員） わかりました。これか

ら市民説明も行っていきたいというお話でした。

あと、賃貸料が１００万円ということでしたので、

平成２５年と平成２４年の処分価格の差額の１０

０万円というのは多分こちらのほうで利益として

計上されて下がっているのだなということでわか

りました。ぜひとも市民の皆さんに理解できるよ

うに御説明をしていただきたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第９号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第９号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１４ 議案第１

０号 専決処分した事件の承認を求めることにつ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１０号 専決処分

した事件の承認を求めることについて、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２４年度名寄市一般会計補正予算

の専決処分でありまして、歳入歳出それぞれに

３３３万 ０００円を追加をし、予算総額を２１

１億 ０５０万 ０００円にしようとするもので

あります。

平成２５年５月３１日（金曜日）第２回６月定例会・第１号
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補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費の減債基金積立金１億 ０００万円の追加

は、将来における公債費の償還に備えるため、減

債基金に積み立てるものであります。

８款土木費の市道除雪・排雪対策事業費 ４１

７万 ０００円の追加は、平成２４年度の降雪に

より増加した除排雪事業に係る委託料及び排雪ダ

ンプ助成事業補助金などを増額しようとするもの

であります。

次に、歳入について申し上げます。１１款地方

交付税の３億 ００８万 ０００円の追加は、３

月に交付決定された特別交付税が増額となったこ

とによるものであります。

１５款国庫支出金、地域の元気臨時交付金１億

円の追加は、（仮称）市民ホール整備事業の財源

として計上をしようとするものであります。

１８款寄附金の一般寄附金１４６万 ０００円、

社会福祉費寄附金２万 ０００円、教育費寄附金

５１万 ０００円、合計で２００万 ０００円の

追加は、市民の皆様からいただいた６件の寄附金

であります。

１９款繰入金の財政調整基金繰入金の３億 １

３５万 ０００円の減額は、特別交付税の増加な

どにより財政調整基金へ繰り入れを取りやめるも

のであります。

次に、第２表、継続費補正につきましては、

（仮称）市民ホール整備事業の財源内訳を変更す

るものであります。

次に、第４表、地方債補正につきましては、都

市交流等事業ほか６事業を変更をするものであり

ます。

次に、第５表、繰越明許費補正につきましては、

（仮称）市民ホール整備事業の財源内訳を変更し

ようとするものであります。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分を行い、同条第３項の規定により報告を申

し上げ、承認をお願いするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１０号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１０号は承認することに決定い

たしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１５ 議案第１

１号 専決処分した事件の承認を求めることにつ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１１号 専決処分

した事件の承認を求めることについて、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２４年度名寄市国民健康保険特別

会計補正予算に係る専決処分でありまして、保険

事業勘定におきまして歳入歳出それぞれ１２６万

円を減額をし、予算総額を３３億 ７２６万 ０

００円にしようとするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

保険給付費では、１２６万円を減額しようとする

ものであります。

次に、歳入につきましては、交付金等の額が確

定したことによりまして国庫支出金などの調整を

図るほか、１款国民健康保険税では課税額の減少

に伴い６１６万 ０００円をそれぞれ減額しよう

とするものであります。
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また、直診勘定におきましては、６款市債で３

０万円を減額し、４款繰入金を３０万円追加をし

て歳入予算の組み替えをしようとするものであり

ます。

地方自治法第１７９条第１項の規定により専決

処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを

報告し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１１号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１１号は承認することに決定い

たしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１６ 議案第１

２号 専決処分した事件の承認を求めることにつ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１２号 専決処分

した事件の承認を求めることについて、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２４年度名寄市介護保険特別会計

補正予算に係る専決処分であります。

補正の主なものといたしましては、１款保険料

で介護保険料の減少により １５２万 ０００円

を減額しようとするものであります。

また、補助金等の確定により４款国庫支出金５

１７万 ０００円、５款支払基金交付金６８５万

０００円、６款道支出金５５万 ０００円を増

額するものであります。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれ

を報告をし、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１２号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１２号は承認することに決定い

たしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１７ 議案第１

３号 平成２５年度名寄市一般会計補正予算（第

２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１３号 平成２５

年度名寄市一般会計補正予算について、提案の理

由を申し上げます。

今回の補正は、各款の臨時的経費を中心に補正

をしようとするものでありまして、歳入歳出それ

ぞれ１億 ６６０万 ０００円を追加をして、予

算総額を１９０億 １４３万 ０００円にしよう

とするものであります。
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補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費におきまして緊急雇用創出推進事業費 ３

９５万 ０００円の追加は、現在実施しているコ

ミュニティバス実証運行でニーズ調査や問題点調

査等を北海道の緊急雇用事業を活用して実施をす

るものであります。

６款農林業費におきまして土地改良施設維持管

理適正化事業費６７６万 ０００円の追加は、風

連瑞生２地区第２揚水機場の改修工事を実施をし

ようとするもので、５年間にわたる事業費の拠出

による実施方式を前倒しで実施をしようとするも

のであります。

同じく６款農林業費におきまして木質バイオマ

ス利活用調査事業費５４３万 ０００円の追加は、

広域での木質バイオマス利活用調査や賦存量調査

等を北海道の森林整備加速化・林業再生事業を活

用して実施をしようとするものであります。

１０款教育費におきまして名寄南小学校校舎・

屋内運動場実施設計委託料 ８００万円の追加は、

同事業の基本設計が終了し、実施設計に係る予算

を計上しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。事業費の追

加等に伴う特定財源の調整のほか、収支不足を財

政調整基金繰入金で調整をいたしました。

２２款市債におきまして教育債 １１０万円の

追加は、歳出で追加をいたしました名寄南小学校

校舎・屋内運動場改築事業に係る実施設計委託料

の財源として計上をしようとするものであります。

次に、第４表、地方債補正では、事業の追加に

より名寄南小学校校舎・屋内運動場改築事業を追

加をしようとするものであります。

以上、補正の概要について申し上げましたが、

細部につきましては総務部長から説明をさせます

ので、よろしく御審議くださいますようお願いを

申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 補足説明を扇谷総務部

長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） それでは、一般会計

の補正予算につきまして市長より申し上げた分の

重複を避けて補足説明をさせていただきます。

まず最初に、歳出から説明させていただきます。

議案第１３号の１０ページから１１ページをお開

きください。３款民生費、１項４目市民活動費で

雪害倒壊家屋危険防止緊急工事７２万 ０００円

の追加は、この冬の降雪により倒壊しました市内

の無人家屋に対し緊急の危険防止や粉じんの飛散

防止工事を実施する必要があったため、追加しよ

うとするものであります。

４款衛生費、５項１目上水道費で名寄市風連町

旭地区飲料水供給施設配水管布設工事で１５０万

円の追加は、旭地区にはまだ供給容量に余裕があ

るため、同地区の環境改善を目的として配水管布

設工事を実施しようとするものであります。

１２ページから１３ページをお開きください。

６款農林業費、１項２目農業振興費で青年就農給

付金８２５万円の追加は、市内における新規就農

者を対象として５年間にわたり給付金を支出しよ

うとするものであり、北海道青年就農給付金経営

開始型事業を活用するものであります。財源とし

て道支出金で同額の８２５万円を充当いたします。

８款土木費、４項３目公園費で備品購入費１５

０万円の追加は、天塩川パークゴルフ場において

コース等の管理運営の拠点として活用できるプレ

ハブを購入し、利用においてよりきめ細かな対応

ができるようにするものであります。

１４ページから１５ページをお開きください。

８款土木費、５項１目住宅管理費でノースタウン

なよろ団地改修実施設計委託料で５００万円の減

及び風舞団地改修実施設計委託料で５００万円の

追加は、近年融雪時の雨漏り等でできた風舞団地

の屋根改修が急がれると判断し、実施設計に係る

予算を組み替えて対応しようとするものでありま

す。

次に、歳入について説明させていただきます。

６ページから７ページをお開きください。１５款

国庫支出金で学校マネジメント力強化実践研究委
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託金１００万円の追加は、学校経営力強化の実践

的な研究を委託事業として実施する財源でありま

す。

１９款繰入金で財政調整基金繰入金 ８９０万

円の追加は、収支不足を調整するものであります。

以上、補足説明とさせていただきますので、よ

ろしく御審議くださいますようお願いを申し上げ

ます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

〇１番（川村幸栄議員） １点だけお伺いをした

いというふうに思います。

２款総務費の緊急雇用創出推進事業費にかかわ

ってなのですが、行政報告の中でも出されていま

したけれども、コミュニティバスの実証運行にか

かわって調査、内容研究というふうになっていま

したけれども、もう少し具体的にお知らせをいた

だければというふうに思いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 今回緊急雇用創出推

進事業を活用させていただきまして、こうした事

業を行いたいとするものでありますけれども、こ

の間国のほうでは日本の経済再生に向けた緊急経

済対策と、これを実施をしておりまして、このこ

とから地域の雇用振興策に沿いまして起業後１０

年以内の企業、それからＮＰＯ等を委託先として

地域に根差した雇用創出に資する事業を実施する

ということであります。今回道のほうとしても予

算執行上に若干の余裕があったということで、私

どももこうしたお話を伺いまして、ぜひ活用させ

ていただきたいということであります。事業期間

としましては、２５年度いっぱいということであ

りますけれども、おおむね４人程度の雇用が確保

されるものと考えておりまして、こうした雇用を

含めてぜひコミュニティバスに係るさまざまな問

題点の洗い出しを含めて、また利活用の今後の方

向性含めていろんな形で少し調査を進めてまいり

たいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 本当に今雇用を安定化

させるということが非常に求められている時代だ

というふうに思っています。別枠でも青年就農給

付金というのも出されたり、こういうふうにして

雇用を創出するというところに積極的に取り組ん

でいただくということが非常に求められています

し、喜ばれるかなというふうに思うのですが、今

お聞きしますと４名ということでした。引き続き

やはりこういった制度を十分に活用していただい

て雇用を広めていただきたい、また安定した雇用

をつくっていただくためにお願いをして終わりた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） １点だけお尋ねしま

す。

１５ページ、市営住宅維持管理事業費、ノース

タウンの当初の実施設計委託料を５００万円落と

して風舞団地への振りかえということで、風舞の

雨漏りへの対応ですから、当然かと思うのですが、

住宅管理全体の当補正前の額が約 ６００万円の

約１割強の５００万円の数字、ノースタウンの当

初の予定についてまずお聞かせを、調査をして改

修をする年度計画について。それから、どちらも

必要とする事業だというふうに考えておりますけ

れども、この５００万円を振りかえざるを得ない

という財政的な困窮さについてもう少しわかりや

すく、ノースタウンは当初予定どおり、あるいは

臨時的に出る風舞についても当然やらなければな

らないということなのですが、その５００万円を

捻出できない財政的な背景についてもう少しお聞

かせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 長内建設水道部長。

〇建設水道部長（長内和明君） この管理事業費

につきましては、ノースタウンなよろの当初の事

業計画でありますけれども、２５年度は実施、２

６年度に当初委託設計をして２７年に事業実施と
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いうことで２７年に完了する予定でありました。

今回雪の多さによって風舞団地の改善が必要にな

ったということで、６軒の風舞団地の家から雨漏

りがひどい状況で修繕では追いつかないという状

況でございましたので、何とか風舞団地も含めて

この長寿命化計画の中で改修を行いたいと思って

おりましたけれども、ノースタウンと風舞団地と

いうことになりますと財政的に非常に大きいウエ

ートを占めるような状況になりますので、非常に

難しいという判断をさせていただきまして、最初

は風舞団地を先行しようということでも考えてお

りましたけれども、ノースタウンも非常に老朽化

しておりまして、何とか２つを一緒にできないか

ということで苦肉の策でありませんけれども、交

代交代、ことしノースタウン実施やれば、来年今

度は風舞やろうということで相互にやっていこう

ということで、今回このように実施設計について

はノースタウンから風舞団地へということでかえ

させていただきました。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） ５００万円の捻出が

不可能だというところあたりがちょっと伝わって

こなかったのですけれども、どちらも逼迫度は増

しているというところの状況は変わらないという

ふうに思っていますから、入居者や町内会なんか

も含めて早期に改修をというのは願うところはど

ちらも一緒だというふうに思っていますので、非

常に重要なこの５００万円の数字において単年度

で捻出をできないというところについてはもうち

ょっと具体的に、制度の財源の問題に全てかかわ

るのでしょうけれども、１年おくれることによっ

て老朽化が逆にまた悪化を早めるということにも

つながるわけでありまして、その辺との兼ね合い

の判断をしっかり私どももしなければならぬと思

っていますので、もう一度お聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 長内建設水道部長。

〇建設水道部長（長内和明君） 財源については、

単純な言い方で申しわけないのですけれども、ノ

ースタウンと風舞団地との単純な入れかえという

ことでしか考えておりませんでした。捻出という

部分では、今財政の中では両方やっていくという

のは非常に難しいという考え方を持ちまして、そ

れでどちらか先行の委託設計ということで考えて

風舞団地ということにさせていただきました。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 財源のお話も出まし

たけれども、この補正に関しましては原課と十分

すり合わせをさせていただいております。順番と

しては、今説明もありましたけれども、いわゆる

実施設計と工事と、そして次はまた工事と実施設

計という形で交互に振りかえをしながら対応する

ことも可能という原課の判断もありましたので、

今回は財政措置としてこういう形をとらせていた

だいたということであります。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 総務部長も建設水道

部長も私の聞き方によっては、こっちとしては必

要だという判断をして上げているわけで、総務部

長はやや御理解いただいているという言い方して

いますけれども、そこに入居者や市民の角度から

見てどうなのかというところの検証経過が伝わっ

てこない。ただ数字上の財源調整、あるいは住宅

管理費だけではなくて、名寄市全般の財政の中で

５００万円がこの年度の中で処理できないという

ことについての理解はなかなか市民の皆さんもい

かないのかなという感じがしておりまして、私の

ほうからすれば同時にやることの難しさは数字的

にそう大きなものがあるのかなと、名寄市がこれ

で倒れるのか倒れないのかと、将来の財政の数字

が非常に悪化するなんていうことは認識として余

り持てないのですけれども、もう少しそれは市民

の側、入居者の立場、あるいは施設を長くむしろ

もたせようとするのであれば、早く調査して事業

をやるということについても十分検討に値するも
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のではないのかと。単年度ごと交互にというのも

一つの知恵かもしれないけれども、それは役所側

のあくまでも理屈づけだけの話で、市民感覚から

すると名寄に５００万円ないのかということにつ

いてもう少しわかりやすく説明をいただきたいな

と思っています。仮に今回この予算通したにして

も、この年度の中でもう少しやっぱり改めてそう

いう視点で物事を見るような優先順位の判断の仕

方、財政状況をつぶさに見る情報をしっかり流し

ていただいたほうがいいのでないかと思いますの

で、改めて双方の立場で、あるいは責任ある立場

での、５００万円ではありますけれども、しっか

りお答えをいただきたいなと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 公営住宅の改修工事

の関係につきましては、ローリングを踏まえて毎

年計画的に実施をさせていただいています。今回

の提案につきましては、人が住めない状況になっ

ていて、すが漏りがどんどん、どんどんしている

状況については応急対応という形では市民生活の

安定の考えでは当然やらなければならぬと思って

いますけれども、抜本的にそのすが漏り状態につ

いては緊急避難的なものについてはやっていまし

て、根本的な団地としての維持改修事業、少しお

金のかかる維持改修事業を計画的にやっていかな

ければならぬと。そのときに本来の順番であれば、

ノースタウンを先にやってから風舞団地というこ

とだったのですけれども、現状を把握すると風舞

団地も放っておける状態ではなくて、速やかにや

るほうが適切だなということで考えた判断であり

まして、５００万円の設計費だけではなくて、５

００万円の設計費が終わった後翌年には工事費が

くっついてくるということもありますので、その

辺も踏まえて今回の補正では同時に両方をやって

いくと、こういう形を考えさせていただきました

ので、今後の対応につきましては今年度またロー

リングも踏まえて検討できると思っておりますの

で、この辺について改めて原課のほうと、総務の

ほうと協議も含めてローリングの中で検討したい

なと思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 東千春議員。

〇１９番（東 千春議員） １点お伺いしたいと

思います。

１３ページの木質バイオマスなのですけれども、

エネルギーの多様化というのは大変大切なことで、

地元にあるこういったものを利活用していこうと

いうことも、またこれは将来ひょっとすると雇用

にもつながるかもしれませんので、大変有意義な

調査だろうなというふうに思っております。そこ

で、説明にもありましたけれども、広域での調査

をされるというふうな説明をいただきましたけれ

ども、どういったエリアの部分を調査をしてどの

ように利活用をされようと考えているのか、ある

いはまたどこら辺を目指して調査をされようとし

ているのか、そういった点についてお知らせをい

ただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） 東議員のほうから御

質問がありましたエリアについては、上川北部森

林組合のエリア、１市２町１村、名寄市、美深町、

中川町、音威子府村のエリアで国有林を除く道有

林、民有林、市有林、町有林含めて、その部分で

木質バイオマスの賦存量どのくらいあるかという

のを今回調査をさせていただくということであり

ます。その結果を受けまして、どのような利活用

の方法があるかという部分についてもその賦存量

によりまして検討していきたいというふうに考え

ています。具体的には、木質バイオマスのボイラ

ー、さらには発電等の利用の可能性も賦存量によ

っては広がっていくのかなという考えですけれど

も、当面はどの程度量があるのかということで実

施させていただきたいというふうに考えておりま

す。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１９番（東 千春議員） 範囲というのは、思
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ったより広くないのかなというふうに感じさせて

いただきました。例えば中心をこことするのだっ

たら、半径５０キロだとか、運搬できる範囲とい

うのは大体決まってくるのかなという、そういっ

た範囲の調査をするのかなと思ったのだけれども、

そうではないのかなというふうに思っております

けれども、こういうふうな調査が本当に正しいの

かどうなのかもう少し説明をいただきたいなとい

うふうに思うのと、あと下川町でもやっぱり大き

くバイオマスを利活用しようというふうに計画を

されているようです。どの程度進捗しているのか

私も知りませんけれども、ひょっとするとこれエ

リアがかぶっているかもしれないと思うのですけ

れども、そういったとこら辺の調整なんかはある

のかどうなのかお伺いできればと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） 下川町の部分でいき

ますと、森林組合が別なものですから、エリアは

重複しておりません。あくまでも先ほど言いまし

たように、上川北部森林組合の１市２町１村のエ

リアで調査をさせていただくということなので、

御理解をいただきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１９番（東 千春議員） 理解をさせていただ

こうと思いますけれども、多分下川町はもうちょ

っと広範囲な調査をされているのかなというふう

に思うのですけれども、違いましたでしょうか。

そのエリア、下川の森林組合のエリアだけで今計

算をされているのではないのではないかなという

ふうにも思ったのですけれども、何か情報があれ

ばちょっとお知らせいただきたい。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） 下川町の場合は、下

川町の森林組合、さらには国有林野の関係もエリ

アの中に入れて下川町自体では賦存量の調査、お

互い国有林と協力し合いながら調査をされている

というふうには考えております。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１３号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１８ 議案第１

４号 平成２５年度名寄市国民健康保険特別会計

補正予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１４号 平成２５

年度名寄市国民健康保険特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして歳入

歳出それぞれ２４８万 ０００円を増額をし、予

算総額を３３億 ０１５万 ０００円にしようと

するものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款総務費

では、制度改正に伴うシステム改修の委託料とし

て２４８万 ０００円を追加をしようとするもの

であります。

次に、歳入について申し上げます。２款国庫支

出金では、財政調整交付金のうち特別調整交付金

として制度改正に伴う事業費分として２４８万

０００円を増額しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。
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〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１４号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１９ 報告第１

号 平成２４年度名寄市一般会計予算繰越明許費

繰越計算書の報告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第１号 平成２４年

度名寄市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報

告について御報告を申し上げます。

議会運営事業費ほか７事業は、平成２４年第１

回定例会から平成２５年第１回定例会までに予算

計上し、平成２５年第１回定例会により繰越明許

費の設定をしていただいたものであります。

一般会計繰越明許費繰越計算書は、出納閉鎖に

当たり、これを翌年度に繰り越しするためのもの

であり、地方自治法施行令第１４６条第２項の規

定により御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第１号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２０ 報告第２

号 公害の現況に関する報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第２号 公害の現況

に関する報告について、名寄市公害防止条例第４

条第２項の規定に基づき御報告を申し上げます。

平成２４年度につきましては、大気汚染、水質

汚濁、騒音、振動、悪臭の５項目を中心に、関係

機関の御理解と御協力をいただき、指導及び監視

を行ってまいりました。

まず、大気汚染では、ダイオキシン類調査を中

心に実施をしており、炭化センターにおきまして

は排出基準を大きく下回る結果となっております。

また、粉じん発生源と言われているスパイクタイ

ヤにつきましては、低水準で推移をし、スタッド

レスタイヤが市民生活に定着しているものと思わ

れます。

次に、水質汚濁では、公共用水域の環境保全を

図るため、本市から天塩町間の天塩川及び本市の

上水道水源である名寄川の水質調査を実施をして

おり、いずれも平水時における河川の環境基準を

満たした水質を維持しております。また、市内の

ゴルフ場の農薬使用に関する問題につきまして、

関係する環境保全指導要綱に基づく水質分析調査

を２回実施をし、いずれも基準値以内の水質が保

たれておりました。

次に、騒音、振動及び悪臭では、低騒音工法に

よる工事が一般的になっており、建設作業による

苦情は減少している状況となっております。

その他、地球温暖化対策といたしましては、第

一次名寄市地球温暖化防止実行計画ではＣＯ２削減

目標の ５％を達成をし、終了をいたしましたの

で、新たに第二次名寄市地球温暖化防止実行計画

を平成２４年５月に策定をし、引き続き名寄市公
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共施設の二酸化炭素排出状況調査を実施をしてお

ります。

以上、公害の現況について申し上げましたが、

今後とも公害対策では継続した調査、啓発等を行

い、市民の健康と生活環境の保全に向けて努力を

してまいります。

なお、詳細の内容につきましては、さきにお届

けしております公害の現状と対策を御高覧いただ

きたいと思います。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第２号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２１ 報告第３

号 名寄市土地開発公社の経営状況について、報

告第４号 株式会社名寄振興公社の経営状況につ

いて、報告第５号 株式会社ふうれんの解散及び

清算結了の報告について、報告第６号 名寄市社

会福祉事業団の経営状況について、以上４件を一

括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第３号から報告第６

号までの名寄市土地開発公社ほか３件の経営状況

等の報告について、一括して御報告を申し上げま

す。

まず、報告第３号 名寄市土地開発公社の経営

状況について御報告を申し上げます。

平成２４年度の収支状況は、貸借対照表及び損

益計算書のとおり１０７万 ３５８円の当期純利

益となっております。その内容は、事業収益の部

で公共用地取得事業費収益と住宅用地１件の賃貸

収益から事業原価の部と販売費及び一般管理費の

部を差し引きをし、１６万８７０円の事業損失と

なっております。一方、事業外収益の部では受取

利息、公社土地貸付料、事業外費用の短期借入金

支払利息を差し引き、１２４万２２８円の事業外

利益となっております。

また、当期の純利益１０７万 ３５８円につき

ましては、翌年度の保有地簿価を減額をしてまい

ります。今後につきましては、名寄市第三セクタ

ー等改善計画に基づき、公社保有土地を名寄市が

買い取りを行い、平成２６年度中の解散を目指す

ものであります。

次に、報告第４号 株式会社名寄振興公社の経

営状況について御報告を申し上げます。

平成２４年度第４１期の経営内容につきまして

は、５月２０日の株主総会で報告を受けたところ

であります。名寄ピヤシリスキー場につきまして

は、１２月１５日にオープンをすることができ、

良好なスタートを切りました。その後の降雪によ

り順調に営業が行われましたが、繁忙期の年末年

始に加え、一定の集客が見込まれる週末及び祝日

がたびたび吹雪や強風などに見舞われ、リフトの

運休を余儀なくされるなど気象条件に恵まれなか

ったこともあり、リフト総輸送実績は前年度比９

９３％の４２万 ６５１人にとどまる結果とな

りました。

なよろ温泉サンピラーにつきましては、営業の

根幹である宿泊部門において一般宿泊者の減少が

続くなど厳しい状況がありましたが、状況の変化

を踏まえ営業力の強化を行う一方で、毎月の業務

会議、営業会議で収支を検証するとともに、宿泊

部門の収支バランスを保つため、スキー場、公園

事業など一体的な管理連携のもと宿泊滞在につな

がる各種プランを企画をするなど集客アップとコ

スト削減に努めました。しかし、東日本大震災か

ら２年が経過をし、経済も回復傾向を示し、観光

旅行なども動きが出てきたと報じられてきており

ますが、その実感があらわれない厳しい結果とな

ったところであります。当期の総利用者数は８万

００２人、前年度比９ ６５％と落ち込み、総
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売上高では１億 ９４６万１３６円と前年度比９

３６％にとどまる厳しい実績となりました。

サンピラーパークにつきましては、地域住民、

隣接施設などと連携をし、四季折々の企画事業を

実施をするとともに、地域の団体等に御協力をい

ただき、花壇の整備、アジサイの植栽等を行うな

ど花によるおもてなし、魅力づくりに努めました。

こうしたことから、８月に２組のカップルがひま

わり畑で結婚式を挙げられるとともに、首都圏の

旅行会社からライトアップのツアーで送客がある

など、交流人口の拡大や地域の情報発信につなが

ったところであります。冬季のカーリング場につ

きましては、愛好者はもとより、学校授業や各種

大会などで多くの利用がありました。今後も名寄

カーリング協会と連携をし、カーリングのさらな

る普及に努めてまいります。カーリング場は、オ

ープン以来７シーズン目の２月には入園者８０万

人を達成をし、総利用者数で１３万 １９９人、

前年度比９ ５７％となったところであります。

パークゴルフ場につきましては、温泉宿泊とセ

ットにしたパークゴルフパックの継続など利用促

進に努めてまいりました。オープンは、融雪のお

くれから昨年５月５日となりましたが、関係協会

とも連携をし、利用者確保のため良好な施設の管

理に努め、健康の森と名寄公園の合計利用者数で

延べ４万 ５０３人、前年度比９ １８％となり

ました。

営業の詳細につきましては、お手元の事業報告

書に記載のとおりでありますが、それぞれの施設

と連携をし、効率的かつ効果的な管理運営に当た

るとともに、費用対効果に基づいた業務の執行に

努めましたが、長引く景気の低迷に加え、燃料の

高騰、食材費等の相次ぐ値上げにより厳しい経営

を余儀なくされました。こうしたことから、なよ

ろ温泉サンピラー施設利用料に関する覚書に基づ

く協議により、施設使用料の減免措置を講じたも

のの、売り上げ総利益が１億 ８７１万 ７０９

円となり、一般管理費等を差し引きをし、当期純

損失 ４０６万４５２円となったところでありま

す。平成２５年度においては、経営改善計画を策

定をし、各施設と連携をした集客対策を講じるな

ど、さらなる営業力の強化や一層の経費縮減に努

め、経営の安定化を図るよう努力を促してまいり

ます。

次に、報告第５号 株式会社ふうれんの解散及

び清算結了について御報告を申し上げます。

平成２４年度第９期の事業報告につきましては、

議案書のとおりでございますが、昨年１２月２０

日の臨時株主総会で解散が決議をされ、本年３月

３１日の最終株主総会で清算結了が承認をされた

ところであります。本年３月２１日現在の残余財

産の額は９４０万円でありまして、名寄市を除く

株主の所有する５００株に対して１株につき１万

円、総額５００万円を配分をし、名寄市に対して

１株につき ８００円、総額４４０万円を配分す

ることとされました。

清算の詳細につきましては、お手元の議案書に

記載のとおりであります。

次に、報告第６号 名寄市社会福祉事業団の経

営状況について御報告を申し上げます。

名寄市社会福祉事業団は、高い倫理観を保ちな

がら利用者の意向に基づいた介護サービスを総合

的に提供できるよう日々努めております。平成２

４年度の名寄市社会福祉事業団の運営について、

まず特別養護老人ホームについてでありますが、

質の高いサービス、安全、安心、利用者ニーズに

即した自立支援を基本理念として、入所者一人一

人のケアプランに基づいて提供してまいりました。

短期入所生活介護及び通所介護事業におきまし

ては、地域の老人福祉サービスの拠点として、施

設の持つ専門的機能の効果的な活用を図り、利用

者及び御家族の身体的、精神的負担の軽減にもつ

ながるよう努めてまいりました。また、居宅介護

支援事業所につきましては、介護に関する総合的

な相談に応じ、在宅で日常生活を営むために必要

な各種保健福祉サービスを適切に利用できるよう
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要介護者や御家族の意向に沿ってサービス提供事

業者や行政との調整を行ってきたところでありま

す。高齢者世話つき住宅生活援助員派遣事業にお

きましては、市営シルバーハウジングの入居者が

地域の中で自立して安心かつ快適な生活が送れる

よう生活指導、生活相談、緊急時の対応などの支

援をしてまいりました。

平成２４年度の収支の状況について申し上げま

すと、一般会計と市営シルバーハウジング特別会

計を合わせて、収入総額は１１億 ２４０万 ０

４１円に対し、支出総額は１０億 ６９０万２６

６円となりまして、収入から支出を差し引いた１

億 ５５０万 ７７５円を次年度に繰り越しした

ところであります。今後とも利用者のさまざまな

ニーズに応え、施設の機能と特性を生かしながら

地域における高齢者福祉の増進になお一層取り組

んでまいります。

以上、４件一括して御報告をさせていただきま

す。よろしく御審議くださいますようお願いを申

し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で報告第３号外３

件の報告を終わります。

報告第３号外３件については、本日の会議終了

後に議員協議会を開催し、質疑を行います。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２２ 報告第７

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第７号 専決処分し

た事件の報告について申し上げます。

本件は、本年３月２４日午後９時ごろ、相手方

車両が風連町字東風連の市道風連東８号北線を風

連方面に向かって走行中、路面劣化により生じた

アスファルト欠損による穴に左前輪タイヤが入り

込み、車両が損傷したものでありまして、これに

伴う車両修繕料１０万 ６４３円のうち７割に相

当する７万 ２５１円を本市が負担をすることで

示談が成立をいたしました。

地方自治法第１８０条第１項の規定により専決

処分をいたしましたので、同条第２項の規定によ

り御報告を申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第７号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２３ 報告第８

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第８号 専決処分し

た事件の報告について申し上げます。

本件は、名寄市営住宅、北斗団地に入居してい

る借家人が平成２４年４月分から平成２５年１月

分までの１０カ月分の家賃を滞納しており、再三

にわたり電話、文書、訪問等による納付催告を行

ってまいりましたが、納入の意思を確認できない

ため、滞納家賃が３０万円未満ではありますが、

名寄市営住宅家賃滞納整理等事務処理要綱第９条

第１項第４号の規定に基づき、納入の意思が認め

られないものとし、本人に対し滞納家賃の支払い

を求める少額訴訟を提起したものであります。

地方自治法第１８０条第１項の規定により専決

処分をしたので、同条第２項の規定により御報告

を申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第８号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２４ 報告第９
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号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第９号 専決処分し

た事件の報告について申し上げます。

本件の事故内容は、平成２５年３月２４日午後

６時２０分ごろ、名寄市西８条南１０丁目の交差

点内において、下水道施設でありますマンホール

上を相手方の車両が通過する際に舗装のくぼみに

接触し、車両に損害を与えてしまったものであり

ます。事故の過失割合は、本市が１００％であり、

車両の修理代として市が４万 ０００円を負担を

することで示談が成立をし、和解をしたところで

あります。

地方自治法第１８０条第１項の規定により専決

処分をしましたので、同条第２項の規定により御

報告を申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第９号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２５ 諮問第１

号 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求め

ることについてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 諮問第１号 人権擁護委

員の候補者推薦につき意見を求めることについて、

提案の理由を申し上げます。

人権擁護委員法の規定により、本市には８名の

人権擁護委員が法務大臣の委嘱を受け、活動を行

っておりますが、平成２５年９月３０日をもって

佐藤源嗣委員及び村上勝浩委員が任期満了となり

ます。

本件は、再度両氏を候補者として推薦をいたし

たく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により

議会の意見を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

本件については、市長が推薦する者について適

任と認めることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、本件は適任と認めることに決定をいた

しました。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りをいたします。

議事の都合により、明日６月１日から６月１０

日までの１０日間を休会といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、明日６月１日から６月１０日までの１

０日間を休会とすることに決定いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ２時１０分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹
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署名議員 川 口 京 二

署名議員 竹 中 憲 之
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平成２５年第２回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２５年６月１１日（火曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 奥 村 英 俊 議員

３番 上 松 直 美 議員

４番 大 石 健 二 議員

５番 山 田 典 幸 議員

６番 川 口 京 二 議員

７番 植 松 正 一 議員

８番 竹 中 憲 之 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 佐 々 木 寿 議員

１２番 駒 津 喜 一 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１９番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 益 塚 敏

書 記 山 崎 直 文

書 記 鷲 見 良 子

書 記 佐 藤 潤

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 扇 谷 茂 幸 君

市 民 部 長 中 村 勝 己 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 高 橋 光 男 君

建設水道部長 長 内 和 明 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

教 育 部 次 長 湯 浅 俊 春 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 常 本 史 之 君

上下水道室長 斎 藤 一 彦 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君
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平成２５年６月１１日（火曜日）第２回６月定例会・第２号

〇議長（黒井 徹議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

１０番 高 橋 伸 典 議員

１５番 日根野 正 敏 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

名寄市の財政運営外２件を、大石健二議員。

〇４番（大石健二議員） 皆さん、おはようござ

います。新緑風会の大石健二でございます。質問

に入る前に、さきに入院加療中のところ急逝され

ました故宗片浩子議員に謹んで哀悼の意を表しま

す。長い間本当にお疲れさまでした。

それでは、議長より御指名を賜りましたので、

これより通告に従い３件６項目について質問を行

います。最初に、名寄市の財政運営から、健全で

計画的な財政運営の制度化についてお尋ねをして

まいります。

さて、堅調に推移しているとされる名寄市の財

政運営を見るとき、市民理解を得るために健全財

政に向けた責任ある道筋を具体的に示しているか

どうかについてはいまだ多くの議論の余地を残し

ているところでございます。５年ごとに検討及び

見直しを行う名寄市の最高規範、名寄市自治基本

条例も施行から丸３年が経過し、検討及び見直し

まであと２年を残すところとなりました。今後自

治基本条例の見直しと検討を行う中で、健全で計

画的な財政運営を執行する上で整備が求められる

具体的な財務表記を加筆する改正とこれを補完す

る関連条例等の整備についての考え方について御

答弁を願います。

同じく名寄市の財政運営から、ゼロ予算の職員

提案、納税プロジェクト等の推進と取り組みにつ

いてお尋ねをしてまいります。名寄市の事務事業

改善や活力ある組織づくりの推進など進めること

を目的に、平成２２年４月にスタートした職員提

案、いわゆるゼロ予算は当初極めて低調に推移し

てまいりましたが、昨年度より職員の発声による

事業提案が行われるようになりました。これらの

事業提案の中でも、とりわけ実務に精通する職員

ならではの取り組みで主税源や使用料、手数料、

利用料徴収など、歳入増につながる主導的な部署

で構成された納税プロジェクトチームの取り組み

について現状の活動状況と課題について御答弁願

います。

次に、名寄市の行政運営から、中心市街地活性

化の再点検とその方向性についてお尋ねをしてま

いります。４月１日にオープンした駅前交流プラ

ザよろーなと駐車場専用地の取得により、この秋

までさまざまな催し物や行事が企画されています。

また、施設の利用を促進する委員会も組織され、

その取り組みには多くの市民の皆さんからも大き

な期待が寄せられているところではございますが、

このよろーなオープンに大きくおくれることなく、

名寄市は今後中心市街地の再活性化に向けて多く

の課題を抱える周辺商店街と商工会議所等と連携

して高い経済効果の創出を図るためにどのような

施策や構想をお持ちなのか御答弁願います。

続いて、現在制定に向けて取り組まれている

（仮称）空き家等の適正管理条例についてお聞き

をいたします。さて、この冬は例年にない降雪量、

積雪深となりました。この雪害により、幹線道路

や生活道路の除排雪作業への弊害ばかりだけでな

く、落雪や屋根の雪おろし作業による死傷事故、

雪の重みで倒壊した管理不全の老朽家屋あるいは

廃屋も相次ぎました。中でもこうした管理不全に

陥った老朽家屋などでは、防災、防犯面での安心、

安全面を損なうばかりでなく、景色、景観への悪
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影響も懸念されます。市が３月の第１回定例会の

中で明示した（仮称）空き家等の適正管理に関す

る条例の制定に向けた現在の進捗状況と今後の課

題について御答弁願います。

次に、安心して暮らせる地域づくりから、課題

を抱える町内会とその活動についてお尋ねをいた

します。町内会が直面する問題や課題を把握する

ため、名寄市町内会連合会と名寄市が実施をした

町内会に関するアンケート調査がこのほど集計さ

れました。それによると、市内を初め智恵文地区、

風連地区の計８２町内会が共通で抱える町内会役

員の高齢化や役員の引き受け手不足、未加入者や

未加入世帯の増加に加え、町内会財政の窮乏化、

行事やイベントの参加者減少、負担を増す行政か

らの委任事務や作業などの実態が浮き彫りにされ

ています。こうした厳しい現実の前に存続の危機

に立たされている地域コミュニティーの再構築、

名寄市の地域づくりに対する考え方について御答

弁願います。

最後に、本年９月以降から値上げを見込む電力

料金の改定に伴う市民生活への影響とその対応に

ついてお尋ねをいたします。市民生活の日常生活

における電力、電気は、上下水道及び道路と並ん

でライフラインの代表格ではありますが、道内の

電力会社は４月２４日、現行料金の１割強の増額

を盛り込んだ料金改定案を経産省に申請を行いま

した。申請内容は、家庭向け月額料金で１ ２０

％、認可を必要としない企業などの大口利用者で

１ ４６％をそれぞれ値上げするとしています。

一方で、本年８月から向こう３年間で生活保護の

扶助費 ３％の削減が見込まれるなど、生活弱者

への値上げによる日常生活への影響は避けられま

せん。また、名寄市を初め各企業や事業所にとっ

ても大きな負担増は避けられず、市民生活への多

大な影響が懸念されます。６月１７日は、電力会

社による説明会の開催が予定されており、市民生

活への強い影響が避けられない今回の大幅値上げ

に対する名寄市の対応について御答弁を願います。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） おはようございます。

大石議員からは、大項目３点にわたる質問をいた

だきました。大項目１の小項目１及び大項目２の

小項目３並びに大項目３を私から、大項目１の小

項目２と大項目２の小項目２は市民部長から、大

項目２の小項目１は営業戦略室長からの答弁とな

りますので、よろしくお願いいたします。

まず、名寄市の財政規律などからについてお答

えをいたします。景気の低迷、少子高齢化の進展

など社会経済情勢が大きく変化する中で持続可能

な自治体経営はもとより、地域の特性を生かした

元気なまちづくりを推進するためには計画的かつ

効率的な行財政運営が求められております。本市

におきましても施策の基本目標とそれを実現する

ための施策の方向性が定められている総合計画の

着実な実行のため、毎年度ローリング作業にて総

合計画の進行状況の確認を行っております。また、

ローリングや外部評価を取り入れた行政評価の結

果を踏まえ、中期財政計画を策定し、必要度、緊

急度、優先度を総合的に検討し、効率的で投資効

果の高い事業の選択を行い、さらにはそれらをも

とに予算編成し、健全な財政運営に努めていると

ころであります。あわせてこれら作業ごとにおい

て市民の皆様や議会に対しその内容の説明、情報

について提供させていただいております。本市に

おきましては、総合計画とこれを財政的に裏づけ

る中期財政計画を基本とし、予算編成に当たって

おりますけれども、毎年度の地方財政を取り巻く

影響により想定された歳入が必ずしも確保できる

とは限らない状況にあります。また、政策的に前

倒しで実施する必要がある事業、さらには一時的

に事業費が膨らむけれども、後年度の負担を勘案

すると現在実施すべきものなどがあり、ある程度

の柔軟性を持ちながら予算編成を行っております。

ただし、これらの場合におきましても後年度の公

債費負担や基金の管理など、中長期的な視野に立
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った財政運営が必要であると認識しており、判断

材料として各財政指標の推移を確認しながら進め

ております。

議員御指摘のとおり、自治体において財政規律

を制度化するいわゆる財政運営基本条例の制定に

つきましては財政運営の指針の一つであると認識

をしておりますけれども、市民と協働のまちづく

りを進めるための基本ルールである名寄市自治基

本条例第２０条には市政運営の基盤となる財政運

営の考え方が示されておりますし、財政運営上の

スケジュールや予算編成上のルール等は明文化さ

れていないものの既に制度として確立しており、

総合計画や中期財政計画の公表、また予算編成で

の資料公表などを通じ、引き続き行財政改革を推

進し、健全な財政運営に努めてまいります。

次に、大項目２の小項目３、安心して暮らせる

地域づくりから、課題を抱える町内会とその活動

について申し上げます。今回の町内会に関するア

ンケート調査において、役員のなり手不足や未加

入者の増加など、町内会が抱えるさまざまな課題

が改めて明らかになりました。市では、現在市民

との協働による市民が主役のまちづくりを推進し

ており、その主体の一つであるコミュニティーの

核となる町内会に対しては今後とも積極的に支援

を行っていく方針であり、町内会連合会との密接

な連携はもとより、自治活動交付金、町内会館等

建設費補助金などの財政的な支援を初め、転入者

への暮らしのガイドや広報紙などを通じ、町内会

活動の必要性や加入促進に向けた啓発などを行っ

てまいります。

また、アンケートにおいては、町内会における

課題、あるいは町内会の枠を超えた課題について

地域連絡協議会に期待する声も多くあり、市内に

は複数町内会での先進的な取り組み事例もありま

すので、これらの助長と普及に努めるとともに、

地域自治区につきましてはこれらの地域自治活動

が広がり、成熟する中でそのあり方を市民との協

働の中で検討してまいりたいと考えております。

次に、大項目３、名寄市民の声から、電力料金

改定に伴う市民生活への影響とその対応について

お答えをいたします。議員のお話のとおり、電力

会社では全面停止している泊原発のかわりに火力

発電所の稼働率を高めたことで重油などの燃料費

がかさみ、経営が悪化したことにより、本年９月

１日からの電気料金の値上げを経済産業省に申請

をいたしました。この値上げによる市民生活への

影響につきましては、標準世帯において月４５１

円の負担増と新聞等で報道されておりますが、オ

ール電化住宅では値上げ幅が大きくなること、さ

らには円安の影響による輸入燃料価格高騰に伴う

さらなる引き上げも加わり、この値上げがあらゆ

る家庭に重くのしかかる内容となっております。

特に議員御指摘の生活保護受給者等生活困窮者の

日常生活に大きな影響を及ぼすものと危惧してい

るところであります。また、本市の公共施設の電

気料金の影響額について、電力会社の申請どおり

の値上げ幅で平成２４年度の実績をもとに年間ベ

ースでの試算では、市立病院は約１３％増の８０

０万円程度の増、炭化センターでは約１３％増の

４５０万円程度の増、その他３８の主な公共施設

では約１２％増の ５００万円程度の負担増とな

る予定であります。

現在電力会社では、全道各地で自治体や消費者

団体、経済団体等を対象とした電気料金の値上げ

申請に関する説明会を実施しておりまして、名寄

地区においても６月１７日に説明会が開かれるこ

ととなっております。また、消費者庁では、この

値上げに対する消費者の生の声を聞こうと札幌市

において意見交換会を実施し、新聞報道では発言

した１６人全員が値上げ反対の立場だったとのこ

とであります。今後の電気料金値上げの手続は、

公聴会や経済産業省と消費者庁との協議後、最終

的には経済産業大臣が認可することとなり、値上

げの実施時期や値上げ幅もそこで決まってくるこ

とになりますが、本市といたしましてはこの電気

料金値上げに伴う家庭や企業における影響の大き

平成２５年６月１１日（火曜日）第２回６月定例会・第２号
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さを踏まえ、電力会社のさらなる企業努力を求め、

値上げの中止や少なくとも値上げ幅の引き下げを

行うようこの説明会を機会として要請をしてまい

りたいと考えております。

以上、答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村市民部長。

〇市民部長（中村勝己君） 私からは、大項目１、

名寄市の財政運営、小項目（２）と大項目２、名

寄市の行政運営、小項目（２）についてお答えい

たします。

初めに、納税プロジェクト等の推進と取り組み

についてです。納税プロジェクトにつきましては、

平成２３年度の職員提案募集により提案されたも

ので、徴収を担当する税務課と賦課を担当する原

課が情報交換を行うことにより、公平で効率的な

徴収を行うことを目的としたものです。平成２４

年度においては、納税プロジェクトの一環として

強制徴収が可能な市税や国保税、介護保険料、保

育料などの公債権に係る部署と強制徴収ができな

い水道料や住宅使用料などの私債権に係る部署に

分け、昨年１０月に２回の会議を開催しています。

会議では、税務課と原課の役割分担について確認

するとともに、特徴的な徴収方法について情報交

換しており、私債権においては少額訴訟の検討な

どが情報交換されています。それぞれの取り組み

方法についての情報を共有することにより、効率

的な徴収が可能となります。一方、強制徴収が可

能な公債権と私債権の間には徴収権限や調査質問

権限などに大きな違いがあり、また公債権側の持

つ情報を私債権側と共有できない状況にあること

から、個別の滞納者の情報を共有することはでき

ない状況にあります。今後につきましても決算が

まとまった以降にそれぞれの徴収率の確認もあわ

せて会議を開催し、効率的、効果的な徴収に努め

てまいります。

次に、（仮称）空き家等の適正管理条例制定か

ら、制定に向けた考え方と課題についてお答えい

たします。近年空き家の増加が各自治体で大きな

問題となっています。平成２０年時点における全

国の総住宅数に占める空き家の割合が１ １％に

上るとされており、今後もさまざまな要因から空

き家が増加するものと思われます。本年３月に各

町内会長の御協力をいただき、空き家に関するア

ンケート調査を実施しました。調査結果は、公営

住宅等を除く７３町内会の約８割の５８町内会か

ら回答を得たところで、空き家が３０５戸で、う

ち管理不全となっている危険家屋が８４戸ありま

した。現在の市内住宅戸数１万７９０戸に占める

空き家数は、約３８０戸に上ると推定され、空き

家の割合は ６％となっております。これまで本

市において道の緊急創出推進事業を利用し、平成

２１年度から平成２３年度までの３年間に町内会

から報告がありました危険家屋８５戸のうち、要

件を満たした２２戸の空き家の解体を実施いたし

ました。空き家に関する条例を制定している自治

体数は、国土交通省による本年１月調査では１３

８となっております。

条例の特徴としては、平成２１年以前の条例は

空き家を環境、防犯、景観関連の条例の一部とし

て扱うものが多く、空き家に特化した条例は平成

２２年、埼玉県所沢市の空き家等の適正管理に関

する条例が全国初とされています。平成２３年以

降は、空き家問題に特化した所沢タイプの条例が

主流となり、全国で約４０の自治体で制定されて

いる状況となっています。現在先進都市を参考に

条例の制定作業を進めており、制定に向けた考え

方は空き家の所有者に対しその適切な管理を義務

づけることにより地域の防犯と生活環境の保全を

目指す、またそれが履行されずに空き家が管理不

全な状態にある場合は市長が所有者に対し指導や

命令を行うことを規定をする、さらに所有者が命

令に従わない場合にはその氏名を公表する措置を

盛り込むことなどを基本的に進めていきたいと考

えています。制定に向けた課題としては、代執行

により空き家の撤去を行った場合の費用回収の見

込みが低いこと、また代執行による解体は個人の
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財産権侵害のおそれがあることから、代執行を含

めた行政措置の規定について慎重な検討が必要と

考えます。ただ、新たな危険家屋の発生予防とし

て市民に対する周知効果を期待できるものである

と判断しており、実効性のある条例として策定し

てまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 私からは、大項

目２、名寄市の行政運営について、小項目１、中

心市街地活性化への取り組みから、活性化施策の

再点検とその方向性等についてお答えいたします。

平成２０年１０月に策定された名寄市中心市街

地活性化基本計画案では、旧基本計画と同様に東

西ではＪＲ名寄駅から市立総合病院まで、南北で

は南３丁目となります起点通と南４丁目の錦通か

ら公園通に囲まれた約８０ヘクタールを区域とし

て定めました。具体的には、行政及び商工会議所、

商店街が連携し、にぎわい創出、まちなか居住の

促進、商店街の活性化を基本目標として設定しま

したが、経済産業局との協議の結果、計画全般に

関して熟度が不足しており、認定ラインに達しな

いことから、社会資本整備総合交付金事業に変更

したところであります。しかしながら、中心市街

地活性化へ向けた基本的な考え方は変わりません

が、中心市街地における空き地、空き店舗対策が

商店街の活性化への第一歩となると考えておりま

す。国は、中心市街地活性化政策の見直しの方向

性について検討を進めてきておりますが、本市と

しては現行の名寄市中小企業振興条例、さらには

企業立地促進条例など現行支援制度が商店街活性

化に向けた改善策となり得るかを検証するととも

に、制度の改定及び新規事業の導入について中小

企業振興審議会を中心として関係機関と協議し、

一定の方向性を示していきたいと考えております。

また、国、道の支援制度にも注視しながら、それ

らの情報が起業に意欲がある市民等への情報提供

ができる仕組みも構築したいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇４番（大石健二議員） それぞれ御答弁をいた

だきました。ありがとうございます。それでは、

答弁に従って再質問を行ってまいります。最初の

質問から順不同となりますので、あらかじめ御承

知願います。

最初に、電気料金のほうからちょっとお聞きを

してまいりたいと思います。答弁の中で標準世帯

というのが出てまいりましたが、標準世帯を北電

にお聞きしますと、大体３０アンペアで月２６０

キロワットアワーというのを消費する世帯を標準

世帯というと。月額４５０円の負担。この標準世

帯というのは、たまたま別な方を例にとるわけに

いかないものですから、私の例で申し上げていく

と、私も３０アンペアで使っているのですが、月

２６０キロワットアワーでは間に合わないと。何

ぼあるかというと、結構な数字になりまして、６

１１キロワットアワーになりました。ですから、

ここでいう月額４５０円というのは、使用量に掛

ける１ ２３％ですから、それぞれ家庭によって

は負担増が違うということになってきます。また、

加えてさらに円安による燃料の価格、これもスラ

イドさせる値上げ案が、これは認可を必要としな

いで随時やっていくという、これもあわせてやっ

ていくものですから、とりわけ生活保護者や生活

困窮者の日常生活への影響は多大なものがあるな

というふうに思います。ことしの冬、今冬も燃料

高騰で福祉灯油ということで助成措置がとられて

いましたが、まさにこの電力料金についても大変

負担の重い現実として生活弱者の家計にのしかか

ってまいります。

北電にお聞きしますと、料金滞納している世帯

についてお教え願いたいというふうに申し上げた

のですが、それは情報の公開にかかわるものです

から、大変申しわけないけれども、お教えするこ

とにはいかないということでございましたが、か

なりの件数はあるということではございました。
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ですから、今後も滞納家屋というか、滞納世帯と

いいますか、これはさらに拍車がかかっていくの

だろうと。５０日間で電気料金の納付がなければ

電気の供給をストップするということでございま

したので、この辺は民間会社ですからシビアに行

われていくということでございました。

さて、名寄市においても御説明がございました

が、市立病院で８００万円、炭化センターで４５

０万円でしたか、名寄市で３８施設で ５００万

円と、ざっとの計算で ７００万円ぐらいになっ

てしまうと。こういうふうな恒常的に電気料の負

担が強いられていくことになるのですけれども、

名寄市として今後もこういう電気料金の経費増に

伴っていくわけですが、ちょっと質問を割愛させ

ていただくのですけれども、名寄市における自家

発電の能力というのはどの程度、あるいは整備状

況についてはどのようになっているのかお教えい

ただけますか。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 自家発電の能力とい

うお話でありましたけれども、今ちょっと詳しい

私ども資料持ち合わせておりませんので、後ほど

説明をさせていただきたいと思いますけれども、

基本的に例えばライフラインの施設があります。

浄水場、それから下水処理場、それから福祉施設

で清峰園ですとか、市立病院ですとか、特にたく

さんの人もしくは物を扱うような場所につきまし

ては自家発電装置が設置をされておりますけれど

も、通常は自家発電装置につきましては非常用発

電機という扱いをほとんどの場合はしておりまし

て、なかなか通常のいわゆる電気使用に係る発電

機の使用というのはなされていないという認識を

持っております。一部市立病院では恒常的に発電

をするという、そんな能力も持ち合わせていると

いうふうに聞かされておりますけれども、今後発

電機の利用がある意味可能なのかどうなのか、そ

して北電とのお話し合いの中で不足した場合の発

電機の使用についても契約あるというお話も伺っ

ておりますので、その辺につきまして改めて精査

をしてまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇４番（大石健二議員） それでは、ちょっとま

た前段戻ってしまうのですが、生活保護世帯、あ

るいは生活弱者への対応というのがなかなか思い

切ったものはできないと。ただ、福祉灯油と同様

に日常生活にかかわることが多大に懸念されるの

ですが、こうした対応について再度お聞きしたい

のと。

あと、自由化部門のこれは値上げの申請を必要

としない大口の需要者、名寄市を初めとする企業、

事業所、こちらについてはコストアップにつなが

るだろう。こちらについても北電にお聞きをする

と、中小零細事業所において滞納があるというお

話でございました。これの件数についてもお教え

はいただけなかったのですが、こうした運転資金

にも事欠くようなことになっていくというような

懸念もございます。生活弱者への救済とこうした

中小零細企業にとっても滞納が現実としてあると

いう、緊急的に何か発生する支援というのが今後

として協議の対象となっていくかどうかについて

お聞きをしておきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） それでは、私の

ほうから生活弱者について市の対応についてお答

えを申し上げます。

生活保護費の生活扶助基準でございますが、た

だいま見直しが行われておりまして、この８月か

ら平成２７年度にかけて段階的に見直しが行われ

ていると承知しております。当然ながら国におき

ましては最低限度の生活を維持することができる

改定を行うものと考えております。また、生活保

護受給者につきましては、電気料等の滞納により

まして電気がとめられ、生活に支障が起きるよう

なことがないように担当のケースワーカーが家庭

訪問の際に生活指導等を行いたいと考えておりま

す。また、御指摘の生活困窮者、低所得者でござ
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－48－

平成２５年６月１１日（火曜日）第２回６月定例会・第２号

いますが、この間昨年の１２月の広報、そしてこ

としの６月の広報になよろ福祉相談ガイドという

ものを全戸配布いたしまして、そのガイドの中で

生活保護の制度についても周知を図ってまいって

おります。生活の維持が困難な方につきましては、

お近くの地区の民生委員さん、もしくは市の生活

保護係にぜひ相談をいただきたいと思っておりま

す。

なお、本市独自での電気料値上げに対します生

活困窮者の方に対します直接的な支援につきまし

ては困難であると考えてございますので、先ほど

総務部長が申しましたとおり今後さまざまな場面

を通じまして電力会社に要請行動を行ってまいり

たいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） ただいま大石議員の

ほうから中小企業者の滞納の関係で御質問があっ

たわけなのですけれども、そういう相談があった

場合については中小企業振興条例の中で拾えるか

どうか検討させていただきたいというふうに思い

ますし、運転資金の関係ではマル経資金の利子補

給も本年度からさせていただいておりますので、

その部分含めて該当になるかどうか検討していき

たいというふうに思いますので、よろしくお願い

をしたいというふうに思ってございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇４番（大石健二議員） わかりました。

それでは、１７日に開かれる電力会社の説明会

について引き下げ等の要請を行っていくというこ

とでございましたので、ぜひ実効に結びつくよう

な提言を行ってくださいということを御依頼を申

し上げます。

次に、ゼロ予算についてお聞きをします。市民

部長のほうからるる御説明がございました。情報

交換ができる公債権とそれができない私債権との

法的な壁でなかなか大変だというようなお話では

ございましたが、名寄せ程度の情報交換はできる

のですか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村市民部長。

〇市民部長（中村勝己君） 名寄せ程度というの

は、いわゆる市税、それ以外の使用料の関係で名

寄せというのは名前を突合できるかというような

ことでしょうか。先ほども申し上げましたけれど

も、基本的には法律上ではそういう取り扱いには

当然なってございません。ただ、市税側から例え

ばこの方に対する使用料等の収入の状況について

ということでは聞くことは、問い合わせすること

はできますけれども、使用料側からは税について

というのは問い合わせはちょっとできないという

ことで、基本的には名寄せについてもできないと

いうふうに考えてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇４番（大石健二議員） わかりました。

そうすると、プロジェクトの中では例えば公債

権のほうで、これは財産の調査権があるほうです

けれども、滞納しているそれぞれの情報は名寄せ

はできないにしても、それぞれ多重に幾重にも重

なって滞納していると、いろんな分野で、手数料

でも何でも、市営住宅の家賃だとか、住民税だと

か、市営住宅は私債権ですけれども、こうした状

況として多重に債務を抱えている方が出てきた場

合のプロジェクトの対応といいますか、名寄市の

対応というか、それは例えば消費者金融のほうが

優先するのか、消費者金融というのも多分出てく

ると思うのです、お話を聞いていけば。相談ある

いは訪問をしていくということですから。実は、

名寄市以外にも消費者金融からの借り入れがある

のだというようなことが多分出てくるのだろうと

思います。そういったときに、もちろん税金のほ

うが優先していくのだろうと思うのですけれども、

こういう多重に債務を抱えている方に対しての対

応というのは何かマニュアルみたいので対応され

ているのかどうか、ちょっとお聞きをしたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村市民部長。

〇市民部長（中村勝己君） 多重債務者にかかわ
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ってのマニュアルについては、市税側、税務課サ

イドではつくっておりません。ただ、多重債務に

ついてはこれまで全国的にも問題となっていまし

て、多重債務による市税の未納等がふえていると

いう実態もございますので、税務課サイドでは、

市税側ではそういった研修がございますので、多

重債務に対する研修等がございますので、そこの

部分については参加をさせていただいていますけ

れども、それ以外の使用料等についての状況につ

いては私のほうで今把握してございません。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇４番（大石健二議員） そういう名寄市の金銭

債権にかかわらないものについては、把握してい

ないということなのでしょうけれども、私はこの

プロジェクトのチームの働きについてぜひ今後も

注視をしてまいりたいなと。ただ、ゼロ予算で何

もないところからみんなの知恵と協力体制でやっ

ていくのだという、その活動については本当にす

ばらしいなと思うのですけれども、ただ今後こう

いった活動内容を伝承していく上で、こういった

ときにはこう当たるのだというようなケース・バ

イ・ケースに従って対応していくようなマニュア

ルの整備も多分必要になっていくだろうと思うの

ですけれども、それがいつまでもゼロ予算でいい

のかどうかというのは今後の課題とさせていただ

きたいなと思いますが、次、空き家条例について

ちょっとお聞きをしてまいります。

改めてお聞きをするのですが、先ほどちょっと

微妙な言い回しだったのですが、強権といいまし

ょうか、行政代執行については慎重な対応してい

きたいというようなことでしたか、代執行は慎重

な対応で臨みたいというようなことでした。つま

りは、今準備を進めている管理条例については行

政代執行の条文を盛り込まないということになる

のですか。ちょっと確認ですが。

〇議長（黒井 徹議員） 中村市民部長。

〇市民部長（中村勝己君） 行政代執行について

は、盛り込まないということでなくて、規定をし

た場合にいろんな問題がありますということでの

認識でございます。今全国で１３８の自治体で条

例を制定をしておりますけれども、先ほど申し上

げましたとおり空き家に特化した部分が約４０あ

ります。１３８のうち代執行を規定をしているの

は５０と、１３８のうち５０ということの状況に

なっておりまして、名寄市としても取り扱いにつ

いては先ほども言いましたけれども、代執行を規

定をすれば空き家が解消されるということでもご

ざいませんし、実際に執行した場合においては名

寄市も費用が発生をする、しかもその費用が回収

できるかどうかという問題もございまして、この

課題については十分慎重に協議をしていきたいと

いう考え方であります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇４番（大石健二議員） 慎重にやっていきたい

ということで、反映するかどうかについてはまだ

はっきりしたものをお持ちでないということなの

だろうと思いますが、時間の関係でお聞きしたい

のですが、これは本年度内に制定、施行されるの

ですか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村市民部長。

〇市民部長（中村勝己君） ３月の決算委員会と

いうことで年度内に制定ということで答弁してお

りますので、最大限年度内ということで取り組み

を進めていきたいというふうに思っております。

（「３月の予算委員会」と呼ぶ者あり）

〇市民部長（中村勝己君） 予算委員会での答弁

ということでございますので、２５年度中にとい

うことで先ほど申し上げましたように少し全体的

にスケジュールおくれておりますけれども、最大

限そこは年度内ということで考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇４番（大石健二議員） わかりました。

次に、ちょっと時間の関係で申しわけありませ
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ん。次の質問に入らせていただきます。中心市街

地についてお尋ねをしてまいります。平成１８年

の夏に施行された改正中活法なのですけれども、

それから７年経過をしていると。幾つかのこの活

性化基本計画に従って名乗りを上げた自治体の活

性化基本計画が５年間という計画期間が間もなく

終了しつつある、徐々に、そういったことも含め

て経産省は今回この改正中活法全体を見直しをし

て、ちょっとハードルが高かったという反省のも

とでもう少しハードルを下げた中心市街地の活性

化法を模索しているというニュースに接しました。

この情報については、どの程度把握されているの

でしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 中心市街地の活

性化政策の見直しに関する動きについてでありま

すけれども、国におきましては平成２４年１１月

から現行の中心市街地活性化政策の検証の見直し

に向けた有識者会議が行われまして、中心市街地

活性化政策の見直しの方向性についての取りまと

めが公表されております。しかしながら、具体的

な国の認定基準ですとか法の改正の内容について

はまだ公表されておりませんので、今後具体的な

内容が定められた場合につきましては商工会議所

等々の関係者と十分協議をしながら方針を決めて

まいりたいというふうに考えております。御理解

をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇４番（大石健二議員） わかりました。まだス

タートしたばかりで、具体的なところまではいっ

ていないようでございます。

さて、私は中心市街地の活性化についてはよろ

ーなのオープンとあわせて同時並行で進めていか

なければならぬものだろうというふうに考えるの

ですが、そこで行政の果たすべき役割も大変重要

だろうと思います。その果たすべき役割としては、

首長の熱意があるだろうし、行政担当者のスキル

アップもあるだろうと思います。それらがまちづ

くりの巧拙に大きく左右もするだろうし、中心市

街地活性化の達成度にも大きな落差、差異が生じ

るだろうというふうに思うのですけれども、最後

に加藤市長のまちづくり、中心市街地活性化に対

するお考えについてお聞かせをいただければと思

うのですけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ４月に駅横に交流プラザ

をオープンをさせていただきました。まずは、こ

こを基軸として、これまで交通の結節のばらつき

でありますとか、あるいは商工会あるいは観光協

会だとか、それぞれ分散している施設を一定程度

駅横に集約をして新たな中心街のにぎわいを創出

していこうということで４月からオープンをして

いるわけであります。この施設を基軸として、今

ソフト面において民官一体となって活性化するこ

とで中心街の活性化、あるいはこの地域の発展に

つなげていこうという取り組みをスタートしてい

るところであります。さらに、この機運が醸成を

されて、今後加えてさらに３・６も含めた中心市

街地の活性化をどうしていくのかということを、

ぜひそうした機運をこれから高めていきたいとい

うふうに思っています。具体的にこうしていくと

いうことは、青写真を私が持っているわけであり

ませんけれども、しかし今後少子化、高齢化、あ

るいは低炭素なまちづくりということを考えてい

ったときには中心街に一定のにぎわいを集約して

いくということは非常に重要なことだというふう

に考えておりますので、今後議員からも御指摘の

あった経産省のいろんなメニューのみならず、あ

らゆる省庁にまたがっていろんなメニューがある

と思いますから、まずは意識を醸成させてその中

で中心街をどうしていくのかという議論を具体的

にさせていく中で、今後市民みんなで新たな中心

街のまちづくりについての青写真を描いていきた

いというふうに考えているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇４番（大石健二議員） それでは、町内会とそ
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の活動についてお尋ねをしていきます。

名寄市の高齢化率というのが本年３月末で２

６１％だったかなと思うのですが、今回のアンケ

ートの集約の結果、役員の高齢化率というのが類

推することができるのですけれども、会長職で６

０代が４ ５％と、他の役員についても６０代、

７０代が圧倒的に多くて、町内会役員の高齢化率

を算出すると多分４０％を超えるのではないかと

いうふうに思うのですけれども、ただ厳密な数字

がないので、推測の域は出ませんけれども、あと

会長職で２０年以上だとか、どうも後任や引き受

け手がいなくて留任と再任を繰り返している、一

度入ったらなかなか抜け出られないというような

役員となって、なかなかそれがまたかえって逆に

役員の引き受け手がいないという状況にもなって

いるようです。こうした状況から、町内会におい

ては婦人部や子供育成会などが休止あるいは停止

しているような町内会もございます。このまま座

して待っていれば、早晩町内会そのものが機能停

止をして活動停止または休止をせざるを得ないと

いうような状況に陥る町内会も出てくるのではな

いかと思うのですが、この辺の推測について間違

っているかどうかについて御指摘いただければと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 今回町内会にアンケ

ートをとらせていただきまして、８２町内会のう

ち６８の町内会から回答いただいております。今

議員から御指摘をいただきましたさまざまな課題

が明らかになっておりまして、ただそれぞれ現状

町内会連合会含めさまざまな取り組みを町内会通

して行っていただいておりますし、確かに将来に

向けては高齢化等さまざまな課題もありますけれ

ども、現状ではしっかり地域を守るために市民の

皆さん頑張っていただいているということがあり

ますから、行政としてもしっかりその辺の支援を

という、今はそういう段階でまさに後押しをして

いるというような状況であります。しかしながら、

将来における課題としましては、やはり人口減少

等もございますし、町内会の再編も含めてさまざ

まな形が出てくる可能性もあるという認識は持っ

ております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇４番（大石健二議員） 将来ということなので

すが、かなり切迫した状況だろうと私は思ってい

ますので、ぜひともあしたではなくてきょうから

すぐにでも町内会の現状を踏まえた対応が私は必

要だろうと思います。

近年市職員を退職されたＯＢの方が町内会の要

職につかれる方が多いです。たまたまそういうＯ

Ｂの方とお話をすると、こんなふうにおっしゃっ

ていました。かつて上役は、部下に向かって町内

会とのかかわりの中でコミュニケーションを深め

るようにというのを機会を捉えてお話をされてい

たのだけれども、今はどうなのだろうねというよ

うなお声を聞きました。ここで、また再度加藤市

長にお聞きをしたいのですが、市長、市職員と町

内会とのかかわりについてどのように認識をされ

て啓蒙、啓発あるいは指導されているのか、お考

えがあればお聞かせをください。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議員が御指摘のようなお

話を私も就任以来たびたびとお話を聞いていまし

て、一部どうしても職員の中でも町内会に入って

いただけないという声も聞いたこともありまして、

昨年に職員の皆さんにアンケートをさせていただ

いて、町内会の加入の意識調査ということでさせ

ていただいたところであります。実態としては、

やはりだんだん若手職員の中では名寄市外からこ

こに就職をされているというか、方も多くてなか

なか入り方もわからないだとか、コンタクトがと

れないというような、入りたくてもというような

声も聞いたところであります。改めて今後は、我

々職員としては市民の皆さんの幸せのために日夜

邁進していかなければならないという立場であれ

ば、当然町内会活動はしっかりと最低限加入をし
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て活動していくということは我々の責務でないか

ということを常にお話をさせていただき、またそ

うした加入の仕方等についても相談をさせていた

だく旨、このアンケート結果をもとにそれぞれ部

次長会議や課長会議等でもお話をさせていただい

ていますし、新しく入ってきた職員の皆さんに対

しては私のほうから必ず町内会に入るように今後

はしっかりと指導していきたいというふうに思い、

またお話もしているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇４番（大石健二議員） 町内会活動を見ていま

すと、なかなか新たに加入していただける方も貴

重な存在ではあるのですけれども、いらっしゃい

ます。そうした方に役員を引き受けていただくと

きに、高齢の役員の方はその方に対して口伝、口

伝えで仕事の役割だとかお教えするものですから、

なかなか理解が深まらないということがございま

して、一子相伝といいましょうか、口伝えで紙に

書いたものがないものですから、ぜひとも今後町

内会活動の運営のハンドブックみたいなもの、作

成に向けて御検討願いたいと思います。

最後に、時間がなくなってまいりましたが、財

政の制度化についてはしょりながらちょっとお聞

きをしてまいりたいというふうに思います。平成

１８年３月に新名寄市が誕生して以来、ことしで

７年３カ月ぐらいが経過しようとしています。こ

の間国の支援、財政支援、地方交付税あるいは特

例債、こういったものを活用して合併効果を享受

してきたと、名寄市は。ただ、それらも既に間も

なく、２８年、３３年、平成ですよ、それらが徐

々に解消、なくなっていくということを踏まえた

上での財政的な財政規律と、そしてこの３月に国

立社会保障・人口問題研究所でしたか、そちらの

ほうで名寄市の、市町村別で出ていましたが、人

口推移は２０３５年まで出ていました。こういっ

た年少人口、あるいは生産年齢人口が減っていっ

て前期と後期の高齢者、これ老齢人口といいます

か、こちらがふえて高齢化率が高まっていくとい

うふうになっていくと、住民税などの課税ベース

に与える影響も大きくなっていくだろうと私は思

うのです。そういう人口減少の部分と合併効果に

よる交付税の見直し、これ合併から１０年間の合

併しない前の交付金を全額担保するみたいなこと

がありましたけれども、こういったものもどんど

ん漸減的に減っていくというふうになっていくと、

名寄市は過去に財政再建団体になった過去があり

ますから、そういったＤＮＡを持っている名寄市

ですから、私は財政健全化に対するそういったも

のは必要だろうと、規律は必要だというふうに考

えてガイドラインなり条例化、あるいは名寄市の

基本条例には２０条の中に書いてありましたけれ

ども、それだけなのです。理念化して終わってい

るというのがあります。もっと具体的に何をどう

やっていくのだ、例えば健全化法で定められた４

つの指標に名寄市独自の目標数値を設定していく、

財政調整基金の基金残高に目標金額を設定してい

く、全ての金額と指数に目標値を設定して警戒危

険ラインに陥る前に名寄市としてどのような対策

をとっていくかという、そういった財政規律の明

文化したもの、それは条例でもガイドラインでも

結構なのですが、ぜひ制定をしたいというふうに

考えているのですが、この点について再度お願い

いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 前島市長時代に議会

答弁の中で、財政運営については常に柔軟性を持

って市民の皆さん方の住民サービスをどのように

支えていくかと、そこはまさしく毎年毎年の国か

ら示される経済対策、地方財政対策も含めると綱

渡り的にやらなければならないと、こういうお話

もありました。財政規律をコントロールするため

には、国では決算カードで全国の ３００の地方

公共団体のどの程度のランクになるのか、どこに

問題があるかということも含めて決算カードがあ

りまして、夕張の財政破綻問題を踏まえて健全化

の指標の公表も義務づけをさせていただきまして、
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名寄市でもそれに向かってまちづくり懇談会も含

めて対応させていただいておりますので、独自の

財政規律をつくってもなかなか市民の皆さん方に

他市と比較をしてどの辺に位置しているかについ

てもわかりづらいということもありますので、い

ましばらくは国が示している内容を熱心に市民の

皆さん方に説明させていただいて、十分御理解を

いただいて、なおかつ合併算定がえにつきまして

はまちづくり懇談会の中でも地区の皆さんのほう

から随分交付税が減って大変なのだねということ

を、交付税という言葉も地域の住民の皆さん方か

ら出てくるような状態になっていますので、一定

の認識は市民の皆さん方にも御理解はいただいて

いるのかなと。この辺しっかり今後も情報共有含

めて市民と協働のまちづくりに進めてまいりたい

と考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で大石健二議員の

質問を終わります。

施策等の決定手法と市民周知について外３件を、

佐藤靖議員。

〇９番（佐藤 靖議員） 議長の御指名をいただ

きましたので、通告順に従い順次質問をしてまい

ります。

１点目は、施策等の決定手法と市民周知につい

てであります。名寄市自治基本条例第５章、市長

等の役割及び責務、第１６条では「市長等は、市

民への説明責任を果たすため、常にまちづくりに

関する考えを市民に明らかにしなければならない。

市長等は、常に市民の声に耳を傾け、誠実に対応

するとともに、市民の意思を的確に把握し、市政

に反映させるよう努めなければならない」と定め

ています。ところが、新年度に入った４月２０日

過ぎ、研修などを目的とした移送に市が指定した

業者から車両を借り入れている福祉及び社会教育

関係団体に対し、それぞれの所管課から「平成２

５年度バス運行業務委託料の単価改定及びバス利

用における留意事項のお知らせ」と題した文書が

届きます。内容は、平成２５年度における委託料

の単価が改定になりましたので、本年事業を計画

されている場合は予算等留意していただきますよ

うお願い申し上げますという簡単な文章と借り上

げバス利用における留意事項及び単価表が同封さ

れた簡素な内容であります。料金の改定は、大型、

中型、小型バスとも１時間単位で ０００円、１

から３時間で ０００円、半日で ０００円、１

日で ５００円から ０００円引き上げる内容を

主としたものでありました。市では、老人クラブ

で車両運行の１０分の９、老人クラブ以外の団体

で同２分の１の補助を行っていますが、各団体の

負担増になるのは明白であるにもかかわらず、事

前の説明及び具体理由もなく、突然の通知であり、

各利用団体に戸惑いを与えるものであります。

その後加藤市長名で５月２２日に「平成２５年

度バス運行業務委託料の単価改定にかかわるお知

らせ」という文書がバス利用団体代表者に届き、

周知が遅くなり、各団体の皆様には多大な御迷惑

をおかけしたことをおわび申し上げますとし、２

５年度については旧単価で行う趣旨の内容であり

ました。議会に対しても所管常任委員会などで説

明されておりますが、改めて今回の一連の対応、

てんまつについてお伺いします。

しかし、各団体とも総会時期を間近に控えて突

然の通知であり、戸惑いを与えたのは事実であり

ますし、市の信頼を損なうあってはならない対応

であったと思いますが、担当部署の反省点、市と

しての改善方法、施策等の市民周知のあり方につ

いてお伺いします。

また、今回の通知では、旧単価表で行うとしな

がらも、単価表で２４年度は最低補償料金３時間

分、半日、４から５時間程度、１日、８から１０

時間上限と名寄市福祉及び社会教育関係団体活動

推進補助金交付要綱で定められていましたが、２

５年度は最低補償料金３時間分は変わりませんが、

半日、３時間以上５時間以内、１日においては５

時間以上１０時間上限に改定されております。利

用団体にとっては不利益となる遡及に当たる対応

平成２５年６月１１日（火曜日）第２回６月定例会・第２号
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であると考えますが、見解を求めます。

２点目は、駅前交流プラザよろーな開設に伴う

にぎわい創造についてであります。さきの平成２

５年第１回臨時会は、より慎重な審査が必要とい

う議長判断で異例の１２日間開催され、よろーな

駐車場取得を含む補正予算案を所管の経済建設常

任委員会に付託し、多くの傍聴市民を迎える中、

合計４回の委員会で協議が行われました。最終的

には多数決により原案可決となりましたが、駐車

場の有効活用のため日々のにぎわいをどう創造す

るかも大きな議論となったところです。

そこで、端的にお伺いします。１つ目は、５月

２４日に開催された駅前プラザよろーな運営委員

会で新たに委嘱された運営委員らの意見はどのよ

うなものであったのか、また意見を受けてどのよ

うな協議をしているのか、さらには入居団体や商

店街などとの協議経過はどうであるのか、加えて

通常時の利用促進策及び商店街活性化につなげる

具体策について所管する営業戦略室ではどのよう

な協議が行われているのか、この際明らかにして

いただきたいと思います。

最後に、よろーなの管理のあり方についてであ

ります。この６月２日、よろーなを開設記念とし

てかみかわまるごと食べによろーなフェスタ、な

よろアスパラまつりが開催され、よろーなや６丁

目商店街は小雨模様にもかかわらず多くの市民ら

でにぎわいました。しかし、補正予算の駐車場取

得審査に際して常に市側が訴えていたよろーな、

Ｑマート、取得駐車場の相互利用は果たされてい

ませんでした。よろーな駐車場はイベントに活用

され、Ｑマート駐車場前には係員が立ち、利用し

ないように求め、取得駐車場は出店者の駐車場と

なっていたため入ることができませんでした。こ

のため訪れた市民らは、南広場に車をとめたり、

小雨模様であったため路上駐車で対応していたの

が実態です。また、よろーな内に市職員の姿はな

く、嘱託職員の管理人が忙しく市民らの対応に追

われていましたが、なぜあのような状況に至った

のか説明を求めます。

３点目は、名寄市立総合病院についてでありま

す。名寄市立総合病院の２４年度決算については、

行政報告にもあったように ９００万円の単年度

純利益を計上することができました。改めて佐古

前院長、和泉現院長を初め病院関係者の日々の御

努力に敬意を表します。今後も診療科２１科に医

師４９名、研修医８人の５７人を初め、医療スタ

ッフ６５人、看護スタッフ２８９人のもと地域住

民の健康増進に努められますようお願いを申し上

げます。

しかし、一方では救急救命センターの開設、看

護基準７対１の導入などの課題もあります。そこ

で、まず医師法施行規則第１９条に基づく医師の

配置基準の状況及び７対１を全科で導入した場合

の看護師基準配置についてお知らせをいただきた

いと思います。

近年は、訴訟リスク、勤務が過酷などの理由で

産科、小児科、麻酔科、外科の志望者が減ってい

る状況があり、専門家の間では外科医不足により

高齢者社会を迎えて増加するがん手術などは二、

三カ月待たなければ手術は受けられない状態が来

るのではないかという懸念の声も出始めています。

一方、看護師についても依然として確保は厳しい

状況が続いています。特に公立病院の場合、公務

員の退職金カットと給与削減に過酷な勤務状況が

相まって早期退職を考えている人がふえていると

言われております。名寄市立総合病院では、これ

までも各関係機関と連携しながら積極的な確保対

策を行っていますが、今後の医師、スタッフ確保

対策としてさらに必要としている対応及び課題に

ついてお伺いします。

さらに、全国の各病院では今まで以上の経営効

率化とコスト削減のため入院患者への給食、シー

ツや検査着の洗濯、院内清掃、医療機器の保守点

検、医療廃棄物の処理、検体検査、医療事務に加

え、院内情報コンピューターシステム、院内物品

管理などの分野のアウトソーシングが活発になる
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という見通しもありますが、名寄市立総合病院に

おけるアウトソーシングの考え方について、この

際明らかにしていただきたいと思います。

最後に、名寄市立大学についてであります。市

長は、５月７日の部次長会議で５月中に大学のあ

り方を具体的に検討する組織を立ち上げると述べ、

行政報告の中でも大学の中期的な振興計画の策定

と保健福祉学部の再編強化、短期大学部児童学科

の４大化による新学科を前提とした検討準備組織

を設置し、具体的な検討を進めてまいりますとし

ています。そこで、大学のあり方にかかわる具体

的な検討課題、検討組織の概要及びスケジュール

について、第１回定例会の代表質問以降さらに具

体的検討が進んでいると思いますので、お伺いし

ます。

また、ことしも２０３人の新入学生を迎えまし

たが、向学心に基づき学業に励むとともに、若い

パワーでさまざまな活動を続ける名大生と豊富な

知識を有する大学としての可能性について大学側

ではどう認識し、導こうとしているのかについて

お伺いし、この場からの質問とさせていただきま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 佐藤議員からは、大

項目４点にわたり質問をいただきました。大項目

１は私から、大項目２は営業戦略室長から、大項

目３は病院事務部長から、大項目４につきまして

は大学事務局長からの答弁になりますので、よろ

しくお願いをいたします。

まず、大きな項目１についてお答えをいたしま

す。名寄市福祉及び社会教育関係団体活動推進補

助金の委託料改定につきましては、最近の燃料高

騰など委託業者が置かれる厳しい経営環境を受け、

見直しを行ったものであります。こうした民間事

業者への委託運行は、福祉バス及び生涯バスの廃

止に伴い平成２１年度から実施されておりますが、

開始以降この４年間の委託料は事業者の経営努力

もいただき、据え置きでありました。契約に当た

りましては、燃料費などの変動も見きわめる必要

から予算成立後に行っておりましたが、結果値上

げをせざるを得ない状況となり、各利用団体への

改めての周知が４月下旬と遅くなりました。この

ことで、既に利用団体等では総会などが終了した

ところもあり、再度の負担金徴収など利用団体に

混乱をもたらす結果となる懸念も生じたことから、

急遽昨年同様の負担とさせていただいたところで

あります。このことにつきましては、所管の市民

福祉常任委員会等において経過説明を行い、その

後各利用団体へ周知がおくれ、混乱を来したおわ

びと今回改定を行わない旨のお知らせをさせてい

ただきました。

次に、反省点と改善手法でありますが、今回の

ように委託事業における料金等の改正が必要とな

る場合には十分な市民周知期間が必要と考えます。

これまで年度内の料金改定を避ける意味から、運

行経費等の見きわめに年度ぎりぎりまで待っての

契約としておりましたが、今後は事業者の理解も

いただきながら早期に債務負担行為を行って仮契

約を済ませ、おおむね３カ月間ほどの周知期間の

確保を図ってまいりたいと考えます。周知方法と

いたしましては、団体への文書での通知とあわせ、

説明の機会を設けるなどきめ細かな対応に努めて

まいります。

また、今回のように庁内で契約部署と補助金を

扱う部署が複数にまたがる場合、状況や経過など

における情報の共有が不可欠であったにもかかわ

らず、結果として連絡調整が不十分となりました。

今後は、このことを教訓とし、各担当部署との連

携のあり方について再度協議を図り、かかる事態

の再発に努めてまいります。

今回の交付要綱の単価表における時間区分の見

直しは、これまでの時間区分で曖昧となっていた

時間帯を明確にすることが目的となっております。

これまでの要綱では、最低補償料金が３時間分と

され、また半日を４時間から５時間程度としてい

たことから、３時間から４時間までの分が明確で
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はなく、また１日が８時間から１０時間上限とさ

れていたことから、５時間を超えて８時間までの

扱いも曖昧となっておりました。しかし、実際の

運用では、半日を３時間を超え５時間程度までと

し、６時間を超えるものについては１日料金で対

応をさせていただいております。今回の見直しは、

これまでの運用に準じる対応となっており、新た

な不利益の遡及には当たらないものとの判断もご

ざいましたけれども、結果として説明が不十分で

わかりにくいものとなっており、改めておわびを

申し上げる次第であります。今後こうした内容に

つきまして改めて利用団体への説明の機会を設け、

制度の周知を図ってまいりたいと考えております。

以上、答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 私からは、大項

目２、駅前交流プラザよろーな開設に伴うにぎわ

い創造について、小項目１、よろーな運営委員会

での協議経過についてお答えいたします。

去る５月２４日に駅前交流プラザよろーな運営

委員会を開催をし、新たに１１名の委員へ委嘱状

を交付し、議題として４月の利用状況、よろーな

の管理運営体制、入館者からの意見、要望につい

て報告いたしました。続いてよろーなの利用に関

する意見や要望をお聞きしたところ、節電は理解

できるが、少し廊下が暗く、掲示物も見えづらい

ので、館内の明るさの改善、屋内での火気の使用

及び喫煙場所の案内掲示、バス利用者の駐車場利

用方法についてなどの意見が出され、要望として

軽食販売、館内ＢＧＭ放送などの提案をいただき

ました。これらの御意見を踏まえ、館内の照明に

ついては６月からエントランスホールなど共通で

利用する部分は全ての照明をつけることといたし

ましたが、公共施設での節電意識は必要であるこ

とから、利用者に御不便をおかけしない範囲での

節電に努めるほか、他の御意見等につきましても

改善できる点については早急に取り組んでまいり

ます。また、財政負担や関係者との協議が必要な

案件については、随時検討を行うとともに、検討

経過やさらなる改善点などの意見を聴取するため

に定期的によろーな運営委員会を開催してまいり

たいと考えております。

続きまして、小項目２、入居団体や商店街等と

の協議経過についてお答えいたします。よろーな

オープン前に開催した入居団体や商店街等との協

議については、入居団体とは３回、商店街等関係

団体とは２回開催いたしましたが、いずれもにぎ

わいづくりや利活用に関しての意見や提言はよろ

ーな自体の具体的なイメージが想像できなかった

こともあり、ほとんどがよろーなの利用に関する

質問でございました。したがいまして、４月１日

によろーながオープンし、一定期間が経過した後、

施設利用、サービス提供に関する改善点、周辺商

店街とのかかわりの可能性、さらには一体的利活

用によるにぎわいづくりなどについて具体的なイ

メージが想像できる時期にそれぞれ協議を行うこ

ととしておりました。入居団体とは５月３１日に

開催を予定しておりましたが、他の日程の関係も

あり、６月１９日に開催することとしており、商

店街等につきましては商工会議所協力のもと商店

街連合会の皆様との意見交換の場を６月１７日に

設けさせていただく予定としております。いずれ

にいたしましても、関係団体等との協議など事前

の取り組みが不十分であったことに対しましては

反省をしているところでございます。

続いて、小項目３、通常時の利用促進策につい

てお答えいたします。よろーなの通常時における

利用促進については、所管している私ども営業戦

略室とよろーなのにぎわいづくりの企画運営につ

いて業務委託をしているＮＰＯなよろ観光まちづ

くり協会と連携しながら協議をしているところで

す。エントランスホールにおいては、オープン当

初から株式会社エフエムなよろ様の御協力により

金曜日の夕方の１時間をよろーなから生放送して

いただいているほか、各学校、幼稚園等にお願い

をして作品展示などについて御協力をいただいて
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いるところです。催し物の開催は、集客に一定の

効果がありますが、日常的に開催することは現実

的に困難ですので、日常的に利用していただく来

館者をふやすためにも大学生や高校生などのサー

クル活動などが利用しやすい仕組みなど、具体策

を検討していきたいと思います。また、営利目的

外でのよろーなを用いた一定のにぎわいを創出す

る取り組みに対する利用料の減免策なども現在協

議をしているところであります。

続いて、小項目４、商店街活性化につなげる具

体策についてお答えいたします。よろーなと商店

街との一体的な取り組みによる商店街活性化に波

及する取り組みとして、本市における従来のイベ

ントではイベント会場の経済効果は大きいが、周

辺商店街への波及効果は少ないと考えられており

ます。これらを改善する試験的な取り組みとして

６月２日に開催をされましたかみかわまるごと食

べによろーなフェスタでは、市内消費拡大事業と

してイベント会場内で一部の販売店を除き、現金

ではなくチケット使用による販売を行い、そのチ

ケットがイベント会場外の周辺商店街でも金券と

して利用でき、かつイベント開催日以後２週間ま

で利用できることといたしました。これは、イベ

ント以外で周辺商店街での商品購入の動機づけの

喚起を促すことができるかの取り組みで、他地域

では地域活性化策の一つの成功事例として取り上

げられていた事業を本市にも適用してみたところ

であります。しかし、イベント当日にチケット制

の周知が十分にされていなかったこともあり、チ

ケットの利用に困惑する来場者が多数見られ、本

市での初めての運用とはいえ、イベント時の利用

方法などについて反省すべき点が多々ありました。

周辺商店街への経済効果については、まだチケッ

ト積算期間が終了していないためその波及効果等

は算出できませんが、商店街活性化につながる具

体的な取り組み策の一つとして今後も活用できる

手法と考えております。それ以外にも恒常的に商

店街活性化につながる取り組みは必要であり、そ

れらをなし遂げるためには行政と商工会議所との

連携を初め、周辺商店街との積極的な企画発案、

協力なくして効果的な取り組みを実行することは

できないと考えております。空き店舗対策等によ

る商店街からよろーなへの波及、よろーなのにぎ

わいから商店街への波及など、さらには相互波及

などさまざまな可能性について商店街を初め関係

団体と協議を行ってまいりたいと考えております。

続いて、小項目５、よろーな管理のあり方につ

いてお答えいたします。よろーなオープン記念事

業の一つとして６月２日に開催されましたかみか

わまるごと食べによろーなフェスタｉｎアスパラ

まつりは、西２条から大通までの名よせ通りを通

行どめとし、よろーなと一体的なイベント会場と

してさまざまな催しが展開されました。名よせ通

り会場を主にステージ、グルメ、物産販売会場と

し、よろーな会場をミニ動物園、セグウェイ試乗、

絵本読み聞かせなど市民団体の活動広場などの会

場として活用いたしました。イベント会場が広範

囲にわたることから、車での来場の利便性を考慮

し、南広場を含めた周辺の駐車場を臨時駐車場と

して利用しました。実行委員会では、ステージを

含む西２条通会場が集客数の多くが見込まれるメ

ーン会場であると想定し、イベント来場者用メー

ン駐車場を南広場臨時駐車場といたしました。ま

た、上川地方管内の各市町村からの出店業者とバ

スターミナル利用者用としてＱマート南側駐車場

を設定をいたしました。このことでＱマート店舗

のお客様用駐車場での来客者駐車スペースが確保

できない可能性が高くなったことから、実行委員

会ではイベントの周知も含め、チラシの新聞折り

込み等によりイベント来場者については南広場臨

時駐車場を初め名よせ通り周辺駐車場の利用をお

願いしたところであります。結果として来場者に

御不便をおかけしたところもございましたので、

今後におきましては主催者側と十分協議の上、万

全を期してまいりたいと考えております。

イベント当日におけるよろーな内の管理体制に
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つきましては、よろーな会場にて各種催しを行っ

た各団体等からの必要機材の貸し出しや来館者か

らのさまざまな問い合わせ等が多々あったことか

ら、管理人室が不在となり、問い合わせ等に対応

できない場面もございました。これらの管理につ

きましては、よろーな管理を所管している私ども

と実行委員会でさまざまな確認とシミュレーショ

ンを想定していなかったこともございまして、関

係者に御迷惑をおかけしたことについて深く反省

しているところであります。これらのさまざまな

問題点を一つ一つ解決をし、よりよいよろーなの

利用及びサービスに取り組んでまいりますので、

御理解いただきますようお願いをいたします。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 松島病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君） 私か

らは、大きな項目３点目の名寄市立総合病院につ

いて申し上げます。

初めに、医師、看護師を含めた医療スタッフの

確保についてお答えをいたします。まず、医療法

の施行規則第１９条に基づく医師の配置基準の状

況についてでありますが、平成２５年２月１日現

在患者数から見た当院の標準医師数は２ ９人で、

非常勤医師数も含めた医師数は６０人おりますの

で、充足率は２０ ６％となっております。標準

医師数については、名寄保健所が毎年実施してお

ります医療法第２５条の規定に基づく立入検査に

より充足が確認されているところであります。

次に、看護基準７対１を導入した場合の看護師

の配置基準につきましては、看護職員全体の確保

に加え、１つは一般病棟に勤務可能な看護職員と、

さらに夜勤ができる看護職員の確保が条件となり

ます。本年３月の退職者と４月の採用者を合わせ

た結果、看護職員全体では１７人の増加となって

おり、５月１日現在再任用を含む正職員の助産師、

看護師、准看護師の職員総数は２８９人でありま

すが、そのうち産休、育休、病休者などが１８人、

育児短時間勤務者が７人おりまして、救急外来を

除く一般病棟看護職員数は１８５人、そのうち夜

勤可能な看護職員は１４５人となっております。

看護基準７対１の導入には、一般病棟の看護職員

が１８０人から１９０人、そのうち夜勤可能な看

護職員が１５０人程度必要であります。まだ若干

不足しておりますので、４月の新採用の新人看護

師が夜勤可能となる本年秋ごろをめどに７対１を

導入したいと考えております。

次に、医師等のスタッフの確保について申し上

げます。北海道が平成２４年１０月にまとめまし

た北海道の医師確保対策についてによると、平成

１２年と２２年の対比では小児科が微増、産科、

産婦人科と外科系医師は減少しているという結果

が出ているところではありますが、当院は幸いに

して脳神経外科で１人減員となったものの、循環

器内科、消化器内科、産婦人科では１人ずつ増員

され、他の診療科においてもこれまでの人員を維

持することができました。今後も派遣元の旭川医

科大学、北海道大学の各講座を初め各関係機関と

の連携を強化するとともに、臨床研修センターを

中心とした研修体系の確立、子育てをしている女

性医師を対象とした短時間正規雇用の実施、必要

な医療機器の購入、医師住宅の整備など、ハード、

ソフトの両面から医師が働きやすい環境の整備に

努めてまいりたいと思います。

次に、看護師の確保策については、昨年新たに

パンフレットを作成しまして、市立大学、市内高

校、看護師養成校を訪問し、奨学金、院内研修制

度などを説明し、広く募集に努めております。ま

た、将来看護師を目指す高校生を対象にセミナー、

ふれあい看護体験などを開催し、資格取得までの

カリキュラムや学校での生活、奨学金制度、看護

師となって以降の職場での体験などに理解を深め

ていただき、中学生には圏域の学校からの要請に

応じて職場体験学習などの受け入れを行っており

ます。医師、看護師等の人材確保は最優先の課題

でありますので、今後もさまざまな施策に取り組

みながら人材確保に努めてまいりたいと考えてお
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ります。

次に、アウトソーシングの考え方について申し

上げます。当院におきましても医療事務や医療機

器の保守点検を初め、医療廃棄物の処理、院内清

掃、検体検査の一部などを業務委託をしておりま

す。業務委託のメリットとしては、専門的なノウ

ハウを持っている事業者を活用することにより、

業務の質や効率性を高められる可能性があること

や経費節減などが上げられると認識しております。

しかしながら、委託会社の事情などもあり、離職

率が高く、優秀な人材が定着しにくいことや指揮

命令系統が異なることによる業務の円滑化が図り

づらいことなど、幾つかの課題も生じています。

最近では、アウトソーシングを進めていた病院の

中に委託を一部縮小したり、取りやめて直営に戻

した例もあると聞いております。いずれにいたし

ましても、委託のメリット、デメリットをしっか

りと検証、認識し、慎重に判断をしてまいりたい

と考えておりますので、御理解をいただきたいと

思います。

以上、答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 鹿野大学事務局長。

〇市立大学事務局長（鹿野裕二君） 私からは、

大学のあり方にかかわる具体的な検討課題や検討

組織の概要、タイムスケジュールなどについてお

答えを申し上げます。

平成２５年第１回定例会における佐藤靖議員の

代表質問に対して、平成２５年度において中期的

な大学振興計画の策定と学部再編強化と短期大学

部児童学科４大化による新学科を前提とした検討

準備組織を設置して具体的な検討に着手したいと

する市長答弁により、短期大学部及び保健福祉学

部の将来像についてより具体的な検討を行うため

に短期大学部児童学科４年制化、学部再編強化に

関する検討準備会議を設置して検討を進める予定

であります。この検討準備会議は、設置者と大学

により構成するものとし、現在この組織のあり方

について設置者と大学の両者において協議を行っ

ているところであります。５月中に検討準備組織

を立ち上げる予定でございましたが、課題整理等

の事前の準備に時間を要し、現在に至っておりま

すが、近々のうちに設置をしてまいりますので、

御理解を賜りますようお願い申し上げます。

現在想定しております検討準備会議は、短期大

学部児童学科の４年制化、新学科設置による保健

福祉学部の再編強化に関する具体的な調査及び新

学科設置に係る必要な事項に関する具体的な検討

を行うことを目的として、設置者と大学との関係

部署、部局の担当者により組織してまいりたいと

考えております。具体的な検討課題としましては、

国の制度改革の動向を注視するとともに、複雑化、

多様化する保育現場から求められる保育士等の養

成のあり方、１８歳人口の減少が進む中、他市か

ら学生確保の道筋、専門性を身につけた４大卒保

育士等の受け皿の課題、充実した学士課程教育と

専門職養成を行うための教員確保や施設整備の課

題などが想定されます。検討事項としましては、

保健福祉学部に保育士等の養成を主たる目的とす

る新学科設置について必要となる調査検討、検証

を行い、具体的な制度設計、設置工程などの検討

を行ってまいりたいと考えております。

なお、検討準備会議の具体的な検討スケジュー

ルにつきましては、現在検討中であり、今後詳細

について決定をしてまいります。また、検討準備

会議における検討結果につきましては、名寄市立

大学参与会及び市議会に報告をさせていただきた

いと考えておりますので、御理解を賜りますよう

お願い申し上げます。

次に、大学の中期的な振興計画の策定につきま

しては、大学の教育と研究の推進に関する目標設

定とその目標達成のための中期的計画の策定が主

な目的となるものと考えております。主な検討内

容といたしましては、教育及び教育の実施体制に

関する目標と計画、学生支援に関する目標と計画、

研究に関する目標と計画、地域貢献などに関する

目標と計画、国際交流に関する目標と計画、大学
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運営の改善と効率化、財務内容の改善、自己点検

評価と情報公開などが想定されます。この中期的

な振興計画の策定につきましては、検討組織のあ

り方も含めてさらに検討を進めてまいりたいと考

えておりますので、御理解を賜りますようお願い

申し上げます。

次に、大学と学生の可能性についてお答えを申

し上げます。本学の学生は、学業のみならず、地

域におけるボランティア活動に積極的に取り組ん

でおります。学生のボランティア活動を支援し、

推進する本学の地域交流センターが実践してまい

りました地域交流活動は、大学認証評価において

も高く評価されております。また、道北地域研究

所が取り組んでまいりました地域資源の有効活用

を目指した研究も本学の長所として評価されてお

ります。一方、大学認証評価におきましては、こ

うした活動内容や成果が広く市民に浸透している

とは言えない状況にあるので、さらなる工夫が望

まれるとの指摘も受けております。

昨年７月の本学教授会において、名寄市立大学

の理念を名寄市立大学はケアの未来を開き、小さ

くてもきらりと光る大学を目指すと定め、公表い

たしました。これは、教育、研究、実践のあらゆ

る場面においてケアの受け手と担い手のあり方に

ついて地域と大学が連携、協働して探求していく

ということと一般市民はもとより、地域の専門職

にとって生涯学習の拠点となる高等教育機関を目

指し、地域貢献機能を強く持った大学を目指す決

意をあらわしたものでございます。この理念を具

現化する一つの方向性として、これまで取り組ん

でまいりました地域連携、社会貢献の活動を基礎

として道北地域研究所が担ってきた地域から求め

られる諸課題に積極的にかかわる地域研究分野、

地域で学ぶ魅力を学生に喚起するための教育カリ

キュラムの編成とキャリア教育を具体化する地域

教育分野、大学が自治体や社会法人などとの連携

を強化して学生と住民が協働するボランティア活

動の機会を積極的に設ける地域貢献分野の３つの

分野から成る新たなセンター組織体制の再構築を

視野に入れて研究と教育はもとより、社会貢献に

対し本学教職員と学生が一体となって取り組む展

開を目指してまいりたいと考えております。大学

と地域社会との関係構築は、名寄市の財産である

市立大学の基盤であり、地域が学生を育み、学生

は地域との交流により活力と魅力をつくり出すと

いう地域意識の醸成に努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇９番（佐藤 靖議員） それぞれ御答弁をいた

だきましたので、順次再質問していきたいと思い

ます。

まず、バス運行の関係でありますけれども、今

の総務部長の御答弁を聞いていると、予算査定の

とき、特に１２月前にもう予算、原課では始めて

いて財政課長のほうに上げてくるのですが、その

ときにこの話は出ていなかったのですか。その後

の部長査定、あるいは市長、副市長査定のときに

この話は出ていたのですか、出ていなかったので

すか、お答えをいただきたい。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 従前の踏襲をしてい

たということで、予算査定の段階では現行予算の

枠の中で一定程度可能という判断もありましたの

で、従前と同様の対応してまいったというところ

でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇９番（佐藤 靖議員） その従前と同じ対応と

いう意味がわからないのですけれども、要するに

こういうバスの料金を当初、昔は一定程度無料に

して年間１回あるいは２回貸し出しますというこ

とで市民の皆さん、あるいは団体の皆さんそれぞ

れ研修で活用してくださいと、これを有料化にす

るということは大きな議論になります。ある意味

では、これは政策決定という部分もあってこうい

う形になったのですけれども、だからこそより慎

重に対応しないとならなかったことではなかった
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のかなという気がしているのです。それが団体に

よっては４月２２日に文書が来るということで、

ちょっとおかしいのではないかということになっ

たのですけれども、当然ながら予算査定の中で原

課ではこういう対応はバス業者から来ているとい

う話があるので、やっぱり一定程度引き上げなけ

ればいけないという話が出ていないとおかしいの

ですけれども、それを総務部長は認識していなか

ったのですか、していたのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 結果として、認識に

至っていなかったということでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇９番（佐藤 靖議員） 認識に至っていないと

いうと、政策決定というのはどういうふうにされ

ていくのですか。それは、課長決裁もあるでしょ

うけれども、市民生活、市民の団体活動にかかわ

る部分で原課で判断したものを部長が認識してい

ないということが決定をして各団体に流れていく

というやり方がやっぱりちょっと違うのではない

かという、なぜそういうことが起きるのか、ここ

のところやっぱりこういうことが起きるのです。

その原因がどこにあるという判断を総務部長はさ

れていますか。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 今回のように民間の

バスを借り上げをしまして、実際の契約につきま

しては私どもの管財で行うと、１つは健康福祉部、

そしてもう一つは教育委員会のほう、それぞれ原

課のほうで具体的な運用については対応するとい

うことでありました。これは、一つ瑕疵でありま

したけれども、契約の段階で十分状況の判断に至

っていなかったということが結果として契約のお

くれにつながり、もしくは料金改定の報告におく

れを生じたということでありまして、この辺につ

きましては従前４年間一定程度企業努力をいただ

きながら料金の据え置きをしていただいたという

ことにある意味甘んじていたということが一つ契

約所管するところについてはあったということで

ありまして、その辺につきましては先ほども申し

上げましたとおり債務負担行為含めてしっかり時

間をとって業者の皆さんとすり合わせをさせてい

ただいて、新年度における料金体系をしっかり押

さえていくというところで対応してまいりたいと

いうふうに考えますし、そうした情報の共有につ

きましてはまさに関連する原課とのすり合わせも

含めてしっかりするということが今回大きな教訓

としてありましたので、従前の対応に流されるこ

となく、しっかり検証してまいって対応してまい

りたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇９番（佐藤 靖議員） 周知期間については、

これから３カ月程度ということを基本にするとい

うことでありますけれども、周知期間というと一

番議会で大きくもめた一つがポスフールさんが名

寄に進出するときに建築制限条例をつくるときに

周知期間が何日だということで、基本的な議論大

きく当時の特別委員会ではしてきて、基本的には

６カ月でないか、いや、１年でないか、３カ月で

ないかという判断が、その当時からやっぱり市民

の皆さんにどうやって物を伝えていくかというの

は議論してきたわけです。それが今になってもま

だ基本的に至っていないと。３カ月というのはこ

れから徹底されるでしょうけれども、その意識を

どうやって職員の皆さんに持っていくかというと、

やはり私は１つは自治基本条例というのは何なの

かというのが基本的にあると思うのです。これは、

これまでも市民ホールの建設のときにも３分の１、

３分の２という議論がありました。結果的には、

そういう規制はなかったというのもありましたけ

れども、自治基本条例の行政運営の原則第１８条

でうたっていること、あるいは２８条でうたって

いることということがきちっと職員の皆さんに周

知されているのかというのが疑問なのですけれど

も、その辺の認識は総務部長はどういうふうに思

っていますか。
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〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 今回の件で改めて丁

寧な説明をしっかり市民の皆さんに行っていくと、

その中でしっかり周知を図っていくと、そういう

必要性を改めて痛感をさせられたということであ

ります。まさに自治基本条例ができて、市民に対

する私どもとの情報の共有のあり方についてはし

っかり本来であればそれぞれの原課の中で対応す

べきものと。当然そんな認識もありましたけれど

も、この間少しずつそういうところについては認

識として少し薄れているという結果が今回の事例

にあらわれているというふうにも思っておりまし

て、自治基本条例も２２年４月から施行されてお

りまして、ちょうどことしで４年目に入るわけで

あります。これから２７年度に向けてしっかりし

たまた見直しを、５年に１回の見直しをやるとい

うふうにも規定をされておりますので、まさに早

くひとつ庁内の検討会議を立ち上げながら、また

改めて市民懇話会等の設置もさせていただきなが

ら、これにつきましては十分時間をかけながら市

民の皆さんの意見を聴取をしてぜひしっかりした

検証に結びつけていきたいというふうに考えてお

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇９番（佐藤 靖議員） 確かに自治基本条例の

中では第８章第３５条の中で５年以内ごとに見直

すということがあり、この自治基本条例の精神な

り内容についてはそれほど私は大きく時代的に変

わっているというふうには認識はしておりません

けれども、改めてここで見直すということの作業

を進めることで、それは職員研修、あるいはいろ

んな場を通じて自治基本条例というのは何が書か

れているのかというのをもう少し周知をしっかり

図っていただきたいというふうに、これはお願い

をしておきたいと思いますし、ある意味では課内

会議とか係内会議というのを頻繁に開催すると。

市民会館の本館が使えないようになって部次長会

議の中でも福祉センターがある、あるいはよろー

ながある、文化センターがあるので、対応できる

のではないかということの報告がされているよう

でありますけれども、そういうことよりも日々職

場でやっぱりお互いの仕事を認識し合うという作

業をしっかりしていかなければだめだと思います

けれども、その辺についても改めてこれは積極な

対応を求めておきたいと思います。

ただ、総務部長のさきの答弁の中で時間帯につ

いて、要綱では時間をうたっているのです、１日

は８時間から１０時間と。その間は確かにないけ

れども、そこは私は政策的な余裕、配慮かなとい

う思いをしていたのですけれども、そうではない

と。１日というのは、その時間内で行ったときに

は１日と見るのだというのは要綱に反していない

のですか。市民の皆さんは、団体の皆さんはそう

いう理解をされているのですか。例えば７時間、

７時間だからうまくいった、これは半日で使用料

終わったねと言うと思ったら、請求は１日の料金

で来たら値段ははね上がるわけですから、そうい

う曖昧な要綱の運用というのをされているという

ことでよろしいという認識をお持ちなのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 先ほど説明しました

とおり、要綱の中での時間帯の中で非常にわかり

にくい部分があったということで、これは改めて

民間の事業者を使うというところで、民間の事業

者のほうでは運転者の手配含めて一定程度賃金の

保障含めて具体的な対応されているというお話も

ありまして、その辺につきましては一定程度政策

的な配慮という考え方は当然今まであってやって

きたということでありますけれども、一定程度要

綱としても精度を高めていくということでいけば、

ある程度時間についてもしっかりした定めが必要

という判断で今回整理をさせていただいたという

ことであります。この中身につきましては、改め

て利用者の皆さん含めて説明の機会を設けまして

しっかり私どもの考え方をお伝えをしてまいりた

いと、そして御理解をいただきたいというふうに
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考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇９番（佐藤 靖議員） 遡及は、確かに条例、

規則がさかのぼって不利益をこうむるようなこと

であっては遡及に当たるので、地方自治法ではや

ってはいけませんよと。要綱まではたしか入って

いません。だけれども、要綱は何に基づくかとい

ったら、条例、規則に基づくのが要綱という意味

では遡及には当たらないかもしれないけれども、

準じるという考え方をすると、この料金について

は２４年度でやると言っておいて、この部分だけ

は２５年度から見直すというのは、私はちょっと

一致しないと。ある意味では、それは遡及するの

でないのと。遡及に当たらないと総務部長はおっ

しゃりますけれども、認識としてはそういうこと

が言えるのではないかと思いますけれども、それ

は間違いということでよろしいのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 実際の運用を一定程

度踏襲をするような時間帯の設定にさせていただ

いたということがありますから、この辺につきま

しては改めてしっかり利用団体の皆さんに説明さ

せていただきまして、実態と、実際にこれまでの

利用状況としっかり合うような形に合わせていた

だいて、その利用につきましてもぜひ御理解いた

だければというふうに考えておりますし、その中

身については改めてもし御指摘があれば私どもと

してもしっかり説明させていただきながら対応を

図っていきたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇９番（佐藤 靖議員） いずれにしても、利用

している各団体は今会員不足、あるいは高齢化を

含めてそれぞれ財政的にも苦しい状況があると思

うので、私はあわせて各団体に御説明するのなら、

やっぱり現状をしっかり認識をされて、より利用

しやすくて、それぞれの団体の皆さんが研修に有

効に使えるようなシステムにするということも含

めて御検討されるのが主だと思います。料金だけ

ではなくて、どうやったらより利便性を高めて市

民の皆さんの教育都市名寄としての一住民として

の意識を高めていくかと、あるいは研さんを深め

ていくかということにつなげるべきだと思います

けれども、その辺について市長あるいは副市長ど

ういうふうにお考えですか。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） もともと市のほうが

無料でそれぞれ生涯学習、福祉政策としてさせて

きたものでありまして、今扇谷部長言いました時

間区分の関係につきましては直営でやっている部

分についての融通性というか、柔軟性というのは

多分あったと思うのです。そこのところを民間業

者のほうの委託料の一部助成に切りかえる段階で

十分でなかったことについては、ここはおわびを

申し上げたいなと思っています。ただ、それを業

として労働者を使って仕事をしているバス事業者

の関係もありますので、この辺については基本と

しては９割補助であったり、５０％補助だったり

についてはしっかり堅持をしながら、この間の経

過も含めて利用団体の皆さん方のほうにはしっか

り対応してまいりたいと思っています。

なお、先ほど言っていますように、３月の予算

が通った後、新年度に向けてのバス料金の委託契

約の交渉という形になりましたので、こうすると

どうしても過去４年間については料金が改定なか

ったので、またことしもという中で燃料代の高騰

とあわせまして円安の傾向も含めてそれなりの負

担が業者さんのほうから提案をされましたので、

先ほどから言っている１２月というのは周知期間、

使用料等の最低の周知期間として９月提案、１２

月に結審いただいて３月までの市民周知、こうい

う形になりますので、１２月に債務負担行為を設

定して業者さんと、３カ月間のブランクあるので

すけれども、新年度の料金体系についてしっかり

契約に至るようにして１月から３カ月間、地域、

町内会、生涯学習団体との説明をして十分御理解

をしていただきながら進めてまいりたいと思って
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います。

なお、この間職員もいろんな形で年度初めの整

理についてはいろんなふくそうする業務を誠意持

ってやっているのですけれども、この間の部分に

ついて少し事務がふくそうしたこともありまして、

大変御迷惑おかけしたことをおわびさせていただ

きたいと思っています。新年度に向けてしっかり

早目の対応ということも含めて対応してまいりた

いと思っています。よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇９番（佐藤 靖議員） 先ほど申し上げました

とおり、自治基本条例の中でもやっぱり市民の声

に耳を傾けというのがあるわけですから、ぜひ同

じ機会のときに利用団体の皆さんにどういう利用

されているのか、どうあるべきなのかというもの

も含めてぜひ聴取をされていただきたいというふ

うに思います。

それと、次によろーなの関係ですけれども、私

はどうしてもわからない。あの４日間あの経済建

設常任委員会で議論して、それは久保副市長、佐

々木副市長も御同席されて議論をして、あの駐車

場を新たに取得するときにＱマートとの連携とい

うのが大きな議論に、当然それがアスパラまつり

のときも生かされているだろうという認識で現地

へ行ってみたら、利用ができないと。常本室長は、

新しく取得したところはバス利用者と市外の業者

と言った。もう昼の段階であそこは入り口が遮断

されているのです。バスの人は、利用できないの

です、もう。自分でどけるか何かをしないと入れ

ない、そういう状況をつくっていたのです。私が

たまたま行ったときも、市内の御婦人でしたけれ

ども、今バスに乗るのだといって車をよろーなの

ところにとめようとすると、だめ、だめと係員の

人が言っていましたけれども、実質言っているこ

ととやっていることが違うのではないですか。イ

ベントのときに使えるから、３つが連携するから

いいのではないか。６丁目のアスパラまつりもそ

うですけれども、おトイレだってみんなよろーな

におトイレしに戻るのです。よろーなが拠点なの

です。あとおトイレするところないのです。そう

いう対応を含めると、よろーなの駐車場を取得し

て３つ連帯でイベントのときに活性化するのだと

言っていた基本が６月に入って頭のイベントでも

う崩れているのです。なぜそういうことが起きる

のか。市民の皆さんだって注目して、あそこ ０

００万円もかけてやる必要あるのかという議論も

あって、市長の政策判断もあって、議会としても

議決をしてなったのですけれども、実態が全然違

っているということ自体にどうしてそうなってい

るのですかという質問ですので、改めてお答えを

いただきたい。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） ただいまの質問

にお答えしたいというふうに思いますけれども、

基本的には駐車場につきましては新しい取得した

用地に駐車場が完成後の一体的な利用ということ

でございますけれども、ただ整備前におきまして

もＱマート利用のお客様の駐車場を確保した上で

一体的な利用ということでは株式会社西條様とも

理解をいただいておりますし、今回の対応につき

ましては私どもも実行委員会に入っているわけで

すけれども、そういったＱマートの駐車場が、お

客様の駐車場が確保できるかどうか微妙な感じだ

ったということもあって、実行委員会の対応とし

てそのような対応させていただいたということで

ございまして、ただ駐車場に入ることができなか

ったという部分についてはちょっと私ども承知し

ていなかったのですけれども、今後につきまして

も当然イベント主催者側と十分協議をしてそうい

った利用者の方々に御不便をおかけしないような

対応をとっていきたいというふうに思っておりま

すし、祭り会場の中のトイレの部分につきまして

も基本的には一応簡易トイレは用意をしてあった

のでありますが、本部席の近くに用意をしてあっ

たのですけれども、周知が十分でなかったという

こともあったというふうに思いますので、実行委
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員会とも今後の反省部分として我々としても対応

していきたいというふうに思いますので、御理解

をいただければというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇９番（佐藤 靖議員） Ｑマートの駐車場につ

いては、市長も行っていらっしゃったので、わか

っていると思いますけれども、男性が１人張り紙

を持ってずっと立っているのです、雨の中。ただ

で立っているわけではないかもしれない、有料か

もしれない。だけれども、イベントのたびに実行

委員会と市と協議して、またどうのこうのではな

くて、基本ルールとしてそうでなかったのですか。

３つを連帯して利用するということが基本ルール

でなかったのですか、あの議論の中では。それが

イベントのたびにそうやって協議するのですか。

その辺が曖昧だと言うのです。多額のお金を投じ

て取得をして、直して、一体感を持ってにぎわい

をつくろう、だからいいのではないかと、Ｑマー

トさんもそうやって協力してくれるよということ

が原則でなかったのか、改めて久保副市長にそれ

をお伺いしておきたい。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） ただいま佐藤靖議員か

ら御指摘のあったとおり、３つの駐車場を連帯し

て使うという基本的な考え方については変わりが

ないということであります。ただし、今回の先ほ

ど営業戦略室長のほうからも御説明申し上げまし

たとおり、実行委員会の運営あるいは管理する面

におきまして、そこは不十分であったということ

を率直におわびを申し上げたいというふうに思い

ます。以後これらのイベントごとにそれぞれの対

応ということではなくて、株式会社西條、さらに

は入居団体の皆様方とのそれぞれの連携を強化し

ながら、今後ともこの駐車場の３つの使用に当た

っての有効利用について図ってまいりたいという

ことでございますので、御理解いただきたいと思

います。

以上であります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇９番（佐藤 靖議員） いずれにしても、せっ

かく取得をして利用しようという駐車場がいざ使

ってみようといったらできないというのは、私は

あってはならないことだと。市民の皆さんの中に

もいろんな声があって、議会側としてもその声を

聞きながら議論をしてきて、結局はやっぱりそこ

に期待をしていてということが実際にされないと

いうのは非常に残念でありますので、その他の部

分についてはまた所管の委員会でやりたいと思い

ますので、以上で終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐藤靖議員の質

問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０２分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

１３番、熊谷吉正議員より早退の届け出があり

ました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。引き続き一般質問を行い

ます。

農林業施策外１件を、植松正一議員。

〇７番（植松正一議員） 議長より御指名いただ

きましたので、通告順に従いまして、質問させて

いただきます。

大きな１点目、農林業施策について４点につい

てお伺いいたします。今シーズンは、例年になく

降雪に見舞われ、昨年の１２月からことしの３月

までの降雪量は７８７センチで、過去６カ年平均

で比べると５８センチ上回る状況とのことでござ

います。そのため低温や日照不足などが影響し、

天候不順が続き、作業全般での農作業の進捗や生

育がおくれている、ジャガイモ等など播種段階に

入っていない作物が多く見られる、今後の天候に

左右されるが、最良の年でありますように念じて
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います。

そこで、１点目に心配される農作物の進捗状況

と今後の対応、対策についてですが、農作物の主

要作物の現況についてお知らせを願いたいと思い

ます。

２点目に、ＴＰＰに対して市独自の調査での影

響額についてですが、本市は農業が基幹産業であ

り、本ＴＰＰは原則１００％と関税撤廃されてお

り、仮に重要品目の完全撤廃の例外措置が認めら

れない場合、本道の販売農家全戸数の７割を超え

る３万 ０００戸の農家の営農が困難になるばか

りでなく、１７万人の雇用が喪失するなど極めて

影響が多いと報道されております。また、食料の

供給、安全保障、雇用問題など山積しているが、

政府は７月中旬ごろから交渉参加に踏み切るが、

しかし国会では賛成、反対両論が飛び交う中での

利害得失が関心になっていて中身の議論が示され

ていない中、交渉に入るとのことでございます。

そこで、２３年にＪＡ北海道中央会、本市の農

業の影響を示されておりますが、その後本市の農

畜への影響額は、また関連産業への影響額は、そ

して本市として関係団体と連携しての反対行動を

予定しているのかお知らせを願いたいと思います。

３点目に、木質バイオマス利活用調査の内容と

今後の利用促進の考え方についてでございます。

２１年第１回定例会で地球温暖化に伴う新エネ利

用検討、導入に対して産学官と協力連携し、全道

各地の取り組みを検証し、本市として調査研究す

るとのことでした。今回木質バイオマスの利活用

調査を実施することでありますが、調査の内容と

今後の利用促進の考え方についてお知らせくださ

い。

４点目に、森林整備担い手対策推進状況につい

て。以前は、現場で働く方々は年配の方々が多く、

若い人が育たない状況でございました。今は、高

性能機械による低コスト、また作業等働く環境整

備に国、道、市も職場での支援策を取り入れられ

ており、そこで森林整備担い手対策推進事業につ

いて考え方をお知らせください。

大きな２点目、市内遊休地の利活用について３

点について伺います。１点目に、旧営林署跡地に

ついては、現在名寄土地開発公社の保有地であり、

来年度市が買い戻しを行う予定と聞き及んでおり

ます。今までこの跡地の利活用に対しては、何人

かの議員も質問をされており、以前私も質問させ

ていただきました。方向性が見えない状況でした

ので、今までの経過及び取り組みについて前向き

の現状についてお知らせを願いたいと思います。

２点目に、緑丘第２団地跡地対策については、

平成８年度に用途廃止以降１８年経過し、以前に

利用計画で質問いたしております。その後市長を

初めとする部内での検討を含め、具体的な方向も

含めた現状をお知らせください。

３点目に、普通財産の管理している宅地分譲、

施設建設可能な面積状況についての現状をお知ら

せください。

以上でこの場からの質問終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） 植松議員からは、大

項目で２点にわたり質問がありました。大項目１

は私から、大項目２は総務部長からの答弁となり

ますので、よろしくお願いをいたします。

初めに、大項目１、農林業施策についての小項

目１、心配される農作物の進捗状況と今後の対応、

対策について申し上げます。本年度の融雪期は、

大雪の影響と低温により平年に比べ１０日遅い４

月２３日となりました。６月１日現在の北海道が

行っております名寄地区農作業、生育状況調査で

は、耕起作業などについては４月下旬から５月中

旬の降雪、低温、降雨により平年より３日から６

日おくれの状況となっております。主要作物の生

育状況は、ウルチ米、生育２日おくれ、作業３日

おくれ、移植率は９０％、モチ米、生育４日おく

れ、作業５日おくれ、移植率は７０％、秋小麦、

生育５日おくれ、春小麦、生育９日おくれ、播種

期は１１日おくれ、大豆、播種４日おくれ、播種
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率７５％、小豆、播種１０日おくれ、播種率１０

％、てん菜、生育３日おくれ、移植は完了、タマ

ネギ、生育２日おくれ、移植は８日おくれ、アス

パラ、平年の１０日おくれの５月２８日からＪＡ

道北なよろの共選作業が始まった状況となってお

り、５月下旬からの好天により当初のおくれを挽

回しつつあります。今後の対応については、月２

回の名寄地区農作業生育状況等調査並びに関係機

関、団体で構成しております名寄市営農技術対策

協議会での情報交換等を通じて必要な情報収集を

行ってまいります。また、８月下旬をめどとして

関係機関、団体の代表者による主要農作物作況調

査を行っており、生育状況を確認し、対策が必要

な場合は議会にも御相談させていただきたいと考

えておりますので、御理解をお願いいたします。

次に、小項目２、ＴＰＰに対して市独自の調査

での影響額はについて申し上げます。これまでの

ＴＰＰをめぐる国の状況は、本年２月の日米首脳

会談における共同声明において発表され、３月に

安倍首相によるＴＰＰ協定交渉への参加表明があ

り、現在ＴＰＰ参加１１カ国は７月の会合からの

日本の参加に向けて検討されているところであり

ます。北海道では、３月に開催した北海道ＴＰＰ

協定対策本部会議で影響試算を発表いたしました。

対象品目１２品目、米、麦、てん菜、でん粉原料

用バレイショ、小豆、インゲン、乳製品、牛肉、

豚肉、鳥肉、鶏卵、軽種馬で１兆 ８４６円の減

少となり、食料自給率への影響はカロリーベース

で平成２０年度の２１０％から８０％に減少する

としております。農産物の主な影響試算では、米

はアメリカ及びオーストラリアからの輸入により

道内生産量の約３割が置きかわり、残る道産米の

価格は輸入米に置きかわる部分の価格低下率の半

分の率下落、影響額は５９７億円、小麦は輸入さ

れ、国内で製粉されていますが、粉で輸入され、

道産１００％をセールスポイントとする差別可能

な小麦粉１％を除き、外国産小麦粉に置きかわり、

影響額は４７０億円、てん菜は現在粗糖が輸入さ

れ、国内で精製されていますが、精製糖で輸入さ

れ、外国産と品質格差がないことから、道産てん

菜糖の全てが外国産に置きかわり、影響額は ０

３１億円、でん粉原料用バレイショは外国産と品

質、価格差がないことから、道産バレイショでん

粉の全てが外国産に置きかわり、影響額は１９６

億円、小豆、高級和菓子用生産量の約３割を除い

て外国産に置きかわり、残る道産小豆の価格は輸

入小豆に置きかわる部分の価格低下率の半分の率

で下落し、影響額は１２１億円と予想されており

ます。名寄市農業への影響額は、平成２３年にホ

クレンで試算しましたが、米が現状の１割程度、

豆類は大豆が壊滅し、４割程度、麦類は秋小麦が

壊滅し、３割程度、バレイショは生食以外は壊滅

し、５割程度、てん菜は壊滅、牛乳は飲用以外は

壊滅し、２割程度になるなど、現在８０億円の農

業生産額が３４億円となる試算がされております。

市町村独自での影響額の試算については、試算方

法、対象品目などさまざまな要素が必要なことか

ら、単独での算定は難しい状況であり、北海道な

どに働きかけを行ってまいりたいと考えておりま

す。

市議会においても平成２２年第４回定例会で反

対決議、さらに平成２３年第４回定例会及び平成

２５年第１回定例会でも意見書が採択されており

ます。今月２２日には、旭川でＴＰＰ上川地方対

策連絡協議会主催の集会が ０００人規模で予定

されています。名寄市としましても２７日に関係

機関、団体で構成する実行委員会によりＴＰＰを

考える名寄市民集会を開催し、理解を深めてまい

りたいと考えております。今後とも北海道を初め

として、ＪＡを含め農業関係者、市町村関係者等

と連携し、今まで同様反対姿勢を貫いてまいりま

すので、御理解をお願いいたします。

次に、小項目３、木質バイオマス利活用調査の

内容と今後の利用促進の考え方について申し上げ

ます。名寄市が平成２５年２月に新エネ、省エネ

ビジョンを作成し、木質バイオマスの可能性につ
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いて今後検討することとしておりましたが、この

たび北海道より木質バイオマスのＦＳ調査の決定

を受けましたので、本市における事業の可能性を

調査することといたしました。調査区域は、上川

北部森林組合区域の１市２町１村の道有林を含む

民有林とし、この区域の未利用の資源量を調査す

るとともに、名寄市においてどのような事業が現

時点で実施できそうなのかを調査することになり

ます。可能と思われる事業としては、大規模消費

施設となる発電所や名寄市で木質燃料工場をつく

った場合における利用可能施設について検証する

こととなります。利用可能な施設としては、公共

施設、農業施設などが考えられます。課題として

は、建設コストや他産業への影響もあることから、

関係団体を集めた地域検討協議会、仮称でありま

すけれども、この中で調査結果について検討し、

報告書として作成することとなります。調査の結

果、可能性があるものについては新たに実施計画

において検討することとなります。

次に、小項目４、森林整備担い手対策推進状況

はについて申し上げます。森林整備担い手対策事

業は、北海道の森林整備担い手対策基金運用の事

業として行われており、林業担い手研修、森林作

業員就業条件整備事業、新規参入定着支援事業、

林業労働環境整備事業、蜂被害対策促進事業があ

ります。名寄市では、森林作業員就業条件整備事

業として行われている就労奨励金支払いとして行

っております。実績といたしましては、平成２３

年度は従業員４２人に対し ５７４日分、支給総

額４０５万５９０円、うち名寄市で１２５万 ３

７５円を負担しております。平成２４年度は、従

業員４０人に対し ９８４日分、支給総額３７６

万 ９５０円のうち、名寄市で１１６万 ２５５

円を負担しており、森林整備に対し市としても支

援をしております。

以上、答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 私からは、大項目の

２、市内遊休地の利活用についてお答えをいたし

ます。

まず、旧営林署跡地対策についてでありますが、

旧営林署跡地につきましては現在名寄土地開発公

社の保有地でありますが、来年度市が買い戻しを

行う予定の土地であります。旧営林署跡地につき

ましては、営林署が民間に売却処分を行う前に公

共利用について協議があり、選択肢として名寄警

察署の建てかえ用地を確保することにより移転促

進を図るため、平成１５年に駐車スペースを含め

て ２０１平方メートルを土地開発公社に取得さ

せた経緯があります。島前市長の時代から名寄警

察署の署長が交代するたびに建てかえ用地として

市で既に確保していることを説明し、取得につい

て要請を行ってまいりました。さらに、今年度は

文書により北海道警察本部等に足を運び、要請を

行ってきております。しかし、北海道における財

政状況等の課題もあり、現在のところ建てかえの

見通しが立っていない状況でありますが、今後と

も引き続き要請活動を行ってまいります。

次に、緑丘第２団地跡地対策についてでありま

すが、緑丘第２団地跡地の利用計画につきまして

は平成８年度の用途廃止以降多くの市民の皆さん

の意見を聞いて庁内で議論をしてまいりました。

具体的には、隣接する道路の整備とあわせ、宅地

造成を行い、定住促進を目的にゆとりのある住宅

団地として分譲する計画など、さまざまな検討が

されてまいりました。こうした内容につきまして

は、東京なよろ会の会員など市外、道外を含めた

皆さんに説明し、ＰＲを行った経緯もありますが、

残念ながら市街地から少し離れた場所と思われた

こと、また長引く不況下の影響もあり、これまで

問い合わせがない状況であります。こうしたこと

から、現在まで具体的な事業計画を持つに至って

いないのが現状であります。

次に、市が管理をしている普通財産であります

が、住宅用の適地として判断されるのはおおむね

８区画、約 ０９９平米あります。また、大型施
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設の建設が可能な遊休地はおおよそ１３万 １１

３平米あり、そのうち ０００平米以上の区画の

大きい遊休地は１２カ所ほどとなります。内訳に

つきましては、宅地でありますが、風連地区は旧

プール跡地の１区画、名寄地区では土地開発公社

より買い戻しをした食品工業団地等７区画、広大

地では風連地区では旧風連幼稚園跡地を含む２カ

所、名寄地区は旧徳田団地跡地を初め福祉センタ

ー南側にあります旧教員住宅跡地を含め１０カ所

でございます。

以上、答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） 先ほどの答弁の中で

数字間違っていましたので、ちょっと訂正お願い

します。

食料自給率への影響は、カロリーベースで平成

２０年度の２１０％から多分さっき８０％と言っ

た記憶があるのですけれども、８９％に訂正して

いただきたいというふうに思います。２１０％か

ら８９％に減少するということで、申しわけあり

ませんでした。

〇議長（黒井 徹議員） 植松議員。

〇７番（植松正一議員） それぞれ答弁いただき

ましたので、再質問させていただきますけれども、

初めに心配される農作物の関係でございますけれ

ども、本当に今新聞報道含めて道の機関、当然上

川農業改良センターのデータももとだと思うので

すけれども、もう２回ぐらい報道されていますけ

れども、どうもその報道の内容含めて、食い違い

含めてあるのですけれども、この流れというのは

上川農業改良センターで調べた部分を道のほうに

行って道から資料来るのですか。その辺ちょっと

お伝え願いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） 流れとしては、普及

センター、名寄にありますけれども、そこから本

所に行きまして、本所から、本所というのは普及

センターの本所、当麻町にあるのですけれども、

そこに行って、それから総合振興局の農務課に報

告をして、農務課のほうで上川全体のものを取り

まとめて道のほうに報告して、道のほうで調整を

した後新聞公表されているところです。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 植松議員。

〇７番（植松正一議員） そういうせいなのか知

らないですけれども、ジャガイモ関係なんかです

とか、ビート関係ですとか、いろいろ報道されて

いましたけれども、私ども現地や何かへちょっと

行かせてもらったら、まだこれから起こして再度

かけて芋植えるのだとか、ジャガイモですね、そ

ういうような形でありまして、この辺をやはりも

うちょっとスムーズに、総合振興局含めてなのか

もしれないですけれども、この辺もちょっとお願

いをしておきたいと思います。

それから、きょうも報道では３２度ぐらいにな

るということで連日日中は暑くて、夜は若干涼し

いところもあるのですけれども、本当に最近の雨

不足の中で農家の方、いわゆる畑作農家、特に、

生育含めて、発芽を含めて大変な今状況でないの

かなと、こう思っておりまして、これ以上、１５

日に雨降るようなことも言っていますけれども、

こういう状況の中で今やっぱり一番心配されるの

は今後どういう生育状況を見るのかと、その辺経

済部長含めて担当部署関係、この辺が今どういう

懸念をされているのか、ちょっとお聞きしたいな

と思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） 先ほど申した生育状

況調査については、毎年５月１５日から１０月１

５日までの間、毎月１日と１５日を基準日として

生育調査を実施しております。今議員から御指摘

のとおり、干ばつ傾向にありまして、特に根菜類、

タマネギだとかビート、それからジャガイモ、こ

の部分についてはこのままいくと非常に収量が減

少傾向になるのではないかということで私どもの

ほうとしては心配をしております。適度な雨が降
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っていただけるよういつもお祈りをしているので

すけれども、なかなか、今週の土曜日は傘マーク

がついているのですけれども、それもどの程度降

雨量があるのか、予報ではそんなに多くないので

ないかという報道もされておりますので、今後の

天気を注視をしてまいりたいというふうに考えて

います。

とりわけ昨年の第３回の定例会において山田議

員のほうからも畑地かんがいの関係、特に智恵文

地区の部分で昨年も干ばつ傾向であったことから

質問があったわけなのですけれども、国の事業採

択の要件 ０００ヘクタールに聞き取り調査を行

った結果満たないということで、必要性はあるの

はわかっているのだけれども、なかなか面積要件

に合致をしないということで事業採択の要件に達

しないものですから、畑地かんがいの必要性とい

うのは私どもも十分理解をしているところですけ

れども、先ほど申しましたように採択基準にいか

んせん達しないということで事業実施は困難だと

いうことでお答えをしていますけれども、畑地か

んがいの必要性については先ほど申し上げました、

何回も申し上げていますけれども、十分認識をし

ているところでありますので、御理解をいただき

たいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 植松議員。

〇７番（植松正一議員） 今の最後の話は、かん

がい施設の関係だろうと思うのですけれども、今

山田議員もいらっしゃいますから、智恵文方面含

めて畑作の関係は、富良野方面あたりはかんがい

施設等なども整備した中でこういうかんがいの対

応されていると、それも前からのある程度要望は

あったと思うのです。ですから、この辺は毎年同

じような繰り返しをされているわけですから、こ

れは道の、また地元の道議の先生もいらっしゃい

ますから、この辺をしっかりと連絡密にしてしな

ければ、これから先ほど言いました、これから言

いますＴＰＰの関係もありますから、関連として

は大変な状況になりますから、そういう関係はち

ゃんとしっかりと対応していかなければならない

と思いますので、その辺は理事者の関係で誰か答

弁あれば、久保副市長、どうですか。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 議員御指摘のとおり、

こういう雨不足という状況で農家の方々からもか

なり深刻な話を承っております。畑作専用地帯に

おきましては、一定のこういう日照り、あるいは

干ばつ傾向のときに収量を一定程度補うというこ

とで対策を講じることについては私どもも考えて

いるところでありますが、適債事業だとか、ある

いは有利な補助事業というところ検討させていた

だいて、研究させていただいて今後の対応に当た

ってまいりたいと思っていますので、よろしくお

願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 植松議員。

〇７番（植松正一議員） そういうことで、方向

性含めてしっかりと詰めていただきたいなと思っ

ています。

次に、ＴＰＰの関係でございますけれども、７

月の中旬ごろ参加を表明していて、まだ何か国益

のためにばかりでなかなか話や何か進んでいない

ような報道関係でございますけれども、十分な説

明含めて、また交渉参加に突き進むという無謀と

も言える状況の中、以前にホクレンから名寄農業

生産額の８０億円が３４億円の影響額は既に私ど

も聞いておりますけれども、関連産業、この影響

額はまだ示されていない部分がありますけれども、

この辺わかればお知らせを願いたいと思うのです

が。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） 関連産業いろいろあ

るわけなのですけれども、今議員御指摘の部分で

いくと、しっかりまだうちのほうで押さえていな

い状況にありますので、先ほども申し上げました

けれども、計算方法等いろいろあるものですから、

道なりに今後要請をして名寄市でどれほど影響額

があるのか道のほうにも聞いてまいりたいという
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ふうに考えておりますので、御理解をいただきた

いというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 植松議員。

〇７番（植松正一議員） 市町村独自の試算とい

うのは、私は交渉参加に入りまして、今のうちか

ら農業関係、雇用、医療関係等々やっぱり調べる

必要性があるのかなと。実際に交渉段階にもよる

かもしれませんけれども、この辺の常日ごろから

そういう考え方を持って進んでいられるような関

係だと思っていただきたいなと思っていまして、

道と関係機関等の情報含めて算出をするのが必要

ではないのかと、こう思っていますので、その辺

はしっかりとお願いを申し上げたいと思っており

ます。

次に、本市として、きょうの新聞報道ですか、

市長の関係できょう報道されていましたけれども、

ＴＰＰの関係で反対、私はレジュメでは要旨では

本市として団体関係との連携しての反対行動とい

うことで、何か今まで名寄市独自としてＴＰＰの

関係の反対運動というか、そういう運動がいつご

ろやられるかなと、士別のほうは早くにやられて

いるわけですから、名寄市も危機感を持って進め

ていくべきだと私も思っていまして、きょうの報

道を見ますと２７日でしたか、ＴＰＰを考える名

寄市民の集いが行われるということで、これは本

当に多数の方含めて、どういう形になるかは別に

してこういう行動を起こすことによって危機感を

持つ、また国会議員含めて、道議、私ども市議も

そうですけれども、危機感を持ってやらなければ

いけないのだと思いますので、この集会に期待し

ているところでございます。

次に、木質のほうに参りますけれども、今回調

査区域は上川北部森林組合で１市２町１村で道有

林と民有林、その資源量の調査をするということ

で報告いただきましたけれども、今現在美深、そ

れから音威子府、中川では木質の利活用について

もう表明していると私は思うのですけれども、そ

の辺ちょっともう一度お願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） 議員御指摘のとおり、

他の町村については利用可能な部分で表明をして

おります。名寄市はまだしておりませんので、こ

の調査結果を受けてどのような対応ができるかと

いうことを今後検討してまいりたいというふうに

考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 植松議員。

〇７番（植松正一議員） 私も以前に一般質問の

答弁で、導入に向けての調査研究、設置場所、補

助事業の利活用で安値で導入でき、導入前と比較

してランニングコストで経済効果があることを確

認していると。これは、前の部長ですけれども、

そしてあとは年間通して消費量の多い施設に導入

することが望ましいと考えている、そういう答弁

でございました。それで、私も総合計画の中、前

期なのか後期なのかということで受けとめていま

したけれども、なかなかその辺が回答を得られな

いということで、今回道よりの調査費が出された

ということで、今回前向きな形で利活用の調査を

行うのかなと、こう思っておりますけれども、そ

の考え方があればお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） 先ほども申し上げま

したけれども、上川北部森林組合の管内１市２町

１村の部分でどれだけ利活用できるものがあるか、

量ですね、それの調査ということで、とりわけ先

ほど植松議員おっしゃられたように中川だとか音

威子府、美深についてはそれぞれ利活用の方向性

も考えておりますから、その部分を除いた部分で

名寄市で調査結果が出れば、これだけの量がある

ので、これだけのものが利用可能なのですよとい

うことも含めて調査結果を受けて詳細にわたって

検討していきたいというふうに考えているところ

でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 植松議員。

〇７番（植松正一議員） この木質の関係では、

２回ほど一般質問させてもらいましたけれども、



－72－

平成２５年６月１１日（火曜日）第２回６月定例会・第２号

近郊の下川含めて実績があるわけでございまして、

その関係等調査をした段階で前部長は導入にラン

ニングコスト含めての一定の理解をしているわけ

でございまして、今後の調査をしっかりと確認し

て、上川北部森林組合等などもこれが頭になって

くるわけですからしっかりとやって、名寄市は独

自の、今燃料高騰や何かもありますから、化石燃

料ですね、ですからその辺も含めてどこがいいの

か、その辺はちゃんとしっかりと検証していただ

きたいなと、こう思っていますので、よろしくお

願いいたします。

次に、森林整備に対しての担い手対策は、これ

はわかりました。森林、林業、林産業は依然とし

て厳しいわけでございまして、この担い手だけに

林業振興に一層のこういう支援をするということ

でございますので、これをぜひ今まで以上にやっ

ていただければいいのかなと思います。

いよいよ市内の遊休地の利活用についてでござ

いますけれども、旧営林署のほうについては以前

にも一般質問させていただきまして、改めて申し

上げますけれども、道の財政状況、建てかえの見

通しが立っていない状況とかと、今後とも要請活

動を行うとのことですけれども、以前のときは口

頭で要請をしておりましたけれども、今回文書で

の要請を行っているのか、どこに要請を出してい

るのか、また回答があった場合にはその内容も含

めてお知らせ願いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 要請につきましては、

今回改めて文書でさせていただいたということで

ありまして、昨年の８月２９日、これにつきまし

ては旭川方面本部の本部長宛て、それとあわせま

して名寄警察署署長宛てに提出をさせていただい

ております。続いて、８月３１日には加藤市長が

直接北海道警察本部に参りまして、総務課長と面

談をさせていただきまして警察本部の本部長宛て

の要請書を手渡しをしているということでありま

す。ちなみに、内容につきましては、昭和４０年

に現警察署が完成して以降、平成４年に一定程度

増改築は行われておりますけれども、もう既に建

物が老朽化をしまして狭隘となっていると。あわ

せて、私どもの隣接する市庁舎がありますので、

この駐車場もお互い狭隘な状況になっているとい

うことであります。こうした状況から、早期の移

転改築が必要と判断をされているということを申

し添えております。あわせて建てかえに当たりま

しては、土地開発公社のほうで既に先行取得をし

ております旧営林署跡地、これを用意していると、

移転用地として用意をしているということもお知

らせをしております。ちなみに、移転後につきま

しては、跡地を市が駐車場用地等一体的に使える

利点があるということで、私どもの立場も含めて

あわせてお知らせをしているところであります。

回答につきましては、実は口頭で受けておりま

して、要望書の提出につきましては現状の理解も

いただいているというお言葉もありまして、真摯

に受け取っていただいたものというふうに考えて

おります。あわせまして、改築移転に当たっての

警察署の現状のお話もちょっとありまして、おお

むね警察署の耐用年数というのは５０年というこ

とでありまして、予算につきましては国からの補

助と、それから道の持ち分が半々という財政のお

話もいただきました。現在全道６９の警察署があ

るということでございますけれども、実は名寄警

察署より古い署が６カ所から７カ所ほどまだある

ということでありまして、ちなみに道の財政が非

常に厳しいということもございまして、平成１６

年以降新たな建築につきましては１０年間、ちな

みに平成２６年度まで凍結をしているというよう

なお話もありました。しかしながら、名寄市にお

きましては一定程度移転用地も既に確保されてい

るということもありまして、そういったものも考

慮しながら今後優先順位をつけて判断をしたいと

いうような回答をいただいております。

〇議長（黒井 徹議員） 植松議員。

〇７番（植松正一議員） 今説明いただきました
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けれども、市長がみずから総務課長ですか、課長

さんに手渡して部長のほうに要請をしてきたと。

これはいいのですけれども、ただ口頭で返事をも

らったということで今お話ありました。私は、課

長さんとお会いしていろいろなお話をされたと思

うのですけれども、そして部長宛てに要請書を出

せば、やっぱり何日後にとか文書で回答しますと

いうのが私は普通だと思うのです。私どもの場合

でも普通陳情含めて要請を出す場合でもやっぱり

何日までに文書で返答します、回答しますという

ことですから、ということですよね、今まで私ど

もの会派も含めて、それから町内会も含めて要望、

要請書を出されたときにそういう返答はやっぱり

文書で出していただく、今名寄市の行政関係も含

めてそういうぐあいになっているのですけれども、

何でその返事が口頭になっているのか、後で文書

で返答を求める、そういう意向はないのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 前段説明もさせてい

ただいておりますけれども、警察署の建てかえに

つきましては常に財政的な問題を抱えながらの対

応しているというような状況もありまして、今回

の文書の要請につきましてもおおむねのめどにつ

きましても実はお知らせをいただける状況にはな

いということでございまして、こうした状況にあ

ってはなかなか文書での回答というのは難しいと

いうふうに私ども判断をしております。しかしな

がら、今後とも精力的な要請活動はしっかりやっ

ていくというふうに考えておりますので、その中

でしかるべき時期に一定程度お知らせをしていた

だけるのかなという期待も含めてしっかり要請活

動を行ってまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 植松議員。

〇７番（植松正一議員） 口頭ですとか、そうい

う何か煮詰まらないような返答でございますので、

その辺は文書で確認を含めて返事をもらうと、こ

れがやっぱり通念だと私は思うのです。この辺を

しっかりしていただきたい。

それとまた、今回営林署跡地、この関係も当然

地元の道議もわかっているわけですから、やっぱ

りこの辺を密にして、市民の財産ですから、この

辺をしっかりとお願いを申し上げないとと思いま

す。

また、最後にですけれども、この問題ですけれ

ども、移転用地の確保はしているのですけれども、

道なり道警のほうでは場所的に問題はないのか、

今までずっとこの論議をされているわけですから、

問題はないのか、また移転に関しては今後どうな

のか、今後の進展にもよるけれども、私は今まで

の流れの経緯を見ていると恐らく芽がないのかな

と思っているのです。ということは、あればいい

のですけれども、今の口頭ですとか、そういう形

の中で文書化できないということは、もし芽がな

ければ条件つきで一般公募もされて私はいいなと

思っているのですけれども、その辺の考え方はど

うでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 一般的に北海道とか国と

かにはさまざまな形で、高速道路の関係でありま

すとか、自衛隊の関係でありますとか、毎年春、

秋と定期的に要望させていただいて、またそれぞ

れ事案によってはスポットで要請させていただく

のですけれども、この際文書で回答いただくとい

うことはありません、基本的には。ということで、

基本的には道、国もいろんな状況に鑑みてその都

度担当の皆さんから口頭でお返事をいただくとい

うことになっていますので、こうしたことは御理

解まずいただきたいというふうに思っています。

その上で、昨年警察のほうに私も行かせていた

だいた際には、古くなったところは当然建てかえ

はいつかはしていかなければならないということ

ですから、全く芽がないということは私はないと

思っていまして、これは引き続き継続して要請を

文書で今後も続けていくということが大事だとい

うふうに思っていまして、この活動を継続してい

きたいということでございます。
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〇議長（黒井 徹議員） 植松議員。

〇７番（植松正一議員） その辺は、やっぱり活

動報告、活動を進めていただければいいかなと思

ってある程度の理解をさせていただきました。

次に、緑丘の第２団地の関係でございますけれ

ども、ただいま現況の答弁をいただきました。何

か答弁を見ていますと、前回の私への答弁と余り

変わらないような答弁でございまして、中身が余

り精査含めてやられていないような部分もちょっ

と聞き取れた部分もあるのですけれども、平成８

年に用途廃止以降１８年たっておりまして、具体

的な計画、その場しのぎの答弁に私は聞こえてく

るわけなので、例えば東京なよろ会ですとか、そ

れからなよろっぽい家づくりの前回は１２０坪の

菜園つきの建設ですとか、それから住宅団地等な

ども今まで示されておりました。この案件も今ま

だ方向づけとして議論されているのか、この辺を

もう一度再確認をしたいなと思いますので、副市

長お願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） この間の第２団地跡

地につきましては、植松議員からも数回にわたっ

て御質問がありました。日本の国全体が人口減少

社会に突入する中にありまして、議員の地域を思

う気持ちについては十分理解はしているのですけ

れども、東京なよろ会と地元の建設業者さんのコ

ラボレーションによって少し広い土地の建て売り

住宅を３０戸くらい公募をしながら何とかできな

いかと、具体的に土地の提供も場合によっては市

のほうで提供するよと、こういう条件つきでどう

なのでしょうかという議論までかなり踏み込んだ

議論もしたこともありますけれども、結果的には

東京なよろ会の皆さん方からニーズがなかなか掘

り起こしできなかったと。たまに来てスキーをや

ったりゴルフやるのはいいのだけれども、なかな

か住むということについては関東近辺に御自宅を

持っていらっしゃるということもあってかなり事

実上実現は難しかったところであります。その後

データセンターも含めて誘致活動に奔走したこと

があるのですけれども、これは地域が住宅用地と

いうことも含めてなかなか工場、事務所等をあそ

こに持ってくるということについては非常に厳し

かったのかなという反省をしています。いずれに

しましても、人口減少が全体続く中で行政みずか

らが公共施設、例えば老健施設やグループホーム

を行政が公としてつくるということよりは、民間

のノウハウで福祉施設をつくってもらうというこ

とを一つの誘導策として土地の現物支援という発

想も含めて地元の福祉関係の法人、団体等とも協

議したこともありますけれども、やはり今の福祉

施設は町中に出て買い物とかもできるようなスペ

ースと、それから病院関係との連携がどうできる

かということがありまして、１カ所老健施設とプ

ラスグループホームは何とか誘致できたのですけ

れども、そこからの拡大はなかなか難しかったと

いうのが現状であります。

今後につきましては、先ほど議員のほうからさ

まざまな大規模の遊休地の関係についてもただ手

をこまねいているだけではなかなか現状から進ま

ないのかなと。この辺も踏まえまして、最近経済

部のほうで地番図と現況の航空写真図をマッチン

グするようなシステムを導入しましたので、これ

らも用いながら、ちょっと行政主導の考え方とは

異なって思わぬところで民間の新しい考え方で比

較的面積の大きい遊休地の利活用についてもイン

ターネットを通じた公募についてもどれが有効な

のか、それから用途の区分の変更が必要か否かも

含めてできるだけ早く検討を進めてまいりたいと

いうふうに考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 植松議員。

〇７番（植松正一議員） 急に振りまして、以前

のときはちょうど総務部長でしたので、申し上げ

ましたけれども、ただ、今の答弁も議員の方、ま

た皆さんも御存じのとおり、うちの高見区町内会

としては老健施設が２カ所、それから障害者支援

施設が１カ所、そして近郊に清峰園ですとか、そ
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れから東病院や何かも隣接していると。また、う

ちの町内会も役員会含めての了解はされておりま

す、前から言っています福祉村構想というのは私

のほうからあえて提案をさせていただいた今まで

経緯がございます。そこで、今当然市単独での施

設含めて、福祉ばかりでなくてもやっぱり行政の

単独のこれから情勢含めてはなかなか難しいもの

が、これは当然私も認識はしているわけでござい

まして、これからやはり何といっても民間活力だ

と私は思っておりまして、この施設含めてまた市

としても今後やっぱりこういう対応、対策はしっ

かりとその地域の実情も踏まえて考えていかなけ

ればいつまでたっても進展しないと私は思ってい

るところでございまして、この辺もお知らせ願い

たいのと。

先ほど副市長のお話の中で場所の選定関係だと

思うのですけれども、市内の中心部に近い買い物

や通院などは歩いて行き来することが決め手にな

って現地での問い合わせがないという状況をちょ

っと申されていましたけれども、実に私も町内会

といたしましてもこの福祉関係ばかりでなくても、

やっぱり住んでいる住民から言わせると、何か市

の中心部だけが買い物だとか、お年寄りも病院に

行くにしても歩いていくような、それはやっぱり

理想かもしれないですけれども、私どもの町内会

は今皆さんのおかげで東西線含め、それからお店

関係、それから病院関係の施設や何かもありまし

て、本当に子供から大人まで、また自然環境もい

いところと私は思っておりまして、その関係から

いくと皆さん伸び伸びと生活している中で、これ

からは病院に行くにしても何しても、またまちの

中心街だとか、そういうのは私どもから言わせれ

ば、また住んでいる人、またその施設を運営して

いる方々から言わせれば、本当に失礼な話だと私

は思っているのです。私どもから言わせれば、市

営住宅含めて老健施設、みんな仲よくやっていま

す。ですから、ただ単なるまちの中がいいから、

また利便性もいい、そして病院に行くにしても足

で、そんなのは軽い障害持っている、そういう考

え方ではない、私は本当に今憤慨してちょっと声

を荒らげていますけれども、やはり市の中ではみ

んなどこも平等であると、そういうような考え方

と展望をやっぱりしっかりしなければだめだと思

うのです。今１８年もたってまだ現況がどういう

状況に動いていくのか、それもわからないような

状況ではどこの状況の大きな施設でも、先ほど言

いましたけれども、どこでもそうだと思うのです。

やっぱりもうはっきりこの辺で大口も含めてしっ

かりと議論しなければだめです。そして、町内会

連合会もありますし、それから税ですか、税の関

係の審議会ですか、税制審議会ですか、それも含

めて特に内部議論も必要でしょう。ですけれども、

やっぱりしっかりと皆さんと議論をしていかない

といつまでたってもこういう押し問答みたいなお

話になると、私はそう思っておりますので、その

辺は十二分にお願いをしたいなと思っていますけ

れども、その辺はどうでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 私は、そこの地域が

魅力がないという発言は一切していません。私は、

福祉のゾーンについては議員も含めてさまざまな

提言あったことについては十分理解をしていまし

て、私自身も財政課長時代にあそこの残った土地

の福祉ゾーンとしての利活用について積極的に地

元のそういう建物を建設して運営しているところ

にも働きかけたこともあります。その中で結果と

して選ばれたのが町中であったというのが、２つ

の地元のそういう施設をつくったところが実態と

してそういうことであったということを述べただ

けでありますので、決して地域のことを逆なです

るようなことを言ったつもりはしていません。

なお、名寄市の施策としては、大学を短大の４

大化も含めてやったときに名寄の北側地区を中心

にしましてアパート、マンションが建って学生た

ちの住宅の利便性も取り組んだと。市のほうとし

ては、今後も人口の定着、管内の近郊からも含め
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て定住促進について考えておりますし、水害のな

い高台地区と、物の見方によっては名寄を一望で

きるような、決して場所の悪いところだとは思っ

ていません。その辺も含めて、ただ人口動態その

ものが縮小傾向になっている中でやっぱり選択さ

れるときにどちらかというと買い物、病院等も含

めて選ばれるのが過去の通例としてあったのかな

と。そこは割り引いても、前の桜庭市長時代には

東西南北にまちの形態を少し延ばしていこうやと

いうことでの施策もありましたので、この辺は可

能な限り名寄の地域資源を生かした定住促進につ

いても今後検討してまいりたいと考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 植松議員。

〇７番（植松正一議員） ちょっと誤解を招きま

して申しわけないこともありますけれども、以前

もやっぱり市内中心部に近く、買い物や通院など

歩いて行き来することが決め手になり、現地での

問い合わせはない状況ということで副市長は答弁

しているのです。ですから、この辺の動向も踏ま

えてやっぱりしっかりとこれから対応していただ

きたいなと。私も一時的なあれで申しわけなく思

っていますけれども、そういうことでございます

ので、その辺理解をしていただきたい。

それとあと、今後一定の面積を持つ土地の利活

用、今の営林署を含めてこれから土地開発公社も

こうやって入ってくるような状況がまたふえてく

るわけでございまして、やっぱり大きな課題があ

るのは私も認識はしているのです、いろいろ課題

はあるのは。そこで、実現に向けての方向性、こ

れを内部検討でなくて、さっきも言った町内会を

含めて広域的に対処していかなければなかなかう

まくいかないのかなと、方向性が見えないのかな

と。そこで、理事者の考え、また利用目的を早期

に定めて対応を進めるべきと思いますが、前向き

な考えがあればお知らせを願いたいなと思ってい

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 先ほどからも述べて

いますように、どうも地域だけで考えると固定的

な考え方でなかなか物事が進んでいなかったのか

なというのが今までの反省だというふうに思って

います。今回の風連地区におけるメガソーラーの

話もちょっと想定、ああいうふうに急な話が出て

くるということはやっぱり民間ならではの新しい

知恵だったのかなというのも一つ考えております。

そういう面では、先ほども言いましたけれども、

インターネットを使って思わぬところから、全国

の至るところから問い合わせが来ているという話

は、北海道の地域のよさも含めてそういう情報も

得ていますので、余り行政みずからが手を出した

ら施設の運営が赤字になるとかどうのこうのとい

う議論だけではなくて、発想の転換をできるよう

な民間の方々の力もうかがいながら、場合によっ

ては地域の用途の変更も視野に入れながら、今植

松議員おっしゃる分については十分精査をしてい

きたいなというふうに思っています。やっぱりこ

ちらの固定概念ではなくて、民間の豊かな発想も

積極的に活用すべきかなと。そこ一部の場所だけ

でなくて、多数の広大な遊休地があるというのも

現実でありますので、これからもさまざまな公共

施設の跡地の利用も含めて出てくると思いますの

で、この辺については積極的に対応してまいりた

いと考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 植松議員。

〇７番（植松正一議員） 最後の普通財産の関係

ですけれども、これも住宅用地として８区画です

とか、大型建設可能遊休地は１３万 ０００平米

ですか、あるということでございまして……

〇議長（黒井 徹議員） 時間過ぎていますので、

簡潔に。

〇７番（植松正一議員） はい。それで、これか

ら開発公社からも買い戻しがあるということで、

これは市民の財産でありますので、利用目的をし

っかりと定めて内部検討、ＰＲを強めて利用促進

に努めていただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。
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〇議長（黒井 徹議員） 以上で植松正一議員の

質問を終わります。

１４時１０分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ２時０１分

再開 午後 ２時１０分

〇議長（黒井 徹議員） 再開をいたします。

名寄市立大学について外２件を、東千春議員。

〇１９番（東 千春議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告順に質問させていただき

たいと思います。

まず、名寄市立大学についてでございますけれ

ども、まず児童学科の４年制化について３点お伺

いをしたいなというふうに思います。名寄大学短

期大学部では、児童学科の４年制を目指しており

ますけれども、短期大学部卒業での就職状況や道

内の他大学の状況や社会的なニーズについてお知

らせをいただきたいと思います。

２点目、多くの学生が多くの大学の中から名寄

を選んで来てくれるわけでございますけれども、

その学生たちが卒業後社会に貢献し、そして豊か

な人生を過ごすために大きく寄与するのが名寄市

立大学の役割だと思います。その学生にとっての

メリット、そして今後の課題についてお知らせを

いただきたいと思います。

３点目、４年制化によって高度な研究、教育の

場となるわけでございますけれども、どのような

教育をお考えか、また名寄で学びたいと感じるア

プローチについてお知らせをいただきたいと思い

ます。また、４年制としての大学卒業後の就職等

の影響についてもあわせてお知らせをいただきた

いと思います。

次に、大学図書館についてお伺いをいたします。

名寄大学の図書館のイメージは、既にでき上がっ

ているものと思いますが、現在の進捗状況と現段

階における具体的な内容についてお知らせをいた

だければと思います。

大項目の２点目に移りたいと思います。防犯対

策上各町内会などから街路灯設置の要望があると

思いますが、これらにどのような基準で設置の対

応されているのかお伺いをしたいというふうに思

います。また、総合的に見て設置が必要な箇所、

または照度的に節約できる箇所など、一度点検が

必要ではないかと思いますが、見解をお伺いした

いと思います。

２点目、市民生活の安全を確保しつつ電力消費

の節約が求められておりますが、ＬＥＤへの変更

はどの程度進んでいるのかお知らせをいただきた

いと思います。また、ＬＥＤの価格も下がってき

ておりますけれども、損益分岐はどのようになっ

ているのかお知らせをいただきたいと思います。

３点目、名寄市、またその外郭団体の公共施設

について日没後に訪問する際にその建物がなかな

かわかりにくいという場合があるようでございま

す。一定の対応が必要ではないかと思いますけれ

ども、考えをお知らせいただきたいと思います。

４点目、光害の防止についてでございますが、

環境省では光害についてのガイドラインを出して

おります。名寄市では、良好な星空を保つことか

ら、徳田の大型店や電器店では出店の際に看板の

光を抑える、または光を上に向けないなどの配慮

をしていただきましたけれども、一方で大量の光

を放つパチンコ店などもあるのは事実でございま

す。企業等が設置する広告看板や街路灯など、夜

の光のあり方について名寄市としてのメッセージ

を出すことが必要ではないかと思いますが、考え

をお知らせいただきたいと思います。

大項目の３点目、スポーツイベントについてお

伺いをいたします。ことしから有森裕子さんを招

聘をいたしまして、ひまわりリレーランが始まり

ます。初回となる今回は、どのようなイメージの

大会を考えておられるのか、またこのイベントを

どのように育てていこうとされているのか、また

今後有森氏とどのようなかかわりを深めていこう

とお考えなのかお知らせをいただきたいと思いま

す。
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２点目、市民スキー大会においてはさまざまな

工夫をしながら参加者の増員を図ってまいりまし

た。昨年は、スキーの日ということで、ことしも

スキーの日が行われることになりましたが、今年

度におきましてはどのようなイメージのものをお

考えなのかお知らせをいただきたいと思います。

３点目、先日行われました憲法記念ロードレー

スの際には初めてランナーズチップを使用し、参

加者には評価が高かったのではないかと思います

が、今後大会等の使用をどのようにお考えなのか

お知らせをいただきたいと思います。また、この

ランナーズチップを使用する際の費用やスタッフ

体制についてもあわせてお伺いをいたしたいと思

います。

以上、この場からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 鹿野大学事務局長。

〇市立大学事務局長（鹿野裕二君） 東議員から

大項目で３点にわたり質問がございました。大項

目の１は私から、大項目の２は建設水道部長から、

大項目３の小項目１は営業戦略室長から、小項目

２及び３は教育部長からの答弁となりますので、

よろしくお願い申し上げます。

まず、児童学科の４年制化について、社会的な

背景についてお答え申し上げます。短期大学部児

童学科の将来像に係る検討の経過につきましては、

平成２０年度における児童学科将来構想検討ワー

キンググループによる４年制化の提案、平成２１

年度における大学及び短期大学に関する長期的な

課題を検討するための将来計画検討委員会による

児童学科の４大化とこれに伴う保健福祉学部再編

に関する提案、平成２２年度から平成２４年度に

おいては学部再編強化と児童学科４大化による社

会保育学科設置構想案の検討が提案されまして、

これに対して設置者による庁内ワーキンググルー

プにおいて検討をいたしてきたところでございま

す。検討結果は、現行の保健福祉学部の課題、幼

稚園教諭及び保育士の就業状況、持続的かつ安定

的な大学経営など解決すべき課題がなお多くある

ということから、国の政策の推移を踏まえ、課題

解決及び大学の振興方策について設置者と大学で

方向性を確立することとして、本年度において短

期大学及び保健福祉学部の将来像についてより具

体的な検討を行うために短期大学部児童学科４年

制化、学部再編強化に関する検討準備会議を設置

して検討を進める予定でございます。この検討準

備会議は、設置者と大学により構成するものとし、

現在この組織のあり方について両者において協議

を行っているところであります。

この間の学内及び庁内における検討の中で短期

大学部卒業者の就職、就業状況について調査分析

を行ってまいりました。平成１８年度から平成２

３年度までの卒業生３４２名のうち２９６名が就

職し、このうち１５０名、５ ６％が認定こども

園を含む保育所の保育士として就職をしておりま

す。幼稚園教諭として就職した者は７３名、２

７％となっております。児童福祉施設などの施設

保育士として就職した者は４４名、１ ９％で、

一般企業や公務員として就職した者は２９名、

８％となっております。このように就職者のうち

９ ２％が保育士または幼稚園教諭として就職し

ております。道内には、保育士養成施設が４年制

大学で３校、短期大学で１３校、専門学校で９校、

合わせて２５校ございます。このうち幼稚園教諭

免許取得が可能な養成施設は、大学３校、短期大

学１１校、専門学校１校、合計１５校となってお

ります。保育士養成を行っている４年制大学の中

で藤女子大学人間生活学部保育学科の就職状況を

見ますと、平成２０年度では幼稚園、保育所、福

祉施設などの保育系への就職者が８５％となって

おり、一般企業への就職者が１５％となっており

ます。平成２３年度では、保育系への就職者が９

６％、一般企業等への就職者が ４％となって

おります。また、保育士、幼稚園教諭などの保育

系への就職者のうち公立の保育所への就職者の割

合が平成１９年度では本学短期大学部が ４％、

藤女子大学が１ １％であり、平成２２年度では
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本学短期大学部が２ ９％、藤女子大学が２ ２

％となっております。両大学ともに保育士、幼稚

園教諭などの保育系への高い就職実績と特に近年

は公立の保育系職場への就職志向の高まりが特徴

的となっております。

また、国は昨年子ども・子育て関連３法を改正

し、新たな仕組みによる子育て支援を平成２７年

度から実施する予定であり、質の高い幼児期の学

校教育並びに保育の総合的な提供、待機児童の解

消や地域の保育を支援する保育の量的拡大と確保、

地域の子供、子育て支援の充実などを目標として

おり、新たな幼保連携型認定こども園の創設やそ

こでの配置職員としての保育教諭などの制度設計

を行うこととしており、今後養成施設としてこれ

らへの対応が求められるものと思われます。

次に、学生にとってのメリットと課題について

お答え申し上げます。本学短期大学部は、昭和５

９年から幼稚園教諭の養成、平成６年から保育士

の養成を開始して、卒業生は高く評価されている

ものと自負いたしております。昨年度本学の教育

研究費特別支援枠により、短期大学部児童学科の

教員により実施しました児童学科の４大化に向け

た調査研究報告において、道内の保育所及び幼稚

園３３施設の施設長を対象に聞き取り調査を行い、

本学短期大学部卒業生について、よい保育士を送

り出している、大学ではよい学びと経験を与えて

いる、卒業生は課題と向き合い、解決に向けて努

力するなど総じて評価は高く、また期待も大きい

と報告をしております。一方、卒業生が保育や幼

児教育の現場で即戦力としてなり得るかというと、

必ずしもそうではなく、即戦力となる人材の育成

を要望する施設長が多く、保護者支援に対応でき

る専門的能力や保育に関する高い指導力、コミュ

ニケーション力などの社会人基礎力が身について

いる人材の育成を求めているとも報告しておりま

す。今後の保育士に求められる資質は、社会に特

有の子供や家庭が抱えるさまざまな課題を反映し

て、これらに適切に対応できる能力が求められて

おり、社会が求めている保育へのニーズが高度化

し、多様化してきているものと思われます。４年

制の学士課程における保育士、幼稚園教諭の養成

がこのような保育へのニーズに応えるものとなり

得るかということが学生にとってのメリットであ

り、本学の課題であると考えておりますので、こ

のたび設置する検討準備会議において十分な議論

と検討を重ねてまいりたいと考えております。

次に、児童学科が目指す姿についてお答え申し

上げます。全国の保育士や幼稚園教諭を養成する

施設の現状や国の政策の推移を見ますと、今後の

保育士養成は保育士資格と幼稚園教諭免許の両方

の取得と複雑かつ多様な保育ニーズに対応して保

育サービスを監督、指導し、現場におけるリーダ

ーとなり得る保育士の養成や学士課程における幼

稚園教諭の養成などが大きな流れとなっていくこ

とが予想されます。いわゆる質の高い幼児期の学

校教育と保育の総合的な提供を担う人材の養成に

関するその具体的な内容となる学生の受け入れ方

針、教育課程の編成及び実施方針、学位の授与方

針を初め、学生支援のあり方やキャリア形成とキ

ャリア支援などについてはこのたび設置する検討

準備会議において検討をしてまいりたいと考えて

おります。

次に、大学図書館計画の進捗状況についてお答

え申し上げます。開学当初からの懸案でございま

した大学図書館整備につきましては、学生の学習

支援や本学が行う高等教育及び研究活動を支える

重要な学術情報基盤としての役割、さらには社会

や地域連携の一翼を担う本学附属機関としての役

割を勘案して地域に開かれた図書館を構築するた

めに、昨年度図書館整備検討委員会を設置しまし

て名寄市立大学図書館整備基本構想、基本計画を

策定いたしました。新図書館整備の基本構想とし

て、新図書館の理念と６つの目標を掲げ、これら

理念と目標を具現化するために５つの柱で構成す

る実現すべき図書館像を定めております。第１は、

図書館蔵書ビジョンを策定し、最適な専門図書及
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び教養図書を整備した知の集合体の構築、第２は

デジタルコンテンツなどさまざまな学習情報を利

用できる学習環境の整備実現、第３は講義以外で

の学生の学習をサポートする支援体制の構築、第

４は学生の主体的な学びに対応した施設環境の実

現、第５は関係機関と連携した利用環境を整備し、

地域住民が利用しやすい環境の整備でございます。

基本計画は、コンテンツ計画、組織運営計画、新

図書館で実現すべき機能と施設、図書館のゾーニ

ング計画、設備計画、建築計画の基本的な考え方、

図書館の質保障と情報公開、広報計画などが主な

内容でございます。基本構想、基本計画の詳細に

つきましては、本学ホームページを通じまして公

表してまいります。

大学図書館整備の本年度の主な工程につきまし

ては、建築基本設計及び図書館利用計画の策定を

行う予定でございます。基本設計に当たっては、

教員を中心に構成いたします名寄市立大学図書館

等整備検討委員会を学内に設置し、去る６月５日

に第１回検討委員会を開催し、検討委員会の目的、

スケジュール等の確認を行い、設計業者が選定さ

れましたら具体的な検討作業に取りかかる予定で

あります。また、新図書館の利用計画につきまし

ては、学内の図書館運営委員会において検討をい

ただく予定でございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 長内建設水道部長。

〇建設水道部長（長内和明君） 大項目の２、適

切な夜間照明のあり方についてお答えをいたしま

す。

小項目の１、防犯上の考え方についてでありま

すが、現在名寄市においては ０４６基の防犯灯

を設置しており、年間約２０基のＬＥＤ灯の新設

を進めております。防犯灯の設置基準につきまし

ては、住宅や公共施設の配置などにより町内会の

さまざまな夜間における明るさの条件が異なるこ

とから、防犯灯の設置については一様な設置基準

などは定めておりません。また、住宅の新築、建

てかえなどにより照明の状況も変化することから、

設置については実際に生活を送っていただいてい

る町内会から設置要望などを重視した対応として

おります。道路整備などに伴い、交差点照明灯に

ハイウェイ灯などを設置したことにより、明らか

に不用となる防犯灯につきましては撤去をさせて

いただいておりますが、防犯灯の設置照度の基準

などが明確になっていないことから、新たに新設

要望があった場合については撤去可能な防犯灯や

照明の照度を下げることが可能な箇所がないか町

内会に御相談をさせていただきながら進めており

ます。

次に、小項目の２、省エネ対策の考え方につい

てであります。名寄市におけるＬＥＤ防犯灯につ

いては、平成１９年度に初めて導入をしましたが、

当時の８０ワット相当の照度のもので約６万円、

水銀灯と比較すると約 ５倍程度の価格であった

ため試行的に導入をし、その後も年間数基の新設

を行い、平成２３年度末時点で３３基を整備しま

したが、全体の約１％の設置数でありました。平

成２３年度末ごろから価格が下がり、水銀灯と比

較し、１万円程度の高額でありますが、課題であ

った照度についても解消されてきたことから、名

寄市としても平成２４年度をＬＥＤ元年と位置づ

け、新設や老朽化による取りかえは基本的にＬＥ

Ｄ化とすることにいたしました。また、通学路防

犯灯のＬＥＤ化による照度向上を平成２４年から

実施し、平成２４年、２５年で１１１基の交換を

行い、平成２５年５月末時点でＬＥＤ防犯灯総数

は１４４基となり、防犯灯総数の ７％の割合と

なっております。また、防犯灯全てＬＥＤ化にし

ますと、電気料については概算でありますけれど

も、年間約７００万円程度安くなると試算をして

おります。

次に、小項目の３、公共施設の夜間表示看板に

ついてでありますが、本市の公共施設につきまし

ては日没時間を考慮し、施設の表示看板等の照明

を整備しております。なお、近年の電力事情もあ
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り、夜間に行事がない場合には消灯している施設

も見受けられますが、施設によっては行事がなく

ても一般市民が利用する場合も考えられますので、

今後とも各施設におきまして当該施設の利用状況

などを勘案しながら適切に対応してまいりたいと

考えております。

次に、小項目の４、光害防止の取り組みについ

ては、過去に大型店の出店時に市と北海道大学と

の連名にて企業側に光源を下向きに配置するよう

お願いをし、御協力をいただいてきたところであ

ります。このような新規の大型店の出店や計画時

において協力を求める対応は可能でありますが、

既存の施設などの改修や対応については難しいと

判断をしております。今後におきましても良好な

照明環境を整備すべく、市の公共施設や街路灯な

どの更新時において光漏れの低減のできる光源、

照明器具の設置に努めてまいりたいと考えており

ます。

以上、答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 私からは、大項

目３、スポーツイベントについて、小項目１、ひ

まわりリレーランについてお答えいたします。

女子マラソンオリンピックメダリストの有森裕

子さんとは、昨年５月の第６０回なよろ憲法記念

ロードレースにゲストランナーとしてお越しいた

だいた際に本市の夏のメーンイメージであるひま

わりを活用した取り組みや自然豊かな名寄の景観

に深く感銘いただいたことが御縁で、名寄ひまわ

りまちづくり大使就任を依頼し、御承諾いただき

ました。ひまわりまちづくり大使は、名寄市の元

気なまちづくりの推進を図るため市内外において

本市の宣伝に努めるとともに、まちづくりについ

ての提言及び情報提供を行うものとすると定めて

います。今回ひまわりまちづくり大使としての最

初の企画として、有森さんの思いを盛り込み、本

市の特色を生かした取り組みとして７月２７日に

有森裕子なよろひまわりリレーランを開催するこ

とになりました。この大会は、本市の地域資源で

あるひまわりを活用し、団体で楽しく走ることを

目的としたランニングイベントで、市民の皆さん

にもっと走る楽しさを知ってもらうために前日に

はランニング教室も開催していただくことになり

ました。大会内容としては、全国的にも珍しい２

人から４人の団体によるタイム申告制で、小学生

から一般、ファミリーでの参加が可能です。さら

に、東日本大震災で被災した福島県の子供たちに

自然の中で伸び伸びとスポーツをさせてあげたい

との提案を有森さんからいただきましたので、そ

の思いを大会に取り入れまして、なよろ夏季林間

学校参加のため滞在中で本市と災害時相互援助協

定を結ぶ福島県南相馬市の子供たちにも出場して

いただき、大会参加料の一部を義援金とさせてい

ただくことも予定をしております。さらには、大

会名に有森裕子さんの名前も組み入れたことで集

客効果も一定程度見込める大会となると考えてお

りまして、さまざまな要素を盛り込んだ大会とな

るよう、有森裕子さんを中心として実行委員会で

さらに企画を検討してまいりたいというふうに考

えております。

続きまして、ひまわりまちづくり大使である有

森さんとの今後のかかわり合いについてお答えを

いたします。ひまわりまちづくり大使の役割とし

ては、前段に述べましたように本市の元気なまち

づくり全般についてアドバイスや情報発信に御協

力をいただくことになります。具体的には、スポ

ーツ及び教育の振興、さらには合宿誘致など交流

人口の拡大など有森さんの知名度、ネットワーク

などを生かして取り組んでいただくことは本市に

とって大きなまちづくりの推進力になります。本

市は、スポーツに係る自然環境、大学施設などす

ばらしい資源が数多くありますので、これらの資

源を最大限に生かすためにも有森さんにはさまざ

まなところで御支援をいただけるよう現在具体的

な取り組み策を検討しているところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。
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〇議長（黒井 徹議員） 鈴木教育部長。

〇教育部長（鈴木邦輝君） 私のほうからは、大

項目３の小項目２と３についてお答えをいたした

いと思います。

まず、小項目の２、スキーの日のイメージにつ

いてでございます。平成２４年度に実行委員会の

協議に基づき、市民スキー大会としての開催は取

りやめ、名寄市民スキーの日としてスキー連盟の

テクニカル競技と市民向けにリフトの無料開放等

を実施してまいりましたが、関係者との調整や市

民への周知期間の不足等もありまして、十分な成

果が得られなかった部分があると認識をしており

ます。今年度の事業内容につきましては、スキー

連盟、名寄市振興公社など関係する団体と今後協

議を行い、決定をしていく予定ですので、現時点

での具体的な部分についてはまとまっておりませ

んけれども、雪質のよいスキー場の存在というの

は名寄市の大切な地域資源の一つでもありますの

で、スキー人口の減少並びに利用機会の減少に対

応するためにスキーの普及とスキー場の利用拡大

の２つの視点を持って協議を進めていきたいと考

えておりますので、御理解を願いたいと思います。

次に、小項目３、ランナーズチップの利用につ

いてでございます。ランニング大会等の自動記録

計測機器でありますランナーズチップの利用につ

きましては、本年５月１２日に開催をいたしまし

た第６１回なよろ憲法記念ロードレースで初めて

採用をいたしました。今回の参加者は、昨年の６

０回記念大会で有森裕子さんをお招きして開催を

した効果のほか、ハーフマラソン部門の新設など

によりまして２７部門４０５人の実際の参加者と

なりました。開催後参加者からもランナーズチッ

プについては好評をいただいております。ランナ

ーズチップの導入効果といたしましては、大会役

員、特に陸上競技協会の皆さんによる時間計測作

業が完全に移管されたことや表彰状の準備、印刷

が全て委託できるなど多くの面で主催者側の負担

軽減と迅速化が図られることが挙げられておりま

す。また、ゴール後すぐに完走賞が発行され、正

確な記録と順位もわかるなど、参加者へのサービ

ス向上が図られることも大きな効果となっており

ます。現在道内の多くの大会でも同様のシステム

を使用することが主流となってきており、参加者

にとっても大変有効なシステムでもありますので、

今後大会の参加者を拡大していくためにはランナ

ーズチップは不可欠であります。費用の面では、

名寄市での大会規模で約９０万円ほどかかること

から、参加者が少ない場合予算的には厳しい面も

ございますが、インターネットなどによるエント

リーシステムをあわせて利用することなどにより、

愛好者への広範な周知の拡大と参加者の増加を図

ることなども検討しながら、対費用効果を高めて

継続した利用につなげていきたいと考えておりま

す。これにより事務的な作業に当たるスタッフを

参加者へのサービス向上に振り分けることも可能

となり、大会運営の質と参加者の満足度を高める

ことでより大きな規模の大会に成長させていくこ

とを展望いたしております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１９番（東 千春議員） それぞれ御答弁をい

ただきましたので、随時再質問させていただきた

いと思います。

まず、大学についてですけれども、何点かお伺

いをしたいと思いますけれども、答弁の中で４年

制の大学が道内には３校あって、それぞれの就職

の状況についてもお知らせをいただきましたけれ

ども、もし今資料をお持ちでしたら、その中で正

職員になっている、名寄の大学の場合も正職員に

なっていない学生もいると思うのですけれども、

名寄の場合と、あるいは４年制の大学の場合でそ

の差が出ているのかどうなのか、もし資料お持ち

でしたら、ちょっとお知らせをいただきたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 鹿野大学事務局長。

〇市立大学事務局長（鹿野裕二君） 手元には本
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学の資料はございますので、他大学の部分につい

てはここはなかなか公表されている部分とされて

いない部分がございますので、ただいま手持ち資

料はございません。本学の場合、平成１８年度か

ら２３年度の短期大学部の卒業生の中でいわゆる

正規職員、非正規職員の就職状況でございますけ

れども、公立の保育系の施設、それと民間の保育

系の施設で比較いたしますと、公立、それと民間

の保育系の施設合わせて７５％が正職員として採

用されていると。それと、民間の保育施設と公立

の保育施設合わせて、公立はこの７年間の中では

非正規職員はゼロでございまして、非正規職員は

民間の施設というふうになりますから２５％とい

うことになります。あと、保育系の就職以外の一

般事務ですとか法人事務に就職した学生の正規、

非正規で見ますと、８ ８％が正規職員となって

おりまして、残り１ ２％が非正規ということに

なっております。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１９番（東 千春議員） ありがとうございま

す。答弁の中にもいただきましたけれども、現在

検討準備会のあり方を検討しているというふうな

お答えをいただきましたけれども、現在どこら辺

までいっているのか、この準備会を立ち上げるに

当たる課題というのが今どこら辺にあるのかお知

らせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 鹿野大学事務局長。

〇市立大学事務局長（鹿野裕二君） 現在検討準

備組織としまして、そのあり方をどういう組織形

態にするのかということでございますけれども、

検討準備組織の目的、位置づけ、それから構成員、

それから検討事項、検討成果、検討結果といいま

すか、成果の取り扱い、それから説明責任という

ことで、こういうものをどういうふうな内容であ

るべきかということを現在協議をしているところ

でございます。こちらにつきましては、この間大

学のほうで検討いたして提案されております児童

学科の４大化、学部再編強化の提案、それとそれ

を受けて庁内ワーキンググループで検討いたしま

した検討会議の結果をあわせて、これを踏まえた

上で短期大学部の４年制化と学部再編強化に関す

る検討準備会議を設置していこうというものでご

ざいます。検討組織の目的としましては、これは

素案でございますので、まだ協議中の中身という

ことでございます。いわゆる具体的な調査や検討

を行って学部再編強化と児童学科４年制化に係る

具体的な素案作成を行うということでございます。

組織の位置づけとしましては、設置者と大学によ

り組織をしていくということでございます。構成

員といたしましては、大学と設置者、それぞれ関

係部局、部署の担当者で構成をしていこうという

ことでございまして、まだここの構成員について

具体的な調整作業をしているというところでござ

います。

以上、検討成果につきましては先ほど佐藤議員

のほうにもお伝えしましたとおり参与会、それか

ら市議会のほうにも報告をさせていただきたいと

いうふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１９番（東 千春議員） ぜひ内容についてお

知らせをいただきたいというふうに思います。

当初もう少し早目にこの準備会というのが計画

されていたようなのですけれども、今のペースで

いきますとどのタイミングで設置が何となくいけ

そうなのかと、それで期間はどれぐらいを予定を

しているのか、そしてまたそういった順調にいっ

た場合開設のめどというのが、その結論によるの

ですけれども、いくべしというふうな結論が出た

場合にはどのぐらいのタイミングで開設が可能と

お考えなのかお知らせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 鹿野大学事務局長。

〇市立大学事務局長（鹿野裕二君） この検討準

備会議につきましては、財政問題、財政課題も含

めまして具体的な検討を行うということでござい

ます。仮に御質問にあったように設置をしていく

という結論になった場合、具体的な開設までのス
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ケジュールということでございますけれども、こ

ちらは諸官庁への届け出事務、それから具体的な

学科の編成事務、それから学生募集の事務等も含

めまして最短で２年程度の準備期間は必要だろう

というふうに考えております。最短ですので、準

備作業の進捗状況によってはもう少しかかる可能

性もあるというふうに認識をしております。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１９番（東 千春議員） 最短で２年というこ

とでお伺いをいたしました。やるかやらないかは

別として、なるべく早くにきちっと調査をして結

論出していくということが賢明かなというふうに

思いますので、精力的に進めていただきたいとい

うふうに思います。

今答弁いただいた中でも届け出の問題等々ある

というふうにお伺いをいたしましたけれども、仮

にこれが４年制として文科省のほうに求めていく

場合どのようなハードルがあるのかというのをま

ずお伺いをしたいのと、そうした場合に学科構成、

児童学科は今の社会福祉学部の中に入っていくこ

とになるのか、そこら辺についてもお知らせをい

ただきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 鹿野大学事務局長。

〇市立大学事務局長（鹿野裕二君） 具体的な監

督官庁といいますか、１つは文部科学省というふ

うになります。もう一つは、保育士の養成と幼稚

園教諭の教員養成課程の認定を受けるということ

になります。現在短期大学部では、保育士の指定

養成施設というふうになっておりますが、これが

大学に移行した場合そのまま引き継がれるかどう

かというところはまだ確認をいたしておりません。

今後確認をいたしていかなければならないと思い

ます。それと、もう一つ、幼稚園教諭の養成です

けれども、現在短期大学部では幼稚園教諭につき

ましては２種免許の養成課程認定を受けていると

いうことでございまして、学士課程ということに

なりますとこれは１種免許の教員養成課程認定を

受けるということになります。こちらは文部科学

省ということになりますし、もう一つ、保育士の

指定養成施設となりますと厚生労働省ということ

になりますので、２つの上級官庁に対して養成施

設としての認定を受けるということともう一つ、

現在大学の学部再編構想案の提案の中では保健福

祉学部の中に新学科を設置するという考え方です

ので、既存学部の中に新たに新学科を設置すると

いう考え方でございます。ここにつきましても届

け出が必要という場合がございますので、これに

ついて所要の申請手続が必要だろうと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１９番（東 千春議員） かなり専門的な部分

ですので、わかった部分とわからない部分がある

のですけれども、何となくわかりました。考えと

いたしましては、今ある保健福祉学部の中に新た

な、仮の名称かもしれませんけれども、社会児童

学科という名称としてその中に入れていこうとい

うお考えということでよろしいですよね。

ということは、例えばそういうふうな形になり

ますと、国から入ってくる交付金というのはやっ

ぱりほかの学科と同じような基準でいただけると

いうふうな形を予想されるのかどうなのかもお知

らせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 鹿野大学事務局長。

〇市立大学事務局長（鹿野裕二君） 考え方とい

たしまして、今の既存の保健福祉学部の中に新た

に学科を新設するという考え方と、それから短期

大学部を４年制化して大学として設置すると、新

たな別な大学として設置するという考え方と、そ

れと学部を新たに新設するという考え方がござい

まして、学部を新たに新設するという考え方、そ

れから大学として別な大学を設置するという考え

方は恐らくこれは除外されるだろうということで

ございます。また、これの許認可については、非

常にハードルが高いということもあろうかと思い

ます。既存学部の中に新学科を設置をしていくと

いうほうが多分ハードルが低いというわけではご

ざいませんけれども、手続としては至極自然なこ
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とだろうというふうに今のところ考えております

が、これはまだ決定したものではございません。

これも検討をしていくということでございます。

なお、あと交付税の算定の部分でございますけ

れども、こちらは総務省のほうの考え方でござい

ますので、その考え方に従うということもござい

ますが、ここは私どものほうではこうだというよ

うな結論をこの段階ではなかなか申し上げにくい

というところもございます。あくまでも新たな学

科を編成をするという考え方で検討会議の中では

検討、それから調査を進めていこうというもので

ございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１９番（東 千春議員） まだ決定したわけで

はありませんので、あくまでお互いに仮定のお話

ということになってしまうかもしれませんけれど

も、私はそのような形で今ある学部の中に児童の

例えば名称が社会児童学科なるものを入れていた

だけるのが自然な流れなのかなというふうにも思

っております。そういったときに例えば先生方の

中でほかの、児童もそうだったのですけれども、

よく大学を設置をするときに産学官連携とかとい

うふうな目標立てながら大学をつくってきたわけ

なのですけれども、児童についても４年制の大学

にしたときに例えば栄養だとか看護だとか、そう

いったことの若干の知識も身につけて卒業させる

ことによってより社会ニーズにマッチした卒業生

を出せるだとか、そういうふうな何か先生方の中

の構想というのはおありなのかどうなのかお知ら

せをいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 鹿野大学事務局長。

〇市立大学事務局長（鹿野裕二君） 詳しい中身

につきましては、今後検討会議の中で詰められる

というふうに考えておりますけれども、この間大

学のほうから提案を受けています新学科設置の構

想案の中では当然既存学科との連携というのが前

提とされております。また、近年、これから将来

のいわゆる就学前教育、それから児童福祉に求め

られるものというのも当然想定をしていくという

考え方でもって議論をされてきているものという

ふうに受けとめております。こちらにつきまして

も検討会議の中でより深めた議論をしていただく

というふうになろうかと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１９番（東 千春議員） きっと、これも私の

想像なのですけれども、児童学科が４年制の大学

になるということは児童学科の情報もそちらのほ

うに行けるような気がするのです。例えば看護を

目指す職員の皆さんが実際に看護の現場に行った

ときに子供とどういうふうに接したらいいのかと

いうのは、その大学時代にそういえば習ったこと

があるなと、そういうふうな経験だとか学習をし

た人もやはり社会に出たときに役に立つなと、お

互いに結構いい形ができていけるのではないのか

なというふうにも思いますので、ぜひ今後先生方

の中の調査研究、検討を期待をしたいなというふ

うに思っております。

仮に４年制の大学になるというときに必要とな

ってくる建物だとか費用だとか、そういった部分、

今の段階でわかっている部分があればお知らせを

いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 鹿野大学事務局長。

〇市立大学事務局長（鹿野裕二君） こちらにつ

きましては、既存の短期大学部を改装するという

ことになろうかと思いますが、ここにつきまして

は改めてこの検討会議の中で検討し直すというこ

とになろうかと思いますので、現在必要な施設整

備に関係するその費用の概算というのは手元には

持ち合わせてございません。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１９番（東 千春議員） 今後よろしくお願い

したいと思います。

仮になのですけれども、児童学科４年制の大学

になったときに教員なんかの課題もあろうかなと

いうふうにも思いますけれども、現段階でどの程

度の教員の増が必要となってくるのか、あるいは
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教員の中身について、そういったことについても

今の段階でわかっていることがあればお知らせを

いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 鹿野大学事務局長。

〇市立大学事務局長（鹿野裕二君） 現在短期大

学部よりも学士課程ということになりますので、

そこに求められる教育の質というものがございま

して、これは学生の募集、確保から教育の内容、

いわゆる教育課程、付与する資格、それから免許

と、それと卒業要件、そういうのを総合的に勘案

して必要な教育科目というのが決定されてくるか

と思います。それに必要な教員、専任教員の数も

決定されるだろうというふうに考えています。こ

こにつきましては、この検討準備会議の中で具体

的な詰めた検討、議論をしていただくということ

になりますが、恐らく短期大学部よりは高度な教

育と研究ということでございますので、教員は充

足、ふえるという考え方を現在のところ私は個人

的には持っています。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１９番（東 千春議員） 当然ふえていくのだ

ろうなというふうには思いますけれども、やはり

今局長がおっしゃられたような内容、あるいは特

徴づけ、これから新たな４年制大学となるのであ

れば、児童教育するに当たっての特徴づけという

こともこれから必要になってこようかなというふ

うに思います。それに適した人材の確保というこ

と、御努力をいただければなというふうに思いま

す。

図書館についてお伺いをいたしますけれども、

現在の段階で建設位置だとか、あるいは中に講堂

とか、そういったものの建設というのはどのよう

な議論の経過になっているのか、ちょっとお知ら

せをいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 鹿野大学事務局長。

〇市立大学事務局長（鹿野裕二君） 平成２４年

度で策定をいたしました図書館の基本構想、基本

計画につきまして、先ほど答弁の中では基本構想

といいますか、新しい図書館を整備していく上で

の考え方の一部を述べさせていただきましたが、

この中で総合計画では大学図書館講堂整備事業と

いうふうになってございまして、今回図書館の基

本設計に当たりまして図書館棟ということで図書

館が入る建物の基本設計をするということで考え

ておりまして、ここの中には講堂もしくは大教室、

それから今まで新しく大学教育に求められており

ます諸設備について可能な限りある程度整備をさ

せていただきたいというふうに考えております。

これにつきましては、基本計画の検討委員会の中

で御議論、検討をいただくという考え方でおりま

す。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１９番（東 千春議員） 待望の図書館であり

ますから、後でこういうふうにつくってよかった

と思われるような設計をぜひ皆さんとともに頑張

っていただきたいなというふうに思います。

次の大項目についての質問とさせていただきた

いと思います。照明についてなのですけれども、

ＬＥＤ化について変更すると大体年間７００万円

ぐらいの費用が浮くというふうな答弁をいただき

ましたけれども、これを仮に、全部ということだ

ったのですけれども、全部かえると工事費が幾ら

かかるのか、あるいはそれに対して国から幾らか、

何がしかがないのか、そこら辺の考え方について

お知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 長内建設水道部長。

〇建設水道部長（長内和明君） 詳細な比較検討

は、実はしておりませんけれども、先ほど答弁の

中でも１万円、２２年度までは約６万円というＬ

ＥＤだったのですけれども、２３年の後半から約

１万円ぐらいしか差がなかったということで、そ

れを例えば ０００基全部やるとすれば ０００

万円のイニシャルコストがかかるということであ

りますけれども、今現実的にはその補助メニュー

が、ＬＥＤに対する補助メニューというのは実際
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ないのであります。今あるのは、道路と一体とな

った整備では補助メニューはありますけれども、

単独での設置については今のところ補助メニュー

はないので、イニシャルコスト的にはＬＥＤにつ

いては１５年、今１０年からもう１５年という、

そんな時代になっています。水銀灯なんかにつき

ましては３年ということで、その間は実質的には

コスト的にはかからないということになりますけ

れども、１５年たつとまた一気にそのコストがか

かるということになろうかなと思っています。詳

細の設計はちょっとしておりませんので、申しわ

けありません。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１９番（東 千春議員） 今数字をお伺いしま

したので、今私も頭の中でぱっぱっぱっと計算が

できればいいのですけれども、なかなかできませ

ん。これ例えば１５年間、ということはお金をか

けなくてもいいということに等しいのかなという

ふうに思いますので、では１５年間で例えば年間

７００万円浮くのだったらどうなのかと、あるい

は ０００万円かかるのだったらどうなのかとか、

修繕費で幾らかかるのかとか、一回全部計算をし

てみていただいて何が長い目で見て得になるのか、

来年度はちょっと金が出るけれども、長い目で見

たらいいぞということになれば、それはそれで検

討していただければというふうに思いますので、

今後そういった方向でよろしくお願いしたいとい

うふうに思います。

それと、光害についてなのですけれども、確か

に新しいところはそういうふうにやっていただき

ました。しかし、古いところに対しても何らかの

私はサジェスチョンが必要だと思うのです。とい

うのは、そこの例えば業者さんなりが工事をして

照明をかえるだとか、そういったことってやっぱ

りあると思うのです。例えばパチンコ屋さんだっ

たら外装をかえるだとか、ではそのときにはこう

してくださいねと、名寄市はこういうふうに考え

ていますので、余り明るいのは控えてくださいね、

上を向けるのは控えてくださいね、私はそういう

ふうなメッセージを出しておいていただきたいな

というふうな思いがありましたので、こういうふ

うな質問をさせていただきましたので、時間あり

ませんので、今後よろしくお願いしたいと思いま

す。

最後になりました。イベントについてお伺いを

したいなというふうに思います。市民スキー大会

がなくなってスキーの日ということになりまして、

ことしが２年目ということなのですけれども、や

っぱり市民スキー大会がなくなったときにちょっ

と市民の皆さんの中にはこれはおかしいのではな

いのかというふうな腹の中で思っていた人も結構

たくさんいたのではないかなというふうに思いま

す。しかし、今それを言ってみてもしようがない

ので、やっぱりここは転んだらただで起きないと

いうふうな考えを持っていただきたいです。一回

なくなって、変えてよかったねというふうな中身

のものをぜひ出してもらいたいなというふうに思

っております。その中でスキー連盟との協議、あ

るいは振興公社との協議という答弁もいただいた

かなというふうに思います。さらには、例えば去

年初めて九度山祭というのを市民団体がやりまし

た。私ちょっと吹雪で行けなかったのですけれど

も、ああいう民間活力などというのもある意味視

野に入れてみて、目的２点ほどありましたけれど

も、スキー場の振興ということを考えればそうい

った若干お祭り的な要素があってもいいのではな

いのかなというふうに思います。多面的にちょっ

と考えていただきたいと思いますけれども、答弁

をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 鈴木教育部長。

〇教育部長（鈴木邦輝君） 何十回か続いたスキ

ー大会が突然という形でやめることに対して市民

の方にも幾分の不満があったのではないかという

部分については、反省をしております。いわゆる

大会としての開催は行いませんけれども、予算的

な部分については既に担保をしておりますし、先
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ほど答弁でお答えさせていただきましたけれども、

１つはアルペン競技の振興というのがやはり市民

のスキーに対する今までの思い入れも含めて大切

なものだと思っておりますので、それについては

競技的なものになるのか、講習会的なものになる

のか、スキー連盟と協議をしていきたいと思って

います。

また、スキー場の利用拡大の部分では、ことし

行いました市民スキーの日の中で子連れの３０代、

４０代のお父さん、お母さんの利用が多かったと

いうことを聞いておりますので、親子利用のスキ

ー場の普及の観点という部分から考えていきたい

と考えております。

また、今議員から提案ありましたイベント的な

要素につきましても開催時期、たくさん人が入る

２月中ぐらいの部分を視野に入れて民間の方も含

めた開催方法についてもあわせて協議をしていき

たいと思っております。いずれにしましても、早

い段階での関係者の協議と、それから市民周知を

今回は行っていきたいと考えておりますので、御

理解をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で東千春議員の質

問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

大変御苦労さまでした。

散会 午後 ３時１１分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 高 橋 伸 典

署名議員 日根野 正 敏
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開議 平成２５年６月１２日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 奥 村 英 俊 議員

３番 上 松 直 美 議員

４番 大 石 健 二 議員

５番 山 田 典 幸 議員

６番 川 口 京 二 議員

７番 植 松 正 一 議員

８番 竹 中 憲 之 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 佐 々 木 寿 議員

１２番 駒 津 喜 一 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１９番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 益 塚 敏

書 記 山 崎 直 文

書 記 鷲 見 良 子

書 記 佐 藤 潤

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 扇 谷 茂 幸 君

市 民 部 長 中 村 勝 己 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 高 橋 光 男 君

建設水道部長 長 内 和 明 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

教 育 部 次 長 湯 浅 俊 春 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 常 本 史 之 君

上下水道室長 斎 藤 一 彦 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君

平成２５年６月１２日（水曜日）第２回６月定例会・第３号



－90－

平成２５年６月１２日（水曜日）第２回６月定例会・第３号

〇議長（黒井 徹議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

２番 奥 村 英 俊 議員

１２番 駒 津 喜 一 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

名寄市の教育行政について外１件を、山田典幸

議員。

〇５番（山田典幸議員） おはようございます。

議長より御指名をいただきましたので、これより

通告に従い順次質問してまいります。

初めに、大項目１点目、名寄市の教育行政につ

いて３点にわたってお伺いをいたします。１点目、

信頼される学校づくりの取り組みについてお伺い

をいたします。当市の学校教育においては、名寄

市学校教育推進計画に基づき学習指導要領の理念

である生きる力を育てる教育活動と地域ぐるみで

子供を育てる教育環境の充実を目指し、確かな学

力を育てる教育の推進、豊かな心と健やかな体を

育てる教育の推進、特別支援教育の推進、安心、

安全な教育環境の整備、そして信頼される学校づ

くりの推進の５つの重点施策を掲げております。

とりわけ地域ぐるみで子供を育てる教育環境の充

実を図るためには、保護者や地域との信頼関係が

前提となり、子供たちの手本となるべき教職員の

資質や能力の向上が何よりも重要であると言えま

す。当市においても信頼される学校づくりのため

にさまざまな取り組みがなされてきた中において、

先般市内小学校勤務の男性教諭が札幌市内におい

て盗撮容疑で逮捕されるという不祥事が発生いた

しました。このことについては、さきの臨時会に

おいて小野教育長からも御報告がありましたが、

学校教育に対する信頼を失墜させるものであり、

あってはならない行為であります。そこで、改め

て信頼される学校づくりに向けての当市としての

具体的な取り組みについてお知らせをいただきた

いと思います。

２点目、道徳教育の推進についてお伺いいたし

ます。今日の子供たちの状況については、自尊感

情の乏しさ、生命尊重の心の不十分さ、規範意識

の低下、人間関係を形成する能力の低下などの問

題が指摘されており、生命をとうとぶとともにい

じめを絶対に許さないというような規範意識の確

立の根底となる道徳教育の一層の充実が求められ

ていると認識をしております。そこで、当市にお

ける道徳教育の推進の考え方についてお知らせを

いただきたいと思います。

３点目、学校教育における食育の取り組みにつ

いてお伺いをいたします。社会情勢や経済情勢の

変化により家族で食卓を囲む機会が減り、朝食を

ほとんどとらない等の不規則な食事の習慣や外食

の利用の増加など子供たちの食生活の乱れが憂慮

されている現在において、子供たちが食に関する

正しい知識や望ましい食習慣を身につけられるよ

う教育現場における食育の推進が極めて重要とな

っております。当市においても栄養教諭を中心と

した食に関する指導や学校給食における地場産食

材の積極的な活用などの取り組みにより食育の推

進が図られているところと理解をしておりますが、

子供たちが食の大切さと生命のとうとさを農作業

や作物の栽培を通じてみずからの体験から感じ、

学ぶことができるよう学校教育においても当市の

基幹産業である農業をより一層生かした形で食育

の推進を図っていくべきと考えますが、お考えを

お知らせ願いたいと思います。

次に、大項目２点目、農業の振興施策について

２点にわたってお伺いいたします。１点目、本年
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度の重点農業施策についてお伺いをいたします。

ことしも本格的な農作業シーズンが始まっている

ところでありますが、春先から現在までの状況に

ついては昨日の植松議員の一般質問の中で触れら

れたとおりでありますので、詳しくは申し述べま

せんが、春先の低温による作業の大幅なおくれも

その後の好天続きにより一定程度取り戻しつつあ

るところに、今度は一転雨不足による干ばつとこ

としも極端な天候の偏りに農家の方々は苦労しな

がらも豊穣の秋を願いつつ昼夜を問わず作業を続

けております。今申し上げたように、近年は異常

気象とも言える天候の偏りが農家経済に影響を与

え、国政単位ではＴＰＰをめぐる問題など、農業

を取り巻く環境は依然不安定で先行きがなかなか

見えてこないのが現状です。このような状況を踏

まえ、基幹産業を農業とする当市においては農家

の経営安定、そして将来に希望の持てる農業にし

ていくために国、道の施策を注視していくことは

もちろんのこと、市独自の農業施策の積極的な展

開が必要であると考えます。２５年度の名寄市農

林業施策の概要も既に示されておりますが、行政

側として考える今年度の重点農業施策についてお

知らせをいただきたいと思います。

最後に、担い手への支援策について伺います。

これから先将来の地域農業を支えていくのは、後

継者を初めとする意欲を持った若い農業者、いわ

ゆる担い手であります。当市においても意欲を持

った担い手を支援するべく幾つかの施策が実施さ

れておりますが、現在実施されている施策とその

成果についてどのように評価をされているのか、

またその評価に基づき今後担い手に対してどのよ

うな支援策が必要と考えているのかをお伺いいた

しまして、この場からの質問とさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 鈴木教育部長。

〇教育部長（鈴木邦輝君） おはようございます。

山田議員からは、大項目で２点について御質問を

いただきました。大項目１については私のほうか

ら、大項目２につきましては経済部長からの答弁

とさせていただきますので、よろしくお願いをい

たします。

大項目１、名寄市の教育行政について、小項目

１、信頼される学校づくりの取り組みについてお

答えいたします。学校におきましては、教職員一

人一人が教育に携わる職の重要性をしっかりと受

けとめ、公務員倫理の高揚に努め、全体の奉仕者

として公共の利益のために職務を遂行すべき立場

にあることを自覚をし、みずからを厳しく律して

行動するなど、学校教育に対する信頼を損なうこ

とのないよう服務規律の厳正な保持に努めていく

ことが信頼される学校づくりにおいて重要なこと

と考えております。教育委員会といたしましては、

これまでも教職員が率先して児童生徒の規範とな

るよう校長会や教頭会などで機会あるごとに注意

を喚起し、厳正な指導をお願いしてきたところで

ありますが、今般このような事態が発生をし、ま

ことに遺憾と感じているところであります。

当該校におきましては、事件後の対応として児

童の心のケアを一番に考え、事件報告と学級指導

を実施をしてきました。また、保護者の皆様には

全体の説明会と学年保護者への説明会を行い、そ

の中で家庭における子供たちへの心のケアに対す

るお願いもしてまいりました。今後は、今月に実

施される予定の教育相談で校内のカウンセラーに

よる当該学年など児童一人一人のケアを行うとと

もに、７月には必要に応じて上川教育局などから

スクールカウンセラーの派遣をいただき、児童、

保護者のカウンセリングと学校指導を受ける予定

となっております。今後教育委員会といたしまし

ては、各学校に対し、職員会議や校内研修等にお

いて今回の事件を含め服務規律の保持について不

祥事防止啓発研修資料などを活用して職員の意識

改革を図るとともに、コンプライアンス確立月間

を設定するなど、不祥事の防止に向けてより実効

性のある取り組みを実施するようお願いをしてま

いります。また、管理職には、日ごろから職員の
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能力、性格、意向などを考慮し、仕事に関するス

トレスの除去に努めるとともに、職員相互のコミ

ュニケーションを積極的につくり出すなどして一

人一人の能力を引き出し、学校の組織全体が活力

を持って十分に使命を果たす体制を整えるようお

願いをしてまいります。各学校におきましては、

こうした取り組みの徹底を促し、これまで以上に

保護者や地域住民の皆様から信頼される学校づく

りを推進をしてまいります。

次に、小項目２、道徳教育の推進についてお答

えをいたします。今日子供の自制心や規範意識の

希薄化、生活習慣の確立が不十分であることなど、

子供たちの心と体の状況にかかわる課題は少なく

ありません。また、自分に自信のある子供が国際

的に見て少ないことや学習や将来の生活に対し無

気力であったり、不安を感じたりしている子供の

増加も指摘されております。さらに、本市におき

ましては、これまでの全国学力・学習状況調査の

結果から、自分にはよいところがあると思うなど

の自尊感情がやや希薄であるという傾向が継続的

に見られます。また、望ましい生活のリズムの定

着を図ることも課題となっております。このよう

な課題に対応し、子供たちの豊かな人間性を育む

ためにもますます道徳教育を充実することが求め

られております。学校におきます道徳教育は、道

徳の時間をかなめとして学校の教育活動全体を通

じて行うものであり、子供の発達の段階に考慮し

て適切な指導を行わなければなりません。このた

め市内の各学校では、道徳の時間においても子供

たちが道徳的な価値について感じたり考えたりし

ながら自己の生き方についての考えや人間として

の生き方についての自覚を深めるよう指導の充実

に努めたり、各教科などの指導を通じて子供たち

の道徳性を養っております。また、集団生活のあ

り方について望ましい体験を積む集団宿泊活動、

また自分自身をも高めるためのボランティア活動、

自然や動植物を愛し、大切にする心や感動する心

を育てるための自然体験活動など、学校や地域の

特色を生かした豊かな体験を通して子供たちの内

面に根差した道徳性が育成されるように努めてい

るところであります。

教育委員会といたしましては、子供たちに人間

としてよりよく生きる基礎となる道徳性を育成す

ることを重視し、道徳教育の充実を図るため、校

長先生のリーダーシップのもと道徳教育推進教師

を中心として道徳教育や校内研修や道徳の時間の

授業研究等をさらに推進するよう促してまいりま

す。また、名寄市教育改善プロジェクト委員会に

おいて、今年度は市内の全小中学校で共通した学

習規律、生活規律の確立を図る取り組みを進めて

まいります。さらに、来年度からは道徳の時間の

指導の充実に関すること、家庭や地域の理解と協

力を得た道徳教育の推進に関することなどを重点

として取り組みを進め、子供たちの豊かな心の育

成に努めてまいります。

３点目の学校における食育の取り組みについて

お答えをいたします。名寄市では、平成２０年４

月に栄養教諭制度を導入し、名寄小学校に１名、

風連中央小学校に１名栄養教師を配置して食育を

推進をしております。栄養教諭は、食に関する指

導の推進に中核的役割を担う立場として在籍校を

初め、連携校となる市内小中学校において子供た

ちの発達段階に応じた食に関する指導を行ってお

ります。また、子供たちは、給食時に献立を通じ

て地元農産物の食育、栄養等を学習するとともに、

給食の準備、片づけまでの一連の指導の中で正し

い手洗い、配膳方法、食器の並べ方、箸の使い方、

食事のマナーなどを習得をしていきます。このよ

うに栄養教諭が授業や給食時に行う食に関する指

導は、児童生徒に正しい食生活、よりよい食習慣

を身につけさせ、各家庭に普及もさせております。

現在社会環境や食生活が大きく変化をしている中

で、家庭での生活スタイルや食環境が多様化して

いることから、家庭において子供たちに十分な食

育を行うことが困難となりつつあります。このこ

とを踏まえ、名寄市では児童生徒が農業体験を通
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じて自然の仕組み、農業の役割、命の大切さを学

ぶため、学校、家庭、地域が連携をして学校内農

園をつくるとともに、地域の生産者や地元の高校、

またなよろ食育推進ネットワークなどさまざまな

関係機関の協力を得て田植えとか稲刈り、芋掘り

など子供たちが多様な体験をできるよう地域全体

で食育について学べる環境を整えております。こ

れにより、農作業を体験しながら食材の生産過程

を学び、自然の恵みに感謝する気持ちや食の大切

さを感じ取ってもらっております。

今後教育委員会といたしましては、各学校が栄

養教諭の専門性を十分に生かして児童生徒と保護

者がともに食に関する理解を深める取り組みを充

実し、日常の生活で望ましい食事のとり方を実践

していけるよう学校に働きかけをしてまいります。

また、学校と地域の生産者やなよろ食育推進ネッ

トワークなどがこれまで以上に連携を深めて子供

と保護者、地域住民が一体となって食育を推進す

るよう支援をしてまいりたいと思っております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） おはようございます。

私からは、大項目２、農業の振興施策について、

小項目１、本年度の重点農業施策について申し上

げます。

名寄市では、平成２４年度から新名寄市農業・

農村振興計画後期実施計画がスタートしており、

そこで示しております５つの施策と関連する事業

を確実に進めていくことを基本に予算編成を行っ

ております。

以下、主な事業について申し上げます。平成２

２年度から国の農政改革により戸別所得補償制度

として国が直接支援する制度が創設されました。

本年度は、経営所得安定対策事業と名称が変わり

ましたけれども、基本的な支援内容につきまして

は平成２４年度と同様となっております。農業経

営の安定、担い手の育成、各作物の生産振興など

重要な施策であり、現在７月の申請に向けての作

業を進めております。なお、国では平成２６年度

に向けて制度の見直し作業が行われており、今後

の動向を注視してまいります。昨年実施いたしま

した人と農地の問題についての意見交換会で御意

見をいただいておりました耕作放棄地対策におい

ては、本年度関係機関、団体で組織しております

名寄市農業振興対策協議会に農村振興部会を新た

に設けて本年度より３年間程度をかけて調査検討

を行ってまいります。有害鳥獣駆除対策では、国

が新規事業として平成２５年度から平成２７年度

の期間において実施されます鳥獣被害防止緊急捕

獲対策が新設されましたので、この事業を有効活

用して関係機関と連携して捕獲対策を推進してま

いります。薬用作物の生産振興を目的として、新

たに薬用植物振興事業を取り組んでまいります。

推進母体として、名寄市薬用作物研究会が４月に

組織されたことから、今後講習会、先進地視察、

農薬登録拡大試験などを予定しております。グリ

ーン・ツーリズム推進事業では、名寄市グリーン

・ツーリズム推進協議会が取り組んでいる修学旅

行生や名寄市立大学などの受け入れ事業のほか、

本年度より企業研修を通しての都市と農村との交

流を促進する事業に取り組んでまいります。

以上、平成２５年度の主な事業について申し上

げましたが、名寄市の基幹産業は農業であります

ので、今後とも農業者の御意見を踏まえて関係機

関、団体と連携して農業振興に取り組んでまいり

ます。

次に、小項目２、担い手への支援策について申

し上げます。まず、現在実施されております事業

内容と昨年度の実績を申し上げます。地域におけ

る担い手及びリーダーの育成を図るため中長期の

調査、研修に助成する地域農業担い手育成事業は、

２４年度実績１件、農村青少年の組織された団体

を対象に自主活動などを助長し、農業後継者の育

成確保を図るために支援する農業青年活動支援事

業は、２４年度実績２団体、農家子弟が所属する

経営体から自立した取り組みにチャレンジする経

平成２５年６月１２日（水曜日）第２回６月定例会・第３号
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費に対して助成する農業青年チャレンジ事業は、

２４年度実績３件、新たに農業を営もうとする者

に対し新規就農者の早期定着及び経営の安定を図

るために助成する新規就農者支援事業は、２４年

度実績４件、農業を始めて間もない時期での経営

の安定を支援する青年就農給付金は、２４年度実

績３件の４名となっております。担い手対策は、

国の農業施策に大きく影響されるところですけれ

ども、国も新規就農者の確保は重要な問題として

おり、そのための施策も現在取り組まれておりま

す。市の単独事業を含めておおむね効果は上がっ

ているものと考えております。青年チャレンジ事

業では、申請はあったものの採択要件に達しない

ことから、本年度の事業採択には至りませんでし

た。今後の担い手に対する支援策においては、若

手農業者などの要望を含めて効果的な施策になる

よう関係機関、団体と連携しながら検討してまい

りたいと考えております。

以上、答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇５番（山田典幸議員） それぞれ御答弁をいた

だきまして、ありがとうございました。それでは、

再質問に入らせていただきたいと思います。

まず、教育行政についてということで再質問さ

せていただきます。まず、信頼される学校づくり

の取り組みについてということで、先般起こりま

した事件に関してということで、このことは前回

の臨時会で教育長からも御報告があったとおりで

ございます。児童の心のケア、やはりそれは何よ

りも大事なことだと思います。聞くところにより

ますと、６年生の担任の先生だったということで、

子供たちやはりわかる年齢になっている学年であ

りますので、まず子供たちの心のケアしっかりと

取り組んでいただきたいと思います。スクールカ

ウンセラー等も活用して今後進めていくというこ

となので、まず第一にこのことをお願いしておき

たいと思います。私も先生方とのかかわりの中で、

当市においては本当に熱心に御指導いただける、

一生懸命やっていただける先生がたくさんいるな

と感じているのですけれども、こういうことが起

こりますとどうしても保護者、また地域の住民の

立場から考えますと、やっぱり名寄市にそういう

先生がほかにもいるのではないかとか、そういう

意識になってしまいますので、しっかりとそのあ

たり、それぞれ今後の対策等も御答弁いただきま

したので、お願いをしたいと思います。

保護者説明会も開催されたということで、１つ

お伺いしておきますけれども、保護者の方から幾

つか意見等も出たのかと思いますけれども、例え

ば具体的にどのような御意見が保護者説明会の中

で保護者の方から出たかというのを差し支えない

範囲で結構でございますので、お知らせをいただ

きたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 鈴木教育部長。

〇教育部長（鈴木邦輝君） 今の山田議員に対す

る再質問についてお答えをさせていただきたいと

思います。

まず、今回の事件につきましては、対象となっ

た教員が日常の指導においても大変熱心な方で、

また対外的にも校内的にも人間的にも立派な方だ

ったということは教職員、それから保護者の方も

認めるところでございます。それに反して起こし

た事件が日ごろの行い、それから日ごろの接し方

の中で少しギャップがあり過ぎるという部分で、

逆に子供たちにしてみればそのギャップが埋め切

れないというような部分があるように聞いており

ます。現在子供たちについては、重篤な心のケア

を必要とする方はいらっしゃらないみたいですけ

れども、やはり５年、６年と担任が持ち上がって

いる部分もありますので、その中で少し心が揺ら

いでいる子供もいるということも聞いております。

御質問のありました保護者の説明会につきまし

ては、１回目を５月２０日に実施をいたしまして、

実は本日夜に第２回目の保護者説明会を実施する

予定であります。前回の全体の説明会の中では意

見はなかったのですが、担任を持っている保護者
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の方の中からは、やはり真面目な先生だっただけ

にそのギャップについて大きいという部分につい

ての保護者からの危惧の意見、それからやはり先

ほど議員も指摘したとおり子供たちの心のケア、

起きてしまった事件は仕方がないので、これから

子供たちの心のケアをきちっとするという部分に

ついてしっかりやっていただきたいという意見が

出たということであります。学校としても、幸い

東小学校にはカウンセラーの資格を持つ教員が校

内に３名いらっしゃるということですので、まず

は６月中はその３名の教員が主に６年生の児童を

対象とした相談を行って、もしそれで不足する分

があれば、また７月以降に違うカウンセラーとい

うようなことも考えていくということであります

ので、御理解いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇５番（山田典幸議員） ぜひそういう形で教育

委員会側からもそういう場をつくって子供たちは

もとより、保護者の方にもいろんな形で説明です

とか意見を聞く場ですとか持って、本日２回目が

あるということですので、よろしくお願いしてお

きたいと思います。

あと、もう一点、今後のことになるかと思いま

すけれども、今回の当事者である先生に対しての

今後の対応等は教育委員会としてどのようなお考

えをお持ちかどうか、１点確認をしておきたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 鈴木教育部長。

〇教育部長（鈴木邦輝君） 御本人の今後の対応

ということでございますけれども、まずは刑事事

件としての罪の確定後、教育委員会としては本人

から再度事情聴取等を行って処分についての上申

を上川教育局にする予定であります。上川教育局

につきましては、既に御存じのとおり教職員のい

ろいろな不祥事につきまして、不祥事が頻繁にな

っているということも含めて昨年の１０月に懲戒

処分の指針というものを一部改正をいたしました。

改正後も含めまして今回の事案に関しましては、

わいせつ行為及びセクシュアルハラスメントとい

う項目に該当いたします。その中で児童生徒に対

する行為につきましては、わいせつ行為を行った

場合同意の有無を問わずに免職という基準になっ

ておりますので、今後これに沿った処分が出され

るという予想でありますが、まだ今の時点では確

定ではございません。いずれにしても、本人は面

談等では反省の弁は述べておりますが、刑事処分

に比べて多分免職という重い行政処分が科される

ことになるのでないかと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇５番（山田典幸議員） わかりました。そうい

ったものに沿ってきちんとした形の、本当にやっ

てしまったことに対しての責任というのはしっか

りこれは社会人としてとらなければならないとい

うことは基本だと思いますので、そのあたりもき

ちんとした形でお願いをしておきたいと思います。

続いて、道徳教育の推進についてということで

お伺いをしておきたいと思います。道教委のホー

ムページ等にも載っておりまして、３月に北海道

の教育に関するＰＴＡアンケート調査というのが

実施されたということです。実は、これ私もアン

ケートに答えまして、ＰＴＡの代表としてアンケ

ートが来ましてお答えをさせていただきました。

教育委員会や学校にさらに充実してほしい取り組

みということで、集計結果が小学校、中学校とも

に１位が確かな学力の育成、そして小中とも２位

が道徳教育の推進ということであります。いずれ

にしましても、アンケートの結果からも道徳教育

の充実、推進というのが今望まれていることなの

かなというところであります。道徳教育に関しま

して今年度２５年度の国の文科省の予算の中で、

以前からありましたけれども、心のノート、当市

でも利用されていたのだと思います。一時期仕分

けの対象になりまして、ダウンロードをするとい

う形になってしまいましたけれども、本年度の予

算でその心のノートが全ての児童生徒に配付され

る予算がついたということであります。当市とし
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ての心のノートの活用の考え方について御見解を

お伺いしておきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 鈴木教育部長。

〇教育部長（鈴木邦輝君） 道徳教育におきます

心のノートの活用の方法について、名寄市の取り

組みについてお話をさせていただきます。

心のノートの趣旨というのは、子供が身につけ

る道徳の内容をわかりやすくあらわして道徳的価

値についてみずから考えるきっかけとなるもので

あります。また、先ほど答弁でも述べましたけれ

ども、学校の教育活動全体において活用され、ま

た学校と家庭が連携して子供の道徳性の育成に取

り組むように活用されることを通して道徳教育の

一環の充実を図ろうとするものであります。名寄

市につきましても全ての子供に冊子として心のノ

ートを配付済みでありますけれども、これまで教

育委員会といたしましては各学校に心のノートを

積極的に活用するようにお願いをしてまいりまし

た。その結果、昨年度の教育活動に対する調査で

は、市内の各学校の全ての学級で道徳の時間を中

心に活用するという回答をいただいております。

しかしながら、道徳の時間における心のノートの

活用の頻度とか、朝の会や学級活動であるとか各

教科、総合的な学習の時間等においての活用、ま

た家庭との連携を図った活用についてはいまだ十

分な状況にあるとは言えないと反省をしていると

ころであります。今後は、各学校に心のノートの

趣旨を生かしてより効果的に活用するため、保護

者に心のノートの活用についての説明する機会を

設けたり、道徳の時間の授業公開等で心のノート

を用いたりするなど、家庭との連携を図った道徳

教育を一層推進させるように促してまいりたいと

考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇５番（山田典幸議員） ありがとうございます。

今お答えいただいたように、家庭との連携という

のがやはり重要になってくるのかなと思います。

私は、以前から心のノートというものがあるとい

うので、これもつい何年か前ですけれども、どう

いう内容のものなのかというものはホームページ

等利用して拝見させていただきましたけれども、

実際保護者の方知らない方もたくさんいらっしゃ

います。中身見ますと、私自身はすごく道徳教育

というか、子供たちの心の道徳教育には非常にい

い教材、補助教材というのでしょうか、心のノー

トは、だと思っていますので、ぜひこういう形で、

今回全ての児童に配付されるということですから、

積極的な活用と保護者、家庭との連携をしっかり

ととっていただけるよう教育委員会としても御指

導をしていっていただきたいと求めておきたいと

思います。

続きまして、食育の取り組みについて伺ってお

きたいと思います。食育と一言で言っても本当に

多岐にわたる分野でございますので、全て食育と

言ってしまえばそのとおりだと思いますし、今ま

で当市として行ってきた取り組みというものはぜ

ひ継続してやっていただきたいと思っております

けれども、一方ではやはりポイントを絞って名寄

の食育の柱というものを明確にして取り組んでい

くことも重要になってくるのではないのかなと思

います。基幹産業が農業である名寄の食育は、や

はり農業体験、また作物を自分たちでつくるとい

うことだと私は思っていますし、そのことを学校

教育の中でも今まで以上に積極的に取り入れてい

くべきだと考えております。農作業体験ですとか

は、各校行っているところだと思いますけれども、

もしもそのあたり把握している部分ありましたら、

農作業体験を全校で、多分全校でしょうね、全校

で行っているのかどうか。また、学校農園なんか

も多分市内の学校はそういう形での取り組みはな

いのかなと。郊外の学校は、学校農園、総合的な

活動の中で自分たちで作物を育てて、それを秋に

収穫して食するという活動、取り組みを行ってお

ります。そのあたりの実態把握というのは、教育

委員会のほうでどのように把握されていらっしゃ

いますでしょうか。
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〇議長（黒井 徹議員） 鈴木教育部長。

〇教育部長（鈴木邦輝君） 各市内小中学校にお

きます食育の部分、特に農業体験の部分について

の御質問でございました。議員御指摘のとおり、

名寄市の基幹産業は農業です。現在名寄市の学校

において農業体験、特に学校内での農園等を使っ

て全ての学校で農作業体験を実施しております。

ただ、学校農園がないのが名寄中学校と名寄東中

学校がないので、その分については学校農園での

授業は、農業体験等は行っておりませんが、その

ほかの学校につきましては学校農園を使ったり、

また地域の農家の農地をお借りをしたり、また名

寄の産業高校の名農キャンパス等の協力をいただ

いて農作業体験を行っております。また、名寄市

の特色としては、地域の老人クラブの方が農作業

体験のところに出向いて農作業の始まりから秋の

収穫祭まで地域の児童と交流をしているというよ

うな事例がございます。いずれにしましても、学

校だけでなくて地域の農家の方、それから関連部

門ではＪＡ道北なよろであるとか、食生活にかか

わる名寄市内の企業なんかの方をお迎えしての講

演会等も行っております。基本は、米づくりとい

う部分での農作業体験が中心になっている模様で

ございます。全ての学校で行っているということ

を報告させていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇５番（山田典幸議員） 以前、少し前なのです

けれども、ある若いお母さんと話す機会がありま

して、子供もある程度の年になって食に対する教

育もそろそろしなければならないと思っているの

だと、いろいろ食育に関して調べ出したら、その

お母さん、あれも食育、これも食育、とにかく幅

広くて結局何が食育かわからなくなってしまった

ということでお話をしておりました。何から始め

たらいいのでしょうかということで聞かれた中で、

私は迷わず、やっぱり御家族でとにかく農業に触

れるというか、家庭菜園でも何でもいいですから、

家庭菜園はありますかと、小さいけれども、ある

ということでおっしゃっていましたので、とにか

く上手下手別として御家族で作物を自分たちで育

てて、育てた作物を家族で秋に収穫して食べる、

それで食育全て教えられるのではないでしょうか

ということで私も答えさせていただきました。

食の安心、安全も含めて食育に対する意識とい

うのは、間違いなくこれは高まってきているのだ

と思います。第２次の名寄市の食育推進計画もや

はり周知から実践へということで、いろいろ計画

に基づく取り組みで周知は一定程度なされている

のかなと、私もそこは感じております。ただ、そ

ういう意識が広く浸透した反面、何となく全体が

薄まってきているような気も私は反面しておりま

す。どのような分野においても食にかかわる取り

組みというのは、食育であることには間違いない

のですけれども、やはり名寄独自の食育、そうい

う柱をより明確にしていく、それも学校教育の現

場でもより一層推進をしていっていただきたいと

いうところであります。そういった部分では、庁

内でも各部署にわたるものですから、いろいろと

それは庁内横断的に、どこの部署がどうこうでは

なくて、やはり庁内横断的に連携して取り組んで

いっていただかなければならない部分ではあるの

ですが、特に農業という部分なので、そういった

今後学校教育の中での食育の取り組みについて、

農業ということで高橋経済部長はそのあたりどの

ようにお考え持っていらっしゃるかお聞かせいた

だきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） 山田議員の今質問あ

ったとおり、２５年４月から第２次の食育推進計

画スタートしております。市役所の中でも経済部

を初め教育部、健康福祉部とそれぞれの分野でそ

れぞれの形で食育を推進していっている、その中

で事務局は経済部の農務課にありますので、山田

議員から御指摘ありました横断的な立場でしっか

りと進行管理も含めて今後取り組みを進めてまい

りたいというふうに考えておりますので、御理解
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をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇５番（山田典幸議員） そういうことでよろし

くお願いをしたいと思います。

続きまして、農業の分野に入っていきたいと思

います。本年度の重点農業施策についてというこ

とでお答えをいただきました。昨日植松議員から

もありましたけれども、今の状況は雨不足による

ひどい干ばつでございます。昨日久保副市長も雨

が降るようにお祈りをしていただいているという

ことなので、確実に週末雨が降るように引き続き

よろしくお願いしたいと思います。

それで、きのう植松議員の一般質問の中でも若

干触れられておりましたけれども、こういう状況

なので、かんがい事業の件について、昨日久保副

市長のほうも今後、事業の採択要件等もやはり高

いハードルがあるのは私も承知しているところで

すけれども、各種事業を研究して前向きに進めて

いきたいというような御答弁だったかと思います

が、改めて久保副市長からそのあたりの前向きな

お考え一言いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 昨日来から雨不足、干

ばつの影響がかなり深刻だということ認識してい

るところであります。特に畑作地帯については、

昨日も植松議員の御質問にもお答えさせていただ

きましたけれども、経済部長のお答えでは ００

０ヘクタール以上が国営のということの採択要件

になっているようでありますけれども、ここ数年

間の異常気象を見たときに例えば集中豪雨、例え

ば干ばつということで持続する農業という観点か

らしたときに、そこはその気象条件に合わせた作

付体系と作付に応じた条件整備、これが土地改良

事業の中のかんがい対策かなというふうにも認識

しておりますので、道営事業がいいのか団体営事

業がいいのか、その辺水利権の関係もあるでしょ

うから、その辺も十分に調査した上で対応させて

いただきたいと思いますので、御理解をいただき

たいと思います。

以上であります。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇５番（山田典幸議員） ぜひよろしくお願いし

たいと思います。数年前の調査では、事業の採択

要件に届かなかったということで、当然その年は、

調査した年が雨がひどい年でもあったという部分

も若干私はあるのかなと思いますし、現に今私い

ろんな地域の方と話す中でも若い人らで期成会で

もつくって、時間かかることですから、ただ若い

人らで期成会でもつくってきちんと行政とタッグ

組んで国、道の事業に乗れるように運動、地域の

理解というのは当然まず第一になければならない

という部分もありますので、そんな話も現実出て

いる中なものですから、今後またそういった部分

では地域の方々と副市長もお会いする中ではそん

な話も当然出るかと思います。そういった部分で

は、御協力、また今後の前向きな調査等よろしく

お願いしたいと思います。

重点施策について、５つの施策をもとにという

ことでお答えがありました。その中で１点確認を

しておきたいと思いますが、経営所得安定対策に

関して２６年度に制度の見直しが図られるという

ことであります。今年度の予算の中で、多面的機

能・担い手調査という事業が新規で盛り込まれた

中で１６億円の予算がついているようであります。

中身見ますと、その制度の見直しに関しての調査、

また制度設計の予算ということでありますけれど

も、そのあたり政府の考え方として例えば品目、

今の戸別所得補償制度の品目を果樹ですとか畜産、

また野菜にも拡大したいというような意向が示さ

れているところでありますけれども、特にそうい

った野菜ですとか畜産に拡大されるということに

なると、この地域特に野菜、畜産も当然あります

し、野菜も多いですから、このことは当然生産者

にとっても地域の農業にとってもプラスに働くの

ではないのかなと考えているのですけれども、そ

ういった例えば地域の実情、またそういった要望
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なんかを国のほうに訴えて政策に反映させるとい

うような地域として体制づくりですとか、そうい

ったものは何か考えられているのか、進んでいる

のかどうか、そのあたりをお伺いしたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） 御質問のありました

国の多面的機能・担い手調査事業１５億 ２００

万円、約１６億円ですか、これについては２６年

度からの制度設計変更に向けた調査経費というこ

とで、農業の多面的機能を評価した日本型直接支

払い及び新たな経営所得安定制度を中心とする担

い手総合支援の制度設計に向けた調査ということ

なのですけれども、ただ制度変更に限っての調査

ではなくて、今後の農業のあり方等も含めて調査

をしていくということであります。

山田議員から再質問のあった拡大の部分につい

ては、特に水田農業以外の部分で対策が広がれば、

やっぱり農家経営にとっても大変ありがたいこと

かなというふうに考えています。窓口としては、

旭川にあります北海道農政事務所旭川地域センタ

ーというのがあるのですけれども、ここが窓口と

なることから、行政としてもできるだけ地域の要

望を聞きながら、地域センターのほうに名寄市で

はこういう考えを持っているのですよということ

も含めて農業者の皆さんの御意見を訴えかけてい

きたいなというふうに考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇５番（山田典幸議員） ぜひそういった形で積

極的に地域の実情、要望を、全てが反映されるか

どうかという部分もあるのですけれども、ぜひ訴

えていただければと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。

最後になりますけれども、担い手への支援策に

ついてということで、けさの新聞にも２０１２年

度の農業白書の記事が載っていまして、農業再生

には担い手の育成が不可欠だが、３９歳以下の新

規就農者のうち３割が収入に不安定なことを理由

に５年以内で離農しているというような、私この

記事を読んでちょっとびっくりした部分もあるの

です。これは、この地域に限らず、全体というこ

となのでしょうけれども、ちょっとびっくりしま

した。そういった形にならないように、やはり新

規就農も含めて後継者、また担い手の支援策につ

いてはやっていっていただきたいというところな

のですけれども、先ほど御答弁の中でチャレンジ

事業の２５年度の採択が今回初のゼロ件だったと

いうことで、どのような状況だったのかというの

をちょっと教えていただけますでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） 本年度第１回目の募

集をかけたときには、相談２件あったのですけれ

ども、これについては要件に合わなかったという

ことで御辞退をされております。その後もう一度

再公募をかけたところ、１件申請がありまして、

その中身で営農技術対策協議会の中で申請の内容

を審査をしてきたところであります。ただ、申請

の内容を見ると、タマネギの直播ということで、

この地方では取り組まれていないと。士別の多寄

で１反試験的に栽培をしているというのがありま

すけれども、北見地方でも何件かあるというふう

には伺っているのですけれども、なかなかリスク

が高いということで、栽培技術もまだ確立されて

いない、慣行栽培に比べて反収が７割から８割程

度になるという普及センターの御意見もありまし

て、なかなか省力化と、それから収益の向上には

つながらないのではないかということで、実験デ

ータも含めてもう少しリスクを回避した中で違う

事業に取り組んだほうがいいのではないかという

ことで、この事業については見送らせていただい

たという経過であります。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇５番（山田典幸議員） 中身についてはわかり

ました。ただ、今回せっかくのこういったいい事

業が採択がなかったというのは、非常に残念だな

と思っております。今後いろいろと採択の要件等
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あると思うのですけれども、なかなか今の状況で

チャレンジ事業の要綱、基準というのが、新たな

経営に取り組むという部分がまず一番なのかなと

いうところなのですけれども、要綱ですとか採択

基準の見直し等に関して、何か今後そういったこ

とも考えていかなければならない部分もあるのか

なと思いますけれども、そのあたり部長いかがで

しょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） 要綱については、そ

んな難しい要綱になっていないのです。それで、

各農業者の皆さんにお配りしている農林漁業の施

策の中にも書いてあるのですけれども、この中で

は営農意欲豊かで経営感覚にすぐれた担い手の育

成確保を図るため、農家子弟が所属する経営体か

ら自立した取り組みにチャレンジする経費に対し

て助成をするということですから、そんなに中身

的には厳しい中身にはなっていないと思うのです

けれども、ただ先ほどから申し上げていますとお

り省力化だとか、それから収益性につながるのか

も含めて総合的に判断をして事業採択をしている

ということなので、御理解をいただきたいという

ふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇５番（山田典幸議員） そういった部分もいろ

いろと若い人たちの意見を聞いてぜひ使っていた

だけるようにというか、若い人たちが前向きに農

業に取り組めるようにしていっていただきたいと

思います。

もう一つ、担い手の支援策について。今若い人

方の中で、特に私どもの地域の中でヘリで防除を

したいですとか、当然トラクターが畑に入れない

ということが数年続いたものですから、ヘリの防

除をしたい、また有害鳥獣の狩猟等の免許を取得

したいというような声がたくさん出ております。

そういったことに対しての行政の支援なんかも今

後ぜひ積極的に考えていっていただきたいと思っ

ておりますけれども、最後にそこの部分、経済部

長のお考え、前向きな御答弁をお願いしまして、

終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） ヘリ防除の関係では、

中山間の風連地域で取り組まれています。これは、

平場の部分も含めてなのですけれども、ただ名寄

地区においては防除の関係は取り組まれておりま

せん。ただ、防衛施設の周辺事業の中で１つの生

産組合がことし無人ヘリを導入する予定でもおり

ます。そういった事業も含めて、取り組めるかど

うかも含めて、取り組むことができるのであれば

早急に検討してまいりたいというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で山田典幸議員の

質問を終わります。

子供医療費の助成について外３件を、高橋伸典

議員。

〇１０番（高橋伸典議員） おはようございます。

議長の御指名をいただきましたので、通告順に従

いまして、質問をしてまいりたいというふうに思

います。

まず、子供医療費の助成について御質問させて

いただきます。まず、親が息子、娘にこれから安

心して子供を育てられる社会環境、また自然環境

ではないので、出産しないようにと言う親がいる

そうです。子供が少ない社会は、活力の低下をも

たらすことは明らかであります。出産率の低下で

スウェーデンは、子供が生まれ、１年半は育児休

暇を与え、３人、４人目は児童手当の大幅増額、

出生率は２人以上となったそうですし、名寄では

共働きで出産、養育をしようとすると肉体的にも

精神的にも経済的にも大きな負担となっておりま

す。そして、その対策となると一自治体だけの問

題ではなく、国の政策で対応することがベストで

あることは私も承知であります。子供医療費、乳

幼児等医療給付事業では、北海道の基準はゼロ歳

から３歳と市民税非課税世帯は初診料のみ負担、

就学前入院及び通院、小学生の入院は初診料と一
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部負担となっており、名寄市も北海道の助成に倣

っております。

私も平成１７年、子供医療費の問題について質

問をさせていただきました。その当時は、旭川の

道議が近隣市町村の影響もあるので、余り子供医

療費について一自治体の助成を言う必要はあるの

かということを言われまして、余り強くは言えま

せんでした。しかし、北海道３５市では、３歳未

満及び非課税世帯の全額助成が３５市中１１市、

約３２％に上っております。また、中学校まで全

額助成は士別、深川、函館含め６市、初診負担は

札幌市、旭川市、稚内市含め１０市が初診料のみ

一部負担となっております。就学前まで全額助成

は帯広市と滝川２市、上川管内では１９市町村で

は上富良野以外１８町村が全額助成、小学校６年

まで、中学校を含まれていない町村は美深、剣淵、

富良野、３市町村だけになっております。上川北

部を見ても名寄市だけが助成に踏み切れていない

という形になっており、大阪市では隣町の堺市が

子供医療助成を始めるため人口流出を防ぐために

この子供医療の助成を行ったそうです。国で平等

に実行できればよいのですが、また大きなまち、

小さなまち、子供が多い、子供が少ないからでき

ないといった部分ではないのではないかなという

ふうに思っております。

一番は財政の問題でありますが、これはどの自

治体も同じでありますし、ひまわり子育てプラン

ではここで育って、ここで育ててよかったと言え

るまち名寄であります。乳幼児を抱える若い世代

が住みやすい環境を整え、少子化傾向に歯どめを

かけるためにも助成を行う必要もあるというふう

に思っておりますが、名寄市の乳幼児医療費の対

象の状況のお知らせをいただきたいのと、子育て

世帯の経済的負担は大きな悩みや不安を抱えてお

ります。本市の対策や対応についてのお考えをお

知らせいただきたいというふうに思います。

上川管内や上川北部を考えたとき、子供の健や

かな成長を社会全体で育て、またそういう願いが

あるのは皆様御存じのとおりであります。子育て

を子供のいる家庭だけではなく、地域で支え合う

体制のためにも、また人口流出を防ぎ、ここで育

ててよかったと言えるまちを築くためにも子供の

医療費助成を進めるべきと考えますが、理事者の

お考えをお願いいたします。

大きい項目、その２点目、市営住宅の空き家対

策についてお伺いをいたします。先月風連の住民

の方から市営住宅の件で御相談を受け、風連まで

行きました。本年冬の雪の多さのため、除雪、ま

た空き家の雪の管理、また煙突が倒れる等々、ま

た端に入居していないため真ん中に住んでいるた

め端までの除雪をしなければならない、また端が

２軒入っていないためごみステーションが１０メ

ーターのところにあるのに道路１丁を歩いてごみ

投げに行かなければならない等々の御相談を伺い

ました。政策空き家で高齢者が困っております。

風連にかかわらず、名寄の北斗団地、新北斗団地

も同じ状況と思われますが、既存住宅ストックの

有効活用についての考えと現状の市営住宅の今後

の役割、考え方をお知らせいただきたいというふ

うに思います。また、高齢者対策と除雪の問題に

ついてお知らせをいただきたいというふうに思い

ます。

大きい項目３番目、東日本大震災の入札の影響

についてお伺いいたします。本年労務単価の引き

上げの対応がなされております。現政権が取り組

むアベノミクスで公共事業を柱とする経済対策が

進められておりますが、建設業は相次ぐ公共事業

の削減と２００８年に起きたリーマンショックの

影響で、また建設業の３Ｋの影響で労働者、また

建設業が激減しました。現状のままだと工事の遅

延が生じるほか、地域で十分な経済効果や資材ま

たは材料を調達できる状況になく、経済効果が行

き詰まるおそれがあるという懸念が起きておりま

す。国土交通省は、労働条件の改善を図り、若年

者の入職を促すために労働単価を上げたそうです。

この労働単価を上げたことにより、社会保険の加
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入、また個人負担の上乗せをされております。公

共事業の削減で体力を消耗した元請会社が適切な

利益を確保できるよう、直轄工事の低入札の価格

を引き上げられたそうです。また、一般管理の比

率を従来の３０％から５５％に引き上げられ、こ

の調査結果で工事比率約２％の上昇を得ているそ

うであります。本市の労働単価上昇への引き上げ

の対応についての影響をお知らせをいただきたい

というふうに思います。

また、資材、鉄筋、鋳鉄ぶた、エスロンパイプ、

セメント等の影響、また円高の影響で石油類の高

騰が続いております。引き上げに対する本市の対

応についてをお知らせいただきたいというふうに

思います。

大きい項目４点目、耕作放棄地の再生について

お伺いをいたします。耕作放棄地は、１年以上作

付をされず、今後耕作される見通しがない農地の

増加が現在深刻化されております。農林水産省で

は、農業生産者への支援を拡充させ、耕作放棄地

の早期解消を図るため、平成２１年から５カ年の

計画で耕作放棄地の解消に向けた施策が行われて

おります。耕作放棄地は、病害虫の発生源、また

イノシシ、鹿などの有害鳥獣のすみか、廃棄物の

不法投棄の誘発など、農業生産への支障を来すだ

けでなく、農村景観にさまざまな悪影響を及ぼし

ております。地域の住民の生活環境を守り、農業

生産の基盤である農地を確保するために荒廃した

農地の再生利用を加速させることが重要と考えて

おります。平成２２年、日本の耕作放棄地は３９

万 ０００平方メートル、埼玉県の面積に相当し

ております。昭和６０年までは、およそ１３万ヘ

クタールと横ばいでありました。平成２年以降か

ら増加傾向に転じ、この２０年間で３倍に耕作放

棄地が広がっております。耕作放棄地の最大の発

生要因は、農業者の高齢化の進行、後継者の不在、

農作物価格の低迷など、営農が続けられなくなっ

たことが原因とされております。農林水産省は、

今後５年間で現在の２５０万人いる農家のうち７

０万人が引退するとの見通しを出しております。

また、ＴＰＰに参加されれば５品目関税が撤廃さ

れ、農業生産者が半減されるとも言われておりま

す。高齢者の農家の農地をいかに意欲ある若い農

家や農業生産法人に引き継いでいくかが最大の課

題とされております。本市の耕作放棄地の状況、

対策、また耕作放棄地再生利用緊急対策事業の交

付金の活用に対しての本市の積極的な取り組みが

必要と考えられますが、理事者の御見解をお聞き

して、この場での質問を終わらせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 高橋議員からは、

大項目４点にわたり御質問をいただきました。大

項目１は私から、大項目２と３は建設水道部長か

ら、大項目４につきましては経済部長から答弁さ

せていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。

初めに、名寄市の子供医療費の助成について、

小項目１の対象者の状況について申し上げます。

本市におきましては、北海道医療給付事業補助金

交付要綱に準拠し、乳幼児等医療給付事業を実施

しております。本市の乳幼児等医療給付助成につ

きましては、ゼロ歳から３歳未満児及び市民税非

課税世帯の場合は保険証が使用できる病気または

負傷で医療機関を受診したときの初診時一部負担

金であり、医科５８０円、歯科５１０円の負担と

しており、３歳から就学前までの児童は医療費の

１割の負担としております。また、小学校１年か

ら６年生までは保険証が使用できる入院について

医療費の１割負担としております。平成２５年５

月３１日現在の対象者数は、ゼロ歳児から３歳未

満児は７０６人、３歳以上就学前児童は７０９人

で、合計 ４１５人です。小学校１年から３年生

までは７１２人、小学校４年から６年生までは７

５２人で、合計 ４６４人です。なお、対象外で

はありますが、中学校１年から３年生の人数につ

きましては６８８人です。

次に、小項目２の子育て世帯に対する対策につ
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いて申し上げます。現在本市の子育て世帯に対す

る施策は、名寄ひまわり子育てプラン、ここで育

って、ここで育ててよかったと言えるまちを目指

してに基づき実施しております。保育所保育料に

つきましては、国においては７つの階層区分です

が、本市においては１０の階層に細分化をしてお

り、第２子は半額に、第３子については無料とし

ております。幼稚園就園奨励費につきましては、

幼稚園就園の保護者に対し、負担軽減を図るため

国の補助基準により実施しております。また、遠

距離通園通所費助成事業につきましては、これま

で風連地区限定としておりましたが、４月より市

の全域を対象に３キロ以上離れた幼稚園、保育所

に通園、通所している世帯に対し助成を行ってお

ります。さらには、ひとり親家庭等医療給付助成

につきましても乳幼児医療費給付事業と同様に助

成をしております。

また、本市におきましては民間保育所２カ所、

市立保育所１カ所で子育て支援センターを無料で

開設しており、月曜日から金曜日まで親子でいつ

でもおいでいただき、好きな玩具で自由に遊び、

また子育てに対する悩みを持たれる保護者の方に

は育児相談や育児指導を行い、年に数回お子さん

から離れた講習会や講演会を開催し、息抜きをし

ていただいているところであります。平成２３年

度は、延べ ０２７組、１万 ２７１人の親子の

利用がありました。また、子育て支援センター事

業の視点を少し変え、担当保育士等がこちらから

出向く支援の取り組みを進めているところです。

平成２４年度からは、子育て支援の一環として親

子お出かけバスツアーを企画し、毎月第２金曜日

に旧風連日進保育所まで出かけ、集団遊びや地域

の皆さんとの交流を楽しみ、収穫祭、運動会、餅

つきを実施し、親子の参加は延べ８６６人あり、

地域の方を含めますと延べで ００７人もの多く

の御参加をいただきました。親子で大いに利用し

ていただき、子供たちが元気に伸び伸び育つよう、

子供たちの輪、子育ての輪、遊びの輪が広がりま

すよう今後とも子育て支援の充実に努めてまいり

ます。

次に、小項目３の子供医療費の無料化への名寄

市の対応について申し上げます。本市では、少子

化対策として北海道に準拠した乳幼児医療費等助

成事業及びひとり親家庭等医療費助成事業を実施

しており、医療費での支援を行っております。平

成２３年度決算では、乳幼児医療費で ９５２万

８７８円、ひとり親家庭等医療費で ２７５万

７９７円、合わせまして ２２８万 ６７５円

の助成を行っており、金額から見ても多くの子育

て世代に利用していただいているものと考えてお

ります。以前より乳幼児医療について無償化の御

意見もいただいておりますが、本市では道北地方

の中核となる病院を運営しており、近隣市町村の

住民からも深く信頼され、道北地方の医療のとり

でとして、また名寄市民の皆様には地元に大きな

病院があるという生活の安心感を与えております。

特に子育て世代には、旭川以北の周産期医療の中

心となっている産婦人科、そして小児科では小児

救急外来による３６５日２４時間体制での診療を

実施しており、子育て世代にとっては安心のでき

る医療環境を提供しております。また、これまで

の乳幼児等医療給付事業では市内医療機関につい

ては現物支給ですが、市外医療機関については償

還払いのため市役所窓口へ領収書を持参していた

だき、手続をしていただいておりましたが、この

８月より審査支払い業務を北海道国民健康保険団

体連合会及び社会保険診療報酬支払基金北海道支

部へ委託する予定となっており、基本的には償還

払いがなくなり、子育て世代へのサービスの向上

に努めているところです。今後も地元に安心ので

きる医療環境を提供することで名寄ひまわり子育

てプランを実践してまいりたいと考えております

ので、御理解を賜りますようお願いを申し上げま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 長内建設水道部長。
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〇建設水道部長（長内和明君） 私のほうからは、

大項目の２、市営住宅の空き家対策についてお答

えをいたします。

関連がございますので、小項目の１、既存住宅

ストックの有効活用について及び小項目の２、市

営住宅の今後の役割と考え方について一括してお

答えをいたします。市営住宅の管理戸数は、平成

２５年５月末現在において９６３戸となっており、

空き家戸数は２３０戸となってございます。昭和

４８年から昭和５４年にかけて建設された旧西町

団地、瑞生団地につきましては、政策空き家が増

加しており、合わせて空き家戸数は５４戸となっ

ております。このような状況で空き家が増加する

ことで空き家の破損や残された入居者の除雪など

の負担がふえている現状がございます。また、歯

抜けになった団地につきましては、他団地への住

みかえへの意向調査を毎年行っており、特に旧西

町団地につきましてはトイレも水洗化されていな

いため住環境が年々悪化している状況にあります。

他団地に住みかえ希望の意向調査を行っておりま

すが、入居者の高齢化が進んでいることから、住

みかえが難しい状況にあります。昭和４３年から

６０年までに建設された名寄地区の北斗団地、新

北斗団地につきましては、未整備住戸の空き家戸

数が１４５戸と約半数が空き家の状況であります

けれども、平成２２年度から平成３３年度までの

建てかえ事業のために政策空き家となっており、

順次新北斗の改善住宅及び北斗の新築住宅に住み

かえを予定してございます。今後につきましても

空き家が増加している団地につきましては意向調

査を継続し、住みかえを進めながら入居者の負担

を軽減するよう努めてまいりたいと考えておりま

す。

また、市営住宅につきましては、住宅に困窮す

る低所得者に対する住宅の供給が施策の重要な位

置づけであり、今後ますます深刻化する少子高齢

化において福祉との連携により高齢者や障害者、

子育て世帯などが安心して暮らせる居住環境が重

要となっていることから、名寄市公営住宅等長寿

命化計画や名寄市住宅マスタープランなど各種計

画と整合を図りながら、適正な管理戸数の維持及

び整備に努めてまいりたいと考えております。

次に、小項目の３、高齢者対策及び除雪問題に

ついてお答えをいたします。市営住宅の除雪につ

きましては、空き家及びシルバーハウジング住宅

を対象として市が対応しておりますけれども、そ

のほかにつきましては条例に規定する入居者の保

管義務に基づき基本的には入居者に除排雪をお願

いしているところであります。また、高齢者世帯

の除排雪につきましては、名寄市高齢者自立支援

事業に基づく除雪サービス等助成事業を利用する

ことで対応していただいておりますが、昨年度は

例年にない大雪により市内業者では対応が間に合

わず、緊急的に職員で編成した救助班を団地巡回

させ、空き家の除排雪や高齢者が入居する住宅で

危険な状況である場合には除雪などの対応をして

まいりました。この中でも特に政策空き家の多い

団地につきましては、冬期間内の除排雪が入居者

の大きな負担となっていることは把握しておりま

すので、今後につきましても特に高齢者が入居す

る住宅に対しましては他の入居者との公平性を視

野に入れながら適切に対応してまいりたいと考え

ております。

次に、大項目の３、東日本大震災の入札への影

響についての小項目１、労務単価引き上げの対応

についてお答えいたします。今年度発注しており

ます土木工事におきましては、本年４月改正によ

り引き上げられた労務単価を使用し、設計積算を

行い、工事発注をしております。主な道路整備事

業につきましては、労務単価の上昇による工事費

の高騰は約３％程度であり、交付金事業で工事を

行っていることから、国より予算配分された内示

額以内での施工としているため、増加した労務単

価分の工事費の増加については施工延長を減少さ

せるなどの対応をしております。また、本市の発

注する道路事業につきましては、発注金額が数千
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であることから、積算時期の労務単価の変動の影

響は少ないものと判断をしております。

次に、建築工事においては、発注する工事の設

計単価につきまして４月の労務単価引き上げに伴

い、単価の入れかえを行っておりますが、大規模

の建築工事は工期が長期にわたることから、発注

後に労務単価引き上げがあった場合については慎

重に対応してまいりたいと考えております。

次に、小項目の２、資材、燃料などの引き上げ

の対応についてでございます。土木工事におきま

しては、工期が短いことから、工事で使用する砂

利、生コンなどの材料においては顕著な価格の高

騰はなく、燃料につきましても工事費全体に資す

る影響が少ないことから、支障はないものと判断

をしております。また、建築工事においても同様

に現時点では工事費全体に大きく影響する資材単

価の上昇は確認されておりませんが、今後の物価

動向を把握しながら慎重に対応してまいりたいと

考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） 私からは、大項目４、

耕作放棄地の再生について、小項目１、耕作放棄

地再生利用緊急対策について申し上げます。

現在国の事業では、食料及び農業をめぐる諸情

勢が変化する中で国民に対する食料自給力を強化

するためには、農業生産の基盤である農地の確保

及びその有効利用を図っていくことが重要である

ことから、耕作放棄地の再生利用する取り組みや

これに附帯する施設などの整備、農地利用調整、

営農開始後のフォローアップなどの地域の取り組

みを総合的、包括的に支援する対策事業として平

成２１年度から平成２５年度までの５年間、耕作

放棄地再生利用緊急対策事業が取り組まれており

ます。名寄市における耕作放棄地として確認して

いる農地については、約６ヘクタールとなってお

ります。名寄市においては、農地所有者の事業要

望がなく、耕作放棄地再生利用緊急対策事業には

取り組んでおりません。耕作放棄地対策を担う地

域の担い手については、前年度行われた人・農地

プラン策定に当たってのアンケート調査の中で１

０年後の地域農業の姿についての回答では、農地

が利用されず、耕作放棄地が増大する１８６名、

若年の農業者が減少し、高齢化が一層進む３６２

名、地域の中心となる経営体がいない１８３名、

後継者のめどが立っていない３４７名との回答で、

将来に不安を持っている農業者が多いと認識して

おります。さらに、平成２２年の農林業センサス

での農業経営者年齢調べでは、６０歳以上の経営

者が全体の４５％を占めており、そのうち後継者

がいる経営者は１６％となっております。また、

平成２０年から平成２４年までの後継者及び新規

参入者の数は３９名となっており、近年の２カ年

では１９名の就農となっております。

名寄市の対策としては、中山間地域等直接支払

交付金事業における集落協定に参加することによ

って農業生産条件の整備、生産性、収益性の向上

活動、担い手の定着活動などの取り組み支援、さ

らに今年度より名称が変更しました経営所得安定

対策事業では耕作放棄地対策を含め営農を継続す

ることが認められる対象農地に対する再生利用交

付金、担い手への農地集積推進事業として地域の

中心となる経営体への集積に対する規模拡大交付

金など担い手への支援に取り組んでおります。昨

年策定した人・農地プランに基づき、次代の農業

を担う意欲と能力のある担い手の育成のため農村

青年組織の活動支援、農家子弟を初めＵターンや

農外からの新規参入者の受け入れなどにより地域

農業の中心となる経営体を育成し、農作業受委託

や農地集積を図り、耕作放棄地を発生させない取

り組みを進めてまいります。今年度は、名寄市農

業振興対策協議会に農村振興部会を設置し、関係

機関による作業部会を設けて現状の農地の実態調

査を行い、国の補助事業などの活用についても調

査研究を進めてまいります。

平成２５年６月１２日（水曜日）第２回６月定例会・第３号
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以上、答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） ありがとうございま

す。再質問をさせていただきます。順番に沿って

やらせていただきます。

まず、子供医療費の助成の部分でありますが、

平成１７年だったと思うのですけれども、１回や

らせていただいたときに道議に周りを考えなさい

というふうに言われて余り強くは言えなかったの

ですけれども、今の状況だとか北海道の状況を見

てちょっとやはり名寄も、人口流出をするという

部分はないとは思いますけれども、その影響も出

るのかなという部分あります。しかし、先ほどお

答えいただいたように名寄ひまわり子育てプラン

の中の保育所の２子から半額、３子から無料、そ

して幼稚園の就園奨励金では国の補助に従ってや

っている等々、またひとり親家庭等々をやってお

られます。やっぱり子育てというのは、いろんな

部分で地域でも支えなければいけないでしょうし、

私たち親も子供のために自分の息子、娘が孫がで

きたら応援をしていかないといけないというふう

に思っていますけれども、医療費というのはやっ

ぱり国が私たちは本当にやるべきだというふうに

思っています。本当に医療費も含め、また児童手

当も含め、国では公明党が推進して福祉の充実と

いうことで全部やらせていただいた部分でありま

すし、教科書の無料化も公明党が推進させてもら

った部分でありますけれども、先ほどゼロ歳から

３歳まで７０６名、３歳から就学までが７０９名、

そして小学校１年から３年まで７１２名、小学校

４年から６年までが７５２名、そして中学校１年

から３年まで６８８名というお答えをいただきま

した。今現状国と道の部分での医療費の助成、ま

たひとり親の助成を行っています。昔は、きっと

国と道は３分の２をお支払いしていただいてやっ

ていたのですけれども、今現状どうなのかという

部分と、ゼロ歳から３歳、また３歳から就学、１

年から３年、３年から６年、そして中学校の方の

部分を分けてわかればいいですけれども、わから

なければ全体でもしやるとしたらこれぐらいの予

算は丸々かかりますというのがわかれば教えてい

ただきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） お答えします。

まず、以前の制度設計でございますが、これは

地方単独事業ということでございまして、国は一

切かかわっておりませんでした。反対に国保の国

庫負担等の削減をするというようなことも国はし

ております。それで、昔は道が３分の２、市町村

が３分の１ということであります。現在は、２分

の１、２分の１ということで補助をしております。

また、今仮にゼロ歳から中学生まで無料化をし

た場合ということでございますが、これはいろい

ろ仮置き値を置いた試算でございますが、総体で

８８２万２８４円ということで、平成２３年度

ベースで約その程度かかると考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） わかりました。道が

２分の１、市町村が２分の１ということで大変な

金額だというふうに、先ほどゼロ歳から３歳、そ

して就学までの部分で全体で約 ２２８万円です

よね、２つ合わせて。 ９５３万円と ２７５万

円……

（「ひとり親も入っている」と呼ぶ者あり）

〇１０番（高橋伸典議員） ひとり親。そして、

その部分で ２２８万円プラス全額助成をすれば

８８２万円ですから、約１億 １１０万円ぐら

いになるということですか。その部分でいけば、

やはり名寄市が ０００万円ぐらいの費用が丸々

かかってしまうということなのでしょうか。丸々

この ８８２万円は名寄市の一般財源になるのか、

先ほど言った ２２８万円も名寄市の一般財源な

のか、ちょっと後で教えていただきたいというふ

うに思います。

今回１７年の部分もあったのですけれども、先

々週下川で会合がありまして、安斎町長にお会い
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をさせていただきました。そのときにバイオマス

事業が大変好調で、五味温泉だとかいろんな施設

の重油の燃料費等々を含めて約 ８００万円ぐら

い削減されるのですよと鼻を高々言われていまし

て、それで高橋さん、子供医療費を１５歳まで無

料にして、給食費を ０００円にして、おむつ代

２歳までただにしまして、幼稚園の費用を１割に

するのですと言われたときに、いいなと思ったの

です。うちの孫が今９カ月で、見るたびにかわい

いなと思うのですけれども、質問には入れません

ので、そういう部分でやはり子供への支援という

のは必要なのかなというふうに思いますし、音威

子府、中川も子育ての事業をやっているのですよ

ね。きっと下川さんはそういうバイオマスの部分

で燃料の削減ができて行いたいのだというふうに

言っていると思うのですけれども、音威子府だと

か中川というのはきっとそういう部分はまだやっ

ていないですし、一般財源だとかそういう部分を

使ってやらざるを得ないのかなというふうに思う

のです。名寄は、こういうふうに見ても全部でゼ

ロ歳から小学校入るまでが ４１５名の小学校で

４６４、そして中学校で６８８ですから、音威

子府だとか中川に比べたら雲泥の差の人数ですか

ら、対応はなかなか難しいのかなと思うのですけ

れども、副市長として人口でそうなのか、それと

も名寄はやはり先ほどこういう保育所だとか乳幼

児の部分というのは道に従っていく、でも市立病

院のように産科、そして小児科は３６５日休まず

２４時間体制で安心して暮らせるまちにしていく

のだという思いでやっていると思うのですけれど

も、やっぱり違う部分なのか、中川だとか音威子

府は、ちょっとお聞かせいただければいいかなと

いうふうに思うのですけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 担当のほうから聞い

ている話では、乳幼児医療の関係につきましては

どちらかというと高橋議員おっしゃるように拡大

傾向にあるのかなというふうに考えています。こ

れは、首長さんの政策があったり、地域ニーズも

含めて可能な限り少子化対策も含めてそれぞれの

地域の実情に合わせて取り組まれているのではな

いかなと思っています。

それと、近隣の市町村がかなり前よりも進めて

きた形で取り組んでおられることについては、大

変すばらしいなと思っております。ただ、財源の

内訳の関係でいうと、総体的に人口規模が小さい、

対象者が少ないということはもちろんあるのでし

ょうけれども、ここは平成２１年から民主党政権

が３年間で小規模自治体に対して地方交付税を配

慮をすると、平成１３年の小泉内閣のときには国

の財政健全化をおもんぱかって交付税の総額をで

きるだけ健全化の方向に向かわそうと、そういう

中でありましたけれども、リーマンショックのあ

った平成２０年、２１年以降の交付税については

別枠加算ということで総額ふえてきたと。そうす

ると、小規模自治体の財政が従前よりも少し柔軟

な独自の取り組みができるような状況になったの

ではないのかなと、そんなふうに推測しています。

なお、私たちも市長を先頭にしながら、合併し

た市町村の課題として合併算定がえをしっかりさ

らに支援をしてくれるような方向もということで

要請をこの間してまいりました。今得ている情報

では、２４年度では人口密度が低いこと、合併に

よって面積が大きいこと、そこは森林も含めた大

きな面積のあるところについてはまちづくりにさ

まざまなデメリットを持っているでしょうと、そ

れは合併市町村に限らず、全国の市町村で人口密

度が小さくて面積が大きいところについての支援

という形で２４年から起きましたので、そこの部

分でいうと名寄でいうと約１億円切れるような金

額、近隣では３億円とか４億円とかというふえた

自治体もあるというふうに聞いています。どこか

というのではなくて、そういう制度設計がされた

ということで旭川近郊の人口密度が比較的多くて

面積のちっちゃいところは影響なし、ただ上川北

部でいうと結構大きい影響があったのかなと。そ
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の辺の財源を首長の裁量で医療施設、福祉施設と

のバランスも含めながら多分取り組まれたのでな

いのかなと思っています。

今議員おっしゃったように、名寄市におきまし

てはもともと医療が充実していて、合併したこと

によって高齢者福祉も含めて相当施設の充実があ

りまして、そこを運営維持していくについては国

の基準を持ち出すような形でもやらないとなかな

かサービスが提供できないという、こんな状況も

ありましたので、この辺も踏まえて市長が政策判

断をされて現在の乳幼児医療については道と協調

補助でやっている現行水準でしっかり支えていき

たいと、こんなふうに考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 先ほど総体で

８００万円程度と申し上げましたが、そのうち事

業増につきましては先ほど申し上げました ９０

０万円を引きますと ９００万円程度の事業増と

なるところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） 合併算定がえ含めて

民主党政権の中でちっちゃい市町村の人口密度が

低いところ、また面積が大きいところはまちづく

りの交付金が多目に行ったという部分で音威子府、

また中川が医療費助成を進められたのかなという

部分を言われたというふうに思うのですけれども、

私もこの医療費に関しては本当に国がしっかりと

やってほしいなというふうに思います。思うので

すけれども、先ほど言ったいろんな経済状況含め、

日本の借金が ０００兆円になったという部分を

含めて社会保障の部分、年金または医療、福祉、

介護、これから国民会議がスタートしてどのよう

な形の国民への負担に変わっていくのかという部

分も含めの話になりますけれども、やはり本当に

国がしっかりとこの医療の部分を支え、また子育

て、年金、福祉の部分を支えていかなければいけ

ないというふうに思っています。

最後に、この医療費、今現状はやはり道の流れ

の中で医療費の助成は進めていっていただかなけ

ればいけないですし、これをやめられたことによ

って大変なことになってしまうと思うのですけれ

ども、加藤市長としてはどういう思いでこの医療

費の助成は持っていこうかな、現状は本当に今お

聞きしたように病院の部分、そして高齢者施設が

名寄市は１９５ですか、公設として持っていてい

ろんな福祉の部分では住みよさランキングで出て

いるようにすばらしい名寄市だというふうに私も

思っていますし、誇りを持って名寄市に住んでい

ただきたいというふうに思っております。今後こ

の医療費含め、福祉含めて加藤市長としてどうい

うお考えなのか、ちょっとお聞かせをいただけれ

ばいいのかなというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 医療費の無償化のみなら

ず、誰もが安心して子育てしやすい、生まれてか

ら、そして最後の最後までこの地域で生まれ育っ

てきてよかったと言われる地域にしていきたいと

いう願いは私も一緒でありますし、また私もまだ

小学生に子供が２人いるという立場から当然そう

したニーズに応えたいという気持ちもないわけで

はありませんが、一方で子育て支援そのものに関

してはやはり国が果たさなければならぬ役割と地

域が果たさなければならぬ役割ってあると思って

います。ざっくりと言うと、やっぱり国が現金的

な給付であり、地方がサービス的な給付であると

いうことになるのだろうというふうに思います。

その中で名寄市においては、先ほどの病院とか、

あるいは子育て支援も含めて、また大学に幼児教

育もあるということだとか、名寄市だからこその

誇れる子育て支援を今までも展開してきているの

だというふうに思います。どうしても医療費の無

償化だけにスポットを当てるとなかなか、やはり

今のところ慎重に検討しなければならぬという思

いが変わっておりません。

先ほど都道府県の話ありましたけれども、１９

７２年から７４年ぐらいの間にほとんどの都道府
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県が市町村自治体と協調しての小児医療の助成の

制度をスタートして、さらには２００５年ぐらい

から独自の単独での市町村がさらに拡大していく

という市町村がだんだんふえていくという歴史の

流れになっていますけれども、一貫してこの間出

生率はずっと下がり続けているということで、加

えて子供たちの健康状態が医療費が無償化になっ

ているから好転しているかというと、そうしたデ

ータを幾ら探しても出てこないという状況もある

と。この医療費無償化ということは、果たして出

生率の上昇ということにつながる政策になってい

るのかということは、いろんな角度からもうちょ

っとやっぱり検証しなければならぬのかなという

ふうに個人的に思います。そうはいっても、子育

て大変な世代にはやはりある程度の支援が必要だ

ということは、私もそのとおりだと思っています

ので、そうなってくるとやはりこれは現金的な給

付ということになるから、ここは国がしっかりと

支えていただきたいということで、今回道北９市

の市長会で幼児教育の、中学生、義務教までの無

償化に関しての政策提言を道、国のほうに出して

いるところであります。

今回の議会でも子ども・子育て会議の地方版の

条例制定の審査をお願いしているところでありま

すけれども、今後もう少し幅広く国のほうで子育

て全体の一括交付金化的なことがさらに進んでい

くということになると、そうした会議の中で市民

の皆さんに、さらにどういう地域でどういうとこ

ろに配分していくのが望ましいのだろうというこ

とをまた改めて議論しなくてはならないというふ

うに思っています。そうしたことで答えになって

いるかどうかわかりませんけれども、ぜひ今の私

の考えということで御理解いただきたいというふ

うに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） しっかりと子供の子

育ての支援を、また高齢者、障害者の支援をお願

い申し上げます。

次に、時間がありませんので、進みたいという

ふうに思います。市営住宅の空き家の対策につい

てちょっとお伺いいたします。この質問のときに

空き家の状況の部分をいただきました。新北斗で

古いほうで５ ８％、政策空き家が５０軒、そし

て北斗団地のほうで５ ４％、９５軒、１４５軒

あいていると。また、風連のほうでは、西町団地

で昭和４８年から４９年に建てたものが３２戸あ

るものが１９戸政策空き家になっていると、５

４％であると。そして、今回相談受けた瑞生団地

が５０年から５４年、３５％ということで３５軒

の方が政策空き家として入っておられないという

ふうになっています。この空き家の中で入居して

いないところに、先ほど言ったように西町団地で

すか、は水洗化をされていないので、個々に聞き

取りをしてこちらに移ってくださいというふうに

しているというのですけれども、その方々という

のは、西町団地は１９世帯おられるのですけれど

も、高齢化が相当進んでいるからだというふうに

思うのですけれども、きっと強制ですから市とし

て３万円でしたか、の引っ越し代を出して引っ越

してくれというのですけれども、やはり古いとこ

ろに愛着があるのか移動するのに嫌だとかという、

そういう部分だと思うのですけれども、どういう

ことで移動できないのか、きっとまだいいところ

がたくさん、風連にあきが相当ありますから、西

町団地だとか瑞生団地の方のところに、あいてい

るところに移ればある程度歯抜けはなくなって除

雪対策だとかという部分は解消できるのかなとい

う部分に思うのですけれども、そこら辺の政策、

対策、またその入っている方々の思いというのは

どうなのか、ちょっと教えていただきたいという

ふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 長内建設水道部長。

〇建設水道部長（長内和明君） 瑞生団地という

ことで今お話を伺いましたけれども、まず政策空

き家の中で今意向調査を毎年やっておりまして、

意向調査の中ではやはりもう高齢化になっている
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ということで、まず動きたくないと、やはりこの

場所がいいということで、それでなかなか動きた

くないというのが１つあります。もう一つは、動

くとやはりどうしてもお金が、家賃が上がるとい

う可能性が当然出てきますので、そこも含めてで

きればこのままいたいというのがその意向調査の

中身になっております。今西町団地につきまして

は、７２戸総体ありまして、そのうち４０戸はも

う建てかえ済みになっております。残り３２戸に

つきましては、これは旧風連町時代から用途廃止

ということになっておりまして、合併してそのま

ま引き継いだ形になりますけれども、そういった

中では先ほどから質問ありますように歯抜け状態

に実はなっておりまして、そこも含めて意向調査

をやっております。一応計画的には、平成２８年

から平成３１年の間に西町３２戸については用途

廃止をしたいということでお願いをしている状況

でありますけれども、なかなか先ほど言った経緯

もありまして動いていただけないというのが１つ

あります。

今議員が言われる総体的にあいているところに

みんな入れれば歯抜け解消になるのでないかとい

うお話、除雪も一気にということなのですけれど

も、あくまでも政策空き家ということで、やはり

建てかえるか、あと廃止にするかということの政

策空き家ですので、そこに入れるとなりますと、

何年も人が入っておりませんので、当然人が入る

ように改修をしなくてはいけません。また、その

分維持費がかかりますし、それともう一つは先ほ

ど言った移転補償が当然出てきます。移転補償は、

建てかえがある場合については移転補償は見られ

ますと、だけれどもそれない場合については移転

補償見られないことで公営住宅法の中で当然うた

われております。建てかえの推進ということで国

のほうでも移転補償については５０％の補助もい

ただいていると、そんな状況もありまして、なか

なか政策空き家のところに入れるということには

なりませんし、それと居住権、居住権という言葉

はないのですけれども、居住する権利というもの

が当然出てくると思いますので、そうなりますと

法的には非常に難しいかなと、そう考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） わかりました。まず、

風連行っても名寄の北斗団地行っても窓にコンパ

ネが張っている自体で相当やっぱり厳しいのかな

というふうに思いますので、しっかりとお願いい

たします。

時間がありませんので、まず東日本大震災の入

札の部分でありますけれども、大変懸念をされて

います。工事業者は、人がいない、資材が足りな

い、人件費が上がって、新しいところもとれない

という部分でありますし、きょうの新聞ですか、

美深が５月２８日に入札あったものがきょうの新

聞で１億 ０００万円の修正金額で載っておりま

した。こういう状況で入札をするのも、また工事

が始まってやっぱり資材単価含めて上がるのも大

変だというふうに言われておりますので、しっか

り業者のほう見て指導していってあげてほしいな

というふうに思います。

耕作放棄地は、農業の生産者が先ほど山田議員

が言ったように６５歳以上が三十何％、もうあと

何年かしたらほとんどの農家の方がやめて耕作放

棄地がふえるというふうに言われていますので、

市の政策としてしっかり見ていただくことをお願

いして、質問終えさせていただきます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高橋伸典議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０３分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

経済建設行政について外２件を、佐々木寿議員。

〇１１番（佐々木 寿議員） ただいま議長より
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御指名を受けましたので、さきの通告に従い質問

いたしてまいります。質問の中できのうの質問と

重複する部分があると思われますが、御答弁のほ

どよろしくお願いいたします。

まず、第１点目は、経済建設行政から４項目に

ついて質問をいたします。初めに、公共施設の燃

料、電気等の料金値上げに伴う対応について伺い

ます。北海道電力は、経済産業大臣に対して電気

料金値上げを申請いたしました。これにより暮ら

しや経済に与える影響は、厳しい状況を考えられ

ます。規制部門では、本年９月１日から平均１

２％の値上げを、また自由化部門についても同日

から平均１ ４６％の値上げとなる数値が示され

ております。公共施設には多量の燃料、電気が必

然的に消費されておりますが、対応をどのように

取り組まれるのか伺います。

次に、地元企業の受注について伺います。昨今

の長引く景気低迷、公共工事の減少等により地元

建設企業を取り巻く環境は大変厳しいものとなっ

ております。地元企業の受注及びその受注量の確

保が地域経済の活性化、雇用の維持確保や技術力

向上を図るため重要であります。そこで、受注意

欲が反映される条件つき一般競争入札、下請契約

の適正化等、また公共工事の施工に伴う工事用資

材の調達及び下請業者の選定に当たっては地元企

業の活用を建設業者、団体に要請するほか、特に

元請負人等に対して可能な限り地元企業を活用す

るよう要請など、比較的条件は前向きになってお

りますけれども、一方で将来の大型事業の見込み

のない環境の中で地元企業の受注が減少されるこ

とが憂慮されますが、見解を伺います。

次に、不法投棄について伺います。先般不法投

棄の記事がありました。不法投棄は、さまざまな

法的問題を生じさせます。リサイクル料金がもっ

たいない、誰かが処理してくれるだろうという安

易な気持ちで不法投棄がなされております。それ

により、不法投棄された廃棄物を処理する多額の

処分費用の支出を余儀なくされております。ごみ

が定められた場所以外、例えば山林や河川敷等に

不法に廃棄され、環境破壊を招きます。廃棄物の

処理及び清掃に関する法律では、廃棄物は排出者

が自己管理するか一定の資格を持つ処理業者に委

託しなければならないとされているが、不法投棄

の防止や原状回復のための取り組みをどうされて

いるのか伺います。

次に、パーソントリップ調査について伺います。

市民の移動目的、交通手段はどうなっているのか、

これを調査するパーソントリップ調査があります。

これを行うことによって地域全体の交通量を数量

的に扱うだけでなく、乗りかえを含めた交通手段

の分担等の検討が可能になります。これにより都

市計画、交通対策、防災計画、環境改善、広域で

調査すれば広域観光の基礎資料が期待できます。

快適で住みやすいまちづくりに活用すべきと考え

ますが、その見解を伺います。

２点目は、市民の健康について、初めにがん対

策について伺います。国のほうでもがん対策推進

基本計画が２４年度から２８年までの５年間を対

象として策定されました。がんには早く見つけて

治療すれば治るがんがありますし、治療も随分と

進んできました。治せるがんを早くに見つけるた

めにもがん検診の受診率向上に向けた取り組みは

大変重要で、今年度の予算にがん検診事業 ２０

０万円ほどが計上されております。がん検診受診

率への効果的な対策を考えるためにも、まず現状

把握に取り組むべきと考えます。そこで、職域に

おけるがん検診の位置づけ、受診状況、受診率の

向上のために行政としてどのように取り組んでい

るのか、見解を伺います。

次に、若年者の精神疾患、精神保健福祉につい

て伺います。厚生労働省が精神疾患を５大疾患と

し、医療計画の必須事項となりました。とりわけ

若年層については、重要にもかかわらず支援が十

分に行き届いていない領域と言われております。

若年者の苦しんでいる状況を何とかしたいという

切実な声も届いております。精神疾患を早く見つ
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けて早く支援を行うことが大切です。そのために

内科医の研修の充実、医療機関だけでなく民間事

業者が行われている事例もあり、サポート体制の

再認識等、若年層を対象とした医療と福祉の連携

は必要不可欠です。どのように取り組まれている

のか、見解を伺います。

３点目は、伝統、文化について伺います。名寄

岩生誕１００年に伴う見解について伺います。大

関名寄岩生誕８０周年記念事業が平成６年８月６

日に各部屋の大相撲関取集、行司、スタッフ等が

来名し、スポーツセンター内特設土俵において盛

大にとり行われました。四股名、名寄岩の由来は、

郷土の名寄と名字の岩壁の岩をあわせて、親方が

与えようとした別の四股名を断り、みずから名づ

けたと言われております。郷土の名を全国に広め

た第一人者、元大関名寄岩であります。名寄博物

館では、常設展示室内に名寄岩コーナーを設け、

名寄岩の化粧回しや板番付、愛用品などを展示し

ております。また、博物館２階の研究室には名寄

岩に関する新聞、雑誌記事等、図書、写真、整理

保管されておりますが、生誕１００周年を記念し

て郷土の力士をよみがえらせ、名寄岩の功績をた

たえるべきと考えますが、見解を伺います。

以上でこの場からの質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 佐々木議員からは、

大項目３点にわたる質問をいただきました。大項

目１の小項目１と２及び４につきましては私から、

小項目３は市民部長から、大項目の２は健康福祉

部長から、大項目３は教育部長からの答弁となり

ますので、よろしくお願いをいたします。

まず、公共施設の燃料、電気料金の値上げに伴

う市の対応についてお答えをいたします。御案内

のとおり、道内電力会社では本年９月１日から規

制部門である家庭向け電気料金を平均１ ２％値

上げする申請を行い、政府の認可が要らない自由

化部門の企業向け電気料金を平均１ ４６％値上

げする考えを示しております。値上げの要因につ

きましては、全面停止しております泊原発のかわ

りに火力発電所の稼働率を高めたため重油などの

燃料費がかさみ、経営が悪化したためのものと説

明しておりまして、今般の円安の影響に伴う輸入

燃料の価格高騰によりさらなる引き上げも加わる

とのことであります。今後規制部門の値上げにつ

いて申請を受理しました経済産業省で申請内容の

審査や公聴会、消費者庁との協議を経て当該値上

げについて経済産業大臣が判断することとなって

おりまして、自由化部門の値上げも規制部門の内

容を考慮して決定されるとのことであります。本

市といたしましては、この値上げにおける公共施

設や御家庭への影響を踏まえ、さまざまな機会を

通じて企業努力により値上げの取りやめか、少な

くとも値上げ幅を圧縮するよう求めていきます。

また、石油や電気に限らず、エネルギー全般にお

きまして節約に努めることが最善の対応策と考え

るところであり、これまでの節電の取り組みをさ

らに継続実施するとともに、ハイブリッド公用車

の導入でありますとか、普通自動車から軽自動車

への切りかえ、さらには公用自転車の活用を進め

ることで対応してまいりたいと考えております。

続きまして、地元企業への発注の取り組み状況

についてでありますが、議員の御指摘のとおり地

域経済の活性化や地元企業の技術力の向上、経営

の安定化や雇用の確保などの点から地元企業へ優

先的に発注するよう取り組んでおります。少額の

修繕工事や物品の購入のほか、条件つき一般競争

入札などの制度を活用しながら取り組んでおりま

すが、特殊な技術力を要する工事や専門的な知識

が必要な物品などにつきましては市外業者と契約

する場合もありますけれども、原則的には市内業

者との契約を進めているところであります。今後

におきましても公正かつ自由な競争を確保しなが

ら、地元企業の優先的な受注機会の拡大に努めて

まいります。また、このことが市内経済の発展に

つながり、名寄市の財政にも好影響を与えるもの

と考えております。
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続きまして、パーソントリップ調査について申

し上げます。パーソントリップ調査につきまして

は、一定の圏域における人の動きに着目し、交通

実態を調査する手法で、個人の１日における移動

状況の把握を通じてどの交通機関がどのような人

によっていつどのような目的で利用されているか

調査するものであります。この調査は、多様な交

通機関を有する大都市圏において効果的とされ、

道内におきましては北海道が事業主体となり、札

幌を中心とする道央都市圏、函館市を中心とする

函館都市圏や旭川を中心とする旭川都市圏などで

実施されているのが現状であります。このことか

ら、近隣自治体を含めた圏域の規模や限られた交

通機関となる本市におきましては、現段階でパー

ソントリップ調査を実施するには至っておりませ

んけれども、都市計画における都市計画マスター

プランを初め、地域公共交通総合連携計画、地域

防災計画や観光振興計画などの基礎調査を踏まえ

た各種計画などもあり、こうした計画等の実効性

及び北海道の動向も踏まえ、今後研究を進めてま

いりたいと考えます。

以上、答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村市民部長。

〇市民部長（中村勝己君） 私からは、大項目１、

経済建設行政について、小項目（３）、不法投棄

についてお答えいたします。

平成１３年度の家電リサイクル法の施行以来、

ごみ処理料の有料化、地デジ移行により電化製品

を中心に不法投棄が増加しております。当市が不

法投棄により処理した件数及び経費は、平成２３

年度ではテレビを２２台、パソコン類１１台、タ

イヤ１１９本を処理し、約１５万円、平成２４年

度ではテレビ２１台、冷蔵庫５台、洗濯機５台を

処理し、約１０万円、今年度では既にテレビ２５

台、冷蔵庫４台、タイヤ８０本を処理し、約１０

万円を支出しているところであります。これは、

あくまで市が処分した不法投棄の状況で、実際に

は市が処分できない土地所有者が明らかな民地に

おける投棄、また人目につきにくい場所への投棄

から不法投棄の全体件数はもっと多いものと思い

ます。不法投棄は、廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律で禁止されており、違反者には罰則があり

ます。また、この法律により、土地所有者はその

土地において不法投棄を発見した場合は通報の努

力義務を規定しております。土地の所有者のみな

らず、民地への不法投棄については市民を挙げて

注視し、安易な行為ができない環境づくりが必要

と考えます。当市では、職員によるパトロール、

防止看板の設置などの防止策を初め、警察と協力

し、不法投棄者の摘発に努力しております。さら

には、毎年道が上川地域廃棄物不法処理対策戦略

会議を開催し、環境月間、廃棄物適正処理推進月

間を設けて活動しております。これらの月間に合

わせ、パトロールを実施するとともに、市広報で

廃棄物適正処理推進月間の周知をしております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 私からは、大項

目２の市民の健康について申し上げます。

初めに、小項目１のがん対策について申し上げ

ます。名寄市の平成２３年度のがんによる死亡者

数は９７人で、全死亡者数の２ ４％を占め、死

因第１位となっており、約３人に１人ががんで死

亡していることから、がん予防対策が重要な課題

となっております。現在名寄市におけるがん予防

対策といたしましては、平成２５年３月に策定い

たしました名寄市健康増進計画健康なよろ２１第

２次に基づき対策を推進しております。具体的に

は、がんによる死亡を防ぐために生活習慣の改善

のほか、最も重要なことはがんの早期発見、早期

治療であることから、特にがん検診受診率の向上

に向け、特定の年齢の方に平成２１年度からは乳

がん、子宮がん検診、さらに平成２３年度からは

大腸がん検診の無料クーポン券や手帳を配付し、

初回受診者の拡大に努めてきております。また、

国は、胃、肺、大腸、乳がん検診を４０歳以上、



－114－

平成２５年６月１２日（水曜日）第２回６月定例会・第３号

子宮がん検診は２０歳以上を対象としております

が、本市独自策として胃、肺、大腸がん検診の対

象年齢を国の制度より５歳引き下げ、３５歳から

受診可能とし、さらに名寄市国民健康保険加入者

は３０歳以上から無料で受診できるよう若い世代

からの受診勧奨に努めてきております。平成２３

年度がん検診受診率は、胃がん１ ５％、全国

２％、全道１ ８％、肺がん１ ２％、全国１７

％、全道１ ５％、大腸がん２ ０％、全国１

０％、全道１ ９％、乳がん２ ９％、全国１

３％、全道２ ４％、子宮がん２ ９％、全国２

９％、全道２ ２％と乳がん、子宮がんが全道

よりも低いものの、その他のがん検診の受診率は

全国、全道よりも高くなっております。しかし、

国の目標とする受診率は、胃、肺、大腸がん検診

は４０％、乳がん、子宮がん検診が５０％となっ

ており、休日検診や通年で受診可能な個人検診の

導入など受診しやすい体制づくりを図ってきてお

ります。

また、毎年市のがん検診で１０人以上の方にが

んが発見され、進行度が判明しているがんのうち

約８割が自覚症状のない早期段階で発見され、治

療を開始し、回復されております。そのため、自

覚症状がなくても定期的にがん検診を受けること

は大変重要なことと考え、電話、家庭訪問、健康

相談、健康教室、健康イベントなどあらゆる機会

において受診の勧奨を行ってきております。そう

した取り組みの中では、日々の忙しさや自覚症状

がなく、健康を理由に未受診となっている声も聞

かれるため、自分の健康は自分で守るという意識

を持って生涯を通じた健康づくりに取り組んでい

ただけるよう、今後もがん予防の正しい知識の普

及啓発をさらに推進し、地域の保健推進委員の協

力を得ながら受診率の一層の向上に努めてまいり

たいと考えております。

次に、小項目２の若者の精神疾患、精神保健福

祉について申し上げます。最初に、本市における

５月３１日現在の精神保健福祉手帳の交付状況に

ついて申し上げます。１級１７人、２級１２３人、

３級３２人の合計１７２人となっております。ま

た、自立支援医療受給者証は、５月３１日現在で

５０９人の方に交付し、医療サービスを受けてい

ただいております。精神疾患を最も発病しやすい

のは、１０代から２０代の若者と言われておりま

す。この時期は、その後の人生で重要となる学力

や対人関係能力、生活能力などを発達させる重要

な時期となります。そのため、この時期に精神的

な不調や障害を抱えながら相談や支援、治療など

が受けられずにいる場合、症状や障害が重症化、

慢性化すると考えられております。このような中、

悩みを抱えた若者が保護者や教師に不安や悩みを

打ち明けられずにいる状況を少しでも解消できる

よう、市内の３つの中学校には心の教室相談員を

配置して心のケアに努めております。また、小学

校では、養護教員が児童や保護者のケアを行いな

がら、必要と判断されれば各相談窓口などへの連

絡を行うなど、精神疾患の早期発見と適切な治療

へと継続的に連携をしている状況にあります。

また、地域におきましては、心の病気のある方

やその保護者、介護者など、日常生活を初めとし

たさまざまな相談に応じるために市役所窓口や精

神障害者相談員、さらには２４時間対応のできる

指定相談支援事業所のみどりの郷と道北地域生活

支援センターの２カ所には専門の職員がおり、気

軽に相談することができる場の提供を行っており

ます。相談後は、相談内容に合わせて医療機関や

保健福祉関係者と連携を図りながら、心の病気が

ある方が安心して生活することができるように居

宅介護や短期入所など継続的な支援を行っており

ます。また、地域活動支援センターとして地域活

動支援センター「いきぬき」と地域活動支援セン

ター陽だまりの２カ所は、若年者の方が気軽に相

談のできる窓口や障害などによって働くことが困

難な障害者の日中の活動をサポートする施設とし

て相談を受け付けております。また、名寄市立総

合病院では、心療内科、精神科、神経内科の診療
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が行われており、精神科ではリハビリテーション

の充実を推進し、外来患者に対する精神科デイケ

アや医療、福祉制度についての相談窓口による支

援を行っております。今年度から名寄市障害者自

立支援協議会に相談支援・権利擁護部会と就労支

援部会を設け、名寄市立総合病院の精神科リハビ

リテーション室のスタッフにも委員に加わってい

ただきましたので、今後さらなる連携を図ってま

いりたいと考えております。今後もこれらの取り

組みを通し、若年者の精神疾患を早期に発見し、

早期に治療することにより、今後の人生が健康に

生活できるよう支援の継続に努めてまいりたいと

考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 鈴木教育部長。

〇教育部長（鈴木邦輝君） 私のほうからは、大

項目３、伝統、文化について、名寄岩生誕１００

年に伴う見解についてお答えをいたします。

名寄出身である名寄岩関は、戦前から戦後にか

けて活躍した名力士で、努力家で真面目な人柄と

波乱に満ちた相撲人生は多くのファンの共感を呼

び、人気力士でありました。今でも年配の方から

大関名寄岩の名寄ですかと言われるほど、全国に

名寄の名前を広めた功労者でもあります。名寄市

では、名寄相撲協会などの協力を得ながら、昭和

５６年に名寄岩の逝去１０年に当たりスポーツセ

ンターの前庭に顕彰銅像を建立したのを初め、名

寄で過ごしたゆかりの地の説明看板の設置や北国

博物館の常設展示室には名寄岩コーナーを設け、

ゆかりの品を展示をし、その功績を広く紹介する

など顕彰に努めております。生誕事業といたしま

しては、平成６年に実行委員会による生誕８０年

記念事業として、御遺族、立浪部屋関係者を招い

てのしのぶ会、相撲大会、展示会、「涙の敢闘

賞」の上映会などを行いました。平成１６年には

北国博物館において「名寄岩生誕９０年展」と題

して力士としての功績だけではなく、相撲取りと

してのエピソードや人柄を示すエピソード集を配

布するなど、収蔵品の中から９０点を紹介をいた

しました。北国博物館では、ゆかりの品３５点を

初め、写真９４点、文献４７点、新聞資料５４０

点など、７００点を超える名寄岩の資料を貯蔵を

しております。平成２６年９月には名寄岩生誕１

００年となりますので、名寄岩関が残した多くの

功績をたたえ、収蔵品や資料の展示などにより企

画展を開催をしてその偉業を改めて振り返り、長

く後世に伝えてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１１番（佐々木 寿議員） それでは、御答弁

をいただきましたので、何点かについて再質問さ

せていただきます。

まず、公共施設の燃料と電気料の値上げについ

てでございますけれども、昨日の試算によります

と２４年で炭化センターでは４５０万円ぐらい、

あるいは市立病院では８００万円ぐらいというふ

うに伺っておりますけれども、この差に関して、

これはいつどういうような形で決定をしてどうい

うふうな形で進めているのか、ちょっと伺いたい

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 昨日お答えをしまし

たそれぞれの影響額につきましては、今般北海道

電力が平成２４年度の使用料をもとにそれぞれの

事業所について試算をされた数字を私どもいただ

いたということであります。本市たくさんの公共

施設抱えておりまして、特に影響が大きいところ

等も含めて情報提供させていただいておりまして、

今議員のほうからありましたとおり私ども直接抱

える施設だけで ５００万円程度の影響と、そし

て今御指摘のありました市立病院、それから炭化

センター等含めて総計でおおむね ７５０万円程

度の電気料の上乗せが必要になると、こんな試算

もいただいておりまして、大変大きな影響という

ふうに判断しております。この間、昨年は特に電

力需給が拮抗しているということも含めて節電の
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要請が具体的な形でありましたけれども、昨年実

績でおおむね施設トータルとしまして ６％ほど

の節電を実施できたということがありますので、

ことしもしっかりそれを踏襲する形で節電につい

て対応してまいりたいと思いますけれども、それ

をもってなおかつ電気料金の値上げで ７５０万

円の増ということでありますから、これ以上金額

的に下げるという、対応するということはなかな

か難しいかなというふうに思っておりますけれど

も、昨年以上にひとつ努力をしながら節電に努め

てまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１１番（佐々木 寿議員） この電気料に関し

ては、本当に連日のように報道されておりまして、

消費者の不満がたらたらなのでありますけれども、

御答弁にありましたように原発事故後、これは電

気料が上がったとしても原発はなくしたほうがい

いのではないかという議論もありました。しかし

ながら、現実に電気料金が値上げされると反対が

今度は逆にだめだというように激しくなっており

ますけれども、そこで北電の市民に対する対応に

ついてですが、きのう大石議員からも市民生活の

影響と対応について伺っておりますけれども、そ

の部分には触れないように質問いたしますが、た

だ市民の方々個別の影響額はどのぐらいあるのか

なとか、あるいは不安があるのではないかなと、

こういうふうに思っております。それで、北電は

どのように対応されるのか、あるいは個別の試算

をやってくれるのか、そのことについては何か伺

っておりますか、北電から。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） この間北電のお話を

聞きますと、それぞれ公聴会でありますとか市民

説明会を開催をするということであります。これ

実は、来週の１７日でしたか、６月１７日にも説

明会があるというお話でありますけれども、この

説明会につきましては個人のお宅というよりは大

きな事業所を対象にそれぞれ説明をされるという

お話もちょっと聞いておりまして、個人のお宅の

影響額につきましては今後北電側からそれぞれ情

報提供されるという私ども認識を持っております

けれども、できれば、もしそういうことがある意

味なされないとすれば、ぜひそういうこともやっ

ていただいてしっかりとした値上げの情報を市民

の皆さんにお伝え願いたいと、こんなお願いもぜ

ひしてまいりたいというふうに考えております。

また、あわせまして北電から常に情報いただくと

いうお約束もさせていただいておりますので、必

要であれば私どものホームページを使いましてそ

ういった情報も含めてぜひ市民の皆さんには御提

供申し上げたいと、そんなふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１１番（佐々木 寿議員） 先ほどちょっと補

正について言ったのですけれども、例えば公営の

施設の利用料金の値上げ、これは例えば上下水道

料金の値上げをするとかという、こういうふうな

ことについて、あるいは老人クラブ等の準公設の

施設、公共施設、これについては補正とか何かは

考えておられるのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 今般の値上げで電気

料金含めて維持管理費が相当増嵩するということ

は、おおむね承知をしておりますけれども、現在

のところ計画としては特に公共施設等の使用料に

ついての値上げの予定はありません。今後維持管

理費が増嵩するということで、どの程度の実際に

維持管理費の影響があるか実態を見ながら、その

辺については将来に向けての検討というのは出て

くる可能性ありますけれども、現時点での特に電

気のいわゆる使用料に係る部分での値上げの予定

はしてございません。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１１番（佐々木 寿議員） 例えば老人クラブ

の準公共施設というのの補正は、考えはどうなの

か。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。
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〇総務部長（扇谷茂幸君） 補正の対応というこ

とで、９月から予定どおり値上げが実施をされる

ということであれば、これが申請どおりの値上げ

幅になるのか、もしくは圧縮されるのか、その辺

でトータルとして年間にかかる電気の使用料、料

金の金額というのは変わってくるわけですけれど

も、当面は現状の予算の枠の中で、需用費として

持った枠がございますから、それで当面は対応す

るということで、もしそれで不足をするというこ

とであれば、年度末に向かって一定程度補正対応

必要になってくるかなということを考えておりま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１１番（佐々木 寿議員） わかりました。

街路灯とか何かもいろいろとあるのですけれど

も、そういう場合のあれというのは結構かかる、

総合的に最終的には３月ぐらいに補正のことにな

るのだと思いますけれども、こういう時期だから

こそひとつ炭化センターの熱量を電力に転換する

とか、そういう電力の開発、あるいは総括的に電

力のエネルギーについての考え方というのは現段

階でどういうふうな考え方を持っているのか、現

段階でわかればちょっと受けたいと思いますけれ

ども。

〇議長（黒井 徹議員） 中村市民部長。

〇市民部長（中村勝己君） 私のほうから炭化セ

ンターにかかわって答弁させていただきます。

炭化センターの熱量を利用してというお話でご

ざいますが、炭化センターにおいては炭化をする

工程の中でダイオキシン類を分離をする際に熱が

出ると、その熱を利用して温水による発電装置を

利用してということなのですが、現在の炭化セン

ターの現有施設では水の量の関係で発電装置自体

が対応できるものがないということで、現有施設

では対応できないというふうに考えています。ま

た、発電装置自体が技術改良が進んで少ない水量

で多くの電力がつくられるということになった場

合も相当安価な商品でないと採算はとれないのか

なというふうに考えているところです。

私から以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１１番（佐々木 寿議員） それでは、次の項

目に移らせていただきますが、地元企業の受注に

ついて伺います。

今本道の経済というのは、一部足踏み感がある

ものの、全体的に持ち直しの傾向が見られるとい

うふうに言われているのですけれども、個人消費

や公共工事は横ばい、雇用情勢については回復基

調にあるものの、まだまだ全国的から比較します

と厳しい状況にあって、名寄地方も同様に厳しい

環境の中で一定量の公共事業の予算を計上してお

りますけれども、地元企業のために年度当初から

工事の執行に努めていると思いますけれども、執

行に当たって当初の予算に計上した工事量の何％

ぐらい発注率を目標として考えているのか伺いた

いと思いますけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 先ほどの答弁でも申

し上げましたけれども、早期の発注に努めている

と。これは、一貫した私どもの姿勢でありますけ

れども、このごろ大きな公共事業につきましては

主に交付金事業という形で国の交付金を活用した

事業が非常に多くなっているということがありま

して、そうすると交付金の内示をもらってからの

発注になるということで、これが時期としてはな

かなか見定めがしにくいという状況が近ごろ続い

ておりまして、なかなか年度当初から具体的に目

標値を持った発注というのは実は今のところ行っ

てはおりません。しかしながら、早期発注に心が

けるということで原課もそれぞれ積算を早めたり

とか、さまざまな事務手続につきましては早い段

階からやっているということもありまして、これ

は平成２４年度の実績でありますけれども、４月

から６月までの間に工事でありますとか、委託事

業でありますとか、トータルしますとおおむね全

体の工事量の４４％は４月から６月で発注をして
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いると。そして、９月までにはおおむね８割近い

事業発注をしているということで、それぞれ私ど

もの基本的な考え方であります早期発注がある意

味しっかり考え方としてやられているということ

をお答えしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１１番（佐々木 寿議員） わかりました。

それで、入札に関係して格付に関してちょっと

見解を伺いたいと思いますが、技術評定数値、こ

れは前年度及び前々年度ですか、参加できなかっ

た企業は評定値が下がって入札参加資格ができな

いのではないかと、こういうふうにだんだん点数

が少なくなって、あるいはまた社会的要素にかか

わる付与点数なのですけれども、これ除雪オペレ

ーターとか、あるいはひとり暮らしの老人の方の

家の前を特に丁寧に除雪するように心がけて除雪

をしたり、あるいは町内会事業で建設業者がオペ

レーターつきで機材を貸してくれた、特にこんな

ことも例がありまして、こういうような地域から

は大変感謝されている企業をやっぱり高く評価す

べきではないかと、こういうふうに思っているの

ですが、付与点数に対する考え、もっと具体的な

考え方で多少広げられないのかということと、そ

れから地域コミュニティーに積極的に企業が参加

した、これの評価、これも本当に評価をして付与

点数に反映してもらいたいというふうなことに思

っておりますけれども、その辺の見解を伺いたい

と。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 業者の皆さんの格付

につきましては、それぞれ総合評価値というもの

を設けて、工事であればＡランク、Ｂランクとい

うふうに格付をしております。それで、今社会貢

献のお話もありましたけれども、実は私どももう

既に社会貢献による業者の皆さんに対する点数を

付与しておりまして、これが最終的な総合評定に

つながってくるということにもなります。この間

事業者の皆さんも積極的に社会貢献を行っていた

だいて、それぞれみずから企業の価値を上げてい

るということを行っております。今ちょっとお話

のありました除雪などに建設業者の皆さんが協力

をされているということがありまして、これにつ

きましても当然社会貢献という要素は間違いなく

入っておりますので、そういったことを私どもに

申請していただければ、当然社会貢献上の点数が

付与されるということになります。考え方としま

しては、社会貢献と一言で言いましても相当の幅

の広い要素を持っておりますけれども、単一の町

内会に対応される場合であっても基本的に市民の

皆さんへの貢献というふうにみなすということで、

私どももある意味弾力的な運用しておりますので、

ぜひ業者の皆さんにも積極的な形で社会貢献の事

業をお願いをしているというところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１１番（佐々木 寿議員） 社会貢献というか、

それは年に３回とか２回とかと点数配分されてい

るのですけれども、それも回数とか細分化という

ようなことももう少し検討していただいたらもっ

と参加する人が多くなるのではないかなと私は考

えておりますので、今後検討していただいて、今

までどおりでいいのならそれはしようがないです

けれども、私はそういうふうにもうちょっと角度

を広げたほうが参加しやすいのでないかなと考え

ております。

それから、いよいよ発注して、例えば分割発注

についてちょっと見解を伺いたいのですが、工事

を例えば細かく分割することによって資材の注文

とか建設機械の有効活用がなくて結局は工事予定

価格よりも、積算よりも高くなるのではないかと

いうふうに考えるのですけれども、その辺の見解

というのはどういうふうに考えているのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 今御指摘のありまし

たとおり、工事を分割をして発注する場合にはそ

れぞれまた改めての積算ということになりますか

ら、結果として経費等含めて工事費が割高になる
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という可能性はもちろんございます。しかしなが

ら、一方ではできるだけ分離発注を行うことによ

って業者の皆さんの受注機会は間違いなくふえる

ということがありますから、私どもとしてはそれ

は一定程度おおむね予算の枠ということの考えは

ありますけれども、できるだけ分割して分離発注

をしながら業者の皆さんの受注機会の拡大に努め

ているという実態がございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１１番（佐々木 寿議員） わかりました。

ちょっと角度を変えて違う別な意味からの見解

を伺いたいと思いますけれども、今内地のほうで

業態転換をしているということがあります。その

中で仕事の量に比べて業者がなかなか入札に入れ

ない、だんだん仕事もできないというような状況

で、これも今後続くと思っておりますけれども、

市内の業者で、例えばそういう内地あたりなんか

農業のほうに参入して全く予備知識なくて失敗し

た例もあるようですけれども、あくまでも企業自

身の方針によるのですけれども、新たなビジネス

を起こすという観点から相談窓口とか、あるいは

アドバイスのための関係部局と連携をしての検討

の場というのが考えられるのですけれども、それ

についてちょっと見解を伺いたいと思いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 新たなビジネス

を起こすとの観点からの相談窓口、そしてアドバ

イスのための関係部局が連携しての検討の場につ

いての見解ということでございますけれども、本

市といたしましては経営の安定と企業体質の強化

支援を図ることを目的といたしまして、中小企業

指導事業として商工会議所における中小企業相談

所に対する補助を行っておりまして、御質問いた

だきました内容につきましてもそこで相談を受け

られるという体制は整えられておりますので、そ

こがまず基本になるというふうに考えております。

その上で私ども営業戦略室におきましては、企業

立地促進条例ですとか中小企業振興条例に基づき

ます支援制度等についての相談をお受けいたしま

すし、他部局に関係する内容がございましたら、

当然関係部局と連携をして対応させていただくと

いうことは考えておりますので、御理解をいただ

きたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１１番（佐々木 寿議員） わかりました。こ

れからいろんな角度でやらなければいかぬ時代に

なってきたのかなというふうに考えております。

そういうところは、しっかりとアドバイスやら、

あるいは相談やら、あるいはデータを持って対応

していただきたいと、こういうふうにも思ってお

ります。

それからあと、次に不法投棄についてですけれ

ども、これはやっぱり監視の目、御答弁されまし

たように監視の目というのが本当に必要なのです

けれども、これはやっぱり町内会とか、本当に市

民の方々、散歩している方々に協力をいただいて

通報の義務をもらうようなＰＲをしていったらい

いのではないかなと思いますけれども、何か見解

があれば伺いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村市民部長。

〇市民部長（中村勝己君） 不法投棄についてと

いうことで、通報義務をというようなお話であり

ましたが、今の現在の法律でいえば、土地の所有

者あるいは管理者が自分の土地に不法投棄された

場合については通報の義務がありますということ

になっております。議員がおっしゃられるように、

町内会であるとか、あるいは通行人の方に通報義

務ということでありますけれども、このことにつ

いてはなかなかそこまで義務的なものについては

つくることは難しいのかなと思っていまして、町

内会におかれましては雪解けの５月からは町内会

でそれぞれ清掃週間も持っていただいております。

そのときに各町内会については一通り不法投棄が

ないのか、その辺を確認をいただいて通報いただ

くというようなことでお願いをしたいというふう

に思います。
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以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１１番（佐々木 寿議員） わかりました。な

るべく御答弁にありましたように監視の目を拡大

して、やっぱりきれいな環境をつくっておくべき

だと。将来の観光のところで、この名寄のいいと

ころは本当に自然がすごくいいところだと思いま

すので、その辺も含めてしっかりとした体制を組

んでもらいたい、このように思います。

パーソントリップについては、ぜひ進めていた

だきたいと思います。

次に、がん対策については、がんと就労問題の

法制化ということで、現在自治体でもがん罹患と、

それから就労に関する条例が生まれ始めて、２０

１１年の春には４つの自治体が制定をしているわ

けです。特に京都府では、第６条に事業者の役割

において「従業員ががん患者となった場合に、当

該従業員が勤務を継続しながら、治療し、又は療

養することができる環境」、「従業員の家族がが

ん患者となった場合に、当該従業員が勤務を継続

しながら、当該家族を看護することができる環

境」などというふうに就労問題を法制化をしてい

るところがあります。これについての見解はお持

ちですか。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） お答えします。

国のがん対策推進計画を踏まえまして、北海道

はがんに負けない社会の実現を目指しまして、が

ん対策を推進するために北海道がん対策推進計画

を平成２５年３月に策定をしております。この計

画において４月から名寄市立総合病院が北海道が

ん診療連携指定病院に指定されたところでありま

すが、道のがん対策推進条例の中には事業者の責

務といたしまして「従業員又はその家族ががん患

者となった場合に、当該従業員が勤務を継続しな

がら、治療を受け、若しくは療養し、又はその家

族を看護し、若しくは介護することができるよう

必要な雇用の環境の整備に努めるものとする」と

うたわれてございますので、今後本市といたしま

しても道の施策を注視しながら市として協力でき

るところを推進してまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１１番（佐々木 寿議員） わかりました。

もう一点、がんについて、がんサバイバーとい

うのがあるのですけれども、罹患されてこうなっ

たと。これに関して今この名寄でそういうような

がんを罹患されておって、あるいはがんと闘って

いる中でそうやって自分で闘っている方がおられ

ると思うのですが、そういう方がテレビあたりな

んかでも出たのですが、この間のＮＨＫの朝の番

組で、それはがん患者でなければわからないよう

なこと、心の病がほとんどなのですけれども、あ

るいは治療の面でもそうですけれども、そういう

ようながんサバイバーの実態というのは名寄では

どういうふうなことになっていますか。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 名寄の実態につ

きましては承知しておりませんが、我が国でがん

と診断された方の５年生存率は５４％に達してお

りますので、もはやがんは死に直結する病ではな

くて、長くつき合っていく慢性的な病気というこ

とでございます。がんと診断された方が社会人と

して長期的な自己実現を目指すがんサバイバーシ

ップの考え方が重要視されるようになってきてお

ります。がん診断後の日常生活において、先ほど

議員がおっしゃられましたとおり雇用の面が一番

大切なことだと考えております。しかし、実際に

はがん治療を受ける本人や御家族は就業の場面で

さまざまな困難に当たられていると考えておりま

すので、先ほど申し上げました北海道のがん条例

に基づき各企業におかれましては適切に対応して

いただければと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１１番（佐々木 寿議員） わかりました。が

んサバイバーについては、本当になった方でない

と、いろんな面が出てくるなど、そういうことを
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しっかりと情報にして、罹患された方の本当に心

の支えになるようなことに情報を提供してやった

らいいだろうと思います。

あと、若年者の精神疾患については、次代を担

う世代の健全な発育というのは大事なことであり

ますので、ぜひしっかりと進めていただきたいと、

こういうふうに思います。

それから、名寄岩生誕につきましては、私も協

会の一員として１００周年記念事業についてはや

っぱりしっかりと進めていきたいと思います。

それと、こういう名寄岩の実直な人間は、教育

部門のほうでもしっかりと、親孝行の関係とか、

あるいは礼儀、しつけという関係については教育

の中の道徳的な部分もあると思います。これは、

学校の中でも機会があれば、子供たちにそういう

ものを映画とかを見せていただいてしっかりと名

寄岩というこの名寄の郷土の力士をよみがえらせ

ていただきたいなと、こういうふうに思っており

ます。

以上で私の質問終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 答弁はいいの。

〇１１番（佐々木 寿議員） あれば、どうぞ。

〇議長（黒井 徹議員） 鈴木教育部長。

〇教育部長（鈴木邦輝君） それでは、最後の質

問の部分、名寄岩というのは議員からも御指摘の

あったとおりその相撲人生で大変多くの逸話を残

した人物であります。それを示す証拠として、昭

和期の力士を紹介する本には数多く名寄岩の逸話

が残されております。議員御指摘のとおり、名寄

岩というのはいわゆる努力の人でありますし、ま

たその真面目な性格というのを相撲の世界や私生

活においても反映をして礼儀とかしつけ、それか

ら親孝行にまつわる多くの逸話が残されておりま

す。博物館で生誕９０年のときに作成いたしまし

たエピソード集にもこれらを収録させておりまし

て、それ以降エピソード集につきましては希望者

に配付をしておりますし、また「涙の敢闘賞」に

ついてはＤＶＤに収録をして貸し出し等もしてご

ざいます。この冊子に収録されております名寄岩

の礼儀とか親孝行に関する事歴というのは、いわ

ゆる道徳教育において申せば、挨拶とか言葉遣い

等の基本的な生活習慣、それから約束や社会の決

まりを守る公徳心、父母、それから祖父母、家族

を大切にする気持ちや態度、そして先人の努力を

知って郷土を愛する心を育てるということに活用

できるものでありますので、今後はこれらの冊子

や映像資料を各学校に配付もしくは貸し出しなど

をして道徳教育の教材としても活用するように働

きかけてまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐々木寿議員の

質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ２時０２分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 奥 村 英 俊

署名議員 駒 津 喜 一

平成２５年６月１２日（水曜日）第２回６月定例会・第３号
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開議 平成２５年６月１３日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第７号 名寄市住宅マスタープラ

ン（見直し）の策定について

日程第４ 意見書案第１号 道教委「新たな高校

教育に関する指針」の見直しと地域や

子どもの実態に応じた高校づくりの実

現を求める意見書

意見書案第２号 「原発事故子ども・

被災者支援法」に基づく具体的施策の

早期実施を求める意見書

意見書案第３号 「障害を理由とする

差別の解消の推進に関する法律」の早

期制定を求める意見書

日程第５ 報告第１０号 例月現金出納検査報告

について

日程第６ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第７ 委員の派遣について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第７号 名寄市住宅マスタープラ

ン（見直し）の策定について

日程第４ 意見書案第１号 道教委「新たな高校

教育に関する指針」の見直しと地域や

子どもの実態に応じた高校づくりの実

現を求める意見書

意見書案第２号 「原発事故子ども・

被災者支援法」に基づく具体的施策の

早期実施を求める意見書

意見書案第３号 「障害を理由とする

差別の解消の推進に関する法律」の早

期制定を求める意見書

日程第５ 報告第１０号 例月現金出納検査報告

について

日程第６ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第７ 委員の派遣について

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 奥 村 英 俊 議員

３番 上 松 直 美 議員

４番 大 石 健 二 議員

５番 山 田 典 幸 議員

６番 川 口 京 二 議員

７番 植 松 正 一 議員

８番 竹 中 憲 之 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 佐 々 木 寿 議員

１２番 駒 津 喜 一 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１９番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 益 塚 敏

平成２５年６月１３日（木曜日）第２回６月定例会・第４号
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書 記 山 崎 直 文

書 記 鷲 見 良 子

書 記 佐 藤 潤

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 扇 谷 茂 幸 君

市 民 部 長 中 村 勝 己 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 高 橋 光 男 君

建設水道部長 長 内 和 明 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

教 育 部 次 長 湯 浅 俊 春 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 常 本 史 之 君

上下水道室長 斎 藤 一 彦 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君

建 築 課 長 中 野 博 君
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〇議長（黒井 徹議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

９番 佐 藤 靖 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

市民と行政との協働によるまちづくりについて

外３件を、奥村英俊議員。

〇２番（奥村英俊議員） おはようございます。

議長より御指名いただきましたので、４点につい

て質問したいというふうに思いますが、去る５月

２５日にお亡くなりになりました故宗片議員に対

してこの場をおかりして謹んで哀悼の意を表させ

ていただきたいというふうに思います。個人的な

ことでありますが、宗片議員とは同じ町内に住ん

でいることから、私が議員になって以来議員活動、

そして町内会活動の先輩としてとても親切に、熱

心に御指導いただきました。本当にありがとうご

ざいました。

さて、質問ですけれども、１点目です。市民と

行政との協働によるまちづくりという観点で、名

寄駐屯地記念行事について、市民の中に賛否両論

がある市中パレード及び災害訓練の具体的な内容

についてお知らせください。

また、平和行政、平和教育の推進について、こ

れまでの取り組みと今後の取り組みの考え方につ

いてお知らせください。

次に、３月の定例会においても多くの議論があ

りました名寄市の除排雪についてですが、行政報

告で実施の状況の報告はされていますが、平成２

４年度の事業を終えて見えた課題と今後２５年度

のシーズンに向けた取り組みについてお伺いした

いというふうに思います。

３点目ですが、公共事業の発注、契約と地域の

活性化についてお伺いします。公共事業の落札率

については、高どまりということはないでしょう

か。その結果、市民負担増になっていないかお伺

いします。

次に、当市の指定管理者制度、入札制度におけ

る地元優先の考え方について、さきの佐々木議員

の一般質問にもありましたが、成果と雇用や品質

確保、保証に結びついているかについてお伺いい

たします。

次に、以前から労働条件や賃金を守り、保障す

ることを目的に公契約条例、制度が必要という観

点で私自身も質問させていただいておりますが、

議会の中でも何度か質疑があったというふうに思

います。理事者の回答については、研究、検討と

いう回答がいつもの回答となっていました。その

研究の状況についてお知らせをいただきたいとい

うふうに思います。

最後になりますが、コミュニティバス実証試験

運行について伺います。行政報告にもあるように、

なよろコミュニティバスは実証試験運行から１年

を経過しようとしていますが、この間の利用促進

の取り組みと交通弱者への対策についてお聞かせ

ください。

また、市民の方からの要望も多く寄せられてい

るのではないかというふうに思いますが、どのよ

うにしてその意見集約を図り、見直しをしていく

のか、その進捗状況と今後のスケジュールについ

てお聞きをし、壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） おはようございます。

奥村議員から大項目４点にわたり質問をいただき

ました。大項目１及び大項目３と４につきまして

は私から、大項目２は建設水道部長からの答弁と
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なります。

まず、市民と行政との協働によるまちづくりの

名寄駐屯地記念行事について申し上げます。名寄

駐屯地が創立６０周年を迎えるに当たり、市内外

の構成２５団体により名寄駐屯地記念行事協賛会

が３月に設立され、同月１２日に名寄駐屯地に対

し協賛会として市中パレードの実施、災害派遣救

助訓練の実施、その他市民が楽しめるイベントの

開催の３項目について要請をし、５月２１日に名

寄駐屯地から要請に対する回答をいただき、実施

される運びとなりました。今月１６日に開催され

る記念行事の一つである市中パレードについては、

午前１１時から午後１２時の間において市内３条

通を南１丁目から南９丁目まで、歩行による行進

はなく、１２０台から成る車両や戦車、装甲車な

どでの行進が予定され、その前段にはオートバイ

ドリル及び格闘演舞が実施されます。なお、実施

に当たっては警察を初め関係機関との協議が調っ

ているほか、パレード周辺の町内会及び各関係商

店街の承諾をいただいており、沿線住民への周知

も図られているところであります。

次に、訓練展示について申し上げます。同日南

広場においては、災害派遣救助訓練の一環として

訓練展示が行われます。訓練展示では、自衛隊、

警察、消防による三位一体となった救助を計画し

ており、大規模震災の場を想定し、人員の捜索、

救助、後送が実施されます。その中では、瓦れき

の中からの人命救助を想定しており、高度救助活

動に必要なヘリコプターの出動も行われる予定で

す。また、その他にも装備品展示コーナーが設け

られ、自衛隊車両の展示などのほか、市民有志に

よる模擬店が出店されるなど、市民が楽しめるイ

ベントとして実施される予定であります。６０周

年を契機に地域とともに歩んできた歴史をお祝い

し、新たなまちづくりの基点となる行事になれば

と考えております。

続きまして、平和行政、平和教育の推進につい

て申し上げます。本市では、合併後の平成１９年

３月に改めて非核平和都市宣言を制定、非核三原

則を堅持していくことが世界唯一の被爆国である

我が国の責務であり、人類共通の願いである戦争

のない世界平和と核兵器廃絶、幸せな市民生活を

守るため宣言したものです。宣言制定後は、この

精神にのっとり憲法記念ロードレースや戦没者追

悼式、平和音楽大行進などを実施しているほか、

平成２２年には広島、長崎の両市が主催する平和

市長会議にも加盟をしたところであります。今後

ともこれら事業を継続するとともに、各種民間団

体が主催する平和推進事業と協調を図る中で恒久

平和を祈願し、その思いを市民とともに共有して

まいります。

続きまして、大項目３、公共事業の発注、契約

と地域の活性化について申し上げます。まず、近

年における名寄市の契約係所管の落札率について

申し上げます。建設工事と委託業務を合わせた平

均落札率ですが、予定価格の事後公表を実施して

いる平成２２年度から平成２３年度について申し

上げます。平成２２年度では事前公表で９ ３６

％、事後公表で９ ０４％、全体では９ ８５％

です。平成２３年度では、事前公表で９ ０９％、

事後公表では９ ８８％、全体では９ ７０％で

す。平成２４年度では、事前公表で９ ４４％、

事後公表で９ ２１％、全体で９ ８８％となり

ました。この３カ年における全体平均の落札率は、

９ １４％となっております。この落札率は、近

隣の士別市が９４％から９５％で推移しておりま

すので、ほぼ同程度でありますが、旭川市では平

成２４年度で９ ６５％、札幌市では平成２３年

１１月末データで８ ４５％であり、中核都市、

政令市と比較すると名寄市の落札率は比較的高い

ものと判断をしております。落札率は、予定価格

に対する落札額の割合ですが、著しく低い落札額

では品質の確保が難しくなるという側面がありま

す。また、予定価格は、その工事などの事業目的

を達成するための標準的な価格を示しているもの

であり、不当に高い金額で契約することを防止す
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るというものでもあります。落札率は、競争が激

しい都市部に比較すると高いものではありますが、

予定価格の範囲内でありますし、また低過ぎる落

札額ではありませんので、財政的な面と品質保証

の面から市民負担を増加させている状況ではない

と判断をしております。

続きまして、指定管理者制度、入札制度におけ

る地元優先の考え方と品質確保についてでありま

すが、指定管理者の選考や入札におきましては近

年の厳しい地域経済状況を踏まえ、地元企業の参

入や受注機会の拡大を図ってまいりました。この

場合におきましても競争性の確保が大前提であり、

その中で地元企業の育成、技術力の向上、地域経

済の活性化を目標としてまいりました。指定管理

者の選考におきましては、指定管理者候補者の選

考委員会で候補者から提出された事業計画、実績

などを検討し、金額だけではなく、品質の確保を

担保できる事業者を選定しております。入札にお

きましては、著しい低価格での入札による品質低

下などの弊害を防ぐため、低入札価格調査制度の

導入を図っております。また、予定価格の事前公

表により入札及び契約内容の透明性を図り、過度

な競争による品質低下を防止することもあわせて

実施をしております。市の発注する公共事業、委

託事業は、地域経済を活性化し、市内経済に与え

る影響も大きいものと認識をしております。また、

地元企業の経営の安定化、さらには地元での雇用

確保などのため優先的に地元企業への発注に取り

組んでおります。地元企業の参加を公正な競争の

もとで積極的に推進することで品質の確保を図り、

ひいては市民全体の利益となるような指定管理者

制度、入札制度となるよう今後とも取り組んでま

いります。

続きまして、地元で働く勤労者の労働条件の向

上のための公契約条例制定についてでありますが、

前段お話ししましたとおり現在名寄市では公共工

事の適正な施工の確保を図るため一般競争入札の

実施や低入札価格調査制度の導入、また予定価格

の事前公表を一部工事で実施するなどしておりま

す。平均落札率につきましても平成２４年度の建

設工事と設計委託合わせて９ ８８％、比較的人

件費の比率が高い委託業務では平均落札率が９

１０％であり、過度な低価格競争下での落札率と

はなっておりません。特に名寄市では、低入札価

格調査制度を設け、品質の確保を図るとともに、

低価格競争に一定の歯どめをかけております。ま

た、予定価格の積算におきましても北海道の積算

基準に基づき一般管理費などの共通経費を積算し

ておりますので、利益率においても一定の確保が

できるものと考えております。名寄市における公

共事業は、（仮称）市民ホール建設事業や名寄市

立総合病院精神科病棟改築事業などの大型事業の

実施はもとより、道路修繕など経常的な事業もあ

り、極端な減少傾向にはありません。また、国の

緊急経済対策により今後も一定の公共事業は確保

できるものと想定しておりますが、公共事業の建

築や土木といった種別においては隔たりが生じた

り、今後の経済状況によっては事業量の減少も想

定しておく必要があります。このため入札制度を

常に検討しながら、過度の低価格競争を避け、公

正な入札と地域経済の活性化、地元企業の健全育

成が必要と認識をしております。

公契約条例につきましては、入札等審議委員会

などにおいて札幌市などの事例をもとに研究して

おりますが、市並びに業界での事務量増とこれに

よる経費の増や入札制度そのものの改善が先決で

あるといった意見など、さまざまな課題も出てま

いりました。本市におきましても公契約に係る業

務に従事する労働者の適正な労働条件、業務の質、

適正な価格の確保を念頭に受注者への指導や積算

内訳書による確認も引き続き実施し、引き続き公

契約条例に関する研究を進めるとともに、平均落

札率の推移などの変化も見逃さないように公正、

適切な契約に努めてまいります。

次に、大項目４、なよろコミュニティバス実証

試験運行について申し上げます。なよろコミュニ
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ティバスは、昨年７月の実証運行スタートから間

もなく１年を経過するところであります。今回の

実証試験運行の目的については、高齢者社会に対

応したバス文化の創造と利便性の高い公共交通サ

ービスの提供を図ることにあり、バス車両のワン

ステップ低床化を初め、医療、福祉を中心とした

公共施設への接続、バスの色や停留所もわかりや

すくするなど高齢者に対する利便性に配慮してま

いりました。また、利用促進としましては、４月

１日の駅前交流プラザよろーなオープンに合わせ

て、アンケート等で市民要望の多かった駅前での

接続を改善するため西回りの昼間の便数を３便ふ

やすとともに、よろーなへの足の確保を目的とし

て約２カ月間を駅前降車無料とするオープン企画

を実施してまいりました。さらには、この春に入

学した市立大学生や転入者には無料の乗車券を配

付するとともに、市民見学会においてもコミュニ

ティバスの案内を行うなど利用促進を図ってきた

ところです。

次に、意見の集約方法と進捗状況につきまして

は、まず今後のスケジュールとして、この６月で

１年を経過しますので、この１年間の利用データ

の検証と市民、利用者の意見を伺い、庁内及び地

域公共交通活性化協議会での議論を経て秋口の見

直しを予定しています。また、意見集約の方法に

ついてでありますが、さきに緊急雇用創出推進事

業の補正予算の議決をいただきましたので、これ

らを活用し、年齢層、地域別にきめ細やかな住民

ニーズ調査を行い、反映してまいりたいと考えて

おります。

以上、答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 長内建設水道部長。

〇建設水道部長（長内和明君） 私のほうからは、

大項目の２、名寄市の除排雪について、平成２４

年度の事業を終えて見えた課題と平成２５年度シ

ーズンに向けた取り組みについてお答えします。

平成２４年度の冬期間の降雪状況につきまして

は、３月３１日での降雪量７８４センチメートル、

最大積雪深では１５１センチメートルとなり、過

去５カ年の実績比較では降雪量で６６センチメー

トル、最大積雪深では昨年と比べ３４センチメー

トル多くなっております。除雪につきましては、

名寄、風連地区の市街地、郊外地区路線合わせて

４４５キロメートルの除雪作業を行いました。１

２月の大雪及び３月の吹雪を伴った降雪がありま

したが、１月、２月の降雪が少ないこともあり、

名寄地区で市街２７回、郊外４０回、風連地区は

市街で３８回、郊外で５０回の出動となり、昨年

とほぼ同じ出動回数となっております。排雪作業

では、名寄地区の市街地生活路線９２キロメート

ルにおいてカット排雪を１回から２回、積み込み

運搬排雪は幹線道路及び通学路３４キロメートル

を１回から３回、交差点排雪を複数回行ったほか、

本年の除排雪の特徴として１２月上旬の大雪によ

り一気に積雪がふえたことにより全市的に道路幅

員が狭くなってしまったことから、排雪が行われ

るまでの間の幅員確保のため幅員の狭くなった道

路においては通常の除雪のほかに新たに積み上げ

除雪などを行い、また交差点排雪の時期を前倒し

し、市道の冬道の安全を確保してまいりました。

排雪ダンプ総数につきましては、４万 ５８７台

と前年に比べ約１万３００台増となり、 ３３倍

となっております。排雪ダンプ助成事業につきま

しても集中した降雪の影響により、排雪作業の効

率が上がらないことが想定されたため、緊急避難

的に名寄市立大学のグラウンドを雪堆積場として

開放いたしました。利用件数につきましては ０

１７件、ダンプ台数 ３６４台と前年度に比べ約

５７倍の増となり、排雪ダンプ助成事業の中で

過去最高の台数となりました。

このような状況を踏まえまして、除排雪事業を

総括する上で何点か明らかになった課題がござい

ます。ただ、現在作業を進めている最中ですので、

具体的な解決方法までは整理されておりませんの

で、そのうち何点か報告をさせていただきます。

１点目は、除排雪の手法であります。大雪時にお
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いては、除雪出動と排雪業務が休みなく継続され、

登下校の児童生徒の通学確保、通勤時における幹

線道路の交通の確保を優先することで生活道路へ

の除排雪対応がおくれる結果となり、市民生活に

支障が出たところであります。また、除排雪オペ

レーターの高齢化により熟練した経験者が不足し

ている中で従来の除排雪水準が確保できなかった

点もあるのではないかと考えております。除排雪

に対応いただいている委託業者は、これまで夏場

の公共事業や冬期間の除排雪事業など年間を通し

て事業を行っていただいておりましたが、ここ数

年の公共事業予算の縮減の影響や会社経営の合理

化で社員の確保や車両の維持が以前のようにでき

なくなっているなど社会要因もあることから、公

共事業全般から考え方を整理する必要があると考

えております。

２点目では、大量の降雪時に除排雪事業者が対

応できるマニュアルなど、指示徹底が行き届かな

かった点が考えられます。このことは、非常時の

現場対応と現場対応の後の事務処理や実績報告方

法などで工夫を加えることで省力化が可能な部分

がないか点検をし、業務の精度向上などソフト面

の効率化が必要と考えてございます。

これらについては、現時点で整理すべき点の一

部であり、細部についてはさらに整理が必要と考

えております。

次に、今後の対応についてでありますが、７月

以降において建設水道部内で整理した事項につい

て各事業者との協議を行い、素案を作成し、平成

２５年度からできるもの、次年度以降に改善する

もの、これら対策に要する費用などについて整理

を行うとともに、除排雪事業の改善に着手したい

と考えております。また、除排雪事業に対する市

民の理解と協力は不可欠でありますので、今後除

雪事業者と確認する改善点についてお知らせをす

るとともに、すぐにでもできるもの、改善に時間

を要するものなどを整理し、町内会連合会などと

協議をさせていただくほか、時間はかかりますけ

れども、市民との協議を行い、意見を吸収し、よ

りよい名寄の冬の生活を送る工夫を進めてまいり

たいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇２番（奥村英俊議員） 最初に、記念行事につ

いてお伺いしたいことがあります。

ここ何日かヘリコプターがまちの中でホバリン

グというか、をしているのを見ました。先ほどの

災害訓練の関係でヘリコプターのリペリングです

か、というのも実施をするというお話ですけれど

も、まちの真ん中でヘリコプターがああいう形で

やることについて市民の方不安に思う方がいるの

ではないかと思います。この間取り組まれる内容

について余り詳しく知らされていなかったのもあ

るというふうに思いますので、より一層そういう

感があるのではないかというふうに思います。

そこで、協賛会のほうで３点にわたって駐屯地

に対して要請をしたという中身の中で、このヘリ

コプターの降下訓練については具体的に要請をし

たのかお伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） ヘリコプターの使用

について具体的な要請はしておりません。あくま

でも災害救助訓練という形でお願いをしたという

ことであります。通常自衛隊の場合、東日本の大

震災のときもそうでありましたけれども、さまざ

まな持てる資機材をもちまして災害救助を行うと

いうことがありまして、ヘリコプターの利用につ

きましてはある意味必要なものというふうな判断

があってヘリコプターを利用されるということだ

と考えております。それで、実は昨日から何回か

にわたってヘリコプターの使用に係る安全確認を

しておりまして、それでリペリングというある意

味低空飛行しながら、そこから隊員がおりて災害

現場のほうに到着をするという訓練についてはど

うも場所の状況からして風の影響が非常に大きい

という判断もありまして、リペリングそのものは
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一応回避をする方向で検討するというようなお話

をいただいております。あくまでも模擬的に上空

をヘリコプターが飛行するということは多分ある

と思いますけれども、そこから低空で隊員が降下

するということにつきましては一応回避をすると

いうようなお話を伺っております。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇２番（奥村英俊議員） 要請の仕方かもしれま

せんけれども、具体的な要請、そういった意味で

今ありましたヘリコプターの降下訓練みたいなも

のについては要請もしていないという中で、自衛

隊としてはそういう意味では宣伝ですから、通常

やっている業務ということでそういうことも考え

たのかもしれませんけれども、市中で行われると

いうことでいえば、安全の対策の担保については

名寄市がやっぱり背負わなければならないのだと

いうふうに思います。そういう意味で要請にない

中身を次から次へと出してくるということについ

て、名寄市としての安全の担保の仕方について、

今協議で降下の訓練はしないということでありま

すけれども、ヘリコプター自体がそういう形で町

中を低空ではないにしても飛んでいくということ

について、この間誰も想定をしていなかったのだ

というふうに思いますし、ここにきてそういうの

もあるよという話では市民の皆さんに不安を与え

る、そういったことになっているのではないかと

いうふうに思いますけれども、その点については

どうですか。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 今回さまざまな行事

が行われるということで、特に公道を使用してで

の一定程度パレードも含めて安全確認につきまし

ては相当綿密に警察、消防等含めて対応されてい

るというふうに伺っております。ヘリコプターの

使用につきましても当然安全確認含めての確認を

するということで、今般さまざまな試験飛行もや

られるということでありますから、その辺につき

ましては通常における安全確認の手法のもとでし

っかり安全担保はされるものというふうに考えて

おります。特に公道使用に当たりましても当然警

察とそれぞれ綿密な調整もされているというふう

に伺っておりますので、安全確認そのものはしっ

かり主催者側、自衛隊側としての確認もされてい

るという認識でおります。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇２番（奥村英俊議員） 安全確認の関係につい

ては、やる側だけにお任せする話ではないのだと

いうふうに思います。市街地、公道を使っての行

事ということでありますから、当然名寄市が責任

を負わなければならないというふうに思いますし、

事前の調査含めてやっぱり危ないものについては

実施してもらったら困るという形の要請の仕方と

いうか、やめてくださいという話も含めてしてお

かなければならないのではないかというふうに思

います。その辺についてそういう形ではされたの

ですか。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 今回道路占用も含め

まして私ども許可を出すと、市道の場合は私ども

許可を出すと、そして南広場を当然使用されると

いうことで、その使用許可につきましても私ども

許可を出しているということでありまして、おお

むねいただいた資料の中で安全の確保はされるも

のという判断のもとでそれぞれ許可を出させてい

ただいているということであります。それで、私

ども許可をする上で一定程度書類上の安全確認を

させていただくということでありますけれども、

実際に実施等に当たりましてはそれぞれ占用の許

可を出す、それから警察署への許可等含めていわ

ゆる申請する側がおおむね細かい資料なり内容な

りを説明をするというような立場になりますので、

市はまさに主催者のほうで、主催者というか、実

際に事業を行う側のほうでやるということが通常

これまでの一連の取り組みの中での流れになって

いるということで、私どもが具体的にその中身に

ついて責任を持って説明をするということにつき
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ましてはなかなかやるという状況には今までの間

も含めてないということであります。しかしなが

ら、周辺の安全確認等含めてやはり市の土地なり

とか、市がある意味許可を出すという立場でいく

と、一定程度問い合わせがあった場合についての

さまざまな確認等につきましてはさせていただい

て、情報提供はさせていただいているというとこ

ろであります。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇２番（奥村英俊議員） 今ありましたように、

最終的にやっぱり市が責任を負わなければならな

いことだというふうに思います。そういう意味で

は、市民の皆さんも責任を負わされることになる

のです。それについてやっぱりどういう形で安全

が担保されているのか、心配があるものについて

はやはり拒否をするというか、頼んだ側かもしれ

ませんけれども、やめていただくようなことも含

めてしていかなければならないというふうに思っ

ています。

それで、市長にちょっとお伺いをしたいのです

けれども、この駐屯地の記念行事を市中でやると

いうことの目的について、この間もお話しされて

いると思いますけれども、改めて目的は何かとい

うことと、市長が協賛会の会長ということで駐屯

地に要請される前、それからされた後も含めて要

請しないようにということで市長のほうに申し入

れがあったというふうに思います。その中で自衛

隊の方が武装してまちを歩く、あるいは戦闘の車

両を見る、そういったことからやっぱり戦争を思

い起こす、本当に平和が脅かされるのではないか、

そういった思いにつながるということをお話しさ

れた部分があるというふうに思います。そういう

意味で武装での市中パレードに反対をする人がい

るということについて、市民の中に多くいるとい

うことについて御承知しているかどうかもお伺い

したいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ６０周年の市中パレード

等の記念行事の開催につきましては、これまでも

本当にさまざまな場面で新聞等でも報道させてい

ただいたとおりでありまして、改めて我々この６

０年の間自衛隊とともにまちづくりをしてきたと

いうことで、ほかの地域とは違う特色を持って自

衛隊とともに、自衛隊の皆さんにお世話になりな

がら、あらゆる経済的な側面、まちづくりの側面、

あるいは災害救助の側面ということで本当に一体

となってまちづくりをしてきたと。このことに感

謝をし、またこれからもともにまちづくりをして

いくということの思いも含めて、この６０年を契

機にこうした記念行事を開催するのが望ましいの

ではないかということで協賛団体、関連する団体

に働きかけをさせていただいて、皆さんの御賛同

をいただいて現在に至っているということであり

ます。この間さまざまなそうした戦争を想起させ

るであるとか、そうした声があるのも一部、もち

ろん直接私のところに来ていただいたものもあり

ますので、承知はしておりますし、民主主義の国

家ですから、さまざまな考え方があるのも当然こ

れは事実だというふうに思います。改めて自衛隊

の皆さんが称賛をされるというか、そうした事態

というのは国が有事のときであるとか大変なとき

であるということなのでしょうから、なかなかそ

うしたことはあり得ないだろうと。しかし、日ご

ろから見えないところでさまざまな訓練を積んで、

さまざまな努力のもとに自衛隊さんが仕事をして

いるということを我々地域住民はしっかりと理解

をし、支えてあげる必要があるのでないかと。そ

んな思いも含めて今回この周年事業に当たり、そ

れぞれさらに理解を深めて前に進んでいこうとい

う思いで協賛会の皆さんに御賛同いただいて現在

に至っているということでありまして、ぜひ御理

解いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇２番（奥村英俊議員） 今市長からありました

ように、今回の目的ということでいえば、駐屯地

のより一層の理解、市民の皆さんの理解、それか
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らもう一つ、交流を深めるという、そういったこ

とが目的だというふうには認識をしますけれども、

やはり武装に対する懸念を持つ市民の方がいるこ

とからすれば、公平公正で全ての市民の安全や生

活を守る立場の市長のとるべき態度というのはど

んどんやってくれ、ぜひ皆さん見てくれというこ

とではなくて、武装しない市中のパレードであっ

たり、武器や兵器の市中の展示のない交流の場を

要請すべきだったというふうに思います。名寄駐

屯地の隊員、それから家族の方と市民が長い時間

をかけて築いてきた良好な関係が名寄にはあると

いうふうに思います。今回のことで、そういう意

味ではそのことを悪化させる契機とやっぱりなる

のではないかというふうに思います。また、市民

の皆さんが駐屯地の日ごろの活動などを理解、認

識を深めることにはつながらないと、そういうふ

うに思います。市民に対して多くの混乱をそうい

う意味では引き起こしている市長の責任は大きい

というふうに思います。そのことを申し上げて、

次の質問に移らせていただきます。

平和行政、平和教育の推進でありますけれども、

先ほどの答弁でいきますと今後の、これまでの取

り組みについてはこの間も幾度となく同じことが

報告されていますけれども、今後の具体的な取り

組みについては示されていなかったのではないか

というふうに思います。友好を深めています杉並

区では、平和を推進するためにということで平和

の展示とコンサート、平和のためのポスターコン

クール、平和のカレンダー作成、戦争被害や広島、

長崎の原爆被爆の写真のパネルの貸し出し、そう

いった取り組みがされています。そのほかにも核

実験への抗議であったり、黙祷の呼びかけという

のもされているそうであります。道内においても

深川市では、非核平和都市宣言記念式というのを

やっているそうであります。また、平和朗読会の

開催をしているようであります。帯広においても

平和の絵の募集、それからそれによる平和カレン

ダーの作成、平和コンサート、千羽鶴を折って広

島原爆ドームのところに送る、そういった取り組

みもされているようであります。名寄市の非核平

和都市宣言、それから行政報告の中にもありまし

た平和市長会議への加盟もされているということ

で、そういった精神の具現化ということを図ると

いう意味ではこういった取り組みも、ほかにそう

いった具体例がありますので、名寄市としても取

り組みを進めていくことが必要ではないかという

ふうに思いますけれども、今後のお考えいかがで

しょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 平和に係るさまざま

な取り組みにつきましては、今お答えをさせてい

ただきました取り組みとあわせまして、既に議員

も実際にかかわったいわゆる戦争体験をＤＶＤに

まとめて、そして学校教育に活用するという、そ

んな具体的な活動も２３年から始められまして、

この辺につきましては学校教育の中で活用されて

いるということで、そんな取り組みもあります。

そして、今杉並区の例のお話もありましたけれど

も、ポスターコンクールでありますとか、改めて

幼いときから一定程度平和に係るさまざまな機会

を得るということは大事なことであるというふう

に認識をしております。まずは、学校教育の中で

一定程度戦争でありますとか、そういう平和に対

する考え方をしっかり享受をしていただいた上で、

それをもとにさまざまな形で例えばポスターコン

クールに参加をしていただくとかという、ある意

味そんな段取りもまた必要になるのかなというふ

うにも思っておりまして、この辺につきましては

一般の方対象のさまざまな取り組み、それから子

供たちへの取り組み等あるかと思います。これに

つきましては、先進的な都市の事例もあるという

ことでありますので、教育委員会等と相談させて

いただきながらちょっと検討してまいりたいと考

えております。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇２番（奥村英俊議員） 今教育委員会との協議
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検討という答弁がありました。私も平和行政はそ

のまま平和教育だというふうに思います。いじめ

や差別、それから虐待、暴力犯罪も含めた全ての

暴力的なことを含めて、これを否定し、人を思い

やり、理解、協力することで平和が実現するのだ

というふうに思います。そういう意味では、今後

協議もどういう形でされるかわかりませんけれど

も、教育長の見解をお伺いしたいというふうに思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 名寄市におきましては、

平成１９年３月でしょうか、恒久平和と幸せな市

民生活を守るために非核平和都市宣言をしたとい

うことでございます。本市ではこの精神にのっと

った具体的な取り組みとして、一昨年小中学校、

高等学校教育の教材としても使用できる戦争体験

を語り継ぐＤＶＤですか、これ奥村議員が館長で

あったときのことだと思いますが、作成と配付を

行いました。また、昨年は北国博物館企画展で戦

争体験を語り継ぐパネル展などの取り組みも行わ

れているところでございます。これらにつきまし

ては、平和の大切さを市民の皆さんに考えさせる

名寄市の独自な貴重な活動であると私自身認識し

ているところでございます。学校教育におきまし

ても例えば中学校社会科においては、核兵器を初

めとするさまざまな脅威の増大に着目させて、一

回戦争が起これば、それは人類を滅亡させてしま

う危険があるのだというようなことや日本国民は

憲法の平和主義に基づいて戦争や地域紛争を防止

し、率先してそれに努めなければならない使命を

持っていることなどについて理解を深めさせる指

導が行われているところでございます。したがい

まして、今後教育委員会といたしましても学習指

導要領に示されている日本国憲法の平和主義に基

づいた授業を積極的に推進していくことが大切で

あるかと思いますし、また名寄の取り組みであり

ます戦争体験を語り継ぐＤＶＤのこれからの活用

促進でありますとか、戦争体験を語り継ぐパネル

展、あるいは平和音楽大行進もやっておりますし、

戦没者の追悼式もやっておりますけれども、これ

らとの関連を図りながら平和に関する取り組みを

さらに続けていくことが大切だと、そんなふうに

考えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇２番（奥村英俊議員） ぜひとも教育長におか

れましてはもう少し踏み込んでいただいて、先ほ

ど総務部長からもありましたように具体的な他市

での取り組みを小学校なり小さいときからどうい

う形でそれを取り組むに当たって教育課程でどう

いうふうなことが必要なのか、その辺を実践して

いただくようにお願いをしたいというふうに思い

ます。

次に、除排雪の関係ですけれども、答弁いただ

きました中で課題は大きく２つかなというふうに

思います。私が思ったのは、１つは業者との対応

かなというふうに思います。とりわけ昨年は雪が

多かったということもあったというふうに思いま

すけれども、除排雪の水準確保、それから労働力

や機材の確保というのが除排雪には欠かせないも

のだというふうに思います。そういう意味では、

早期の契約というか、毎年契約をするというふう

に思いますけれども、早目の事業者との意見交換

なり、その上での契約を、雪の量にもよると思い

ますけれども、必要な業務量ができる業者との契

約を早目にするということが必要ではないかとい

うふうに思います。昨年ダンプが足りない、全体

的な工事が減っている中で足りないということも

あったと思いますけれども、早目にそういったも

のを確保するということも一つの方策だというふ

うに思いますし、そういったことが必要ではない

かというふうに思います。また、作業の内容につ

いても例えば夜の排雪作業、これは働いている人

に対する労働強化とか、そういうことも考えられ

ますけれども、そういった対策とかも考えていく

必要がないのかあるのか、お考えがあれば教えて

いただきたいというふうに思います。
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先ほど言いましたように、早目の契約をするに

しても一定そういった機械力や人員の確保ができ

る業者がきちっといないと、業者の方がいないと

対策ができないというふうに思います。そういう

意味では、夏場との関連もあるということで先ほ

どお話ありましたけれども、冬場の事業確保とい

う観点から単価が少し安いのではないでしょうか。

その辺のことについても検討が必要ではないかと

いうふうに思います。

それから、もう一つ、市民の皆さんとの対応だ

というふうに思います。この４月から名寄の除雪

ということで広報に建設でつくったニュースを入

れていただいています。そういう意味では、市民

の皆さんに除雪ってこういうものだという周知は

一定できるかというふうに思いますけれども、こ

の間のいろいろな住民の皆さんが持っている課題

というか、不満やそういうものについてどういう

形で今後取り入れるというか、具体的にできるも

のとできないのがあると思います。それをどうい

う形で具現化するかということでいうと、一方的

に市のほうでこういう形でやりますということを

周知ということではなくて、事前の意見交換とい

うか、そういう場をやっぱりつくっていく必要が

あるのではないかというふうに思います。その中

では、例えば市の側での大変さや当然市の側から

いくと住民の皆さんの大変さを意見交換をする中

でお互い理解することが少しは、少しはですよ、

不満やそういったものの解消につながるかもしれ

ないし、お互いやれることがその中で出てくるか

もしれないというふうに思います。例えば雪捨て

場の関係なんかは、あれだけ大雪が降ると自分の

敷地内にもう捨てられませんよね、捨てられなく

なったのだという、そういう意味では道路に出し

たりすることもあったのだというふうに思います。

雪捨て場の確保ということでいえば、町内会にあ

る公園や何かを活用したりということもしかした

らできるのかなというふうに思います。当然町内

会でのそういった管理が必要かというふうに思い

ますけれども、そういったこと等を住民の皆さん

とやはり向き合って話をしながら解決策、具体的

な取り組みを進めていくということが必要だとい

うふうに思いますけれども、その点についていか

がでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 長内建設水道部長。

〇建設水道部長（長内和明君） 今議員から５点

だと思いますけれども、わたって御質問をいただ

いたと思います。

まず、１つ目は、夜の排雪ということでお話を

いただきましたけれども、名寄の場合は朝２時か

ら除雪をしております。風連の場合は、延長が短

いので、朝４時からということで、これは両方と

も子供たちが学校へ行く時間帯、７時半ぐらいに

なろうかと思いますけれども、それまでに何とか

終わらせたいということから、両地区にちょっと

差はありますけれども、その１時間前にきょう出

動するかどうかということで判断をして決めてお

ります。それは、あくまでも除雪であって、今度

排雪の場合は除雪が終わってから業者の皆さんは

また８時過ぎぐらいから排雪に入ります。そうい

たしますと、夜もということになると事業者の人

たちが非常につらい思いするのかなと思いますの

で、そこは非常に厳しいかなと判断をしています。

事業者の方と相談したことありませんけれども、

ちょっと考えたら苦しいかなと、そう思っていま

す。

もう一つは、早い契約であります。できれば早

く契約したいというような思いはありますけれど

も、今回は大雪も含めて、総体的な見直しも含め

て検討していかなくてはならないということから

いけば、例年１１月に契約をしておりますので、

ことしも同じような１１月になろうかと思います

けれども、一定程度の今回の見直しも含めてして

いけば、９月ぐらいまでには一定のラインが出て、

それから先ほど議員が言われました市民のほうに

も周知ばかりではなくて意見を聞くという場もつ

くらなくてはならないと思っておりますので、通
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常どおりの契約の時期になろうかなと思っており

ます。

もう一つは、単価でありますけれども、単価は

これまでも議会の場で何回もお話しさせていただ

きましたけれども、３カ年の平均値で単価を求め

ております。当然平均ですから、多いときもあれ

ば少ないときもあると、そういう部分があって平

均しますと、例えばことしみたいな大雪の場合に

ついてはその中に組み込まれていないという状況

もありますけれども、それは今まで補正で対応さ

せていただきました。そういうものも含めて、こ

れからどうあるべきかというのも１つは検討して

いかなければならない部分があろうかと思ってい

ます。

それとあと、市民対応、先ほども言いましたけ

れども、周知ばかりではなくて市民意見を聞くと

いうお話で、まさにそのとおりだと思っておりま

す。一定程度事業者、素案、あるいは開発や北海

道、それと警察、バス会社だとかいろいろな団体

もあります。そこと協議をして一定程度の素案が

できて、事業者といけるかどうかの判断をしてか

ら市民の方との協議が出てくるのかなと、そうい

うふうに思っておりますので、その場は町連です

とか地域連絡協議会も含めまして相談をさせてい

ただければなと思っております。

もう一つ、雪捨て場の関係で公園の関係であり

ます。名寄には２５の児童公園がありますけれど

も、これまではやはり公園敷地内の遊具ですとか、

そういった部分で非常に障害が起きるということ

もありまして、会長さん方との間では暗黙のうち

に雪はなるべく入れないようにということで話は

させていただいておりますけれども、どうしても

公園の周りの住民の方はママさんダンプですとか、

それから小さな除雪機で入れております。それは、

暗黙のうちに入れているという状況でありますけ

れども、ただ大きな機械で入れるということにな

りますと、遊具ですとか、それとか雪解けが非常

に遅くなります。当然下地もでこぼこが多くなっ

て、その整理もしなくてはいけないということも

あります。使途的には会長さんのほうから何とか

というお話があれば、それは否定するものではあ

りませんけれども、それは協議をしながら一定の

ルールを決めてできるものであればしてあげられ

ればいいと思いますけれども、そこら辺の費用も

相当数かかると思っておりますので、御理解をい

ただければと思っております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇２番（奥村英俊議員） 今の答弁いただきまし

たけれども、一定その考えまとまってから市民の

皆さんと話をするということでしたけれども、先

にやってもいいと思うのです、意見交換という形

で。それには、町内単位とか学校区単位、地域に

よってやっぱり状況違う部分があると思うのです。

だから、今言った公園を使っての話とかもそこそ

こによって考え方、やり方が出てくるかというふ

うに思います。こうだというふうに決めるのでは

なくて、そこは住民の皆さんと話をしてそこそこ

で取り組みができるような、お互いがいい形にな

るようなことということが大事だというふうに思

いますので、ぜひそういう形で進めていただきた

いというふうに思います。

それから、もう一点、単価の関係について、や

はり今の経済状況でいくとどういうふうに例えば

労務単価なりいろんな単価が変わるかということ

もあると思います。そういう意味では、先が少し

見通せるような、そういった単価の設定も必要だ

というふうに思いますので、ぜひ今後も御検討を

していただきたいというふうに思います。

時間が余りありませんので、次に進めさせてい

ただきたいと。契約の関係について何点か聞こう

と思いましたけれども、私が挙げた３つについて

は自分としては関連があるものだというふうに思

いながらの質問をしました。例えば多少落札率が

高くても、それに当然見合った、先ほどの答弁で

いきますと見合った内容になっていますというこ
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とでありましたから、そのことが市民の皆さんが

理解、納得できるものであればいいというふうに

思います。そこには当然名寄優先ということも理

解はしますし、ただしいいものがやっぱり安く手

に入ったほうがいいわけでありますから、そのこ

ともぜひ制度の中で取り入れることを考えていた

だければというふうに思います。やはり名寄の業

者の方がしっかりこの先も見据えて事業ができる

ような、当然それぞれ企業の皆さんの努力も必要

だというふうに思いますけれども、それに見合う

ような、先ほど除雪のほうでも言いましたけれど

も、北海道の単価を使ったりしているということ

でありますけれども、地域の状況もあると思いま

すから、そういったことも踏まえての金額の決定

であったり、そういったこともぜひ考えていただ

きたいというふうに思います。また、いい仕事を

してもらうためには、優秀な人材を確保するとい

うことが必要だというふうに思います。そういう

意味でそういう人が確保できるような事業費が入

ってこないとできないというふうに思いますので、

それについて市のほうとしてもぜひ考えていただ

きたいというふうに思います。

最後に、公契約制度について研究をされている

ということでありますけれども、優秀な人材が来

てもらうためには働く条件がしっかりしていなけ

ればならない、そういう意味ではこういった制度

によって保障がされるということも一つの策だと

いうふうに思います。今後導入するべきものだと

いうふうに考えているのかだけお答えをいただき

たいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 札幌市で先進的な取

り組みとして昨年の第１回の定例会の中で条例提

案をされて、それが実はまだ１年以上かかっても

結論が出ていないということがあります。さまざ

まな課題、その中で出てきておりますし、私ども

しっかりその辺も見きわめて研究をさせていただ

きたいということが実はまだ続いているというと

ころであります。いわゆる過度な競争によってダ

ンピングによって低い価格で落札をして、それが

結果的に労働者の賃金に影響を及ぼすという、あ

る意味悪循環に至るということが一つ大きな公契

約条例の締結に向けてのきっかけになっていると

いうふうに判断をしておりますので、まさにそう

いう労働者にしわ寄せが行くような低入札につい

てはしっかり監視をしながら、適正な価格で入札

に参加をしていただくということで私どももさま

ざまなこの間取り組みをしておりますので、仮に

公契約条例に至らなくてもあらゆるさまざまな手

を使いながらしっかり適正な工事もしくは労働環

境に結びつくような、そんな入札制度をしっかり

守っていきたいというふうにも考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で奥村英俊議員の

質問を終わります。

公契約条例について外２件を、川村幸栄議員。

〇１番（川村幸栄議員） 通告順に従いまして、

質問をさせていただきます。

まず、大項目１点目、公契約条例についてであ

ります。この件につきましては、平成２２年３月

第１回定例会でも私官製ワーキングプア対策とし

て取り上げさせていただきました。その後私の前

に質問ありました奥村議員も含めて、この間公契

約条例に関して数回にわたり取り上げられてきた

ところであります。今アベノミクスでにわかに景

気がよくなったように大手マスコミは報道してい

ますけれども、株の乱高下や円安による石油類の

高騰など、私たち庶民にはさっぱりその感はあり

ません。景気低迷で働く人たちの環境は、ますま

す深刻になってきています。賃上げと安定した雇

用の拡大で働く人の所得をふやすことが景気回復

には重要であります。先般平成２５年度の公共事

業設計労務単価が法定福利費相当額の本人負担分

などを反映させたことから、北海道の８時間労働

で普通作業員１万 ０００円を１万 ７００円に

など、１２職種で ７００円から １００円と平

均１ ３％の大幅な値上げが行われたところであ
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ります。国と道は、４月１日以降に入札した案件

に適用するとしています。建設労働者の約４割が

健康保険や厚生年金に未加入と言われています。

新設計労務単価に改定された趣旨を受けて、現場

労働者の社会保険加入促進が求められています。

そこで、伺います。公共事業で働く労働者の働

く環境と賃金について、公共サービス、委託分野

で働く労働者の働く環境と賃金について、そして

名寄市における公契約条例制定についてお聞きを

したいと思います。この件については、さきに平

成２２年３月議会での私の質問に文書による啓発

活動等については今後他市の例を参考にしながら

実施に向けて検討したいと答弁されていました。

函館市では、公共事業の発注に当たり文書指導や

書類提出を通して地元業者と地元資材の活用並び

に雇用の安定と就労の促進を図ることを実現して

いると聞いています。こういった部分も含めて公

契約条例制定についてのお考えをお聞かせをいた

だきたいと思います。

大項目２つ目、障害のある人たちの就労支援に

ついて伺います。共同作業所全国連絡会、きょう

されんが２０１１年末から２０１２年初めに行っ

た全国調査で次のような結果が出ています。２人

に１人は相対的貧困以下、９９％は年収２００万

円以下、また生活保護の受給率は障害のない人の

６倍以上、十分な就労環境や所得保障制度がない

中で生活保護に頼らざるを得ないという状況、さ

らには６割弱が親との同居といいます。生まれて

から５０歳を迎えるまで親と同居している人が半

数、親依存の生活を強いられている背景には極め

て低水準な収入と自立した生活を支える基盤が整

っていないことがあると言えます。さらには、低

収入ほど社会と遠ざかる傾向にある、こういった

ことなど大きな課題として浮かび上がってまいり

ました。私たち抜きに私たちのことを決めないで

と訴え続けましたけれども、２０１２年６月、障

害者自立支援法を一部改正し、名称変更した障害

者総合支援法が成立したところであります。行政

報告では、名寄市障害者自立支援協議会の構成員

として障害を持つ当事者や保護者、医療関係者な

どに加わってもらい、新たに相談支援、権利擁護

と就労支援の専門部会を設置し、現場の課題や地

域の声をより反映していくと述べられています。

そこで、伺います。名寄市の障害のある人たち

の就労状況と賃金について、さらに今後の就労支

援についてお答えをいただきたいと思います。

大項目３つ目、風疹流行への対応について伺い

ます。昨年から流行を続けている風疹ですが、全

数報告が始まった２００８年以降最悪のペースで

大流行しています。今後さらなる感染者増が心配

です。風疹患者の８割が男性で、その９割が２０

歳から４０歳代だと言われています。女性は、２

０歳代が中心となっています。免疫のない女性が

妊娠２０週ごろまでに感染すると、風疹ウイルス

が胎児に感染し、出生時に先天性風疹症候群、Ｃ

ＲＳと総称される病気、難聴、心疾患や肺疾患、

白内障、精神や身体の発達のおくれなどを持って

生まれてくることがあると言われています。感染

症情報センターでは、妊娠を希望する女性とパー

トナー、同居する家族はすぐにワクチン接種を医

療機関に相談してほしい、また職場の同僚などが

予防接種を受けることが大切と呼びかけていると

ころであります。

そこで、お聞きをしたいと思います。北海道、

上川管内、名寄市の発症状況、またワクチン接種

の啓蒙啓発と定期接種以外の接種状況をお知らせ

いただきたいと思います。

最後に、ワクチン接種助成についてお伺いをし

ます。日本共産党の田村智子参議院議員は、５月

２１日の参議院厚生労働委員会で風疹の予防ワク

チンについて国が補助をしてワクチン接種を速や

かに進めるよう求めています。早急な国の補助が

求められるところですけれども、名寄市としてワ

クチン接種助成についてどのようにお考えかをお

聞かせをいただきたいと思います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。
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よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 川村議員からは、大

項目３点にわたる質問をいただきました。大項目

１は私から、大項目２と３は健康福祉部長からの

答弁となります。

まず、公共工事で働く労働者の労働環境と賃金

の状況についてでありますが、国の経済状況の停

滞やこれに伴う地方財政への影響から公共事業の

減少が続いておりました。大都市圏では、競争が

激化し、低価格での入札が続いたため、そのしわ

寄せが労賃の減少という形であらわれ、いわゆる

官製ワーキングプアといった言葉で代表されるよ

うな現象も起きていました。さらには、低賃金の

影響により、建設業における若年労働者の減少や

技術継承が途絶えるなどの問題もあったものと認

識をしております。政権交代後、国の緊急経済対

策の影響で公共工事の増加へと方向が変化してま

いりました。また、労務単価につきましても見直

しが図られ、この点では改善の方向に向かう兆し

が見えてきたと判断をしております。名寄市の状

況でありますが、現在の入札制度におきましては

落札率などから過度な競争下にはなく、適切な労

務費の積算のもとで契約がなされているものと考

えております。入札に際しましては、入札額を裏

づける積算内訳書の提出を求めております。また、

下請がある場合には下請人選定通知書の提出を求

め、適正な契約業務執行するよう請負者に指導を

含め対応しております。品質確保の面からも低過

ぎる入札を防止するため、低入札調査価格を設定

し、過度な競争とならないような制度も国の基準

に倣って制度化しておりますので、入札制度から

は労働環境の悪化を防止する一定の歯どめとなる

ような取り組みをしている状況にあります。

続きまして、公共サービス、委託分野で働く労

働者の環境と賃金についてでありますが、公共工

事と同様に入札に際しましては入札額を裏づける

積算内訳書の提出を求めております。また、清掃

業務、警備業務の労賃につきましては最低賃金を

下回らないような設定で予定価格を積算し、低賃

金での労働環境とならないように契約事務を実施

しております。また、指定管理業務においては、

当初で想定できなかった費用が発生し、契約した

金額で履行できないおそれがある場合には名寄市

と協議し、対応をとることとするなど一定の柔軟

性を持たせた契約内容とし、費用増のしわ寄せが

労賃に波及しないような制度としております。

続きまして、名寄市における公契約条例制定に

ついてでありますが、公共工事におきましては透

明性の確保、公正な競争の促進、適正な施工の確

保、不正行為の排除の徹底など、入札制度改革が

全国的に進められております。この背景の一つに

は、さきに申し上げましたが、全国的に公共工事

が減少し、競争が激化したことがあると考えてお

ります。現在名寄市においては、この公共工事の

適正な執行を図るため、一般競争入札やダンピン

グを防止するための低入札価格調査制度の導入、

予定価格の一部につき事前に公表しながら発注す

るなどの制度を用いております。平均落札率につ

きましても平成２４年度の建設工事と設計委託合

わせて９ ８８％、比較的人件費の比率が高い委

託業務では平均落札率が９ １０％であり、過度

な低価格競争下での落札率とはなっておりません。

公契約条例の趣旨は、低入札価格の問題により業

務に従事する労働者のみならず、下請の事業者に

もしわ寄せがされ、このことによる労働者の賃金

の低下、労働環境の悪化を改善することにあると

認識をしております。本来は、１つの自治体のみ

で解決できる問題ではなく、国がこの重要性を認

識し、率先して取り組むべき課題でありますが、

名寄市ではさきに申しました入札制度の改善に取

り組みながら労働者の賃金にしわ寄せが来ないよ

うに取り組んでいるところです。また、公契約条

例を導入した事例の研究についても実施してまい

りますが、札幌市の事例などから課題も出てきた

ものと考えております。契約対象とならない最低
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制限価格のあり方や公契約条例執行に当たっても

増加するコスト、事務量の問題などがその課題で

あると認識をしております。これらの研究を進め

るとともに、引き続き現在の入札制度の改善に取

り組んでまいりたいと考えます。

以上、答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 私からは、大項

目２と３について申し上げます。

初めに、大項目２の障害のある人たちの就労支

援についての小項目１の名寄市の障害のある人た

ちの就労状況と賃金について申し上げます。最初

に、当市における障害者の就労状況について申し

上げます。一般の民間企業における障害者の雇用

状況は、平成２４年６月１日現在で行われたハロ

ーワークなよろの調査によりますと８９名の雇用

があり、雇用率達成企業の割合は６ ０％となっ

ております。この数字は、全国平均４ ８％、北

海道平均５ １％を上回っております。また、賃

金につきましては、身体障害者の方は健常者と同

じ給与体系でありますが、知的障害や精神障害の

方はパート採用であることが多く、時給で計算い

たしますと賃金は月額約１０万円前後となってい

る状況であります。障害者の自立に向けた取り組

みをしている福祉施設は、市内に６カ所あり、内

訳といたしましては雇用契約を結ぶ形の就労継続

支援Ａ型が２事業所、一般就労を目指して就労の

トレーニングを行う就労移行支援が１事業所、企

業などで就労することが困難な方に雇用契約を結

ばず就労の機会を提供する就労継続支援Ｂ型が３

事業所であり、就労移行支援で４名、支援Ａ型で

１２名、支援Ｂ型で６２名の方がそれぞれの状態

に合わせて就労をいただいております。福祉施設

の賃金は、工賃と呼ばれておりますが、就労継続

支援Ａ型事業所は最低賃金の時給を支払う形とな

っております。就労移行支援事業所と就労継続支

援Ｂ型事業所については、その方の働きに応じて

数万円の工賃が支払われております。障害基礎年

金と合わせますと、月額約７万円から８万円にな

っている状況でございます。

次に、小項目２の今後の就労支援について申し

上げます。今年度から名寄市障害者自立支援協議

会の委員８名に障害を持つ当事者や保護者、医療

関係者などの３名の委員に加わっていただき、１

１名体制となりました。また、新たに相談支援・

権利擁護部会と就労支援部会の２つの専門部会を

設けました。相談支援・権利擁護部会は、各種相

談や地域の課題などについて話し合いをすること

になっておりますので、働く障害者の方々の生活

面の支援についても必要な調査をする体制といた

しました。また、就労支援部会は、市内６つの就

労支援事業所に加え、ハローワークなよろ、道北

障害者就業・生活支援センター「いきぬき」、名

寄市立総合病院の精神科リハビリテーション室、

美深高等養護学校、企業の団体でありますＮＰＯ

法人なよろ地方職親会の計１１カ所の就労支援に

かかわる関係者が毎月集まり、当市の障害者の就

労支援の充実に向けて話し合いをする体制といた

しました。就労に関する相談窓口につきましては、

市から委託している名寄みどりの郷と相談支援セ

ンターそうだん屋という相談支援事業所が市内に

２カ所あります。また、北海道の事業であります

道北障害者就業・生活支援センター「いきぬき」

という相談窓口も市内にありますので、障害者が

就労に関するいろいろな相談をすることができる

体制となっております。また、障害者支援施設に

該当する事業所等で市から随意契約にて発注する

総合福祉センターの清掃業務と名寄公園の管理、

清掃業務につきましては、今後も継続して実施し

てまいりたいと考えております。

就労支援を行う福祉施設の職員向けの研修とい

たしましては、２年前からＮＰＯ法人なよろ地方

職親会が名寄市立大学を会場にジョブコーチ養成

研修を毎年開催しております。ジョブコーチとは、

障害者が一般の職場で働くことを実現するために

障害者と企業の双方を支援する支援者のことで、
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この研修を修了した方が現在名寄市には７名おり

ますが、ジョブコーチが支援を行うことは障害者

の職場定着に非常に効果があると言われておりま

す。当市は、このジョブコーチ養成研修を学ぶ環

境が整っておりますので、今後さらにジョブコー

チのノウハウを生かした就労支援も進んでいくも

のと考えております。今後ともこれらの取り組み

を継続し、働く障害者の方の支援の充実を図って

まいりたいと考えております。

次に、大項目３の風疹流行の対応について、小

項目１の北海道、上川管内、名寄市の発症状況に

ついて申し上げます。風疹の流行につきましては、

昨年から首都圏を中心に全国に広がり、昨年は過

去５年間の中で最多となる ３５３人の感染者が

報告され、さらにことしに入ってからは既に ０

００人を超えるなど速いペースで増加しておりま

す。風疹は、感染症法に基づき全ての感染者が報

告されておりますが、道内においても昨年７月ご

ろから札幌市を中心に感染者が報告されておりま

す。道感染症情報センターによりますと、道内の

風疹感染者数はことしに入り、６月２日現在で累

計７７人と既に昨年１年間の２１人を上回るなど、

全国同様増加傾向にあります。保健所管内別では、

札幌市２９人、市立函館１５人、岩内５人、北見、

旭川市３人、室蘭、帯広市が各２人、その他江別、

上川、倶知安、江差、渡島、釧路、網走が各１人

とほぼ全道的に広がりつつあります。このうち上

川管内においては、旭川市の３人と上川保健所の

１人を合わせて４人の感染者が報告されておりま

す。現在名寄市においての感染者の報告はありま

せんが、風疹の報告の増加傾向は数年持続すると

言われており、今後においても増加が懸念されて

いることから、風疹発症動向を注視していくこと

が重要と考えております。

次に、小項目２のワクチン接種の啓蒙啓発と接

種状況について申し上げます。風疹は、免疫のな

い女性が妊娠初期に感染すると生まれてくる赤ち

ゃんにも影響し、心臓疾患や難聴など先天性風疹

症候群を引き起こすおそれがあると言われており

ます。この先天性風疹症候群については、昨年の

流行の影響で平成２４年１０月から平成２５年３

月までに８人の赤ちゃんの感染が報告されており

ます。このため厚生労働省は、その予防対策とし

て生まれてくる赤ちゃんのために風疹ワクチンの

呼びかけや妊婦を感染から守るために一般向けの

リーフレットを作成するなど、全国的に注意喚起

が図られてきております。このことに基づき本市

の対策といたしまして、これまで婚姻届け時や母

子健康手帳交付時にリーフレットの配付等を行い、

さらに新聞、広報、ホームページ等で情報提供や

予防の啓蒙啓発を行ってまいりました。特に風疹

にかかったことがない人や風疹のワクチン接種を

受けていない人など免疫を持たないと思われる人

については、任意での予防接種を検討していただ

くよう啓発に努めてまいりました。接種状況につ

きましては、現在市内５医療機関において随時任

意で予防接種を受けられる体制にあり、４月、５

月の２カ月間で男女合わせて４４人がワクチンの

接種を受けているという情報を確認しております。

次に、小項目３のワクチン接種の助成について

申し上げます。平成２３年度国の調査では、２０

代から４０代の男性の１５％が風疹への免疫を持

っていなく、また同年代の女性も１５％は風疹へ

の十分な免疫を持っていないという結果報告があ

りました。さらに、昨年から風疹と報告された人

の７割以上が男性で、そのうち８割以上が２０代

から４０代で占めておりました。これらの年代の

うち昭和５４年以前に生まれた３４歳以上の男性

は、制度的にも風疹ワクチンの接種を受けていな

い世代であること、またそれ以後も制度として風

疹ワクチン接種が導入されたものの接種率が低い

状況にあり、今回免疫を持たない世代間での感染

者が拡大してきていることが課題となっておりま

す。このため赤ちゃんを先天性風疹症候群から守

るために、また妊娠初期に風疹にかからないよう

に夫となる男性も含め風疹ワクチン接種を任意で
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呼びかけることを検討していただいております。

定期以外で実施する風疹ワクチン接種は、任意で

行われるため全額自己負担となり、その費用は

６００円前後と高額となっておりますが、本来予

防のためのワクチン接種については国の制度に基

づき実施し、地域格差が生じないようにしていく

ことが重要と考えております。しかし、今回旭川

市で既に３人の風疹患者が発症しており、風疹の

感染力はインフルエンザの５倍と言われておりま

すので、状況が悪化していることを重大に受けと

め、さらなる対策の必要性を認識しております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） それぞれ御答弁をいた

だきましたので、再質問をさせていただきたいと

いうふうに思います。

公契約条例についてであります。この間本当に

先輩議員も含めて何度となく取り上げさせていた

だいてきたところであります。先ほども奥村議員

の中でも研究調査が続いているけれども、どうな

のだというようなお話もあったところであります

が、部長の御答弁の中で公契約条例制定にまでは

いっていないけれども、文書によって提出、積算

内訳書の提出なども求めてきているというような

お話もあって、この部分は私も求めてきたところ

でしたので、前進していただいているのかなとい

うふうに思っています。先ほど御紹介した公共事

業設計労務単価が４月１日から適用というふうな

ことになっていますが、これ市の入札参加企業さ

ん、また下請業者さん、また現場で働く労働者の

皆さんへの周知はどのようになっているのか。ま

た、先ほどもお話ししましたように社会保険加入

促進、このことを図ることが必要だということで

今回の見直し、大幅な値上げがされたわけですけ

れども、こういったことの周知の徹底はどのよう

になっているのかお聞かせをいただきたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 私ども工事を発注す

る段には、当然積算をしまして積算内訳書をつく

りまして、そして業者の皆さんはそれを縦覧して

いただくという、そんな手続になっております。

特に労務単価につきましては、極めて重要なもの

でありまして、私どもは二省協定、いわゆる国土

交通省でありますとか農林水産省、ここのところ

の積算労務単価を使っておりまして、この辺につ

きましては縦覧の段階で十分業者の皆さんも周知

していただけるというような中身になっておりま

す。それで、あわせましていわゆる工事における

適正な労働条件でありますとか、それから公正な

賃金の確保に向けましては名寄市発注工事に係る

元請、下請の適正化指導要綱というのもあわせて

つくっておりまして、これにつきましても縦覧時

に閲覧を求めておりまして、おおむねその中でさ

まざまな労働保険等の扱いにつきましても一応周

知をしていただけるものと考えておりまして、私

ども実態調査具体的に行ってはおりませんけれど

も、まさにそういう啓蒙啓発をしっかり日々行わ

せていただいておりますので、その辺については

業者の皆さんも十分周知をされて対応なさってい

るというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） この労務単価の見直し

の中で北海道建設新聞なども大きく取り上げられ

ていて、労働者の皆さん方に非常に喜ばれるとい

うふうになっているのですが、この労務単価、業

者さんが労働者に支払う賃金の額を縛るというも

のではないということなのですけれども、だから

こそ公契約条例が必要になってくるかなというふ

うに私は思っているところです。やっぱり指導要

綱も含めて契約されている方々に、企業に向けて、

下請業者さんに向けてお渡ししているということ

でした。以前は、口頭でということでしたので、

随分前進していただいているなというふうに思う

のですが、しかしこの指導要綱等お渡ししても働

く人たちのところに十分に目を向けていただくと
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いうことが私は必要だと思います。先ほども御紹

介したように、建設労働者約４割、これは全国的

な調査の中ですけれども、健康保険や厚生年金に

未加入だというふうなことも言われている中で、

私もけがをしても保険証がなくてという話も聞い

たことがあります。ですから、今回社会保険加入

促進を図るということでは、非常に率先して周知

をしていただきたいというふうに思っているので

すが、この部分についてもう一度お考えをお聞か

せいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 議員先ほど函館市の

事例もお話しになりました。函館市では、私ども

と同じような元請、下請の適正化指導要綱という

のを定めておりまして、これに基づいて各業者さ

んに周知、必要なさまざまな労働条件等にかかわ

る部分も含めて具体的な文書にして実は各業者さ

んにお配りをしているということがあります。私

ども縦覧時に閲覧を求めておりますけれども、建

設事業の説明会年１回ございまして、こういった

機会を捉えて私どもも少しこの地域の事情も含め

て、いわゆる要綱を持っておりますから、それに

基づいた少しわかりやすい説明資料なりを一度つ

くりまして、改めて業者の皆さんに周知を図って

まいりたいと考えております。いずれにしまして

も、労働者の皆さんの賃金はまさに雇用される方、

それから雇用される側、対等な立場で労働条件と

賃金決められるという労働基準法の根本的な考え

方がございますから、私ども労働者の皆さんの賃

金の扱いについて踏み込んだお話をする機会とい

うのは実はなかなか持てないのが実情でございま

すけれども、基本的な考え方として最賃制度です

とか、そういったしっかりした制度がございます

ので、改めてそういった制度についてもそうした

機会を捉えながら周知を図ってまいりたいと考え

ております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 説明資料もつけてとい

うお話でした。これをぜひ進めていただきたいと

いうふうに思います。指導要綱、またその説明資

料もおつけするのですけれども、また実態はその

後どうなるのかといったところら辺がやっぱりこ

こも重要になってくるかというふうに思います。

先ほどのお話の中でも仕事量がふえてくるという

ようなお話もありました。そういう細かい実態調

査というところら辺でいうと、非常に職員の方々

の手も必要になってくるのかなというふうには思

いますけれども、しかしやはり公共の仕事ですの

で、市の税金を使って働いていただいているとい

うところら辺では実態調査も必要だというふうに

思います。例えば労働時間であったり、また市民

サービスのところでいえば制服の貸与であったり、

また最近新聞紙上にぎわしていました労働相談で

一番多いのがパワーハラスメントだったというよ

うなこともありました。また、男女共同参画の視

点がどうなっているのか、こういった重要な部分

だけでも実態調査必要ではないかというふうに考

えるのですが、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇教育部長（鈴木邦輝君） 実態調査ということ

でございますけれども、公契約条例制定に当たっ

てのさまざまな課題があるというお話もちょっと

させていただいておりますけれども、実は今お話

にありましたとおり私どもの体制整備というのが

大変大きな課題として出てきております。公契約

条例に係る部分もそうでありますけれども、改め

て立入調査等行うということになりますと、私ど

もの知識としてしっかりした労働保険、労働安全

基準法含めてやはり周知をしっかりしながら具体

的な内容について、特に労働条件等に係る部分に

つきましても精査をしないといけないということ

になりますから、私ども体制としてまさにそうい

う専門的な知識を持つ職員を育成をしていかなけ

ればいけないというのがあります。これなかなか

小さい自治体でありますと、そこまでやはり人材

の育成というのが手が届かないというところも現
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実ございまして、そうした私どもの体制そのもの

がやはりなかなか踏み込んだ対応に至らないとい

う率直な事情があるということであります。

先ほどちょっと答弁書の中でもお話をさせてい

ただきましたけれども、実は労働環境に関しまし

ては国の機関で労働基準監督署というのがありま

して、やはり国がしっかり公契約に係る法的な枠

組みは法律なりをつくっていただいて強化をして

いって、その中で改めて労働基準監督署なりの役

割を強めていただきながらしっかりした体制をつ

くっていただくというのも一つの有効な手段とい

うふうにも考えております。全て国がという言い

方ではありませんけれども、やはり国の法律的な

枠組みと合わせて私ども地方でもしっかりした体

制をつくっていくという、そんな流れが必要かな

というふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 総務部長おっしゃるよ

うに国が率先して、私もそう思います。

ちょっとこれを御紹介させていただきたいと思

うのですが、千葉県野田市の公契約条例、２００

９年９月に出されているのですが、この中で「公

平かつ適正な入札を通じて豊かな地域社会の実現

と労働者の適正な労働条件が確保されることは、

ひとつの自治体で解決できるものではなく、国が

公契約に関する法律の整備の重要性を認識し、速

やかに必要な措置を講ずることが不可欠である」

と、このように前文で述べています。それに続け

て、本市はこのような状況をただ見過ごすことな

く先導的にこの問題に取り組んでいくのだという

ふうに述べてあります。私は、この前文にいたく

感動しているというか、こういう姿勢の中で取り

組んでいただくことが必要だなというふうに思い

ます。

札幌も取り組んで、千葉県野田市も、私たちの

名寄市と自治体としての規模が違う中で、いろん

な条件がある中で非常に難しい部分もあるかとは

思いますけれども、一歩一歩前進していただいて、

事務量の増加も含めてそこに取り組んでいく姿勢

を見せていくことが必要ではないかというふうに

考えています。公契約条例の制定を目指すことで、

やはり適正化によって労働者の賃金や労働条件改

善する条件がつくられ、また地域経済の活性化も

もたらされると。地域労働者の賃金改善、これは

消費購買力を高めるし、地域経済を活性化すると

いうことで内需の拡大につながるものというふう

に考えているところであります。引き続き公契約

条例にかかわって前進をしていただくことを強く

求めて、次に移らせていただきたいというふうに

思います。

次の障害のある人たちの就労支援について再質

問をさせていただきたいと思います。先ほど健康

福祉部長のほうから賃金等報告が出されていまし

た。私は非常に気になるのが、いろんな障害のあ

る方々と接する機会を持たせていただく中で気に

なるのは、障害のある方々自身が非常に我慢をし

ているというところにあるのかなと思っています。

行きたいところがあってもやりたいことがあって

もお金がないとか、また家族や誰かの力をかりな

ければならないと。それで、諦めて我慢しようと

いうふうに負のスパイラルといいますか、そうい

うふうになっている、そして選択肢をどんどん狭

めた生活を余儀なくされていくということかなと

いうふうに思います。生活保護受給についてもや

はり我慢をしているのです。この受給については、

また別の機会に質問させていただきたいと思いま

すけれども、同居している親が高齢になったり、

また亡くなったりするということで自分自身の本

当に少ない年金だけで我慢をし続けている、食べ

るものも我慢をしてひきこもりという事例も私も

見てきたところでありますけれども、やはり一番

は先ほど健康福祉部長もおっしゃっていたように

国が障害者の基礎年金制度の拡充を中心に、障害

のない人と同等の暮らしを営める所得保障制度の

確立が強く求められるところなのですけれども、

そうなっていない、こういった状況の中でどうし
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ていくかということだというふうに思います。所

得保障を確立して、そして自立していくというこ

とだと思うのですが、その部分についてお考えお

聞かせいただければというふうに思いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 今議員がおっし

ゃられましたとおり、障害のある方が地域の一員

としてともに生活していくことができる自立と共

生の地域社会を実現するためには、職業の自立を

進めることが重要であると考えております。それ

で、今回国におきましては、平成２５年４月１日

から障害者の法定雇用率を引き上げ、民間企業で

は ８から２％、国、地方公共団体では １から

３％、そして都道府県等の教育委員会において

は ０から ２％となりましたが、先ほども身体

障害者の方は一般の方と同じような給与体系と申

し上げましたが、知的、精神障害者の方がパート

が多いということで、この法改正におきましても

法定雇用率により義務づけられているのは身体障

害者と知的障害者のみで、精神障害者については

現在雇用の義務がなく、精神障害者の健康福祉手

帳所持者を事業主が雇用した場合に障害者雇用率

にカウントできるというような消極的な規定にな

っております。現在国会において障害者雇用促進

改正法案が審議されていますが、その中では雇用

分野の障害者の差別の禁止の規定だとか、また法

定雇用率の算定基礎に精神障害者を加えることも

盛り込まれたということでございますので、今後

とも障害者の一般就労への移行による収入の増と

いうことが必要と考えておりますので、そのよう

な国の対策を求めたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） おっしゃるとおり、国

に強く求めていただきたいというふうには思って

います。その中で、やはり地域の中で働く場をど

ういうふうにして確保していくのかということが

重要だというふうに思っています。それが今回行

政報告で出されていた名寄市障害者自立支援協議

会の中で就労支援等々の専門部会が設置された、

ここに期待をするところであります。名寄市内、

先ほど御紹介があったように６カ所ありますけれ

ども、その中でまた福祉専門の大学もあるという

ことでは非常に恵まれている環境にあるのかなと

いうふうには思ってはいます。しかし、だけれど

もそこに行き着いた方々はいいのですけれども、

行き着かない方々もいらっしゃるわけです。先ほ

ど紹介したように、引きこもってしまう、どうし

たらいいかわからなくて引きこもってしまってい

る、幸い知人の方が気づいていろんなところに相

談に行って難をなくするということができました

けれども、やっぱりそういうことが必要だという

ふうに思っています。やはり今おっしゃったよう

に知的、精神障害を持った方々でも、働く場は非

常に狭まられるかもしれませんけれども、支援を

受けながら働くことを希望する人、本当に多いと

いうふうに思います。

また、これもちょっと心配なのですが、無理を

して頑張るのです、この方々の話を聞くと。もう

ちょっと頑張ってみるというふうにおっしゃるの

ですが、しかし頑張れるところで頑張りましょう

というふうにお話をしているところですけれども、

そういった方々を支える地域の人たちの基盤整備

も必要だというふうに思っています。支援施設で

働く施設職員の方々の働く環境の改善も見直して

いかなければならないのですが、このことについ

てはまた別の機会にさせていただこうというふう

に思いますけれども、やはり人間らしい働き方や

尊厳ある労働、これＩＬＯが提唱しているディー

セントワークというのがあるのですけれども、こ

の部分についてお考えをお聞かせいただければと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） ディーセントワ

ークにつきましては、ＩＬＯのたしか事務局長で

したか、が話されていた人間らしく……働きがい

のある人間らしい仕事ということだと認識してお
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ります。このことは、大変重要なことであり、た

しかＩＬＯでもこのことを主要目標として位置づ

けて世界に向けて発信しているというふうに認識

をしております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 障害があるないにかか

わらず人間らしい働き方、尊厳ある労働が必要だ

というふうに思います。障害のある方たちの働く

問題は、長い間狭い範囲で考えられてきたところ

でありますけれども、ディーセントワークにかか

わるかなと思うのですけれども、その人の働く力

や生活する力に応じて福祉と労働のバランスを調

整しつつも所得保障を踏まえた仕組みが必要だと

いうふうに思います。何回も言いますけれども、

やっぱり国の施策が強く求められるところであり

ますけれども、そういった働く場を求めている方

たちの一番身近な自治体として心を寄せながら取

り組んでいただくことが必要かなというふうに思

います。今回できた名寄市障害者自立支援協議会、

障害を持った当事者さんや保護者の方々の声を十

分に反映させた、そうした協議会になることを強

く求めて、次に行きたいというふうに思います。

風疹のことなのですけれども、非常に私は危機

感を持っています。このちょうど年齢に合う娘を

持っている親としても非常に気になるところであ

ります。最近実名を上げてワクチン接種を訴えて

いる方々がいらっしゃいます。先天性風疹症候群、

これにかかってしまったお子さんをお持ちの方々

が実名で出ることで、こうした病気を防ぐことが

できるということを強く訴えたいということで名

乗りを上げていらっしゃいます。そういった訴え

のこうした親御さんの気持ちを考えると、接種を

もっと進めていかなければならないのかなという

ふうに思いますが、この部分についてお考えがあ

ればお聞かせいただきたいと思いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 風疹ワクチン接種という

ことで今部長のほうからも答弁させていただいて、

この間も非常に私どもも注意深く今国の動向見さ

せていただいていますし、またワクチン接種をと

いうことで既に新聞紙上や、あるいは広報紙でも

呼びかけをさせていただいているところでありま

す。しかし、今お話のあったように旭川でも今３

名の発症が出たということで、今後こうしたウイ

ルス性の病気に関しては傾向としては北上してい

く可能性が相当強いのではないかということで、

庁内でも相当危機感を持ってこの間議論をさせて

いただいて、またそして世代間での特殊性の問題

もあったということであります。本来であれば、

こうしたワクチン接種は国がするということが望

ましいのでしょうけれども、国の動きもなかなか

見えにくい、そうした中で緊急性が非常に高いと

いうことを鑑みて、ぜひここは早急に前向きに検

討させていただきたいと、その一部助成も含めて

早急に検討したいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 今市長から前向きに検

討したいという御答弁をいただきまして、ちょっ

と胸をなでおろしている状況であります。全国保

険医団体連合会では、３月２７日に厚生労働省に

公費での接種費用の助成を求めています。その後

大流行が起こっている東京都中心に接種費用の助

成がどんどん広がっています。神奈川県では、風

疹非常事態宣言というのを出して助成をしていま

すし、昨年私視察させていただいた埼玉県蕨市で

は同じように今開会中の議会で予防ワクチン接種

費用の一部助成を４月１日からさかのぼって適用

するというような決断もされているところであり

ます。今市長がおっしゃったように、国の予防接

種制度の影響を受けてやっぱり年齢のところで幅

があって免疫持たない方々がいらっしゃる、こう

いった方々に接種を受けていただくことが非常に

強く求められているところでありますし、また１

回先ほど御紹介がありました ６００円前後とい

う高額ですと、思い切って打とうかなということ

もやっぱり二の足を踏むのかなというふうに思い
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ます。そこに接種費用の助成がされるということ

であると、その一歩の前に踏み出す力になってく

るのではないかということで決断をしていただけ

ればうれしいなというふうに思うのですが、再度

御答弁をいただいて、終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 子供を持つ親の皆さんへ

子育てに対してできる限りのソフトの充実をさせ

ていただきたいということでこの間もお話をさせ

ていただいていますけれども、今回もちょうど子

供を産む世代の方たちがかかりやすい、またそれ

が子供たちが甚大な影響を受ける風疹ということ

でありますので、このことが起因して子供を産め

ないと、そうしたことになるということも十分想

定されるということで、繰り返しになりますけれ

ども、ぜひ早期に検討を前向きにさせていただき

たいというふうに思っておりますので、よろしく

お願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で川村幸栄議員の

質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午前１１時５８分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

説明員に中野建築課長の出席を求められました

ので、これを許します。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ 議案第７号

名寄市住宅マスタープラン（見直し）の策定に

ついて、５月３１日の議事を継続します。

ここで本件にかかわる正誤表が提出されていま

すので、説明を求めます。

長内建設水道部長。

〇建設水道部長（長内和明君） 議案第７号 名

寄市住宅マスタープランの見直しの策定につきま

して、お配りをいたしました見直し案を改めて精

査をしたところ、今回お配りいたしました正誤表

のとおり誤りがありました。ここにおわびを申し

上げ、お手数をおかけしますが、訂正につきまし

てよろしくお願いを申し上げます。

それでは、訂正の内容につきまして御説明を申

し上げます。まず、字句の訂正ですが、見直し案

の１ページ、１、計画策定の背景と目的の本文８

行目、長期に亘ってにつきまして漢字の亘ってを

平仮名のわたってに訂正させていただきます。

また、同じく字句の訂正といたしまして、５ペ

ージ、９ページ、１７ページ、２１ページ、２８

ページ、３６ページ、３７ページ、６５ページに

つきましても正誤表に記載のとおり訂正をさせて

いただきます。

次に、３０ページ、３１ページ、３２ページに

おける表の訂正ですが、いずれも左側の上段、下

段の２つの表につきまして公営住宅という記載を

公営借家に訂正するもので、同じページにある分

析やグラフの表現と合わせるものであります。

最後に、３２ページの下段の表の公営住宅から

給与住宅におけるＨ３９の数字ですが、端数調整

によるもので、それぞれ正誤表に記載のとおり訂

正させていただきます。

以上、訂正の内容について申し上げました。改

めて議員の皆様に大変御迷惑をおかけいたしまし

て申しわけございません。今後このようなことの

ないよう事務の適正化に努めてまいりますので、

どうぞよろしくお願いを申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

佐藤靖議員。

〇９番（佐藤 靖議員） それでは、住宅マスタ

ープランにかかわる質疑を３点お伺いをしておき

たいと思います。

まず、２６ページ、基本目標１の表現なのです

けれども、その最初に近年空洞化が進んでいる市

街地の中心部に人と元気を取り戻しという表現を
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しています。これは、前期計画からずっと引き継

いでいることですけれども、さきの総合計画の後

期計画の質疑の中でもこういう取り戻しという表

現の仕方というのは、ある意味では中心部に人が

いないということに対して市街区のほかの部分か

ら引き戻すという表現が適切なのかという議論が

ありました。その後農村居住の持続ですとか、子

供からお年寄りまで安全に安心して暮らせるまち

づくりですとか、基本的には考え方に間違いない

と思うのですけれども、この表現の取り戻すとい

うことにどうしても違和感を感じるものですから、

この表現に至った考え方をお示しいただければと

いうふうに思います。また、今回それも踏襲をし

て後期で見直しもしないでいくということの考え

方を含めてであります。

次に、５５ページの（４）、住宅セーフティー

ネットの再構築というところの民間のノウハウを

活用した管理制度などの導入の検討というところ

で、公営住宅の管理について民間事業者の住宅管

理のノウハウの活用などにより効率的な運営や住

民サービスの向上を図るため指定管理者制度の導

入の検討を行いますというふうに書かれておりま

す。下段の表の中の特に米印の中でこれを補強す

る利用料金制度の説明ということもされておりま

すけれども、一方指定管理者制度のデメリットの

中に家賃について利用料金制度という指定管理者

制度の利点を活用できないという表現があります。

つまり片方ではこういう制度を活用できると言い

ながら、片方ではデメリットでできないというの

を示しながらも、なおかつ指定管理者制度を検討

するという、そこの整合性がちょっととれていな

いように読み取れますので、その御説明をしてい

ただきたいと思います。

また、今回の見直し案の中では、全体的な大き

な課題として人口減少ですとか、少子高齢化です

とか、さらにはコミュニティーのあり方というの

が大きな課題になってきて、それを取り組んでい

くということになると思いますけれども、この部

分にかかわって第５章の重点施策の中ではどちら

かというとこの部分よりもハード面の対応という

のが大きく盛り込まれておりますけれども、最近

新たな手法として全国では公営住宅に大学生を入

れるという例をこの前テレビのほうで放映してお

りました。１つのスペースの中に３人でしたけれ

ども、大学生を入れて、その大学生が近くの小学

校の課外活動の指導者というか、そういうことに

ボランティアで協力するという取り組みをしてい

るのが非常にいいということでＮＨＫで放送され

ておりましたけれども、例えばうちの名寄市のこ

とを考えますと、大学は保健福祉部ということで

特に社会福祉ですとか、看護ですとか、児童です

とか、栄養ですとか、ある意味では地域が抱えて

いるような課題をしっかり認識して活動できるよ

うな学生が４年制そろっているわけですので、い

ろいろなハードルはあると思いますけれども、本

当からいえば見直し案の今後の活動、重点施策の

中にそういうことも検討していくような方向性を

持った方がいいのではないかというふうに思いま

す。今地域では、各団地を含めて高齢化が進んで

おりますし、若い人が入らないというのもありま

すので、そこにもし名寄大学で学んでいる学生が、

公営住宅はどっちかというと低所得者ですとかい

ろんなものがあるので、空きスペースがないのに

というのはちょっと問題かもしれませんけれども、

大学と地域、大学と名寄、あるいは大学と市民と

いうことを考えるとそういう取り組みも名寄らし

い住宅マスタープランになるのではないかと思い

ますけれども、見解があればお示しをいただきた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 長内建設水道部長。

〇建設水道部長（長内和明君） ２６ページの近

年空洞化が進んでいる市街地の中心部に人と元気

を取り戻し、議員言われている取り戻しというこ

とでありますけれども、議員も今言われましたと

おり人口減少を踏まえてまちを管理する部分を含

めまして総体的には空洞化になっているというこ
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とがございます。その中では、農村地域ばかりで

はなくて町場も含めて総体的にまちの中に人を呼

ぶという、そういう観点でありますけれども、利

便性の高い既存住宅地、あるいは既存の住宅を再

利用いたしまして、その中でまちづくりという観

点で人を呼び戻すというのはそういう観点もちょ

っと入っておりますので、農村部ばかりでなくて

名寄市全体としてという考え方で、その中で市街

地も人を呼び戻すと、そういう考え方を持ってお

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 中野建築課長。

〇建築課長（中野 博君） 佐藤議員の２つ目の

質問、５５ページの指定管理者制度の導入の件で

お答えいたします。

この表の中で、まず下段の朱書きのほうを先に

説明させていただきます。この利用料金制度の意

味を解説しているものでございますが、これにつ

きましては通常民間の場合でありましたら施設の

管理上生ずる費用、いわゆる必要経費というのは

通常考えます。その上で家賃を設定するわけです

けれども、当然利益を考慮して家賃を設定するわ

けでございます。そのためには、管理費の効率化

だとか、あるいは利用料金によっては指定管理者

の意欲が高まり、サービスの向上につながるとい

う意味に捉えていただきたいと考えております。

また、表中の指定管理者制度の枠のデメリット

の一番下でございますが、家賃について利用料金

制度という指定管理者制度の利点を活用できない

という、この意味につきましては要するに通常で

あれば民間賃貸住宅、先ほど申し上げましたが、

利益を考慮として家賃を設定しますが、公営住宅

を民間会社が指定管理者として業務を請け負う場

合につきましては公営住宅法という法律に基づく

家賃設定をしなければならないことになっており

ます。当然ながら法律を超えた家賃を指定管理者

が取ることはできませんので、そういう意味でデ

メリットというふうに表現させていただきました

ので、御理解願います。

それと、大学の学生、あるいは若者の対策につ

いてだったと思いますが、議員も御存じかと思い

ますが、通常市営住宅の入居資格におきましては

公営住宅法はもとより、名寄市営住宅管理条例に

おいて同居親族であることや収入要件を満たす者

などが単身で入居できることになっておりますし、

また特別の高齢者、身体障害者、あるいは生活保

護法に規定する被保護者に限られております。ま

た、通常公営住宅法の趣旨といたしましては、低

所得者あるいは住宅困窮者を対象として公営住宅

は供給されるものという考えが根底にはございま

す。ただ、現在市内の公営住宅につきましては、

政策空き家を除きますと空き家率はおよそ４％、

３０戸程度と確認をいたしております。現状とい

たしましては、古い住宅のほうから空き家になっ

てきているという現状はありますので、このよう

な状況は私どもも把握はしております。今後は、

社会全体における少子高齢化は名寄市内だけの問

題ではございませんが、自治会活動などのコミュ

ニティーにも影響してくることは承知しておりま

すので、このような状況を踏まえて世代を問わず

バランスのとれた混在団地を形成できるようコミ

ュニティーの形成に向けて取り組んでまいりたい

と考えております。また、現時点では本編の住宅

マスタープランの中ではちょっと盛り込むことは

できませんが、今後後期計画の中で各種計画、長

寿命化計画だとかその他関連する計画と整合とり

ながらシェアハウスだとか、そういうものについ

ての研究をしてまいりたいと思いますので、御理

解願いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇９番（佐藤 靖議員） この取り戻し、取り戻

すという表現の仕方というのは、ある意味ではこ

だわり過ぎなのかもしれませんので、とにかく名

寄はコンパクトなまちづくりをするということで

すので、取り戻すというよりももう一回市内に活

気を戻そうという取り組みというふうに理解をし

ていきたいということに思います。
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ただ、５５ページのものは、今中野課長に御説

明を受けましたけれども、なぜこれ指定管理者の

制度の導入を検討を行いますということにしてい

るかというと、その前なのです、文章の。民間事

業者の住宅管理のノウハウの活用などにより効率

的な運営や住宅サービスの向上を図るという表現、

そのためにこの指定管理者の導入検討を行います。

しかし、デメリットでは、例えば指定管理者制度

の中ではノウハウの活用というと一番上に書いて

あります。指定管理者がかわる場合その都度引き

継ぎが必要であり、ノウハウの蓄積が難しい、否

定しているのです。ノウハウの活用というのをこ

こでは否定している。効率的な運営というと、そ

の次のところでは募集計画や入居者の決定など権

限行使にかかわるものは行えないというのは、業

務を一体的に処理できない、いわゆる効率的では

ないというのがデメリット、その下では家賃につ

いては利用料金制度という指定管理者制度の利点

を活用できない、全部デメリットで否定している

ものがそのまんま上のところでこれがメリットで

すよというふうに書いてあるということが整合性

がないのではないのですかということなのです。

説明はわかるのですけれども、上とデメリットで

言っていることが全く相反しているのに、デメリ

ットとわかっているのに指定管理者制度の検討を

行いますというふうに書いてある、この整合性な

のです、僕が知りたいのは。そこをもう一度御説

明をいただきたいと思います。

大学生を入れるものは、これからいろんな地域

の事情、いろんな社会情勢の変化があると思いま

す。この前の一般質問の鹿野事局長の答弁ではご

ざいませんけれども、やはり大学が持っている機

能、あるいは学生が持っているパワーというのは

名寄市でもこれから交流センターを中心に活用し

ていこうということがありますので、ぜひ若いパ

ワーと知識と行動力を地域で生かせるような枠組

みというのは、ここに盛り込む盛り込まないとい

うことよりもある意味では市の施策として政治的

判断として、今分権の時代に入りまして一定程度

市町村で枠さえきちっと対応すればできるという

公営住宅法や何かの関係でも権限移譲がされてお

りますので、ぜひそのことは御検討を今後してい

っていただきたいというふうに思います。

ただ、指定管理者については改めて答弁を求め

たいと。

〇議長（黒井 徹議員） 中野建築課長。

〇建築課長（中野 博君） お答えいたします。

まず、もう少し補強させていただきますが、指

定管理者制度のデメリットの一番上でございます

が、指定管理者がかわる場合その都度引き継ぎが

必要であり、ノウハウの蓄積が難しい、これ例を

とりますと、市内の道営住宅では現在市内の建設

業者が指定管理１期４年で請け負っておりまして、

ことし４年目でございますが、最初指定管理を申

請した段階では審査がとても難しくて、北海道の

審査が、その上で市の住宅係にも協力してもらっ

た経緯もありますが、あくまでも指定管理者が交

代する場合には当然その情報とか知識とか技術と

か管理方法についても、当然経験あるなしも含め

てそういう意味では現状としては簡単にできるも

のではないと。民間の賃貸住宅をやっていれば、

では公営住宅も簡単に指定管理者を受けられるか

というと、そういうわけでもございません。当然

審査もあって、やっぱり実績があるとないとでは、

現実のところは指定管理者が交代した場合にも正

直なところ私が知っている情報の中ではそう簡単

にできるものではないという考えをしております。

こちらの考えといたしましては、あくまでも指定

管理者というのは民間ですので、民間というのは

当然先ほども申し上げましたが、利益を追求しな

ければならないということが前提にあります。利

益を追求する中では、家賃としては公営住宅法の

法律に基づいて指定管理をしていかなければなら

ないというのは、これはどうやっても変わること

がないことなものですから、そこら辺につきまし

てはこちらの認識としてはそういう理解で記載さ
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せていただきましたので、よろしくお願いいたし

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇９番（佐藤 靖議員） 指定管理者制度の導入

というのは、市の公共施設もやっておりますけれ

ども、ある意味では時代の趨勢というのはありま

すので、それを検討しないという手はないという

のはわかりますので、その場合にはやっぱりこの

メリット、デメリットというのをしっかり検討の

課題として入れていただいて、導入に向けては慎

重に対応していただければということを求めて、

終わりたい。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 何点かお尋ねします。

今回の見直しについては、平成２０年から２４

年にかけて取り組む計画を、国の住生活基本法な

どを背景にした計画の見直しなんかとも連動する

わけですが、これまでの進捗状況や見直しの過程

において施策の見直しや進捗状況といった上での

見直しということで書かれてありますけれども、

特にこの数年間の中で、住マスを決めてから２０

年以降、名寄市的に施策の効果、具体的な進捗、

実行されたものというのは主なもので結構ですけ

れども、特徴的なものを少し御説明をいただきた

いわけですが、トータルとして特に課題の点検で

はまちづくりに関する課題３点とか、住宅に関す

る課題４点、環境、暮らしに関する関係が３点と

いうことなのですが、今後の対応で何点か見直し

はしていますけれども、引き続きというのがほと

んどで、制度の見直しなんかでいろいろ見直しと

いうのも水色で表示をされているのですけれども、

いわゆる進捗、今までの進捗の状況、特徴的なも

の説明いただきたいのと、実効実際に上がってい

るものについても少しあわせて御説明お願いした

いなと思っています。

かなり向こう５年間課題について重点的なもの

についてやるということになっているのですけれ

ども、ダイジェストでも、実際に総花的な感じで

向こう５年間の中で実効が伴うものは本当にどれ

だけあるのかなというあたりについての見通しに

ついてもう少しお知らせをいただきたいなと思い

ます。

それに関連して、これは国や道の制度や計画の

財政的な根拠、担保を背景にしているものがほと

んどではないかと思うのですが、名寄市独自でこ

れはどうしても国や道で制度ができなくても手を

つけていかなければならぬということがお考えと

してあれば、まずお聞かせをいただきたいと思い

ます。

２つ目には、今佐藤靖議員からあったＰＦＩの

関係については既に道営住宅、名寄でも一定の経

験をもとにしてやられているのですが、その辺に

ついてのメリット、デメリット、この文書で机上

で書いてあるようなこととほぼ同じことが道営住

宅の指定管理者の実効の中で総括として、反省と

して出てきておられるのかどうかの検証について

お聞かせをいただきたいし、名寄市の場合仮に幾

つかを指定管理者を検討していくというふうに書

いてありますから、その能力、資格、資質の関係

でいくとまさにこれから育成をしていかなければ

ならぬということなのか、あるいはかなり意欲が

あると、経験を持っているところも既にあります

けれども、そういう業界の状況についてどのよう

に押さえられているのか、２つ目にお聞かせをい

ただきたいなと思います。

それとあと、ページの２０ページに住宅のニー

ズの関係で入居世帯の人数によるミスマッチ、１

人世帯のところもあれば、２０年前入った人が家

族がいなくなって１人になったり、あるいは３人

も４人もいるけれども、入れないからいろいろ入

れかえだとか、全国的にも今移転業務を含めて政

策的にやっているところもあるのですけれども、

そういうミスマッチということについての提起は

わかりますけれども、違う視点で公営住宅そのも

のが低所得者、比較的所得が低い、名寄で５００

万円ぐらいのところですか、収入で、ぐらいの人



－151－

平成２５年６月１３日（木曜日）第２回６月定例会・第４号

が有資格者みたいな感じなのですが、所得構造は

２００万円とか３００万円という層あたりは三十

数％ぐらいまでになっていわゆる収入階層からく

るニーズ、今全体の住宅の中で十二、三％ぐらい

というふうに公営住宅の占める割合はあるのです

けれども、そういう角度からの公営住宅の必要数

というのは所得の階層から見るニーズみたいのを

分析をされておられたことがあるのかどうかお聞

かせをいただきたいなというふうに思います。

あと、最後のほうのページに、いつも基本的な

ことではあるのですが、６章、６８ページに計画

の実現を目指してということで、市民の役割、責

任とまでいかなくても役割だとか、民間事業者あ

るいは名寄市のそれぞれ役割があるのですが、私

の感覚的には名寄市だから特に建設にかかわる業

者さんは地元優先ということですが、実際にはマ

ンションや住宅も含めて五分五分から ５から

５ぐらいの比重で非常に押されぎみ、地元が押さ

れぎみの傾向のデータが出ているのですが、いわ

ゆる市外業者に対してももちろん一定のこの計画

に対する拘束、規制みたいのが当然想定をされて

の話ではないのかなというふうに思っているので

すが、市民、業界、あるいは市の役割、責任みた

いのをどれだけ本当に対市民に対して、対業者、

市内、市外問わず一定の理解を求めてこの計画の

遂行に向けた協力が得られるのかどうかという、

市場の問題もありますから、それについても少し

お聞かせをいただきたいなと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中野建築課長。

〇建築課長（中野 博君） 私のほうからまず１

つ目の住宅マスタープラン、平成１９年策定以降

この５年間における検証あるいは実績等について

ちょっと御説明させていただきます。

平成１９年に策定以後につきましては、まず所

管としてのこれまでの間で実施してきたことにつ

いて御説明いたしますが、この間につきましては

平成２０年には耐震改修促進法というのが国の法

律が成立いたしまして、いわゆる名寄市の促進計

画もそれに合わせて策定してまいりました。住宅

マスタープランの中でも説明、触れておりますが、

耐震化、耐震改修につきましては平成２３年から

広報、インターネット等を通じてＰＲは続けてお

りますが、現実のところは名寄市の地域性といい

ますか、地震が多発地域ではないこともあるのか

と思いますが、いまだに耐震診断あるいは耐震改

修、国の補助を使っての実施はございません。そ

れから、その後に策定いたしました名寄市公営住

宅等長寿命化計画におきましては、これにつきま

してはもう既に御存じかと思いますが、北斗、新

北斗におきまして平成２２年から公営住宅を整備

してきているところでございまして、実施内容に

つきましては予定どおりと考えております。また、

本年からでございますが、先ほど申し上げた長寿

命化計画に基づくノースタウンなよろ団地の４棟

９０戸につきましては、本年度から他団地と交互

にでございますが、外壁改修あるいは防水改修等

予定どおり計画を実施してまいりたいと考えてお

ります。

また、別の視点からでございますが、前期５カ

年におきましてはどのような検証を加えたかとい

うことでございますが、これまでの人口、世帯数、

住宅や居住環境の状況、地域の特徴など、社会情

勢を考慮してまちづくりにかかわる動向を把握し

た上で現在抱えている問題や将来予想される問題

を明らかにしながら、国、道の上位計画や統計デ

ータ等あらゆる入手できる情報につきまして現行

計画と矛盾がないかどうかをチェックしながら、

庁内検討部会を立ち上げてこの間総合計画との整

合性も含めて検討してきたところでございます。

また、ＰＦＩにつきましては、確かに表の中に

はメリット、デメリット触れておりますが、正直

なところこれまでの間につきましては直営という

ことが基本でしたので、今後の５年間においてあ

くまでもＰＦＩにつきましては……

（「ＰＦＩじゃなくて指定管理」と呼ぶ者あり）

〇建築課長（中野 博君） 失礼しました。指定
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管理の課題ということでよろしいでしょうか。指

定管理につきましては、先ほどちょっと佐藤議員

のほうで御説明いたしましたが、現在道営住宅で

は地元の建設会社が指定管理を請け負っておりま

すが、この指定管理におきましてはただ受けられ

るということではなくて、当然資本力というので

すか、資力、あるいは機動力、あるいは先ほども

触れましたけれども、ノウハウ、そういうものが

ないとなかなか現実には市内の業者では現状では

ちょっとハードルが高いのかなという思いはして

おります。たまたまその請け負っている業者につ

きましては、以前から民間の賃貸を管理している

若干のノウハウがあったものですから、そういう

意味では多少北海道、あるいは名寄市の住宅係と

の協議の中で知識を得た上で申請して合格してい

るというところがございます。ただ、現状といた

しましては、それ以外の業者におきましてはまだ

未知数でございまして、やはり現実にはある程度

資本力とノウハウがないとなかなか経験不足のま

までは指定管理者を受けられないのではないかと

いう判断をして、また北海道のチェックもかなり

厳しいというふうに聞いておりますので、そうい

う意味では担保されるものがないとなかなか指定

管理は受けられないという状況ではないかという

ふうに判断しております。

それから、高齢化社会に向けてひとり住まいだ

とかというのは、先ほど高齢化社会になってきて

いるということも御説明いたしましたが、ひとり

住まいが確かに多くなってきている事実はありま

す。参考に言いますと、高齢化率でいいますと北

斗あたりは世帯数の７割ぐらいが高齢化、６５歳

以上となっております。最高齢になるともっと上

になるのですけれども、その中で実際には公営住

宅法の中では収入分位というのがあります。収入

分位というのは、基本的には無条件で公営住宅が

あいている場合入居できる階層というのは１階層

から４階層までとなっております。この１階層か

ら４階層までの上限というのが、年収にしますと

ほぼ１９０万円ぐらいのところまででございます。

ただし、５階層、６階層につきましては裁量階層

といいまして、条件によっては緩和措置がござい

ますが、７階層以上は収入超過者ということにな

っております。当然公営住宅に入ってから収入超

過者になった場合には割り増し家賃が取られます

が、現状としてはそういう状況でございます。収

入から見ての必要戸数というのは、現状ではちょ

っと検証はしておりませんが、あくまでも市内の

状況を見ますと市内の入居世帯の９２％がこの収

入分位でいいます４階層までの入居者となってお

ります。残りが裁量階層、あるいは収入超過者と

いうことになっているわけで、かなりの割合、ほ

とんど１００に近いぐらいが低所得者ということ

でこちらは認識しております。現状では、あくま

でも所得から見た入居戸数の設定というのはして

おりませんし、その考えに基づきますとなかなか

現状として間取りの問題だとか、あるいは規模の

問題も含めて細部にわたって検討していかなけれ

ばならないということもありまして、現状として

はちょっとまだ検証していない状況ですので、今

後につきましては後期５カ年の中で改めて単身者

の動向も含めて把握に努めてまいりたいと考えて

おります。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 長内建設水道部長。

〇建設水道部長（長内和明君） 最後の６８ペー

ジの計画の実現を目指してというところでありま

すけれども、議員のほうから市外業者への規制も

というお話が先ほどちらっとありましたけれども、

決して市外の業者の規制ではなくて、ここ数年間

の名寄市の住宅状況を見ますと、平成２４年が市

内が１９戸で、市外は４０戸ということになって

ございます。これらを含めまして、これからの住

宅政策含めまして、市民、業者、名寄市というこ

とで連携をつくっていこうと。業者だけでどうこ

うということになりませんので、当然ながら市民

の皆さんにも地元育成というものを含めまして、
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住宅事情も含めまして連携して何とかやっていこ

うという考えからのことでありますので、御理解

願いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 今最後のほうの建設

水道部長の関係は、私も画一的に市外の業者さん

の規制をということを前提にしたわけではないけ

れども、やっぱり地元優先というところの心構え

というのは認識は同じだというふうに思っていま

すから、危機的な状況、いわゆる市内、市外の、

三十数％ぐらいから６０、６割、四分六を超えて

いるのです、もう。そういう面でいくと、市内業

者にもっと頑張っていただくという檄を飛ばしな

がらもやっぱり一定の政策、施策がそこに伴わな

いと対市民やら対業界も含めてだけれども、なよ

ろっぽい家だとかいろいろそれぞれ皆さん努力は

いただいてはいるのだけれども、数字的には落ち

る傾向にずっとあるということからすると、市民

の役割、業界の役割、市の役割というところあた

りが机上で書いた作文に終わるのではないのかと。

いわゆる実効を上げるためにどのような知恵、苦

労が伴っていくのかというのは物すごく重要なポ

イントだというふうに思っているものですから、

あえてそこを聞いたわけです。ここの業者という

のは、市外からもし仮に来られてやってもやっぱ

り名寄市の計画について、住マスプランについて

しっかり理解を求めていくというのが大前提にな

るという理解でよろしいのでしょうし、地元に対

してはまたもっと競り勝っていけるような施策展

開みたいなのがないと実際にはない袖は振れない

ということではないのかなというふうに思ってい

ますから、作文で形に残すということはもう少し

意識したものが欲しかったなという感じがするも

ので、あえて触れさせていただきました。

それで、指定管理の関係は、資金的なものを市

が担保するという状況には当然ならないのでしょ

うけれども、既存のノウハウを持った市内業者さ

ん１社だけでということでもまたこれはいかがな

ものかという、競争性や公平性も含めていくと手

をつけていない。これから基本的には指定管理者

を推進をしていくということが書かれていますか

ら、育成も含めた精神がそこに入っているのかど

うか、そういう受けとめ方でいいのか。平等に、

あるいは画一的にすぐ何年でやるということばか

りではないのでしょうけれども、やっぱりそうい

う時期が来ないと育成、育っていかないと、機械

的にという話には当然ならない話で、別に直営が

だめだということでも必ずしもないのですけれど

も、そこは民間の育成についての考え方も裏側に

は書いてあると。指定管理者についても検討、導

入していくということを言い切っているわけだか

ら、デメリットはいろいろあるけれどもという、

メリット、デメリットトータルとして。ただ、一

番やっぱり気をつけなければならぬのは、午前中

の議会質問ではないですけれども、公契約問題や

人件費をどれだけ抑えるかというところは、民間

でやる場合のもうけがどのぐらい出るかというこ

とにかなり指定管理者の場合はウエートが、労務

費部分が高いので、そこは十分慎重に検討した上

で仮に実行に移すとすればやっぱり試行的なとい

う感じになるのでしょうけれども、もう少しその

辺について深い意味のところを聞いておきたいの

ですけれども。

それと、ちょっとお答えなかったのですが、収

入分位の関係、世帯で１人の人も４人の人も、あ

るいはこれから入りたいという人も含めてミスマ

ッチがあるので、入れかえなんかも全国的に今条

例や規則で、あるいは引っ越しの支援もしながら

ミスマッチをできるだけ解消していきたいという

ことなのですけれども、私聞いたのは名寄の収入

構造の中で、働いている人たちの、そこから分析

をした公営住宅の比率、必要数、戸数が５年、１

０年、２０年の中での分析経過はあるかどうかと

いう、単なる世帯数のミスマッチではなくて。か

なり周辺市町村の中でも、個人住宅、借家、借間、

公営住宅、多少の違いはあるのでしょうけれども、



－154－

平成２５年６月１３日（木曜日）第２回６月定例会・第４号

最終的にはそういう判断もしながら必要数という

のは分析をされていろいろデータとしては出てい

ますけれども、そこら辺については今言ったこと

についてちょっとさっきお答えなかったので、分

析されてきて載っていないのか、そこまで分析さ

れていないということなのか、もう少しお聞かせ

をいただきたいと思います。

それと、ちょっと気になったのは、課題がまち

づくりに関する課題で３点、住宅に関することが

４点の居住環境で３点ということで、これを施策

体系に、３４ページ、３５ページの主な施策の右

端にそれぞれ引かれていって実行していかなけれ

ばならぬという、この計画重要な課題をやってい

くという基本的な構えのもとにつくられています

から、本当にこれだけのことが国や道の施策に連

動した形で実行していけるのかどうかというのは

国、道絡みなのですけれども、かなり机上的な作

文が多いのも事実のような気がしているのですけ

れども、さっき答えもいただいていませんが、単

費でも何か特徴的なことをあえてやろうとしてい

るのかということについての答え漏れがあるので、

お答えをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中野建築課長。

〇建築課長（中野 博君） まず、最初の指定管

理に関することでございますが、確かに議員御指

摘のように指定管理者、いわゆる資力がないとな

かなか難しいのではないかというお答えはしまし

たが、今後につきましては本編の中でも触れてお

りますが、地元にはなよろっぽい家づくりの会と

いうＮＰＯ法人がございますので、私どものほう

も常々ちょっと影が薄いのではないかということ

で指摘しているところでございまして、会合につ

いては業者間、十何団体含まれておりますが、会

合はもう少し頻繁に開いてテーマを持ってもう少

し市民にわかりやすい団体となるように努めても

らいたいということをお願いしているところでご

ざいます。ひいては、今申し上げました指定管理

につきましても勉強会等、そういうものを活用し

ながら民間団体としても勉強会等含めて今後そう

いう準備ができるような格好に進めてもらうよう

要望してまいりたいと考えております。

また、収入による分析でございますが、正直な

ところ収入による分析については公営住宅全体と

して分析はしていない状況でございますので、御

理解願います。

また、重点施策の件でございますが、重点施策

につきましては本編平成１９年に策定したときか

ら基本的には朱書きではございませんので、修正

はいたしておりません。ただ、あくまでもやっぱ

りこちらといたしましては目標というものを定め

て進めたいという思いもありまして、正直なとこ

ろ全部できるのかと言われますとあれですけれど

も、こちらといたしましては目標に向かって最善

の努力をしていきたいという思いでございますの

で、御理解願いたいと思います。

それから、ちょっと補強説明を申し上げます。

それから、３４ページ、３５ページの主な施策の

中で盛り込んでございますが、こちらといたしま

しては朱書きの部分では最大限努力して計画を達

成していきたいと思っております。もちろん国や

北海道の協議や、あるいは北海道との調整も必要

になる場合、あるいは地元のコンセンサスも必要

な場合もございますが、基本的にはこの施策を推

進してまいりたいと考えております。

それから、市独自のものでございますが、現時

点では市独自の計画、申しわけありませんが、盛

り込んでいない状況でございます。失礼します。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 今答えに入っていな

いのは、改めて３回目に答えてもらえるのか。

この計画、住マスの見直しの計画に名寄市的に

は総合計画、新総合計画の後期計画があると。あ

と、いずれも単費の予定を構えるほどないので、

結局は国の政策的な誘導がないとできないという

ことなのでしょうけれども、要するにここに書い

てある３４ページ、３５ページ、前段目標だと、
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目標がないと前に進まないからということの言い

方ではなくて、明らかにこれは総合計画とリンク

をしなければだめな計画なので、そこは国の政策

動向を見ていかなければならぬという括弧づきに

なりますけれども、構えとしてはやっぱりできな

いものを総花的に、コンサルや皆さんの知恵も含

めて入っているのでしょうけれども、かなり総花

的だなという感じが拭えないので、総計の中の大

枠の中としてのこれがあるとすれば、しっかり実

効を高めて努力を求めておきたいと思います。

１点だけ、単費の予定全くないということなの

ですけれども、３５ページ、これまでもあったの

ですけれども、まちなか居住の推進、一番上の借

り上げ公営住宅について前からも予定を持ってい

ながらも実際には形になっていないので、このぐ

らいは少し、耐震も国の予算わずかついて、それ

でも申し込みないと。要するに懐ぐあいなのです、

皆さん。名寄が地震があるとかないとかという以

前の問題で、今の状態しかないなというところな

のでしょうけれども、借り上げ毎回抽せんで入り

たいところにはいつになっても何回も３回も５回

もやっても入れないと。そういうニーズとのギャ

ップに対する解消の手だてというのは、ある面で

は自分で見つけて、借り上げ住宅みたいなもの、

一定の差額を市が持つというようなことを促進を

していかないと。そして、これからどんどん、ど

んどん建てかえに伴って政策的な空き家を１割以

上設けていかなければならぬということですし、

トータルとしては公営住宅減らしているわけだか

ら、どんどん、どんどん。それをカバーリングし

ていくのは、やっぱり民間の住宅をどう生かすか

ということだと思うのですけれども、せめてこの

ぐらいはしっかり実効を高めて、公営住宅の入居

がなかなか３回も５回やっても、抽せん２回引い

ても当たらないと、嫌気差すという声は私どもよ

く聞くのですけれども、この辺についての最終的

な考え方についてを求めて、終わりたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 中野建築課長。

〇建築課長（中野 博君） 借り上げ公営住宅に

つきまして、改めて御説明したいと思います。

議員御指摘のように、確かに平成１９年に策定

した本編の中に借り上げ公営住宅が盛り込まれて

いることは事実でございます。ただし、この５年

間で正直なところその検証が足らなかったという

意味では、今後５年間の中でしっかりこの借り上

げ公営住宅だけではなくて、借り上げ公営住宅、

あるいは買い取り公営住宅、直営も含めて総体的

に結局名寄市の中でどういうやり方が一番名寄市

にふさわしいかということをしっかり検証した上

で、今後５年間の中で結果を出していきたいと考

えております。

それから……

（何事か呼ぶ者あり）

〇建築課長（中野 博君） 改めて５年間の中で

形にしていきたいと考えておりますので、よろし

くお願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 日根野正敏議員。

〇１５番（日根野正敏議員） 冒頭正誤表が出て

きたのですけれども、そのほかにもちょっと間違

いがあるのではないかと思うのですけれども、３

７ページの借上げ住宅のデメリットの１行目とい

うことでげが入っているのですけれども、その２

段目の丸ぽつのところもげが入っていない、それ

から３番目の丸ぽつ、借上期間トータル、ここの

２カ所にもげが入っていないということで、これ

は間違いですよね。

それと、ついでと言ってはなんですけれども、

ちょっと聞きたいのですけれども、その前の３６

ページなのですけれども、コンパクトで暮らしや

すいまちづくりということで、まちを管理する費

用やエネルギーを効率的に使用するために町中の

空洞化したところに人を寄せてくるという意味だ

と思うのですけれども、町中に人を寄せることに

よって行政経費がなぜ安くなるのかもちょっとわ

からないのですけれども、お聞きしたいと思いま
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す。

〇議長（黒井 徹議員） 中野建築課長。

〇建築課長（中野 博君） ３７ページのデメリ

ット欄、黒ぽち２つ目、借上につきましては、こ

れは借上と期間とを合成したこちらのほうとして

は熟語といいますか、１つの文体を形成している

ものだという判断で、その上の借上げ費のところ

に平仮名のげを入れたことにつきましてはほかの

ページの文面との整合から借上げ費として統一し

たもので……

（「一番下にげが入っている」と呼ぶ者あり）

〇建築課長（中野 博君） 申しわけありません。

こちらの勘違いでございます。訂正いたします。

それと、コンパクトな暮らしやすいまちづくり

の表現でございますが、人口減少を踏まえてまち

を管理する費用やエネルギーを効率的、効果的に

使用し、まちという部分でよろしいですね。どう

いうふうに効率的になるのかということでござい

ますが、これは官民問わずまちづくりの中でまち

をコンパクトにまとめていくということはエネル

ギーの面でも、それから行政面でも要するにコス

トが削減できるという考えでございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） ちょっと待ってくださ

い。

ここで一たん暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時５２分

再開 午後 １時５８分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

長内建設水道部長。

〇建設水道部長（長内和明君） 申しわけありま

せん。３７ページの借上げについては、デメリッ

トのところで下から１つ目が借上げとなってげが

ついておりますので、下から２つ目、３つ目の借

上につきましてはげをつけさせていただきたいと

思います。後ほど正誤表を出したいと思いますの

で、よろしくお願いします。申しわけありません。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時５９分

再開 午後 １時５９分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

今長内建設水道部長から修正がありましたので、

それを了解として、正誤表については後ほど正誤

表の訂正をさせていただきたいと思います。

再質問お願いします。

日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） 正誤表については

わかりました。

先ほどコンパクトなまちづくりの中で小さくま

とめたら、それが具体的にどういう部分で経費が

かからなくなるのかという部分がわからないので

す。そこをちょっと教えてください。

〇議長（黒井 徹議員） 長内建設水道部長。

〇建設水道部長（長内和明君） まちを管理する

費用やエネルギーをという部分であると思います

けれども、ここにつきましては都市機能を町場に

集約することによってコストが削減されると。１

つに集中することによってエネルギーも含めて全

てにおいて削減されると、そういう観点からここ

では記載をしてございますけれども、コストが削

減が図られ、また住宅の再整備も含めてそこで集

約をすると、そういうことでエネルギー効果につ

いても削減ができるということでうたっておりま

す。あくまでも都市機能の集約ということで考え

ていただければいいと思います。分散してエネル

ギーを使うより、１つにまとめて建物に使ったほ

うがコスト削減になる、そういうことであります。

〇議長（黒井 徹議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） エネルギーでした

ら、例えば農村部でも一軒家はそれなりの電気代

だとかかかりますよね。例えば農家で離農した人

がまちに来たら、当然来た人は買い物に近いです

から、車の燃料代とかそういった部分は削減にな
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るけれども、行政サイドから見たときにそれが例

えば町外れにいようが町中にいようが行政的なコ

ストが削減されるとは思えないのですけれども、

その辺の解釈をどうしたらいいのかということを

聞きたいのですけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩します。

休憩 午後 ２時０２分

再開 午後 ２時０３分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

中野建築課長。

〇建築課長（中野 博君） コンパクトというこ

とで、先ほど都市機能と言いましたけれども、要

するに町中にコンパクトなまちをつくるというこ

とは結局今日根野議員が言われましたけれども、

遠くから出てくるよりは移動経費はかからなくて

済むと思いますし、それに伴う町場での買い物等

についても交通機関、あるいはバスだとか、そう

いうものも含めて移動の経費はかからなくなるわ

けですから、そういう意味ではエネルギーがカッ

トできるという考えでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） 今言っているのは、

移っていく人の立場ですよね。だから、行政サイ

ドから見てどういうふうに経費が削減されるとい

う部分で、これでは行政サイドから見た考え方で

書いているわけですよね。移っていく人は、当然

町中へ移れば買い物行くのにも燃料代もかからな

いし、そういう部分では経費が削減になるけれど

も、行政サイドから見たときには別にどこにいよ

うが行政経費は、例えば町外れの本当に一軒家で、

そこがなくなったらそこまで除雪行かなくていい

というところであれば、それは理解できるけれど

も、そういう部分で聞いているのですけれども、

これが最後だと思うので。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） お答えをさせていただ

きたいと思いますが、日根野議員おっしゃるとお

り、行政サイドから見たコンパクトなまちづくり

という観点は御指摘のとおりだというふうに思っ

ておりまして、コンパクトにすることによって少

なくてもライフラインにかかわるものについては

維持費、それから老朽化したものを修繕するにし

ても基本的に経費的には安く済むのではないかと

いうことも含めて行政サイドから見たときに、そ

ういうコンパクトシティーという概念を持ってい

るというふうに御理解をいただければというふう

に思うのでありますけれども、よろしくお願いい

たします。

〇議長（黒井 徹議員） 追加答弁ありますか。

長内建設水道部長。

〇建設水道部長（長内和明君） 済みません。今

副市長がお話しして私がお話ししたら、大変失礼

な話なのですけれども、細かく言いますと１つに

集約することによって１つは行政としては除雪費

ですとか、それから道路の整備ですとか、そうい

った部分も含めるとエネルギー的には安くなると、

そういう考え方であります。

〇議長（黒井 徹議員） 植松正一議員。

〇７番（植松正一議員） 何点かお聞きしたいの

ですけれども、私の町内会も団地、東光と、それ

から緑丘第１団地あるのですけれども、うちらの

町内会もコミュニティー関係、コミュニティーの

形成含めて若い人からお年寄り関係も本当にうま

く軌道に乗ってはいるのですけれども、そして今

この要旨にもございますけれども、去年からふれ

あいサロンですとか、これをやられる方というか、

お年寄りの関係の人らも月に２回ぐらいですか、

集まっていろいろ模索しながらやっていくのです

けれども、ただ、今この団地構成含めてうちのと

ころ今ちょっと数字的にやぶさかでないですけれ

ども、持ち家と、それから市営住宅の入居されて

いるその協働の関係なのです。やっぱり結構問題

も出てくるのかなと思うのですけれども、今持ち

家は大体３７戸ぐらいで、あと入居されている方

が１１３戸、大体１５０世帯なのですけれども、
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それで３００人ぐらいの形成になっているのです

けれども、これから入居される方の、熊谷議員も

言っていましたけれども、入居されるという心得

含めてやっぱりもうちょっと入居される方にわか

りやすく文書化させたほうがいいのかなと思って

いるのです。

以前にちょっと入居心得見たら、余り詳しく出

ていませんでして、入居された方にお聞きします

と、電気料金の関係、これは東光なら東光に入っ

ている方が北電との委託含めて皆さんその団地の

ところから集めて、そして払っているとか、それ

から除雪の問題、いわゆる雪庇している部分、入

り口の雪庇している部分、これどこで雪を落とす

のかとか、それから若い人らに言わせると、ちょ

っと遊ぶ遊具が足りないとか、それから集会所、

今コミュニティーの交流施設の集会所のところ２

０台以上は駐車できるのですけれども、そこの除

雪がなっていなくて、町内会でやればいいのでな

いのかといえば、それはそうなのかもしれません

けれども、うちらのほうでも業者を頼んでやって

いるとか、いろいろな細かいところ含めて環境整

備、これはやっぱり私は大事な部分なのかなと思

っていまして、そしてまた今度これ見ますと、長

寿命化型というのですか、補修や何かの関係も含

めて、うちらのほうでいくと第１団地は３０から

３１年の間に云々と言っていますけれども、やは

り当初の部分では、今北斗団地のほうはちょっと

別ですけれども、うちらのところはあちら製とい

うか、内地向きの関係でなかなか大変な……

〇議長（黒井 徹議員） 植松議員、質疑をまと

めて発言してください。

〇７番（植松正一議員） はい。維持管理がかか

るということなのですけれども、その辺の入居さ

れる方、そして私どもみんなでやるわけですけれ

ども、その関係、私どもとの持ち家の関係、です

からその辺の絡みも行政としてはやはりしっかり

とした町内会と打ち合わせをやるべきでないのか

なと思っていますけれども、その辺はどうなので

しょうか。

〇議長（黒井 徹議員） ちょっと休憩いたしま

す。

休憩 午後 ２時１０分

再開 午後 ２時１１分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

中野建築課長。

〇建築課長（中野 博君） 新たに公営住宅に入

居される方のいわゆる心得ということでございま

すね。公営住宅につきましては、基本的に抽せん

でございますが、抽せんで当選された方につきま

しては契約の際に住宅係のほうで入居者の心得、

あるいはマナーというものの冊子をお渡ししてお

りますし、当然先ほどちょっと触れておりました

共益費、住宅内部以外の共益費の電気料金の取り

扱いについてもその冊子の中でうたってございま

す。それで、入居者につきましては、ごみ出しの

問題も含めてルールを守るようにということで入

居者のしおりの中でうたってございます。

それから……それだけだったでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 植松議員。

〇７番（植松正一議員） うちらのほうですから

余り言えないですけれども、問題は入居心得、今

中野課長も言いましたけれども、やはり町内会、

うちらばかりでなくてほかにも団地ありますから、

そういうところと町内会の会長含めて、役員含め

て、内容含めてちょっと検討する余地はいろいろ

あると思います。ですから、その辺は除雪の問題

いろいろありますから、環境含めて、その辺もや

っぱりこれからやるべきだと思っていますので、

よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 中野建築課長。

〇建築課長（中野 博君） 今後につきましては、

改めて適宜、企画課のほうでは町内会連合会も事

務局を持っておりますので、必要に応じて情報提

供、あるいは注意喚起等を含めて回覧とインター

ネット等利用できる場合には進めてまいりたいと
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考えておりますので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第７号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第７号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第４ 意見書案第

１号 道教委「新たな高校教育に関する指針」の

見直しと地域や子どもの実態に応じた高校づくり

の実現を求める意見書、意見書案第２号 「原発

事故子ども・被災者支援法」に基づく具体的施策

の早期実施を求める意見書、意見書案第３号

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法

律」の早期制定を求める意見書、以上３件を一括

議題といたします。

お諮りいたします。意見書案第１号外２件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認め、採決

を行います。

本件を原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、意見書案第１号外２件は原案のとおり

可決されました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第５ 報告第１０

号 例月現金出納検査報告についてを議題といた

します。

本件については、報告書が手元に配付されてお

りますので、これをもって御了承をお願いいたし

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第６ 閉会中継続

審査（調査）の申し出についてを議題といたしま

す。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、申し出のとおり決定いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第７ 委員の派遣

についてを議題といたします。

お諮りいたします。お手元に配付のとおり、委

員を派遣することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、委員の派遣が決定いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で今期定例会に付

議されました案件は全て議了いたしました。

これをもちまして、平成２５年第２回定例会を

閉会いたします。

大変御苦労さまでした。

閉会 午後 ２時１６分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。
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議 長 黒 井 徹

署名議員 佐 藤 靖

署名議員 山 口 祐 司
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質 問 文 書 表 （一般質問）

平成２５年第２回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 大 石 健 二 １．名寄市の財政運営

（Ｐ ４２） (1) 名寄市の財政規律等から

ア 健全で計画的な財政運営の制度化等について

(2) ゼロ予算の職員提案から

ア 納税プロジェクト等の推進と取り組みについて

２．名寄市の行政運営

(1) 中心市街地活性化への取り組みから

ア 活性化施策の再点検とその方向性等について

(2) 仮称・空き家等の適正管理条例制定から

ア 制定に向けた考え方と課題等について

(3) 安心して暮らせる地域づくりから

ア 課題を抱える町内会とその活動等について

３．名寄市民の声から

(1) 電力料金改定に伴う余波について

ア 市民生活への影響とその対応について

２ 佐 藤 靖 １．施策等の決定手法と市民周知について

（Ｐ ５３） (1) バス運行業務委託料改定のてん末

(2) 反省点と改善手法

(3) 施策等の市民周知のあり方

２．駅前交流プラザ「よろーな」開設に伴う賑わい創造について

(1) 「よろーな」運営委員会での協議経過

(2) 入居団体や商店街等との協議経過

(3) 通常時の利用促進策

(4) 商店街活性化につなげる具体策

(5) 「よろーな」管理のあり方

３．名寄市立総合病院について

(1) 医師、看護師を含めた医療スタッフ確保

(2) アウトソーシングの考え方

平 成 ２ ５ 年 第 ２ 回 ６ 月 定 例 会



－162－

平 成 ２ ５ 年 第 ２ 回 ６ 月 定 例 会

４．名寄市立大学について

(1) 大学のあり方、検討組織の概要等について

(2) タイムスケジュールは

(3) 大学と学生の可能性

３ 植 松 正 一 １．農林業施策について

（Ｐ ６５） (1) 心配される農作物の進捗状況と今後の対応・対策は

(2) ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）に対して、市独自の調査での影

響額は

(3) 木質バイオマス利活用調査の内容と今後の利用促進の考え方

(4) 森林整備担い手対策推進状況は

２．市内遊休地の利活用について

(1) 旧営林署跡地対策について

(2) 緑丘第２団地跡地対策について

(3) 普通財産として管理している宅地分譲地、施設建設可能な面積状

況は

４ 東 千 春 １．名寄市立大学について

（Ｐ ７７） (1) 児童学科の四年生化について

ア 社会的な背景について

イ 学生にとってのメリットと課題について

ウ 児童学科が目指す姿について

(2) 大学図書館計画の進捗状況について

２．適切な夜間照明のあり方について

(1) 防犯上の考え方ついて

(2) 省エネ対策の考え方について

(3) 公共施設の夜間表示看板について

(4) 光害防止の取り組みについて

３．スポーツイベントについて

(1) ひまわりリレーランについて

(2) スキーの日のイメージについて

(3) ランナーズチップの利用について

５ 山 田 典 幸 １．名寄市の教育行政について

（Ｐ ９０） (1) 信頼される学校づくりの取り組みについて

(2) 道徳教育の推進について
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(3) 学校教育における食育の取り組みについて

２．農業の振興施策について

(1) 本年度の重点農業施策について

(2) 担い手への支援策について

６ 高 橋 伸 典 １．子ども医療費の助成について

（Ｐ１００） (1) 名寄市の対象者状況

(2) 子育て世帯の対応と対策の考えは

(3) 子ども医療費の助成の無料化を

２．市営住宅の空き家対策について

(1) 既存住宅ストックの有効活用について

(2) 市営住宅の今後の役割と考え方について

(3) 高齢者対策及び除雪問題について

３．東日本大震災の入札への影響について

(1) 労務単価引き上げの対応

(2) 資材燃料等の引き上げの対応

４．耕作放棄地の再生について

(1) 耕作放棄地再生利用緊急対策について

７ 佐々木 寿 １．経済建設行政について

（Ｐ１１０） (1) 公共施設の燃料、電気等の料金値上げに伴う対応について

(2) 地元企業の受注について

(3) 不法投棄について

(4) パーソントリップ調査について

２．市民の健康について

(1) がん対策について

(2) 若年者の精神疾患（精神保健福祉）について

３．伝統、文化について

(1) 名寄岩生誕１００年に伴う見解について

８ 奥 村 英 俊 １．市民と行政との協働によるまちづくりについて

（Ｐ１２５） (1) 名寄駐屯地記念行事について

(2) 平和行政・平和教育の推進について

２．名寄市の除排雪について

(1) 平成２４年度の事業を終えて見えた課題と平成２５年度シーズン

に向けた取り組について
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３．公共事業の発注・契約と地域の活性化について

(1) 落札率の分析と市民負担について

(2) 指定管理者制度・入札制度における地元優先の考え方と品質確保

について

(3) 地元で働く勤労者の労働条件向上のための公契約条例の制定につ

いて

４．なよろコミュニティバス実証試験運行について

(1) 利用促進と交通弱者への対策について

(2) 市民意見の集約方法と進捗状況について

９ 川 村 幸 栄 １．公契約条例について

（Ｐ１３６） (1) 公共工事で働く労働者の働く環境と賃金について

(2) 公共サービス、委託分野で働く労働者の働く環境と賃金について

(3) 名寄市における公契約条例制定について

２．障害のある人たちの就労支援について

(1) 名寄市の障害のある人たちの就労状況と賃金について

(2) 今後の就労支援について

３．風しん流行の対応について

(1) 北海道、上川管内、名寄市の発症状況

(2) ワクチン接種の啓蒙啓発と接種状況

(3) ワクチン接種の助成について
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平成２５年第２回名寄市議会定例会議決結果表

平成２５年５月３１日～平成２５年６月１３日 １４日間

本会議時間数 １３時間１３分

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

平 成 2 5 年 第 1 回 25. 3. 4 25. 4.17 25. 5.31
名寄市暴力団排除条例の制定について

定例会 市民福祉委員会付託 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決
【市民福祉常任委員長報告】

付 託 議 案 第 1 号

名寄市子ども・子育て会議条例の制定につい 25. 5.31 ― 25. 6.13
第 １ 号

て 市民福祉委員会付託 ― 閉 会 中 審 査 決 定

― ― 25. 5.31
第 ２ 号 名寄市職員定数条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

― ― 25. 5.31
第 ３ 号 名寄市基金条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

― ― 25. 5.31
第 ４ 号 なよろ健康の森条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

名寄市病院事業の設置等に関する条例の一部 ― ― 25. 5.31
第 ５ 号

改正について ― ― 原 案 可 決

名寄市風連地区地域振興審議会設置条例の廃 ― ― 25. 5.31
第 ６ 号

止について ― ― 原 案 可 決

名寄市住宅マスタープラン（見直し）の策定 ― ― 25. 6.13
第 ７ 号

について ― ― 原 案 可 決

― ― 25. 5.31
第 ８ 号 工事請負契約の変更について

― ― 原 案 可 決

― ― 25. 5.31
第 ９ 号 財産の取得について

― ― 原 案 可 決

専決処分した事件の承認を求めることについ ― ― 25. 5.31
第 １ ０ 号

て ― ― 承 認

専決処分した事件の承認を求めることについ ― ― 25. 5.31
第 １ １ 号

て ― ― 承 認

専決処分した事件の承認を求めることについ ― ― 25. 5.31
第 １ ２ 号

て ― ― 承 認

平成２５年度名寄市一般会計補正予算（第２ ― ― 25. 5.31
第 １ ３ 号

号） ― ― 原 案 可 決
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平成２５年度名寄市国民健康保険特別会計補 ― ― 25. 5.31
第 １ ４ 号

正予算（第１号） ― ― 原 案 可 決

報 告 平成２４年度名寄市一般会計予算繰越明許費 ― ― 25. 5.31

第 １ 号 繰越計算書の報告について ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 25. 5.31
公害の現況に関する報告について

第 ２ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 25. 5.31
名寄市土地開発公社の経営状況について

第 ３ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 25. 5.31
株式会社名寄振興公社の経営状況について

第 ４ 号 ― ― 報 告 済

報 告 株式会社ふうれんの解散及び清算結了の報告 ― ― 25. 5.31

第 ５ 号 について ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 25. 5.31
名寄市社会福祉事業団の経営状況について

第 ６ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 25. 5.31
専決処分した事件の報告について

第 ７ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 25. 5.31
専決処分した事件の報告について

第 ８ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 25. 5.31
専決処分した事件の報告について

第 ９ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 25. 6.13
例月現金出納検査報告について

第 １ ０ 号 ― ― 報 告 済

人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求め ― ― 25. 5.31
諮 問 第 １ 号

ることについて ― ― 適 任 と 認 め る

道教委「新たな高校教育に関する指針」の見 ― ― 25. 6.13
意 見 書 案

直しと地域や子どもの実態に応じた高校づく ― ― 原 案 可 決
第 １ 号

りの実現を求める意見書

意 見 書 案 「原発事故子ども・被災者支援法」に基づく ― ― 25. 6.13

第 ２ 号 具体的施策の早期実施を求める意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 「障害を理由とする差別の解消の推進に関す ― ― 25. 6.13

第 ３ 号 る法律」の早期制定を求める意見書 ― ― 原 案 可 決

― ― 25. 6.13
閉会中継続審査（調査）の申し出について

― ― 決 定
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― ― 25. 6.13
委員の派遣について

― ― 決 定
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